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わ
が
赤
十
字
の
旅
路

マ
イ
ケ
ル
・
メ
イ
ヤ
ー

特
別
寄
稿
　
２
０
１
９
年
ア
ン
リ
ー
・
デ
ュ
ナ
ン
記
章
受
章
を
記
念
し
て

公
益
―
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
に
根
ざ
す

私
は
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
の
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
で
育
っ
た
。
父
は
芸
能

界
の
仕
事
を
し
て
お
り
、
母
の
親
族
も
映
画
関
係
の
仕
事
を
し
て
い

た
。
母
は
（
最
年
長
の
私
を
含
め
て
）
四
人
の
子
ど
も
を
育
て
た
だ
け
で

な
く
、女
性
の
政
界
進
出
や
民
主
党
の
政
治
活
動
に
も
活
発
に
関
わ
っ

て
い
た
。
両
親
は
い
つ
も
、
他
者
を
考
え
社
会
に
奉
仕
す
る
よ
う
に

―
守
り
伝
え
る
責
任
の
重
さ

と
私
た
ち
子
ど
も
に
言
い
聞
か
せ
た
。
私
は
、
若
い
頃
か
ら
他
の
多

く
の
人
々
よ
り
も
幸
運
だ
と
い
う
自
覚
が
あ
り
、
自
分
よ
り
恵
ま
れ

な
い
人
々
を
助
け
た
い
思
い
が
強
か
っ
た
。

ま
だ
幼
い
時
分
か
ら
、
私
は
歴
代
の
ア
メ
リ
カ
大
統
領
と
公
益

活
動
に
携
わ
る
人
々
に
と
て
も
興
味
が
あ
っ
た
。
ウ
ィ
ン
ス
ト
ン
・

チ
ャ
ー
チ
ル
や
マ
リ
ー
・
キ
ュ
リ
ー
、
ア
ル
ベ
ル
ト
・
シ
ュ
ヴ
ァ
イ

ツ
ァ
ー
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
ワ
シ
ン
ト
ン
・
カ
ー
ヴ
ァ
ー
な
ど
、
様
々
な

か
た
ち
で
社
会
や
世
界
に
貢
献
し
た
人
々
の
伝
記
を
読
み
漁
っ
た
。

私
は
、
ジ
ョ
ン
・
Ｆ
・
ケ
ネ
デ
ィ
ー
の
「
国
家
が
自
分
に
何
を
し

て
く
れ
る
か
で
は
な
く
、
自
分
が
国
家
の
た
め
に
何
が
で
き
る
か
」、

そ
し
て
、
我
々
が
共
に
世
界
に
対
し
て
何
が
で
き
る
か
を
問
い
な
さ

い
、
と
い
う
奉
仕
へ
の
呼
び
か
け
に
触
発
さ
れ
た
世
代
で
あ
る
。
後

に
そ
の
同
じ
思
い
は
、
弟
の
ロ
バ
ー
ト
・
ケ
ネ
デ
ィ
ー
の
「
人
は
現

状
を
見
て
、な
ぜ
と
尋
ね
る
。
私
は
い
ま
ま
で
に
な
い
こ
と
を
夢
見
て
、

そ
う
な
ら
な
い
は
ず
は
な
い
と
問
う
」
と
い
う
言
葉
に
反
映
さ
れ
た
。

当
時
私
は
十
代
後
半
で
、
大
統
領
選
で
ロ
バ
ー
ト
・
ケ
ネ
デ
ィ
ー
を

熱
烈
に
支
持
し
、
ア
メ
リ
カ
の
公
民
権
運
動
に
の
め
り
こ
ん
で
い
た
。

多
感
な
時
期
を
一
九
六
〇
年
代
の
ア
メ
リ
カ
で
過
ご
し
た
そ
の
経
験

が
、
私
の
人
生
に
色
濃
く
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。

大
学
で
は
、様
々
な
か
た
ち
の
社
会
奉
仕
に
関
わ
っ
た
。
私
が
通
っ

た
イ
ェ
ー
ル
大
学
は
、
創
立
以
来
、
大
学
教
育
の
主
要
な
目
的
と
し

英
国
赤
十
字
社
国
際
法
務
部
長

【
筆
者
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
】

マ
イ
ケ
ル
・
メ
イ
ヤ
ー
氏
は
、
現
職
の
英
国
赤
十
字
社
国
際
法

務
部
長
で
あ
り
法
律
家
で
も
あ
る
。
四
〇
年
に
渡
り
第
一
線
で
活

躍
し
続
け
る
生
粋
の
赤
十
字
人
で
あ
り
、
国
際
人
道
法
の
普
及
に

永
年
貢
献
し
た
功
績
に
よ
り
、
二
〇
一
九
年
一
二
月
、
国
際
赤
十

字
最
高
の
栄
誉
で
あ
る
ア
ン
リ
ー
・
デ
ュ
ナ
ン
記
章
を
受
章
し
た
。

本
稿
は
、
赤
十
字
と
共
に
歩
ん
で
き
た
筆
者
の
半
生
を
振
り
返
り

な
が
ら
、
英
国
赤
十
字
の
国
際
人
道
法
へ
の
取
り
組
み
と
赤
十
字

へ
の
熱
き
思
い
を
本
誌
の
た
め
に
綴
っ
た
手
記
で
あ
る
。

て
公
益
活
動
を
位
置
づ
け
て
い
た
。
学
部
生
で
あ
っ
た
間
に
、
私
は

い
ろ
い
ろ
な
公
益
活
動
に
従
事
し
た
。
ま
た
、
私
は
政
治
に
も
常
に

強
い
関
心
を
抱
い
て
い
た
。
イ
ェ
ー
ル
大
学
で
は
学
内
政
治
に
積
極

的
に
関
わ
り
、
四
年
生
の
と
き
に
は
学
生
自
治
会
書
記
局
を
任
さ
れ

た
。
当
時
こ
の
役
目
は
、
主
導
的
立
場
の
学
生
が
担
う
も
の
だ
っ
た
。

進
む
べ
き
道
の
不
確
か
さ

イ
ェ
ー
ル
大
学
で
の
学
内
政
治
に
関
わ
る
こ
と
で
、
政
治
で
は
、

必
ず
し
も
自
分
の
気
が
進
ま
な
い
事
柄
に
も
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
。
そ
れ
は
自
分
に
う
そ
を
つ
く
と
い

う
意
味
で
は
な
い
が
、
本
当
は
自
分
ら
し
く
な
い
と
感
じ
る
よ
う
な

事
柄
に
も
手
を
染
め
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
で

民
主
党
の
政
治
活
動
に
関
わ
る
母
の
姿
か
ら
、
私
か
ら
見
れ
ば
立
派

な
活
動
を
し
て
い
る
と
思
う
よ
う
な
人
物
で
あ
っ
て
も
、
政
界
に
入

れ
ば
、
人
生
の
様
々
な
場
面
で
妥
協
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
に
気
づ
い

た
。
そ
の
せ
い
で
、
イ
ェ
ー
ル
大
学
を
卒
業
す
る
頃
に
は
、
初
の
ユ

ダ
ヤ
人
大
統
領
に
な
り
た
い
と
子
ど
も
の
と
き
か
ら
ず
っ
と
思
い
続

け
て
き
た
私
の
野
心
は
、
す
っ
か
り
色
あ
せ
て
い
た
の
だ
っ
た
。

イ
ェ
ー
ル
大
学
を
卒
業
し
た
私
は
、
何
を
し
よ
う
か
と
考
え
あ
ぐ

ね
な
が
ら
英
国
に
渡
っ
た
。
そ
の
と
き
ま
で
、
私
は
政
治
家
に
な
る
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こ
と
が
公
益
活
動
だ
と
思
っ
て
い
た
。
市
場
調
査
会
社
で
一
年
間
働

い
た
後
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
ト
リ
ニ
テ
ィ
ー
・
ホ
ー
ル
で
法
学
専

攻
の
大
学
院
生
に
な
っ
た
。
大
学
院
で
は
、
自
分
が
国
際
公
法
に
興

味
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
、
二
年
目
に
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
を
含
む

武
力
紛
争
法
を
研
究
し
た
。
そ
の
と
き
に
初
め
て
、
赤
十
字
国
際
委

員
会
（
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
）
と
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
に
お
け
る
そ
の
役
割
に
つ

い
て
学
ん
だ
の
で
あ
る
。

私
は
国
際
連
合
や
国
連
機
関
に
も
興
味
が
あ
り
、
ユ
ネ
ス
コ
で
世

界
各
国
か
ら
来
た
大
学
生
た
ち
と
共
に
、
二
週
間
の
サ
マ
ー
・
ス
ク
ー

ル
に
参
加
す
る
機
会
を
得
た
。
こ
れ
は
非
常
に
興
味
深
い
も
の
だ
っ

た
。
し
か
し
、
私
に
は
国
連
も
ま
た
あ
ま
り
に
政
治
色
が
強
く
、
私

が
苦
手
に
感
じ
る
よ
う
な
妥
協
を
強
い
る
存
在
に
思
え
た
の
で
、
結

局
政
界
で
キ
ャ
リ
ア
を
積
む
と
い
う
夢
は
諦
め
る
こ
と
に
し
た
の

だ
っ
た
。

ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
で
法
学
修
士
（LL

・B

、
現
在
のLL
・M
）
課

程
を
修
め
た
後
、
私
は
再
び
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
で
国
際
関
係
学
の

修
士
号
（M

Phil

）
も
得
た
。
そ
の
修
士
論
文
で
は
、「
法
と
緊
急
時
の

災
害
救
援
組
織
」
を
研
究
テ
ー
マ
に
選
ん
だ
。
そ
こ
に
は
も
ち
ろ
ん
、

国
際
赤
十
字
・
赤
新
月
運
動
の
役
割
に
関
す
る
研
究
も
含
ま
れ
て
い
た
。

忘
れ
え
ぬ
指
導
教
官

ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
ダ
ウ
ニ
ン
グ
・
カ
レ
ッ
ジ
で
、
私
は
ク
ラ

イ
ヴ
・
パ
リ
ー
と
い
う
非
常
に
頭
脳
明
晰
だ
が
と
て
も
変
わ
り
者
の

研
究
指
導
教
官
に
師
事
し
た
。
あ
る
日
、
私
を
指
導
し
て
い
る
最
中

（
私
の
研
究
に
つ
い
て
議
論
し
て
い
た
と
き
）
に
、
唐
突
に
彼
は
椅
子
か
ら

立
ち
あ
が
る
と
私
を
指
さ
し
た
。
私
を
「
マ
イ
キ
ー
」（
こ
れ
ま
で
彼
を

除
い
て
誰
か
ら
も
そ
う
呼
ば
れ
た
こ
と
は
一
度
も
な
い
の
だ
が
！
）
と
呼
び
、

そ
し
て
、「
マ
イ
キ
ー
、
君
は
赤
十
字
の
人
だ
」
と
言
っ
た
の
だ
。
突

然
の
こ
と
に
ぎ
ょ
っ
と
し
て
私
は
「
何
で
す
っ
て
？
」
と
聞
き
返
し
た
。

そ
の
一
言
は
、
青
天
の
霹
靂
だ
っ
た
。
パ
リ
ー
教
授
は
「
君
は
赤
十

字
人
だ
か
ら
、
赤
十
字
で
働
く
べ
き
だ
」
と
繰
り
返
し
た
。
驚
い
て

彼
を
見
つ
め
た
ま
ま
、私
は
何
が
な
ん
だ
か
わ
か
ら
ず「
そ
う
で
す
か
」

と
答
え
た
。
赤
十
字
で
働
く
な
ど
、
そ
れ
以
前
に
は
考
え
た
こ
と
す

ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
は
、
赤
十
字
に
対
す
る
私
の
母
の
否
定
的
な

態
度
が
多
少
影
響
し
て
い
た
。

親
の
影
響

母
と
祖
母
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
中
の
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
で
米
国
赤

十
字
社
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
看
護
師
の
補
佐
役
と
し
て
働
い
た
。
赤
十

字
の
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
に
身
を
包
ん
だ
二
人
が
い
っ
し
ょ
に
写
っ
て
い

る
写
真
は
、
い
ま
も
私
の
大
切
な
宝
物
の
一
つ
で
あ
る
。
だ
が
、
ホ

ロ
コ
ー
ス
ト
で
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
が
行
っ
た
こ
と
と
行
わ
な
か
っ
た
こ
と
の

せ
い
で
、
母
は
か
な
り
の
「
ア
ン
チ
・
赤
十
字
」
で
も
あ
っ
た
。
そ
ん

な
経
緯
も
あ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
私
は
赤
十
字
で
働
こ
う
な
ど
と
は
微

塵
も
考
え
た
こ
と
が
な
か
っ
た
の
だ
。
し
か
し
な
が
ら
、
武
力
紛
争

法
（
現
在
、
国
際
人
道
法
（
Ｉ
Ｈ
Ｌ
）
と
一
般
的
に
呼
ば
れ
る
）
と
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ

の
特
殊
な
役
割
に
つ
い
て
研
究
し
た
こ
と
で
、
私
は
赤
十
字
と
い
う

組
織
に
非
常
に
好
感
を
抱
い
て
い
た
。
私
は
ま
た
、
第
二
次
世
界
大

戦
に
つ
い
て
の
膨
大
な
文
献
を
読
ん
で
い
た
し
、
戦
時
中
の
Ｉ
Ｃ
Ｒ

Ｃ
の
考
え
方
を
理
解
で
き
て
い
た
と
思
う
。
当
時
は
い
ま
と
は
異
な

る
思
考
が
必
要
と
さ
れ
る
、
ま
っ
た
く
次
元
の
違
う
世
界
だ
っ
た
の

だ
。
し
か
も
恐
る
べ
き
当
時
の
歴
史
に
お
い
て
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
だ
け
が

も
っ
と
何
が
し
か
を
な
し
得
る
唯
一
の
組
織
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

歴
史
の
教
訓
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
が
、
し
か
し
そ
れ
は
過
去
の
別

世
界
で
の
こ
と
で
あ
り
、
い
ま
は
先
を
見
据
え
て
前
進
す
べ
き
だ
と

私
は
考
え
た
の
だ
っ
た
。
私
に
と
っ
て
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
で
働
け
る
の
は

素
晴
ら
し
い
こ
と
に
思
え
た
の
で
あ
る
。

幼
い
頃
か
ら
、
私
は
い
つ
も
「
な
ぜ
？
」
を
連
発
す
る
子
ど
も
だ
っ

た
。
そ
れ
は
決
し
て
異
を
唱
え
る
た
め
で
は
な
く
、
た
だ
単
に
理
解

す
る
た
め
だ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
両
親
が
な
ぜ
私
に
あ
る
種
の
行
動

を
し
な
さ
い
と
言
い
つ
け
る
の
か
、
両
親
が
な
ぜ
あ
る
特
定
の
意
見

を
持
っ
て
い
る
の
か
、
そ
ん
な
こ
と
を
納
得
す
る
た
め
だ
っ
た
。
必

ず
し
も
い
つ
も
両
親
を
喜
ば
せ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
か
っ
た
も
の
の
、

私
に
は
私
な
り
の
考
え
が
あ
っ
た
の
だ
。
同
時
に
、
私
は
と
て
も
従

順
な
幼
年
時
代
と
思
春
期
を
過
ご
し
た
と
思
っ
て
い
る
。
私
が
親
に

た
て
つ
い
た
の
は
理
知
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
他
の
方
法
で
は
決
し

て
反
抗
し
な
か
っ
た
か
ら
だ
。

私
を
助
け
、
触
発
し
た
人
々

パ
リ
ー
教
授
は
、
ジ
ェ
ラ
ル
ド
・
ド
レ
イ
パ
ー
大
佐
教
授
と
呼
ば

れ
る
人
物
と
知
り
合
い
だ
っ
た
。
当
時
、
ド
レ
イ
パ
ー
教
授
は
英
国

に
お
け
る
国
際
人
道
法
の
第
一
人
者
で
、
と
き
に
は
顧
問
と
し
て
英

国
赤
十
字
社
を
手
伝
っ
た
り
も
し
て
い
た
。こ
の
人
も
か
な
り
変
わ
っ

た
人
物
だ
っ
た
。
パ
リ
ー
教
授
は
、
私
が
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
で
職
に
あ
り
つ

け
る
よ
う
に
口
を
き
い
て
く
れ
な
い
か
と
電
話
で
頼
ん
で
く
れ
た
。

だ
が
、そ
の
時
点
で
は
私
が
ア
メ
リ
カ
国
籍
だ
っ
た
の
で
不
可
能
だ
っ

た
。
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
は
当
時
、
ま
ず
は
ス
イ
ス
人
で
な
け
れ
ば
入
る
こ
と

の
で
き
な
い
組
織
だ
っ
た
の
だ
。

パ
リ
ー
教
授
は
、「
わ
か
っ
た
、
た
ま
た
ま
英
国
赤
十
字
社
に
ブ
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ラ
イ
ア
ン
・
ホ
ジ
ソ
ン
と
い
う
知
り
合
い
が
い
る
ん
だ
」
と
言
っ
て

動
い
て
く
れ
た
。
ホ
ジ
ソ
ン
氏
は
、
英
国
赤
十
字
社
の
国
際
部
の
部

長
か
ら
社
長
に
な
っ
た
人
だ
っ
た
。
社
長
職
を
退
い
た
後
に
は
、
ま

さ
に
老
練
な
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
と
し
て
英
国
赤
十
字
社
の
相
談
役
に
就

い
た
。
英
国
赤
十
字
社
に
入
る
前
は
、
か
つ
て
の
タ
ン
ガ
ニ
ー
カ
で

東
ア
フ
リ
カ
の
植
民
地
民
政
官
を
し
て
い
た
。
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド

大
学
と
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
を
出
て
お
り
、
そ
の
世
代
の
典
型
的
な

上ア
ッ
パ
ー
・
ミ
ド
ル
・
ク
ラ
ス

位
中
流
階
級
の
英
国
紳
士
で
、
内
面
か
ら
醸
し
出
さ
れ
る
品
格
、

清
廉
潔
白
な
誠
実
さ
、
礼
儀
正
し
い
物
腰

―
そ
の
何
も
か
も
が
、

少
な
く
と
も
私
に
は
完
璧
に
思
え
た
。

パ
リ
ー
教
授
の
計
ら
い
で
、
災
害
救
援
に
関
す
る
自
分
の
修
士
論

文
に
つ
い
て
ブ
ラ
イ
ア
ン
・
ホ
ジ
ソ
ン
氏
と
話
す
た
め
に
英
国
赤
十

字
社
を
訪
ね
る
こ
と
に
な
り
、
当
時
ロ
ン
ド
ン
の
グ
ロ
ヴ
ナ
ー
・
ク

レ
セ
ン
ト
通
り
に
あ
っ
た
事
務
所
へ
向
か
っ
た
。
ホ
ジ
ソ
ン
氏
に
面

会
し
、
赤
十
字
運
動
へ
傾
け
る
彼
の
情
熱
に
感
銘
を
受
け
、
赤
十
字

に
興
味
津
々
だ
っ
た
私
は
ま
す
ま
す
そ
の
虜
に
な
っ
た
。
彼
は
私

に
英
国
赤
十
字
社
に
つ
い
て
、
海
外
支
部
の
こ
と
や
赤
十
字
運
動
と

英
国
赤
十
字
社
の
歴
史
、
災
害
救
援
に
お
け
る
赤
十
字
の
活
動
や
基

本
原
則
の
こ
と
を
語
っ
て
く
れ
た
。
そ
し
て
当
時
の
英
国
赤
十
字
社

の
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
を
く
れ
た
の
で
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
に
戻
っ
て

読
ん
だ
。
冊
子
に
は
、
英
国
赤
十
字
社
の
職
員
に
向
け
て
「
赤
十
字

法
の
夏
季
コ
ー
ス
に
、
英
国
赤
十
字
社
か
ら
も
参
加
者
を
送
る
よ
う

に
と
要
請
が
あ
り
、私
に
声
が
か
か
っ
た
。
私
は
喜
び
勇
ん
で
参
加
し
、

素
晴
ら
し
い
経
験
を
し
た
。
そ
の
頃
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
「
連
帯
」
の
時

期
で
、
戒
厳
令
が
出
さ
れ
る
直
前
だ
っ
た
。
そ
の
夏
季
コ
ー
ス
に
は
、

東
欧
や
西
欧
か
ら
の
若
者
た
ち
が
一
堂
に
会
し
た
。
さ
ら
に
そ
の
一

年
後
の
一
九
八
二
年
八
月
九
日
、
私
は
英
国
赤
十
字
社
の
本
社
職
員

に
採
用
さ
れ
た
。

最
初
の
課
題
と
任
務

私
の
最
初
の
肩
書
は
、
英
国
赤
十
字
長
期
戦
略
研
究
員
だ
っ
た
。

こ
の
仕
事
で
は
、
調
査
や
執
筆
を
行
い
、
か
な
り
年
上
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
や
職
員
ら
と
の
会
議
を
こ
な
し
た
。
一
九
八
三
年
の
二
月
頃
に
、

法
務
・
委
員
会
活
動
部
の
職
員
と
し
て
終
身
雇
用
契
約
を
も
ら
っ
た
。

研
究
員
に
な
っ
た
ば
か
り
の
頃
、
私
は
身
辺
調
査
を
さ
れ
て
い
る
と

感
じ
て
い
た
。
こ
の
職
務
に
私
が
向
い
て
い
な
い
と
思
わ
れ
た
の
だ

ろ
う
。
最
初
の
上
司
か
ら
は
、
私
に
法
務
の
仕
事
が
務
ま
る
か
ど
う

か
わ
か
ら
な
い
と
言
わ
れ
た
。
そ
れ
は
私
の
吃
音
の
せ
い
で
も
あ
っ

た
。
電
話
で
仕
事
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
だ
。
お
ま
け

に
私
は
英
国
人
で
は
な
か
っ
た
の
で
、
英
国
外
務
省
が
私
に
胸
襟
を

開
い
て
く
れ
る
か
ど
う
か
も
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
と
き
は
も
う

の
仕
事
は
単
な
る
職
務
で
は
な
く
天
職
で
あ
る
」
と
書
か
れ
て
い
た
。

こ
れ
だ
と
思
っ
た
。
つ
い
に
私
は
自
分
の
居
場
所
を
見
つ
け
た
の
だ
。

赤
十
字
で
働
き
た
い
と
思
っ
た
瞬
間
だ
っ
た
。

初
め
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
か
ら

こ
う
し
て
私
は
赤
十
字
人
と
し
て
の
第
一
歩
を
踏
み
出
し
た
。
ブ

ラ
イ
ア
ン
・
ホ
ジ
ソ
ン
氏
に
会
っ
て
す
ぐ
に
、
私
は
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ

大
学
か
ら
の
赤
十
字
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
な
っ
た
。
そ
の
頃
、
英
国
赤

十
字
社
は
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
の
ま
さ
に
最
初
の
普
及
事
業
を
立

ち
上
げ
よ
う
と
し
て
い
た
。
目
的
は
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
の
知
識
を

深
め
て
理
解
を
広
め
る
こ
と
に
あ
り
、
そ
の
直
後
に
一
九
七
七
年
の

ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
の
二
つ
の
追
加
議
定
書
が
採
択
さ
れ
た
。
追
加

議
定
書
の
外
交
会
議
で
各
国
政
府
は
、
各
国
赤
十
字
社
が
そ
ろ
っ
て

そ
の
普
及
に
努
め
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
諸
条
約
の
教
育
活
動
を
行
う

こ
と
を
決
定
し
て
い
た
。
そ
れ
を
受
け
て
、
英
国
赤
十
字
社
は
専
従

部
隊
を
立
ち
上
げ
、
英
国
国
民
に
向
け
た
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
の
規

定
に
関
す
る
冊
子
の
製
作
に
着
手
し
た
。
私
は
そ
の
冊
子
の
草
稿
に

目
を
通
し
て
意
見
す
る
よ
う
に
求
め
ら
れ
た
の
だ
っ
た
。

そ
れ
か
ら
お
よ
そ
一
年
後
の
一
九
八
一
年
、
ワ
ル
シ
ャ
ワ
で
ポ
ー

ラ
ン
ド
赤
十
字
社
と
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
が
史
上
初
め
て
共
催
す
る
国
際
人
道

三
〇
歳
に
近
か
っ
た
の
だ
が
、
年
上
の
先
輩
職
員
は
し
ょ
っ
ち
ゅ
う

私
を
ひ
よ
っ
こ
呼
ば
わ
り
し
た
。
私
は
若
く
、
そ
し
て
、
ユ
ダ
ヤ
人
で
、

英
国
赤
十
字
社
に
ユ
ダ
ヤ
人
職
員
は
あ
ま
り
お
ら
ず
、
当
人
た
ち
が

そ
れ
を
わ
ざ
わ
ざ
口
に
出
す
こ
と
も
な
か
っ
た
。

私
は
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
英
国
赤
十
字
社
が
初
め
て
抱
え
た

法
律
家
だ
っ
た
。
英
国
赤
十
字
社
で
実
際
に
職
員
と
し
て
法
律
家

が
必
要
な
の
か
、
本
社
内
で
結
論
は
出
て
い
な
か
っ
た
。
こ
れ
は

一
九
八
〇
年
代
初
頭
の
話
で
あ
る
。し
か
し
幸
運
に
も
機
会
を
も
ら
っ

た
私
は
、
法
務
の
仕
事
を
や
り
こ
な
し
て
み
せ
た
。
一
九
八
三
年
か

ら
一
九
八
五
年
は
、
契
約
や
財
産
管
理
、
英
国
赤
十
字
社
の
海
外
支

部
が
そ
の
国
の
独
立
し
た
赤
十
字
社
に
な
る
際
の
立
法
や
規
約
草
案

へ
の
助
言
な
ど
の
業
務
を
し
た
。
ま
た
議
事
録
を
作
成
し
た
り
、
規

則
に
つ
い
て
ア
ド
バ
イ
ス
し
た
り
と
い
っ
た
総
務
の
仕
事
に
も
関

わ
っ
た
。
こ
の
時
期
に
行
っ
た
仕
事
は
、
自
分
の
業
務
の
基
礎
訓
練

と
し
て
と
て
も
役
に
立
っ
た
。
一
九
八
五
年
、
私
は
法
務
・
委
員
会

活
動
部
の
部
長
に
昇
進
し
た
。
財
産
や
保
険
を
管
理
す
る
信
託
担
当

責
任
者
と
、
当
時
の
中
央
登
録
部
と
図
書
館
の
責
任
者
の
役
目
も
引

き
受
け
た
。
こ
れ
は
前
述
の
財
産
管
理
や
海
外
支
部
へ
の
助
言
、
総

務
関
連
の
業
務
な
ど
に
上
乗
せ
さ
れ
た
も
の
で
、
こ
う
し
た
仕
事
に

一
九
八
五
年
か
ら
一
九
九
二
年
ま
で
携
わ
っ
た
。
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し
か
し
、
私
が
や
り
た
か
っ
た
の
は
国
際
人
道
法

事
業
体
と
し
て
の
赤
十
字
の
運
営
に
は
法
務
や
総
務
の
仕
事
は
も

ち
ろ
ん
重
要
で
あ
る
が
、
赤
十
字
の
た
め
に
働
き
た
い
と
私
を
駆
り

立
て
た
の
は
、
そ
う
し
た
仕
事
で
は
な
か
っ
た
。
私
の
興
味
は
、
ジ
ュ

ネ
ー
ヴ
諸
条
約
と
国
際
業
務
だ
っ
た
。
加
え
て
、
赤
十
字
の
基
本
原

則
と
、
各
国
赤
十
字
社
の
補
助
的
役
割
を
始
め
と
す
る
国
内
外
で
赤

十
字
が
持
つ
あ
ら
ゆ
る
特
性
も
、
私
を
絶
え
ず
駆
り
立
て
て
き
た
原

動
力
な
の
で
あ
る
。
一
九
九
二
年
、
私
は
国
内
業
務
を
離
れ
て
国
際

人
道
法
に
専
念
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
国
際
人
道
法

や
国
際
的
な
規
則
お
よ
び
政
策
へ
の
助
言
を
行
い
、
国
際
人
道
法
の

研
修
を
企
画
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う

し
て
今
日
に
至
る
ま
で
、
私
は
国
際
法
務
部
部
長
と
し
て
こ
の
仕
事

を
続
け
て
き
て
い
る
。

国
際
法
務
部
は
拡
大
し
、
そ
の
権
限
や
担
当
分
野
も
進
化
し
て
き

た
の
で
、
私
が
や
っ
て
い
る
こ
と
は
、
厳
密
に
は
二
八
年
前
に
や
っ

て
い
た
こ
と
と
同
じ
で
は
な
い
。
私
の
役
割
は
著
し
く
多
様
化
し
て

あ
ら
ゆ
る
物
事
に
関
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
特
定
の
問
題
で
は
な
く
、

と
て
も
幅
広
い
事
柄
に
対
す
る
助
言
を
求
め
ら
れ
る
の
で
、
と
き
ど

き
私
は
、
自
分
が
誰
で
も
診
る
町
医
者
の
よ
う
だ
な
と
思
う
こ
と
も

あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
こ
の
仕
事
を
永
年
に
わ
た
っ
て
興
味
深
い

も
の
に
し
、
だ
か
ら
こ
そ
続
け
ら
れ
る
の
だ
。
た
だ
、
も
し
自
分
の

専
門
分
野
を
一
つ
挙
げ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
赤
十
字
標
章
に

関
す
る
分
野
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
私
は
、
数
多
く
の
公
式
会
議
を
は
じ
め
、
各
国
赤
十
字

社
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
、
国
際
赤
十
字
・
赤
新
月
社
連
盟
（
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｃ
）
の
法

律
顧
問
の
方
々
と
の
会
議
に
同
席
す
る
光
栄
に
浴
し
て
き
た
。
私
は

欧
州
連
合
（
Ｅ
Ｕ
）
や
Ｅ
Ｕ
加
盟
候
補
国
、
欧
州
自
由
貿
易
連
合
（
Ｅ
Ｆ

Ｔ
Ａ
）
諸
国
の
法
律
顧
問
ら
の
非
公
式
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
立
ち
上

げ
る
小
部
会
の
一
員
と
な
り
、
そ
こ
で
議
長
を
一
〇
年
以
上
務
め
た
。

私
は
ま
た
、
ア
フ
リ
カ
や
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
地
域
で
も
同
様
の
地
域

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
立
ち
上
げ
を
手
助
け
し
た
が
、
こ
れ
ら
の
仕
事
は

非
常
に
や
り
が
い
の
あ
る
経
験
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
私
は
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
の
職
員
の
み
な
さ
ん
と
力
を
合
わ
せ
て
、

ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
の
改
訂
版
コ
メ
ン
タ
リ
ー
や
慣
習
国
際
人
道
法

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
、
国
際
人
道
法
の
履
行
強
化
の
仕
事
に
も
携
わ
っ
て

き
た
。
赤
十
字
標
章
の
問
題
や
そ
の
他
の
事
案
に
お
い
て
も
私
た
ち

は
協
働
し
た
。
こ
う
い
っ
た
仕
事
も
非
常
に
楽
し
い
も
の
で
あ
り
、

Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
の
み
な
さ
ん
の
プ
ロ
意
識
、
そ
の
専
門
的
知
見
と
息
の
長

い
取
り
組
み
姿
勢
を
私
は
高
く
評
価
し
て
い
る
。

政
府
お
よ
び
軍
と
の
交
流

そ
も
そ
も
私
が
英
国
赤
十
字
社
で
働
く
こ
と
に
魅
力
を
感
じ
、
こ

れ
ま
で
特
に
重
要
視
し
て
き
た
こ
と
の
一
つ
に
、
英
国
赤
十
字
社
の

持
つ
特
別
な
補
助
的
役
割
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
で
私
も
英
国
赤
十
字

社
も
、
人
道
分
野
で
、
そ
し
て
特
に
私
に
と
っ
て
は
国
際
人
道
法
と

そ
の
関
連
分
野
で
公
的
機
関
を
支
援
す
る
と
い
う
公
益
事
業
に
携
わ

る
機
会
を
得
た
の
だ
。
英
国
政
府
や
軍
に
所
属
す
る
公
務
員
や
法
律

顧
問
ら
と
共
に
し
た
仕
事
は
、
実
に
充
実
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ

の
永
年
の
仕
事
を
通
じ
て
、
私
は
彼
ら
の
思
い
に
貢
献
で
き
た
と
信

じ
て
い
る
し
、
も
ち
ろ
ん
私
の
考
え
も
彼
ら
の
見
識
や
経
験
の
影
響

を
受
け
て
き
た
と
思
う
。
私
た
ち
は
と
て
も
オ
ー
プ
ン
で
信
頼
し
あ

え
る
関
係
に
あ
り
、
彼
ら
は
守
秘
義
務
を
意
識
し
つ
つ
も
、
私
に
は

相
談
が
で
き
る
と
感
じ
て
く
れ
た
だ
ろ
う
。
英
国
政
府
の
政
策
や
国

際
人
道
法
に
対
す
る
考
え
方
に
つ
い
て
、
永
年
に
渡
っ
て
貢
献
で
き

た
こ
と
は
貴
重
な
経
験
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
私
が
英
国
赤
十
字
社

で
長
く
仕
事
を
し
て
い
る
と
い
う
事
実
も
役
立
ち
、
そ
の
お
か
げ
で

継
続
的
な
関
係
性
を
築
く
こ
と
が
で
き
た
。
あ
り
が
た
い
こ
と
に
、

政
府
高
官
の
中
に
は
別
の
仕
事
へ
の
異
動
後
に
も
私
と
の
交
流
を
続

け
て
く
れ
る
人
た
ち
が
い
る
。
そ
の
よ
う
な
方
々
と
外
務
省
や
ど
こ

か
で
ば
っ
た
り
再
会
す
る
の
も
嬉
し
い
こ
と
だ
。

国
際
人
道
法
で
の
協
力
関
係
に
よ
っ
て
、
英
国
赤
十
字
社
は
、
英

国
政
府
に
と
っ
て
価
値
あ
る
存
在
で
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
が
で
き

た
と
考
え
る
。
こ
れ
に
は
、
赤
十
字
標
章
の
保
護
や
研
修
実
施
へ
の

協
力
、
赤
十
字
・
赤
新
月
国
際
会
議
や
外
交
会
議
の
共
催
、
国
内
に

お
け
る
国
際
人
道
法
の
履
行
の
進
捗
に
関
す
る
自
主
報
告
書
の
作
成

で
の
支
援
な
ど
の
私
た
ち
赤
十
字
の
仕
事
が
挙
げ
ら
れ
る
。
私
た
ち

の
持
つ
専
門
性
、
中
立
性
、
補
助
的
機
能
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
赤
十

字
は
ず
っ
と
影
響
力
を
保
持
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

現
状
の
課
題

私
が
英
国
赤
十
字
社
に
入
っ
た
ば
か
り
の
頃
は
、
赤
十
字
の
職

員
た
ち
は
、
軍
へ
の
医
療
サ
ー
ビ
ス
と
い
っ
た
英
国
政
府
や
公
的
機

関
に
対
す
る
赤
十
字
社
の
補
助
的
役
割
を
よ
く
理
解
し
誇
り
に
思
っ

て
い
た
。
そ
の
こ
と
は
英
国
赤
十
字
社
の
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
や
そ
の
他

の
出
版
物
に
も
載
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
長
い
年
月
を
経
る
う
ち
に
、

い
ま
の
英
国
赤
十
字
社
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
や
職
員
に
は
、
こ
の
特
別

な
補
助
的
役
割
と
い
う
特
徴
へ
の
理
解
が
か
な
り
薄
れ
て
き
て
い
る
。

私
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
は
本
当
に
も
っ
た
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。

あ
る
意
味
で
当
然
か
も
し
れ
な
い
が
、
英
国
赤
十
字
社
の
上
層
部
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に
は
、
独
自
の
方
法
で
赤
十
字
が
何
た
る
か
を
世
間
に
知
ら
し
め
る

よ
り
、
他
の
慈
善
団
体
や
組
織
と
歩
調
を
合
わ
せ
る
こ
と
に
重
き
を

置
こ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
だ
が
、
私
の
役
目

の
せ
い
も
あ
ろ
う
が
、
私
は
そ
の
特
性
を
し
っ
か
り
と
守
り
、
前
面

に
押
し
出
し
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
現
在
の
上
層
部
は
、
赤
十
字

の
特
性
を
必
ず
し
も
都
合
の
い
い
特
長
と
は
捉
え
て
い
な
い
の
だ
と

思
う
。
た
と
え
ば
、
折
に
触
れ
て
上
層
部
は
、
赤
十
字
標
章
が
意
味

す
る
中
立
や
保
護
の
特
別
な
表
象
と
し
て
の
重
要
性
を
考
慮
に
入
れ

ず
に
、
赤
十
字
標
章
を
英
国
赤
十
字
社
の
独
自
の
ロ
ゴ
マ
ー
ク
の
よ

う
に
使
お
う
と
す
る
こ
と
が
あ
る
。
い
か
な
る
組
織
も
、
時
々
刻
々

と
変
化
す
る
世
の
中
の
趨
勢
に
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は

私
も
十
分
に
承
知
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、時
勢
に
流
さ
れ
な
い
、

実
際
に
組
織
の
核
と
な
る
確
か
な
価
値
観
が
あ
る
と
私
は
考
え
て
お

り
、
私
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
ら
を
守
る
こ
と
が
重
要
な
の
だ
。

私
は
赤
十
字
の
補
助
的
役
割
を
通
じ
て
仕
事
を
す
る
と
い
う
、
実

に
す
ば
ら
し
い
機
会
に
恵
ま
れ
て
き
た
。
そ
し
て
、
英
国
赤
十
字
社

の
他
の
部
署
で
も
、
も
し
そ
の
補
助
的
役
割
に
つ
い
て
熟
考
し
、
そ

の
活
用
に
留
意
し
さ
え
す
れ
ば
、
さ
ら
に
大
き
な
チ
ャ
ン
ス
を
手
に

で
き
る
は
ず
だ
と
思
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
私
は
赤
十
字
の
部
外

者
の
人
々
か
ら
こ
ん
な
こ
と
を
言
わ
れ
て
き
た
。
英
国
赤
十
字
社

は
な
ぜ
他
の
慈
善
団
体
と
同
じ
よ
う
な
動
き
を
し
、
世
論
に
お
も
ね

る
活
動
を
す
る
の
か
。
赤
十
字
に
は
独
自
の
立
ち
位
置
が
あ
る
の
だ

か
ら
、
他
に
は
な
い
セ
ー
ル
ス
ポ
イ
ン
ト
で
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
張
り
、

そ
れ
を
最
大
限
に
利
用
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
そ
の
辺
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
受

け
皿
の
よ
う
に
な
ろ
う
と
す
る
理
由
は
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
。

前
向
き
に
考
え
る
な
ら
ば
、
英
国
赤
十
字
社
は
こ
れ
か
ら
も
赤

十
字
の
基
本
原
則
に
こ
だ
わ
り
続
け
て
い
く
と
私
は
思
う
。
た
と
え
、

時
と
し
て
そ
の
解
釈
に
疑
義
が
差
し
挟
ま
れ
る
こ
と
が
あ
る
に
し
て

も
、
で
あ
る
。
私
は
古
き
良
き
時
代
を
懐
か
し
む
タ
イ
プ
の
人
間
で

は
な
い
が
、
人
生
に
お
い
て
よ
く
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
こ
こ
に
は

バ
ラ
ン
ス
感
覚
が
必
要
と
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
特
別
で
あ
る
こ
と
の

意
味
と
そ
の
不
朽
の
価
値
を
維
持
し
な
が
ら
も
、
絶
え
ず
変
化
す
る

状
況
に
適
応
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。

国
際
人
道
法
の
妥
当
性

私
は
こ
れ
ま
で
英
国
赤
十
字
社
で
働
き
な
が
ら
、
国
際
人
道
法
の

妥
当
性
を
疑
問
視
し
た
こ
と
は
た
だ
の
一
度
も
な
い
。
そ
の
わ
け
は
、

英
国
軍
が
海
外
で
の
軍
事
作
戦
を
継
続
し
て
い
る
こ
と
に
も
関
係
す

る
。
ま
た
、
国
際
人
道
法
に
つ
い
て
で
は
な
い
に
せ
よ
、「
厄ト

ラ
ブ
ル
ズ

介
事
」

と
呼
ば
れ
る
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
紛
争
の
間
に
は
作
戦
遂
行
上
の
助
言

を
求
め
ら
れ
た
こ
と
も
あ
る
。

一
九
八
二
年
の
フ
ォ
ー
ク
ラ
ン
ド
／
マ
ル
ビ
ナ
ス
諸
島
紛
争
以
降
、

国
際
人
道
法
は
考
慮
に
加
え
る
べ
き
重
要
な
要
素
と
し
て
ま
す
ま
す

認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
国
際
人
道
法
（
英
国
軍
で

は
武
力
紛
争
法
と
呼
ば
れ
る
）
に
つ
い
て
の
研
修
の
あ
り
方
も
改
善
さ
れ

た
。こ

う
し
た
国
際
人
道
法
に
対
す
る
関
心
の
高
ま
り
は
、
英
国
国

際
法
・
比
較
法
研
究
所
の
主
催
に
よ
る
検
討
部
会
の
開
催
と
い
う
事

実
で
も
裏
付
け
ら
れ
た
。
一
九
八
五
年
か
ら
一
九
九
三
年
に
か
け
て
、

英
国
赤
十
字
社
か
ら
の
支
援
を
受
け
た
こ
の
部
会
は
、
一
九
四
九
年

の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
に
対
す
る
一
九
七
七
年
の
二
つ
の
追
加
議
定

書
、
お
よ
び
、
一
九
八
〇
年
の
特
定
通
常
兵
器
使
用
禁
止
制
限
条
約

と
そ
の
議
定
書
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
国
際
人
道
法
の
優
位
点

と
問
題
点
に
つ
い
て
の
検
討
を
行
っ
た
。
こ
の
検
討
部
会
に
お
け
る

議
論
の
成
果
は
、
英
国
政
府
の
こ
れ
ら
の
条
約
に
関
す
る
審
議
と
そ

の
最
終
的
な
批
准
に
貢
献
し
た
の
で
あ
る
。

軍
事
作
戦
に
関
連
す
る
法
整
備
へ
の
関
心
は
、
一
九
八
八
年
の
「
軍

法
お
よ
び
戦
時
国
際
法
国
際
学
会
英
国
分
科
会
」
の
創
設
に
も
つ
な

が
っ
た
。
英
国
赤
十
字
社
は
、
こ
の
「
英
国
分
科
会
」
に
発
足
当
初
か

ら
積
極
的
に
関
わ
っ
て
き
た
。

さ
ら
に
一
九
九
一
年
の
湾
岸
戦
争
に
お
い
て
も
国
際
人
道
法
の
重

要
性
に
注
目
が
集
ま
っ
た
。
軍
の
法
律
家
た
ち
が
作
戦
の
立
案
に
関

与
す
る
度
合
い
が
著
し
く
高
ま
り
、
多
国
籍
軍
で
は
国
際
人
道
法
の

履
行
確
保
に
向
け
て
注
意
が
喚
起
さ
れ
た
。
私
自
身
も
、
武
力
紛
争

中
や
紛
争
後
に
お
け
る
捕
虜
の
問
題
に
つ
い
て
実
際
的
な
助
言
や
支

援
を
行
っ
た
。

ま
た
、
一
九
九
〇
年
代
の
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
の
経
験
や
、

そ
れ
以
降
の
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
そ
の
他
の
諸
国
に
お
け
る
英
国
軍
の

軍
事
作
戦
の
経
験
は
、
二
〇
〇
三
年
、
英
国
陸
軍
法
務
部
に
よ
っ
て

作
戦
法
規
部
が
創
設
さ
れ
る
流
れ
へ
と
つ
な
が
っ
た
。
こ
の
こ
と
か

ら
、
助
言
や
研
修
の
あ
り
方
を
含
む
国
際
人
道
法
の
焦
点
が
は
っ
き

り
し
た
の
で
あ
る
。
作
戦
法
規
部
は
、
指
令
機
能
を
有
す
本
部
と
訓

練
を
受
け
た
派
遣
要
員
の
部
隊
で
編
成
さ
れ
て
い
る
。

良
好
な
協
力
関
係

英
国
軍
法
務
部
は
、
様
々
な
対
象
者
に
国
際
人
道
法
の
周
知
と
理

解
を
促
進
す
る
た
め
に
英
国
赤
十
字
社
と
協
働
す
る
こ
と
に
当
初
か

ら
前
向
き
で
あ
る
。
英
国
外
務
省
の
法
律
顧
問
も
同
様
に
、
英
国
赤

十
字
社
の
行
う
国
際
人
道
法
の
普
及
活
動
に
関
し
て
非
常
に
協
力
的

で
あ
る
。

英
国
赤
十
字
社
は
国
際
人
道
法
の
普
及
活
動
の
一
環
と
し
て
、
新

米
記
者
、
新
人
公
務
員
や
医
療
職
者
向
け
の
短
期
研
修
コ
ー
ス
を
実
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施
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
一
九
九
一
年
の
湾
岸
戦
争
や
、
ジ
ュ
ネ
ー

ヴ
諸
条
約
と
追
加
議
定
書
の
記
念
な
ど
の
重
要
な
出
来
事
に
合
わ
せ

て
セ
ミ
ナ
ー
や
会
議
を
開
催
し
た
り
、
対
人
地
雷
や
核
兵
器
不
拡
散

条
約
再
検
討
会
議
の
準
備
委
員
会
に
先
立
つ
民
間
団
体
の
代
表
者
へ

の
概ブ

リ
―
フ
ィ
ン
グ

要
説
明
と
い
っ
た
具
体
的
な
問
題
に
つ
い
て
の
セ
ミ
ナ
ー
や
会

議
を
開
催
し
た
り
し
て
き
た
。
ま
た
、
英
国
赤
十
字
社
は
、
隔
年
で

国
際
人
道
法
の
夏
季
コ
ー
ス
も
実
施
し
て
い
る
。

一
九
八
〇
年
代
半
ば
か
ら
一
九
九
〇
年
代
の
終
わ
り
に
か
け
て
、

英
国
赤
十
字
社
に
は
国
際
人
道
法
の
普
及
活
動
に
つ
い
て
助
言
を
行

う
独
自
の
委
員
会
が
あ
っ
た
。
こ
の
社
内
委
員
会
に
は
、
英
国
陸
軍

法
務
部
の
法
律
顧
問
や
国
際
人
道
法
の
研
究
者
ら
も
参
加
し
て
い
た
。

さ
ら
に
一
九
九
九
年
、
英
国
赤
十
字
社
の
国
際
人
道
法
活
動
は
、
英

国
外
務
・
英
連
邦
省
の
官
僚
が
議
長
と
書
記
を
務
め
る
国
際
人
道
法

国
内
委
員
会
を
英
国
政
府
が
立
ち
上
げ
た
こ
と
で
大
き
く
強
化
さ
れ

た
。
こ
れ
は
国
際
人
道
法
に
対
す
る
英
国
の
取
り
組
み
姿
勢
を
鮮
明

に
す
る
も
の
で
あ
り
、
委
員
会
に
は
す
べ
て
の
関
係
省
庁
や
英
国
軍

法
務
部
（
陸
海
空
）
の
代
表
者
が
名
を
連
ね
て
い
る
。
英
国
国
際
人
道

法
国
内
委
員
会
は
、
国
際
人
道
法
の
ハ
ブ
機
関
と
し
て
引
き
続
き
機

能
し
、
国
際
人
道
法
の
促
進
、
普
及
、
履
行
の
推
進
に
弾
み
を
つ
け

る
存
在
で
あ
る
。
ま
た
必
要
に
応
じ
、
委
員
会
は
国
際
人
道
法
の
強

化
お
よ
び
発
展
へ
向
け
て
課
題
と
な
る
分
野
に
つ
い
て
の
検
討
も
行

う
。

国
際
人
道
法
関
連
条
約
の
批
准

―
好
機
を
逃
さ
ず
に

私
が
英
国
赤
十
字
社
に
奉
職
し
て
か
ら
こ
れ
ま
で
の
間
に
、
英
国

は
ほ
ぼ
す
べ
て
の
主
要
な
国
際
人
道
法
関
連
条
約
の
当
事
国
と
な
っ

た
。
こ
れ
に
は
、
政
府
の
議

ア
ジ
ェ
ン
ダ

題
と
し
て
案
件
を
提
起
し
続
け
な
が

ら
、
進
展
さ
せ
る
好
機
が
訪
れ
る
の
を
忍
耐
強
く
待
つ
必
要
が
あ
っ

た
。
最
近
の
事
例
と
し
て
は
、
武
力
紛
争
時
の
文
化
財
保
護
に
関
す

る
一
九
五
四
年
の
ハ
ー
グ
条
約
と
そ
の
二
つ
の
議
定
書
に
対
す
る
英

国
の
批
准
が
あ
る
。
英
国
赤
十
字
社
は
、
数
年
に
渡
っ
て
こ
の
案
件

を
英
国
国
際
人
道
法
国
内
委
員
会
の
議
題
に
挙
げ
続
け
た
。
一
方
で
、

連
続
す
る
二
度
の
赤
十
字
・
赤
新
月
国
際
会
議
の
場
で
、
英
国
赤
十

字
社
は
こ
の
問
題
に
関
し
て
二
つ
の
誓
約
を
結
ん
だ
。
二
〇
一
六
年
、

シ
リ
ア
の
イ
ス
ラ
ム
国
（
ダ
ー
イ
シ
ュ
）
に
よ
る
文
化
財
破
壊
が
、
ハ
ー

グ
条
約
と
そ
の
議
定
書
の
批
准
を
決
め
る
最
後
の
一
押
し
と
な
っ
た

が
、
そ
れ
に
先
立
っ
て
行
っ
て
き
た
準
備
が
功
を
奏
し
、
英
国
政
府

に
は
条
約
の
批
准
へ
向
け
た
手
は
ず
が
す
べ
て
整
っ
て
い
た
の
で
あ

る
。条

約
の
批
准
や
加
入
に
際
し
、
批
准
や
加
入
（
ま
た
は
履
行
）
の
た

め
の
国
内
立
法
を
必
要
と
す
る
場
面
に
は
、
法
案
の
起
草
や
立
法
支

援
と
い
う
別
の
形
で
、
私
は
た
び
た
び
国
内
立
法
に
も
関
わ
る
こ
と

が
で
き
た
。

さ
ら
に
私
は
、
国
際
人
道
法
に
対
し
て
党
派
を
超
え
た
支
持
が

得
ら
れ
た
こ
と
も
常
に
心
強
く
感
じ
て
き
た
。
今
日
ま
で
、
国
際
人

道
法
は
比
較
的
中
立
な
法
体
系
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、

党
利
党
略
で
動
く
国
会
議
員
ら
に
よ
っ
て
、（
あ
た
か
も
）「
政
治
フ
ッ

ト
ボ
ー
ル
」
の
よ
う
に
政
治
的
駆
け
引
き
の
材
料
に
使
わ
れ
て
き
た

人
権
規
範
の
類
と
は
対
照
的
で
あ
る
。

中
立
性
に
加
え
、
国
際
人
道
法
が

―
理
想
的
す
ぎ
た
り
複
雑
す

ぎ
た
り
せ
ず

―
戦
場
で
の
信
頼
に
足
る
処
方
箋
と
し
て
保
持
さ
れ

る
こ
と
も
ま
た
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
兵
士
が
常
に
遵
守
で
き
る
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
遵
守
さ
れ
る
た
め
に
は
、
国
際
人
道
法

は
現
実
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
部
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
は
、
対
人
地
雷

か
ら
ク
ラ
ス
タ
ー
爆
弾
、
さ
ら
に
そ
の
他
の
兵
器
ま
で
、
あ
ら
ゆ
る

兵
器
の
全
面
使
用
禁
止
を
望
む
が
た
め
に
、
永
年
に
渡
っ
て
苦
労
を

重
ね
て
い
る
。
そ
う
し
た
活
動
へ
の
努
力
は
有
意
義
か
も
し
れ
な
い

が
、
し
か
し
、
気
を
つ
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
人
道
的
考
慮
と
軍

縮
を
進
め
る
こ
と
と
、
現
実
的
な
規
制
と
分
裂
回
避
を
進
め
る
こ
と

と
の
間
に
は
バ
ラ
ン
ス
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

私
が
ず
っ
と
赤
十
字
と
国
際
人
道
法
に
魅
了
さ
れ
て
き
た
理
由
の

一
つ
は
、
そ
れ
が
行
動
規
範
で
あ
り
達
成
可
能
で
あ
る
こ
と
だ
。
職

務
上
、
常
に
私
は
現
実
主
義
者
で
あ
る
こ
と
に
徹
し
、
努
め
て
人
道

的
目
標
の
達
成
に
最
良
の
方
法
を
検
討
し
た
い
と
願
っ
て
き
た
。
し

た
が
っ
て
、英
国
で
説
得
力
が
あ
り
達
成
可
能
な
こ
と
だ
か
ら
と
い
っ

て
、
他
で
も
同
様
に
通
用
す
る
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
る
。

単
一
の
源
泉
と
し
て
の
赤
十
字
・
赤
新
月
運
動

私
に
と
っ
て
赤
十
字
で
の
も
う
一
つ
の
重
要
な
出
来
事
は
、
イ

ス
ラ
エ
ル
と
パ
レ
ス
チ
ナ
の
組
織
を
赤
十
字
・
赤
新
月
運
動
の
一
員

に
加
え
、
国
際
赤
十
字
・
赤
新
月
社
連
盟
へ
の
加
盟
を
実
現
さ
せ
る

仕
事
に
関
わ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
私
は
ず
っ
と
中
東
に
関
心
が
あ
っ

た
の
で
、
こ
の
重
要
な
仕
事
に
微
力
な
が
ら
も
貢
献
で
き
た
こ
と
を
、

と
て
も
光
栄
に
思
っ
て
い
る
。

冒
頭
で
、
一
九
六
〇
年
代
の
ア
メ
リ
カ
で
育
っ
た
と
い
う
私
の

経
験
か
ら
こ
の
話
を
始
め
た
が
、
そ
の
当
時
は
、
混
乱
と
分
断
の
時

代
で
あ
っ
た
。
私
は
、
そ
れ
以
来
ず
っ
と
、
諸
国
と
諸
国
民
を
結
束

さ
せ
る
も
の
と
し
て
の
国
際
赤
十
字
・
赤
新
月
運
動
の
重
要
性
を
確

信
し
て
い
る
。
赤
十
字
は
国
際
人
道
シ
ス
テ
ム
の
一
翼
を
担
い
、
ま

た
、多
く
の
国
々
で
は
国
家
機
構
の
一
部
で
も
あ
る
。
赤
十
字
の
中
立
、

補
助
的
立
場
や
そ
の
役
割
と
い
っ
た
独
自
の
特
性
に
よ
っ
て
、
私
た

ち
は
唯
一
無
二
の
存
在
で
あ
る
の
だ
。
赤
十
字
は
す
べ
て
の
人
々
の
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た
め
に
存
在
し
、す
べ
て
の
人
々
に
門
戸
を
開
い
て
い
る
。
赤
十
字
は
、

出
自
や
そ
の
他
の
要
因
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
私
た
ち
の
助
け

を
必
要
と
す
る
人
々
で
あ
れ
ば
誰
に
で
も
手
を
差
し
伸
べ
た
い
と
望

ん
で
い
る
。

お
わ
り
に

振
り
返
っ
て
み
る
と
、
私
に
は
自
分
の
赤
十
字
の
仕
事
で
大
事

に
し
て
き
た
三
つ
の
思
い
が
あ
る
。
一
つ
は
、
赤
十
字
の
独
自
性
と

役
割
が
持
つ
価
値
、
も
う
一
つ
は
、
長
期
的
展
望
と
堅
忍
の
大
切
さ
、

そ
し
て
最
後
に
、
協
力
す
る
こ
と
の
意
義
で
あ
る
。

赤
十
字
・
赤
新
月
運
動
は
他
に
類
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
私
た

ち
赤
十
字
独
自
の
特
性
は
、
何
も
の
に
も
代
え
が
た
い
。
そ
れ
ら
を

活
用
す
る
こ
と
で
武
力
紛
争
や
災
害
、
そ
の
他
の
緊
急
事
態
に
晒
さ

れ
る
人
々
を
救
い
、
ま
た
社
会
で
最
も
弱
い
立
場
に
あ
る
人
々
に
救

い
の
手
を
差
し
伸
べ
、
私
た
ち
は
実
際
に
役
立
つ
人
道
主
義
者
と
な

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
長
期
的
視
野
を
持
ち
、
忍

耐
強
く
あ
る
こ
と
も
ま
た
非
常
に
重
要
で
あ
る
。
私
が
赤
十
字
運
動

に
こ
の
身
を
委
ね
て
き
た
間
に
、
赤
十
字
は
実
に
多
く
の
こ
と
を
成

し
遂
げ
て
き
た
。
そ
こ
で
は
、
明
確
な
展
望
と
忍
耐
力
を
兼
ね
備
え
、

好
機
の
到
来
に
即
応
す
る
た
め
の
準
備
を
怠
ら
な
い
こ
と
が
大
切
な

の
だ
。

お
わ
り
に
、
数
あ
る
グ
ロ
ー
バ
ル
な
課
題
の
中
で
も
と
り
わ
け
、

気
候
危
機
（clim

ate crisis

）
と
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
（
Ｃ
Ｏ
Ｖ
Ｉ
Ｄ
‐

19
）
の
世
界
的
大
流
行
は
、
人
類
に
共
通
の
脆
弱
性
が
あ
る
こ
と
を
気

づ
か
せ
、
共
に
力
を
合
わ
せ
て
解
決
策
を
見
出
す
必
要
が
あ
る
こ
と

を
明
ら
か
に
し
た
。
私
は
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
や
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｃ
、
常
置
委
員
会
の

同
僚
や
世
界
各
国
の
赤
十
字
社
の
メ
ン
バ
ー
と
協
力
し
合
う
こ
と
か

ら
多
大
な
恩
恵
を
受
け
て
き
た
。
私
は
ま
た
、
政
府
や
軍
の
法
律
顧

問
や
官
僚
ら
と
共
に
働
く
機
会
に
も
恵
ま
れ
た
。
そ
こ
で
は
人
道
の

目
標
が
共
有
さ
れ
、
同
時
に
公
益
事
業
に
傾
け
る
同
じ
精
神
が
共
有

さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、誰
が
得
を
す
る
か
に
腐
心
す
る
の
で
は
な
く
、

共
通
目
標
の
達
成
を
主
眼
と
す
る
こ
と
に
専
心
す
れ
ば
、
必
ず
や
そ

の
多
く
は
成
就
す
る
は
ず
な
の
で
あ
る
。

二
〇
一
九
年
一
二
月
の
ア
ン
リ
ー
・
デ
ュ
ナ
ン
記
章
の
授
章
式
の

あ
い
さ
つ
で
、
私
は
「
赤
十
字
・
赤
新
月
と
国
際
人
道
法
は
希
望
で

あ
り
、
単
一
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
共
通
の
人
道
で
あ
る
」
と
述
べ
た
。

私
に
と
っ
て
天
職
と
思
え
る
赤
十
字
の
仕
事
に
巡
り
合
え
た
こ
と
と
、

そ
れ
を
理
解
し
支
え
て
く
れ
る
妻
と
娘
た
ち
が
い
て
く
れ
る
こ
と
は
、

こ
の
上
な
い
幸
せ
だ
と
感
じ
て
い
る
。

二
〇
二
〇
年
、
英
国
赤
十
字
社
は
創
設
一
五
〇
周
年
を
迎
え
た
。

Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
や
他
国
の
赤
十
字
社
に
は
さ
ら
に
古
く
長
い
歴
史
が
あ
る
。

赤
十
字
・
赤
新
月
は
、
現
在
の
私
た
ち
よ
り
も
ず
っ
と
以
前
か
ら
こ

の
世
に
存
在
し
、
そ
し
て
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
我
々
の
世
代
の
後

に
も
将
来
に
渡
っ
て
連
綿
と
続
い
て
い
く
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ほ
ど
ま

で
に
尊
敬
を
集
め
重
要
な
機
関
で
あ
る
赤
十
字
に
働
く
人
間
で
あ
れ

ば
、
そ
れ
を
守
っ
て
継
承
し
て
い
く
担
い
手
と
し
て
の
責
任
の
重
さ

を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
私
の
よ
う
に
そ
の
一
員
と
し
て
英
国

赤
十
字
社
で
働
き
、
赤
十
字
運
動
全
般
に
関
わ
る
こ
と
は
チ
ャ
ン
ス

で
あ
り
、
特
権
で
あ
り
、
果
た
す
べ
き
責
任
で
あ
る
。
そ
し
て
、
最

後
ま
で
勤
め
上
げ
て
自
分
の
時
代
の
終
焉
に
際
し
、
後
進
へ
と
引
き

継
ぐ
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
そ
の
と
き
に
は
自
分
が
納
得
い
く
方
法

で
そ
れ
を
手
渡
し
た
い
と
望
む
だ
ろ
う
。
だ
が
そ
れ
は
、
自
分
の
所

有
物
に
は
な
り
え
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
赤
十
字
・
赤
新
月
運
動

と
そ
の
理
念
が
万
人
の
共
有
財
産
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
初
め
て
、
そ
の
人
間
は
赤
十
字
の
一
員
と
し
て
の
恩
恵
に
浴

し
、
そ
の
責
任
の
重
さ
を
噛
み
し
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
私
に
赤
十
字
で
働
く
機
会
を
与
え
て
く
れ
た
英
国
赤

十
字
社
を
始
め
、
世
界
中
の
赤
十
字
関
係
者
諸
氏
に
感
謝
の
意
を
表

し
た
い
と
思
う
。
昨
年
の
授
章
式
で
も
述
べ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
私

た
ち
が
自
身
の
仕
事
に
真
摯
で
あ
り
続
け
る
か
ぎ
り
、
赤
十
字
は
私

た
ち
と
共
に
苦
し
む
人
々
に
前
向
き
で
実
際
的
な
変
化
を
も
た
ら
し
、

社
会
の
道
し
る
べ
と
し
て
人
々
に
安
心
を
与
え
る
存
在
に
な
る
の
だ

と
私
は
確
信
し
て
い
る
。

末
筆
な
が
ら
、
私
の
思
い
や
こ
れ
ま
で
の
経
験
を
読
者
の
皆
さ
ん

と
共
有
で
き
る
機
会
を
与
え
て
く
だ
さ
っ
た
こ
と
に
改
め
て
感
謝
を

申
し
あ
げ
る
。

二
〇
二
〇
年
一
〇
月
三
一
日　

訳

：

廣
渡
太
郎
／
齊
藤
彰
彦
（
Ｉ
Ｈ
Ｓ
研
究
員
）

（
一
九
七
頁
に
原
文
掲
載
）
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五
〇
カ
国
が
批
准
し
、
一
月
二
二
日
に
発
効

核
兵
器
の
開
発
、
保
有
、
使
用
を
禁
じ
る
核
兵
器
禁
止
条
約
は
、
二
〇
二
〇
年
一
〇
月
二
三
日
、

ジ
ャ
マ
イ
カ
と
ナ
ウ
ル
共
和
国
が
、
二
四
日
に
五
〇
番
目
と
な
る
ホ
ン
ジ
ュ
ラ
ス
が
条
約
を
批
准

し
た
こ
と
か
ら
、
五
〇
の
国
と
地
域
の
批
准
要
件
を
満
た
し
、
一
〇
月
二
四
日
か
ら
九
〇
日
後
の

二
〇
二
一
年
一
月
二
二
日
に
条
約
が
発
効
し
た
。
条
約
は
二
〇
一
七
年
の
国
連
で
の
一
二
二
の
国

と
地
域
に
よ
る
採
択
以
来
三
年
余
り
で
発
効
し
、
核
兵
器
を
違
法
と
す
る
新
た
な
条
約
規
範
と
し

て
核
廃
絶
を
促
進
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
一
方
で
、
現
実
の
脅
威
に
対
応
す
る
安
全
保
障
の
見
地
か
ら
条
約
へ
の
批
判
も
あ
り
、
核

保
有
国
を
始
め
核
に
依
存
す
る
国
は
こ
の
条
約
に
加
盟
し
て
お
ら
ず
、
今
後
の
核
軍
縮
、
核
廃
絶

の
実
現
へ
の
道
は
簡
単
で
は
な
い
。

条
約
発
効
に
つ
い
て
国
連
の
グ
テ
ー
レ
ス
事
務
総
長
は
二
〇
二
〇
年
一
〇
月
二
四
日
の
声
明
で

「
世
界
に
核
兵
器
の
使
用
が
も
た
ら
す
人
道
上
の
破
滅
的
な
結
果
を
訴
え
る
も
の
で
、
核
兵
器
廃
絶

に
向
け
た
意
義
の
あ
る
貢
献
だ
」（N

H
K

 N
E

W
S W

E
B

、
一
〇
月
二
五
日
）
と
強
調
し
、
オ
ー
ス
ト
リ

ア
の
ク
ル
ツ
首
相
は「
核
兵
器
の
な
い
世
界
と
い
う
目
標
に
近
づ
く
重
要
な
一
歩
だ
」（
同
）と
述
べ
た
。

現
在
、
世
界
に
は
未
だ
に
一
三
、四
〇
〇
発
（SIPRII Yearbook 2020

）
も
の
核
弾
頭
が
存
在
し
、
そ

の
九
割
を
保
有
す
る
ア
メ
リ
カ
と
ロ
シ
ア
、
中
国
な
ど
の
核
保
有
国
は
こ
の
条
約
に
参
加
し
て
お

ら
ず
、
法
的
に
は
条
約
を
順
守
す
る
義
務
は
な
い
。
さ
ら
に
米
中
ロ
の
三
カ
国
は
、
近
年
、
軍
縮

の
動
き
と
は
逆
行
す
る
核
戦
力
の
近
代
化
を
は
か
っ
て
お
り
、
条
約
を
支
持
す
る
国
々
の
い
ら
だ

ち
と
批
判
が
高
ま
っ
て
い
る
。

【南太平洋のファンガタウファ環礁で１９６８年８月２４日にフランスが行なった核実験（広島型原爆の１７０倍の破壊力）】 ©X‐ray delta one
　南太平洋のファンガタウファ環礁で1968年8月24日にフランスが行なった核実験
　（広島型原爆の170倍の破壊力）

　©X-ray delta one

核兵器禁止条約が発効
―「核なき世界」へ向け新たなステージへ―

特集１：核兵器禁止条約発効

2017年7月7日、核兵器禁止条約が採択され、拍手で称賛する参加者たち
©ICRC
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核
兵
器
の
非
人
道
性
、
世
界
を
動
か
す
ウ
ネ
リ
に

核
兵
器
の
廃
絶
に
向
け
て
は
、
具
体
的
な
廃
絶
期
限
を
定
め
た

様
々
な
提
案
が
こ
れ
ま
で
な
さ
れ
て
き
た
。
二
〇
〇
八
年
に
発
足
し

た
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ゼ
ロ
は
、
二
〇
三
〇
年
ま
で
の
四
段
階
の
ロ
ー
ド

マ
ッ
プ
を
提
唱
し
た
。
ま
た
広
島
市
、
長
崎
市
の
提
唱
が
実
を
結
ん

だ
平
和
首
長
会
議
は
、
二
〇
二
〇
年
ま
で
に
核
兵
器
の
全
廃
と
そ
の

生
産
、
運
搬
、
発
射
シ
ス
テ
ム
の
廃
止
を
提
唱
し
て
い
た
。
ま
た

二
〇
一
〇
年
の
Ｎ
Ｐ
Ｔ
再
検
討
会
議
で
は
、
二
〇
二
五
年
ま
で
に
核

兵
器
を
三
段
階
で
廃
絶
す
る
「
核
兵
器
廃
絶
の
た
め
の
行
動
計
画
」
が

非
同
盟
諸
国
か
ら
提
案
さ
れ
た
。

他
方
、
核
兵
器
の
非
人
道
性
を
訴
え
る
世
界
の
声
は
、
広
島
、
長

崎
の
被
爆
者
を
は
じ
め
多
く
の
人
々
の
長
年
の
叫
び
が
結
実
し
て
広

が
り
、
国
際
社
会
の
核
兵
器
廃
絶
に
向
け
た
取
り
組
み
に
多
大
な
影

響
を
与
え
て
き
た
。
二
〇
一
〇
年
に
は
赤
十
字
国
際
委
員
会
の
ケ
レ

ン
バ
ー
ガ
ー
総
裁
は
核
兵
器
の
非
人
道
性
を
訴
え
る
声
明
を
発
し
、

原
爆
が
ひ
と
た
び
使
用
さ
れ
れ
ば
、
救
護
者
も
犠
牲
者
を
救
護
す
る

こ
と
が
不
可
能
な
人
道
的
危
機
を
招
来
す
る
こ
と
を
国
際
社
会
に
訴

え
た
。
核
兵
器
の
非
人
道
性
を
訴
え
る
こ
う
し
た「
人
道
的
ア
プ
ロ
ー

チ
」
は
大
き
な
ウ
ネ
リ
と
な
り
国
際
世
論
を
喚
起
し
た
。

二
〇
一
三
年
三
月
に
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
オ
ス
ロ
で
開
催
さ
れ
た
「
核
兵

器
の
人
道
的
影
響
に
関
す
る
国
際
会
議
」
で
は
被
爆
体
験
や
原
爆
の
医

学
的
影
響
が
報
告
さ
れ
た
。
さ
ら
に
同
年
四
月
に
は
、
南
ア
フ
リ
カ

が
中
心
と
な
り
八
〇
カ
国
が
賛
同
す
る
「
核
兵
器
の
人
道
的
影
響
に
関

す
る
共
同
声
明
」
が
発
表
さ
れ
、
核
兵
器
を
い
か
な
る
状
況
に
お
い
て

も
使
用
し
な
い
こ
と
と
、
そ
れ
を
保
証
す
る
た
め
の
唯
一
の
方
法
と

し
て
核
兵
器
の
全
面
的
な
廃
絶
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
た
。

核
廃
絶
へ
の
赤
十
字
の
取
り
組
み 

―
継
承
さ
れ
る
島
津
社
長
の
思
い

国
際
赤
十
字
・
赤
新
月
運
動
は
、
こ
れ
ま
で
一
貫
し
て
核
兵
器
廃

絶
の
動
き
を
支
持
し
、
核
兵
器
廃
絶
世
界
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
（
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｎ
）

と
密
接
に
協
力
し
廃
絶
の
た
め
の
世
論
喚
起
の
先
頭
に
た
っ
て
き
た
。

日
本
赤
十
字
社
は
、
早
く
か
ら
戦
後
開
催
さ
れ
た
あ
ら
ゆ
る
赤
十
字

の
国
際
会
議
に
お
い
て
核
兵
器
禁
止
に
向
け
た
提
案
を
行
い
続
け
て

き
た
。

一
九
五
四
年
（
昭
和
二
九
年
）、
赤
十
字
国
際
委
員
会
が
主
催
し
た
専

門
家
会
議
に
お
い
て
は
、
都
築
正
男
医
学
博
士
（
原
爆
症
の
第
一
人
者
）

及
び
榎
本
重
治
（
国
際
法
学
者
）
両
名
を
代
表
団
と
し
て
派
遣
し
、
原

水
爆
の
使
用
・
実
験
が
人
体
に
及
ぼ
す
影
響
を
報
告
し
、
会
議
参
加

者
に
深
い
印
象
を
与
え
た
。
こ
の
年
（
一
九
五
四
年
三
月
一
日
）
は
マ
グ

ロ
漁
船
「
第
五
福
竜
丸
」
が
ビ
キ
ニ
環
礁
で
行
わ
れ
た
ア
メ
リ
カ
の
水

爆
実
験
で
被
爆
し
た
年
で
も
あ
る
。
当
時
の
島
津
忠
承
日
赤
社
長
は
、

そ
の
手
記
の
中
で
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

「
私
の
頭
の
中
に
は
、
他
の
す
べ
て
の
国
が
核
兵
器
の
恐
怖

を
叫
ぶ
こ
と
に
、
た
め
ら
い
を
感
じ
た
り
、
あ
き
た
り
、
反
対

し
た
り
し
た
と
し
て
も
、
日
本
だ
け
は
、
そ
れ
を
叫
び
続
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
日
本
だ
け
が
そ
れ
を
叫
ぶ
権
利
が
あ

る
、
と
い
う
思
い
が
、
い
つ
も
あ
っ
た
。
広
島
、
長
崎
の
被
爆

体
験
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
日
本
は
一
九
五
四
（
昭
和
二
九
）
年

の
、
南
太
平
洋
の
ビ
キ
ニ
に
お
け
る
核
実
験
で
も
、
降
灰
に
よ
っ

て
漁
船
が
被
災
し
て
い
る
。
漁
船
の
善
良
な
乗
組
員
だ
っ
た
久

保
山
愛
吉
さ
ん
の
痛
ま
し
い
死
は
、
す
べ
て
の
日
本
人
の
記
憶

に
や
き
つ
い
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。」（
島
津
忠
承
著
『
人
道
の
旗

の
も
と
に
～
日
赤
と
と
も
に
三
五
年
～
』
講
談
社
、
昭
和
四
〇
年
）

日
赤
の
島
津
社
長
は
、
一
九
六
三
年
（
昭
和
三
八
年
）、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ

で
開
催
さ
れ
た
第
二
七
回
赤
十
字
社
連
盟
理
事
会
に
お
い
て
演
説
を

行
い
、「
核
兵
器
の
実
験
が
禁
止
さ
れ
る
こ
と
を
熱
烈
に
希
望
す
る
」

と
の
決
議
案
を
提
出
し
た
。こ
の
提
案
は
、ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
、モ
ロ
ッ

コ
、
南
ア
フ
リ
カ
な
ど
の
国
々
か
ら
支
持
さ
れ
、
賛
成
六
三
、
反
対

長崎原爆資料館の展示　　　　

な
し
、
棄
権
四
（
中
国
、
ア
ル
バ
ニ
ア
、
北
朝
鮮
、
ト
リ
ニ
ダ
ー
ド
ト
バ
ゴ
）

を
も
っ
て
可
決
さ
れ
た
。

今
般
の
核
兵
器
禁
止
条
約
に
お
い
て
は
、　

条
約
の
履
行
の
た
め

の
国
際
協
力
に
お
い
て
赤
十
字
国
際
委
員
会
、
国
際
赤
十
字
・
赤
新

月
社
連
盟
、
各
国
の
赤
十
字
・
赤
新
月
社
の
役
割
も
明
記
さ
れ
て
お

り
（
七
条
五
項
）、
日
赤
の
こ
う
し
た
被
爆
の
経
験
の
継
承
も
条
約
成
立

に
寄
与
し
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。　
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赤
十
字
は
な
ぜ
沈
黙
し
な
い
の
か
？

そ
の
答
え
は
こ
の
写
真
で
明
ら
か
で
す
。

原
爆
ド
ー
ム
に
ほ
ど
近
い
廃
墟
の
中
に
佇
む
中
央
手
前
の
構
造
物
。

七
六
年
前
の
「
あ
の
日
」。
爆
心
の
ほ
ぼ
直
下
に
あ
っ
た
こ
の
建
物

の
中
で
、
わ
た
し
た
ち
赤
十
字
の
仲
間
が
一
瞬
に
し
て

命
を
絶
た
れ
ま
し
た
。

―
日
本
赤
十
字
社
広
島
支
部
。

さ
ら
に
爆
心
か
ら
離
れ
た
広
島
赤
十
字
病
院
で
も

多
く
の
仲
間
た
ち
が
傷
つ
き
な
が
ら
負
傷
者
の
救
護
に
あ
た
り
、

命
を
落
と
し
ま
し
た
。

赤
十
字
は
な
ぜ
沈
黙
し
な
い
の
か
？

特
集
１

：

核
兵
器
禁
止
条
約
発
効

そ
の
中
に
は
若
き
看
護
婦
の
卵
た
ち
も
…
…
。

赤
十
字
は
、
核
兵
器
の
廃
絶
を
唱
え
る
第
三
者
で
は
な
く
、

核
の
直
接
の
被
害
者
で
あ
り
、
当
事
者
な
の
で
す
。

核
廃
絶
を
訴
え
る
こ
と
は
、
核
兵
器
に
よ
り
仲
間
を
失
っ
た
者
の

責
務
で
あ
り
、
権
利
な
の
で
す
。

核
兵
器
を
「
必
要
悪
」
と
す
る
こ
と
は
、

私
た
ち
の
仲
間
の
死
と
苦
痛
を
容
認
す
る
こ
と
と
同
じ
で
す
。

赤
十
字
は
な
ぜ
沈
黙
し
な
い
の
か
？

―
そ
の
答
え
は
明
確
で
す
。

核
が
多
く
の
仲
間
を
殺
戮
し
た
事
実
を
忘
れ
な
い
で
、

同
じ
過
ち
と
無
念
さ
を

二
度
と
繰
り
返
し
た
く
な
い
か
ら
な
の
で
す
。

こ
の
写
真
こ
そ

私
た
ち
の
核
廃
絶
の
願
い
の

原
点
な
の
で
す
。

中央の建物が日赤広島支部。左の建物が現在の原爆ドーム （林重男撮影、広島平和記念資料館提供・画像の無断使用はご遠慮下さい）
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広
島
と
の
出
会
い

私
は
、
初
め
て
広
島
を
訪
れ
た
と
き
の
こ
と
を
覚
え
て
い
る
。

二
〇
一
二
年
八
月
末
の
暑
さ
で
う
だ
る
よ
う
な
一
週
間
だ
っ
た
。ち
ょ

う
ど
そ
の
こ
ろ
、
政
府
関
係
者
、
市
民
社
会
活
動
家
、
被
爆
者
た
ち
は
、

一
九
四
五
年
に
広
島
の
街
を
壊
滅
し
た
核
兵
器
の
炸
裂
か
ら
六
七
周

年
を
迎
え
て
い
た
。
私
は
、
核
戦
争
防
止
国
際
医
師
会
議 

（
Ｉ
Ｐ
Ｐ
Ｎ

Ｗ
） 

に
参
加
す
る
た
め
に
そ
こ
に
い
た
。
こ
の
会
議
は
医
学
団
体
の

世
界
的
な
連
合
体
で
あ
り
、「
核
兵
器
の
破
滅
的
な
結
果
」
に
つ
い
て

世
論
喚
起
し
た
功
績
に
対
し
、
一
九
八
五
年
に
ノ
ー
ベ
ル
平
和
賞
を

授
与
さ
れ
た
。

当
時
、
私
は
核
兵
器
廃
絶
国
際
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン 

（
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｎ
） 

に
参

加
し
て
お
り
、
核
兵
器
の
こ
と
は
何
で
も
知
っ
て
い
る
つ
も
り
だ
っ

た
。
私
は
、
若
さ
ゆ
え
の
傲
慢
さ
と
世
界
に
自
分
の
足
跡
を
残
し
た

い
と
い
う
衝
動
に
駆
ら
れ
て
い
た
し
、
た
だ
そ
う
望
み
さ
え
す
れ
ば

核
兵
器
を
禁
止
で
き
る
と
信
じ
て
い
た
。

広
島
で
私
は
何
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
た
か
、
も
は
や
覚
え
て
は

い
な
い
。
し
か
し
、
日
本
の
タ
ク
シ
ー
の
特
徴
で
あ
る
白
い
レ
ー
ス

の
入
っ
た
シ
ー
ト
カ
バ
ー
付
き
の
古
い
ト
ヨ
タ
コ
ン
フ
ォ
ー
ト
で
空

港
か
ら
広
島
に
向
か
う
と
き
、
私
が
最
初
に
感
じ
た
の
は
街
が
全
く

普
通
で
、
さ
し
て
目
立
つ
も
の
も
な
い
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
鶴
見

橋
を
渡
っ
て
一
九
四
五
年
の
爆
心
地
で
あ
る
中
区
に
入
る
と
、
マ
ッ

チ
箱
の
よ
う
な
か
わ
い
い
車
、
ガ
ラ
ス
張
り
の
超
高
層
ホ
テ
ル
、
日

本
酒
バ
ー
、
そ
し
て
ネ
オ
ン
に
照
ら
さ
れ
た
路
地
に
お
好
み
焼
き
屋

が
ひ
し
め
く
典
型
的
な
日
本
の
都
市
が
目
に
入
っ
た
。
車
の
窓
を
開

け
な
が
ら
、
私
は
人
々
が
日
々
の
仕
事
に
勤
し
ん
で
い
る
の
を
見
た
。

ま
る
で
こ
の
界
隈
で
は
何
事
も
な
か
っ
た
か
の
よ
う
だ
っ
た
。
私
は

こ
う
考
え
た
こ
と
を
覚
え
て
い
る
。「
こ
こ
は
本
当
に
広
島
な
の
か
。

こ
こ
は
本
当
に
私
が
見
た
白
黒
写
真
の
中
に
あ
っ
た
〝
手
の
ひ
ら
の

よ
う
に
真
っ
平
ら
に
な
っ
た
〟
荒
廃
し
た
街
な
の
だ
ろ
う
か
。」

一
九
四
五
年
の
原
爆
の
傷
跡
に
気
づ
き
始
め
た
の
は
、
そ
の
日
の

遅
く
、
広
島
平
和
記
念
公
園
を
歩
い
て
い
た
と
き
だ
っ
た
。
私
は
巨

大
な
鞍
の
形
を
し
た
慰
霊
碑
の
内
部
の
空
間
を
の
ぞ
き
込
み
、「
過
ち

は
繰
り
返
し
ま
せ
ん
」 

と
誓
う
素
直
な
言
葉
に
目
を
奪
わ
れ
た
。
北

に
向
か
う
と
私
は
、
原
爆
の
犠
牲
と
な
っ
た
想
像
を
絶
す
る
数
の
子

ど
も
た
ち
を
慰
霊
す
る
追
悼
碑
を
見
つ
け
た
。
そ
れ
は
核
兵
器
の
な

い
世
界
を
望
み
な
が
ら
亡
く
な
っ
た
一
二
歳
の
佐
々
木
禎
子
さ
ん
の

核
兵
器
は
〝
必
要
悪
〟
か

マ
グ
ナ
ス
・
ロ
ボ
ル

赤
十
字
国
際
委
員
会　

法
務
部
軍
事
ユ
ニ
ッ
ト
政
策
顧
問

特
集
１

：

核
兵
器
禁
止
条
約
発
効

―
核
兵
器
の
意
味
を
巡
る
不
毛
な
議
論

原爆死没者慰霊碑

原爆の子の像

【プロフィール】ノルウェー外務省で

人道問題担当官、2015 年まで ICAN（核

廃絶世界キャンペーン）のキャンペー

ン／アドボカシー部長などを歴任。オ

スロ大学で平和紛争学博士号を取得。



29　人道研究ジャーナルvol.10　 核兵器は〝必要悪〟か　28特集１ 核兵器禁止条約発効 核兵器は〝必要悪〟か　28

願
い
を
叶
え
よ
う
と
す
る
何
千
羽
も
の
色
と
り
ど
り
の
折
り
鶴
に
囲

ま
れ
て
い
た
。
元
安
川
の
対
岸
で
は
、
有
名
な
原
爆
ド
ー
ム
の
遺
構

を
見
上
げ
た
。
そ
れ
は
、
い
つ
崩
壊
し
て
も
お
か
し
く
な
い
状
態
に

あ
り
、
つ
ら
い
記
憶
の
は
か
な
さ
を
象
徴
し
て
い
た
。

こ
れ
ら
は
広
島
の
目
に
見
え
る
傷
跡
だ
っ
た
。
し
か
し
、
炸
裂
の

本
当
の
衝
撃
は
、
街
の
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
人
々

の
心
の
中
に
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
に
、
話
を
聞
く
こ
と
で
初
め
て

気
づ
い
た
の
で
あ
る
。

そ
の
後
、
私
は
核
爆
発
の
被
害
者
と
生
存
者
、
つ
ま
り
被
爆
者
の

証
言
を
数
多
く
聞
い
た
。
彼
ら
の
証
言
は
私
の
心
を
揺
さ
ぶ
り
、
私

自
身
の
先
入
観
に
向
き
合
わ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
。
い
か
に
し
て

核
兵
器
を
禁
止
で
き
る
の
か
を
思
い
描
く
こ
と
ば
か
り
で
一
杯
だ
っ

た
私
は
、
核
兵
器
が
人
類
に
と
っ
て
真
に
何
を
意
味
す
る
の
か
と
い

う
、
よ
り
根
本
的
な
問
題
に
向
き
合
う
こ
と
を
忘
れ
て
い
た
。
私
は

す
で
に
心
の
う
ち
に
存
在
す
る
も
の
と
、
の
ち
に
出
会
う
も
の
と
の

せ
め
ぎ
合
い
か
ら
、
米
国
の
著
作
家
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
リ
ッ
プ
マ
ン
の

言
葉
を
借
り
れ
ば
「
心
象
イ
メ
ー
ジ
」
と
も
い
う
べ
き
二
つ
の
異
な

る
、
そ
し
て
時
に
競
合
す
る
核
兵
器
の
イ
メ
ー
ジ
を
知
る
こ
と
に
な

る
。
そ
の
二
つ
と
は
、
被
爆
者
の
証
言
や
国
際
人
道
法
の
規
則
と
原

則
に
よ
る
も
の
と
、
世
界
を
破
滅
さ
せ
る
核
兵
器
へ
の
恐
怖
と
に
基

づ
く
も
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
二
つ
の 

「
心
象
イ
メ
ー
ジ
」 

の
存
在
は
、
核
兵
器
禁
止
条

約
の
支
持
者
と
反
対
者
の
間
に
、
ま
た
核
抑
止
力
の
信
奉
者
と
批
判

者
の
間
に
、
い
か
に
根
深
い
溝
が
存
在
し
て
い
る
の
か
を
物
語
っ
て

い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
が
核
兵
器
に
つ
い
て
語
る
と
き
、
互
い
に
異
な
る

意
味
合
い
で
語
る
た
め
に
、
両
者
の
間
に
和
解
し
が
た
い
議
論
と
共

通
基
盤
の
欠
如
が
生
ま
れ
て
い
る
と
も
い
え
る
。

 

影
響
に
基
づ
く
枠
組
み

：

核
廃
絶
の
要
求

第
一
の 

「
心
象
イ
メ
ー
ジ
」 

は
、
核
兵
器
の
影
響
に
基
づ
く
理
解
で

あ
り
、
戦
争
の
手
段
と
し
て
の
核
兵
器
の
記
録
に
残
さ
れ
た
結
果
に

焦
点
を
当
て
て
い
る
。
こ
の
枠
組
み
は
、
広
島
・
長
崎
の
原
爆
に
よ
っ

て
引
き
起
こ
さ
れ
た
苦
痛
と
荒
廃
の
事
実
に
立
脚
す
る
も
の
で
あ
り
、

被
爆
者
の
証
言
と
、
ほ
と
ん
ど
不
可
能
な
状
況
の
中
で
、
瀕
死
の
人
々

や
負
傷
し
た
人
々
の
苦
痛
を
和
ら
げ
よ
う
と
努
め
た
人
々
の
報
告
に

よ
り
喚
起
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

赤
十
字
国
際
委
員
会
（
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
）
の
公
文
書
庫
は
、
こ
の
イ
メ
ー

ジ
の
背
後
に
あ
る
恐
る
べ
き
震
撼
す
る
よ
う
な
現
実
を
垣
間
見
さ
せ

て
く
れ
る
。
広
島
へ
の
原
爆
投
下
か
ら
数
週
間
後
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
の
代

表
フ
リ
ッ
ツ
・
ビ
ル
フ
ィ
ン
ガ
ー
が
広
島
に
到
着
し
、
被
害
状
況
を

調
査
し
た
。
彼
が
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
駐
日
首
席
代
表
マ
ル
セ
ル
・
ジ
ュ
ノ
ー

博
士
に
送
っ
た
電
報
に
は
、
ぞ
っ
と
す
る
よ
う
な
描
写
が
残
さ
れ
て

い
る
。

「
都
市
は
壊
滅
。
全
病
院
の
八
〇
パ
ー
セ
ン
ト
が
破
壊
ま
た

は
深
刻
な
被
害
。
二
つ
の
救
急
病
院
を
調
査
。
状
況
は
筆
舌
に

尽
く
し
が
た
く
、
す
べ
て
の
機
能
が
停
止
。
爆
弾
の
影
響
は
理

解
を
超
え
る
ほ
と
深
刻
で
、
す
べ
て
が
停
止
。」

ビ
ル
フ
ィ
ン
ガ
ー
の
電
報
を
受
け
取
っ
た
数
日
後
、
被
災
者
支
援

の
た
め
に
広
島
を
訪
れ
た
ジ
ュ
ノ
ー
博
士
の
視
点
か
ら
は
、
核
兵
器

は
そ
の
他
の
非
人
道
的
兵
器
の
中
の
一
つ
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
れ

は
恐
る
べ
き
独
特
な
破
壊
兵
器
で
あ
る
こ
と
は
確
か
だ
が
、
第
一
次

世
界
大
戦
中
に
悲
惨
な
結
果
を
も
た
ら
し
た
毒
ガ
ス
と
本
質
的
に
同

じ
兵
器
で
あ
る
。
こ
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
核
兵
器
の
問
題
は
、
そ

れ
が
も
た
ら
す
結
果
と
合
意
さ
れ
た
国
際
人
道
法
を
照
ら
し
あ
わ
せ

て
、
そ
の
武
力
紛
争
で
の
使
用
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
と
い
う
比
較

的
単
純
な
問
題
で
あ
っ
た
。

戦
争
の
恐
ろ
し
さ
を
よ
く
知
っ
て
い
た
の
で
、
ジ
ュ
ノ
ー
博
士
自

身
は
、
こ
の
問
い
に
ど
う
答
え
る
べ
き
か
迷
う
こ
と
は
な
か
っ
た
よ

う
だ
。
広
島
で
の
経
験
を
回
想
す
る
雑
誌
の
中
で
、
彼
は
核
兵
器
を

即
座
に
禁
止
す
る
こ
と
を
訴
え
た
。
こ
の
立
場
は
後
に
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
と

赤
十
字
・
赤
新
月
運
動
全
体
に
よ
り
踏
襲
さ
れ
た
。

広島原爆ドーム（旧広島県産業奨励館）
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恐
怖
に
基
づ
く
枠
組
み

：

核
抑
止
論

広
島
・
長
崎
へ
の
原
爆
投
下
か
ら
数
十
年
後
、
ジ
ュ
ノ
ー
が
支
持

し
た
核
兵
器
が
も
た
ら
す
影
響
に
基
づ
く
枠
組
み
は
、
そ
れ
と
は
異

な
る
理
解
、す
な
わ
ち
被
爆
者
や
そ
の
他
の
目
撃
者
の
実
体
験
に
よ
っ

て
で
は
な
く
、
世
界
を
壊
滅
さ
せ
る
前
例
の
な
い
核
戦
争
へ
の
恐
怖

が
も
た
ら
す
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
試
練
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
核

兵
器
の
こ
の
異
な
る
枠
組
み
の
起
源
は
、
核
兵
器
を
最
初
に
開
発
し

た
人
々
の
心
の
中
に
あ
る
。
一
九
四
六
年
の
ト
リ
ニ
テ
ィ
核
実
験

で
火
の
玉
を
観
察
し
た
後
、
ロ
ス
ア
ラ
モ
ス
研
究
所
の
主
任
科
学
者

ロ
バ
ー
ト
・
Ｊ
・
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
マ
ー
は
、
彼
が
見
た
も
の
を
理
解

す
る
た
め
に
古
代
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
聖
典
の
〝
我
は
死
神
な
り
、

世
界
の
破
壊
者
な
り
〟
と
い
う
一
節
に
目
を
向
け
た
。

冷
戦
時
代
の
核
兵
器
の
劇
的
な
拡
散
に
よ
り
引
き
起
こ
さ
れ
た
全

面
核
戦
争
へ
の
恐
怖
に
触
発
さ
れ
て
、
核
兵
器
の
恐
怖
に
基
づ
く
枠

組
み
は
国
民
の
関
心
を
引
い
た
。
核
政
策
立
案
者
や
市
民
社
会
活
動

家
の
頭
の
中
で
は
、
核
兵
器
の
使
用
は
想
像
を
絶
す
る
「
終
末
」「
破

滅
」、
あ
る
い
は 

「
ハ
ル
マ
ゲ
ド
ン
」 

と
い
っ
た
終
末
論
的
な
言
葉
で

一
層
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
う
し
た
核
兵
器
の
議
論
の
転
換
は
、
い
く
つ
か
の
結
果
を
も
た

ら
し
た
。
ニ
ー
ナ
・
タ
ネ
ン
ワ
ル
ド
（N

ina Tannenw
ald

）
が
そ
の
独
創

的
な
研
究 

「The N
uclear Taboo

」 

で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
核
兵
器
が

例
外
的
で
、
比
類
の
な
い
兵
器
で
あ
る
と
い
う
理
解
は
、
核
兵
器
の

使
用
は
暗
黙
に
か
つ
規
範
的
に
禁
止
さ
れ
る
と
い
う
タ
ブ
ー
意
識
を

強
く
し
た
。
タ
ネ
ン
ワ
ル
ド
に
よ
れ
ば
、
こ
の
タ
ブ
ー
が
徐
々
に
広

ま
っ
た
こ
と
が
、
広
島
・
長
崎
へ
の
原
爆
投
下
以
来
、
な
ぜ
、
武
力

紛
争
で
核
兵
器
が
使
用
さ
れ
な
か
っ
た
か
の
説
明
と
な
る
。
し
か
し
、

核
兵
器
の
使
用
を
違
法
と
す
る
一
方
で
、
核
兵
器
を
想
像
を
絶
す
る

終
末
兵
器
と
し
て
見
る
枠
組
み
か
ら
は
、
核
兵
器
の
保
有
は
正
当
化

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
広
島
・
長
崎
へ
の
原
爆
投
下
か
ら
数
年
後
に
知

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
「
核
抑
止
論
」
に
従
え
ば
、
正
常
な
政
府
で
あ

れ
ば
、
全
人
類
に
受
け
入
れ
が
た
い
荒
廃
を
も
た
ら
す
よ
う
な
核
戦

争
に
ま
で
紛
争
を
エ
ス
カ
レ
ー
ト
さ
せ
る
よ
う
な
危
険
な
こ
と
は
し

な
い
だ
ろ
う
。

国
際
の
平
和
と
安
定
に
は
、
そ
の
対
極
で
あ
る
全
面
核
戦
争
の
絶

え
間
な
い
脅
威
が
必
要
で
あ
る
と
仮
定
す
る
こ
と
で
、
核
抑
止
論
は
、

核
兵
器
の
使
用
を 

「
必
要
悪
」
と
見
做
し
、 

責
任
と
理
性
と
力
の
象
徴

と
見
な
す
こ
と
を
可
能
に
し
た
。
核
戦
争
の
極
度
の
脅
威
は
、
核
兵

器
の
将
来
の
不
使
用
を
保
証
す
る
だ
け
で
な
く
、
核
兵
器
を
保
有
す

る
国
家
間
の
永
続
的
な
均
衡
状
態
を
も
保
証
す
る
で
あ
ろ
う
、
と
。

法
を
超
え
た
抽
象
的
な
戦
場
？

核
兵
器
の
恐
怖
に
基
づ
く
枠
組
み
は
、
マ
ル
セ
ル
・
ジ
ュ
ノ
ー
博

士
が
当
初
抱
い
て
い
た
疑
問
を
覆
し
た
。
武
力
紛
争
に
お
け
る
核
兵

器
の
使
用
の
合
法
性
に
関
す
る
根
拠
と
効
果
に
基
づ
く
検
討
と
し
て

始
ま
っ
た
議
論
は
、
い
か
に
し
て
全
面
破
壊
へ
の
脅
威
の
理
論
が
通

常
の
戦
争
の
み
な
ら
ず
、
特
に
核
戦
争
を
防
ぐ
た
め
に
利
用
で
き
る

の
か
と
い
う
極
め
て
不
確
か
な
議
論
に
変
化
し
た
。

核
兵
器
を
非
人
道
的
な
戦
争
手
段
と
し
て
で
は
な
く
、
現
実
世
界

の
戦
場
で
想
定
し
（
考
え
）
得
る
範
疇
を
超
え
た
抽
象
的
な
構
造
物
と

み
る
こ
と
で
、
恐
怖
に
よ
る
枠
組
み
は
、
武
力
紛
争
の
有
害
な
影
響

を
制
限
す
る
こ
と
が
実
証
さ
れ
て
き
た
国
際
人
道
法
の
枠
組
み
か
ら

核
兵
器
を
除
外
し
た
の
で
あ
る
。
結
局
、
核
兵
器
に
絶
対
的
な
制
限

を
課
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

こ
の
多
様
な
議
論
は
、
長
い
間
、
核
兵
器
の
全
面
禁
止
を
求
め
て

き
た
ジ
ュ
ノ
ー
博
士
の
訴
え
を
現
実
の
政
策
提
言
に
変
え
よ
う
と
す

る
試
み
の
機
先
を
制
し
て
き
た
。
国
際
の
平
和
と
安
定
に
は
核
兵
器

使
用
の
不
断
の
脅
威
が
必
要
だ
と
の
前
提
の
も
と
で
、
核
兵
器
廃
絶

論
者
は
、
論
理
的
誤
謬
を
証
明
す
る
と
い
う
不
可
能
な
仕
事

―
つ

ま
り
核
兵
器
の
禁
止
と
廃
絶
は
世
界
の
安
全
保
障
を
脅
か
す
も
の
で

は
な
く
、
最
悪
の
場
合
で
も
第
三
次
世
界
大
戦
に
導
く
も
の
で
も
な

い
こ
と
を
実
証
す
る
こ
と

―
を
押
し
付
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

現
実
に
向
き
合
う

：

人
類
の
集
団
的
未
来

の
た
め
の
戦
い

多
く
の
人
々
は
、
想
像
を
絶
す
る
終
末
の
日
と
い
う
視
点
か
ら
核

兵
器
を
考
え
る
こ
と
に
慣
れ
て
き
て
お
り
、
広
島
・
長
崎
の
人
々
に

想
像
を
絶
す
る
広
範
か
つ
現
実
的
で
長
期
的
な
苦
痛
を
も
た
ら
し
た

と
い
う
過
酷
な
現
実
を
忘
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

し
か
し
、
広
島
・
長
崎
へ
の
原
爆
投
下
は
、
非
常
に
現
実
的
な

結
果
を
も
た
ら
し
た
が
、
そ
れ
は
一
昔
前
の
出
来
事
で
あ
る
。
広
島

地
裁
が
数
十
人
の
原
爆
生
存
者
を
追
加
認
定
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

被
爆
の
実
相
を
語
る
体
験
者
が
い
な
く
な
る
日
が
近
い
。
そ
の
た
め
、

被
爆
者
の
証
言
を
聞
い
た
人
に
は
、
そ
の
証
言
が
失
わ
れ
な
い
よ
う

に
す
る
特
別
な
責
任
が
あ
る
。
そ
し
て
、
私
た
ち
に
は
、
世
界
を
破

壊
す
る
核
戦
争
へ
の
恐
怖
か
ら
で
は
な
く
、
核
兵
器
の
使
用
が
も
た

ら
す
あ
ら
ゆ
る
現
実
的
な
結
果
か
ら
、
核
兵
器
に
関
す
る
政
策
を
立

案
す
る
責
任
が
あ
る
。

実
際
、
核
兵
器
の
全
面
禁
止
の
提
案
が
説
得
力
を
取
り
戻
し
た
の

は
、
被
爆
者
の
証
言
と
核
兵
器
に
よ
る
壊
滅
的
な
人
道
上
の
結
果
に

つ
い
て
の
現
実
が
、
核
兵
器
に
関
す
る
国
際
的
な
議
論
の
出
発
点
と
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し
て
再
認
識
さ
れ
て
か
ら
で
あ
る
。
過
去
一
〇
年
間
に
わ
た
る
国
家
、

国
際
機
関
、
市
民
社
会
、
研
究
者
の
共
同
の
取
組
み
は
、
そ
の
壊
滅

的
な
人
道
上
の
影
響
に
注
意
を
喚
起
し
、
論
議
の
方
向
を
変
え
、
恐

る
べ
き
不
当
な
戦
争
手
段
と
し
て
の
核
兵
器
の
共
通
理
解
を
醸
成
す

る
戦
略
的
な
動
き
を
象
徴
し
て
い
る
。
二
〇
一
〇
年
の
核
不
拡
散
条

約
再
検
討
会
議
に
先
立
ち
、
ヤ
コ
ブ
・
ケ
レ
ン
バ
ー
ガ
ー
前
Ｉ
Ｃ
Ｒ

Ｃ
総
裁
が
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
の
外
交
団
を
前
に
歴
史
的
な
演
説
で
次
の
よ

う
に
述
べ
た
よ
う
に
。

「
核
兵
器
の
議
論
は
、
究
極
的
に
は
人
間
の
た
め
の
議
論
で

な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
国
際
人
道
法
の
基
本
的
な
規
則
に
関
す
る

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
人
類
全
体
の
た
め
の
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」

七
年
後
（
二
〇
一
七
年
）
の
画
期
的
な
核
兵
器
禁
止
条
約 

（
Ｔ
Ｐ
Ｎ
Ｗ
）

の 

採
択
は
、
こ
う
し
た
努
力
の
具
体
的
成
果
で
あ
っ
た
。
こ
の
条
約

の
発
効
と
将
来
の
影
響
は
、
そ
の
提
案
者
が
被
爆
者
の
証
言
と
人
道

上
の
痕
跡
を
人
々
の
想
像
力
の
前
に
、
そ
し
て
中
心
に
据
え
る
こ
と

が
で
き
る
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
い
る
。

原
爆
投
下
後
の
広
島
を
目
撃
し
た
当
時
八
歳
の
小
倉
恵
子
さ
ん
は
、

私
が
前
回
訪
れ
た
と
き
に
こ
う
語
っ
て
く
れ
た
。「
私
は
証
人
で
す
。

私
の
話
を
聞
い
た
あ
な
た
も
目
撃
者
で
す
。
広
島
の
悲
劇
が
二
度
と

繰
り
返
さ
れ
な
い
よ
う
、
行
動
を
起
こ
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い

ま
す
。」　　

（
本
文
は
、
二
〇
二
〇
年
八
月
六
日
の“ICRC ’s H

um
anitarian Law

 &
 

Policy ” blog

に
掲
載
さ
れ
た
原
文
を
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
駐
日
代
表
部
の
許
可
の
も
と

日
本
赤
十
字
国
際
人
道
研
究
セ
ン
タ
ー
に
て
訳
出
し
た
も
の
で
あ
る
。）

 

（
二
〇
三
頁
に
原
文
掲
載
）

洋
上
の
敵
兵
救
助

惠
　
隆
之
介

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
（
元
海
自
士
官
）

―
駆
逐
艦
『
雷

い
か
づ
ち

』
の
人
道
秘
話

特
集
２

：

戦
争
と
人
道

１　

要　

約

⑴
帝
国
海
軍
の
武
士
道

第
二
次
大
戦
中
、
一
九
四
二
（
昭
和
一
七
）
年
三
月
一
日
、
オ
ラ
ン

ダ
領
東
イ
ン
ド
（
現
在
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
和
国
）
ジ
ャ
ワ
島
北
方
海
域

で
帝
国
海
軍
と
英
国
艦
隊
が
交
戦
し
た
。
連
合
国
は
Ａ
Ｂ
Ｄ
Ａ
（
米
英

蘭
豪
）
連
合
艦
隊
を
編
成
し
、
日
本
軍
の
南
方
進
出
を
阻
止
し
よ
う
と

【
第
二
次
世
界
大
戦
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
】

駆逐艦「雷」。艦首の 6は「第六駆逐隊」を表示
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し
た
が
そ
の
戦
力
に
は
及
ば
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
英
国
東
洋
艦
隊
旗
艦
重
巡
「
エ
ク
セ
タ
ー
」（
一
万
三
、〇
〇
〇

ト
ン
）、
同
駆
逐
艦
「
エ
ン
カ
ウ
ン
タ
ー
」（
一
、三
五
〇
ト
ン
）
二
隻
は
イ

ン
ド
洋
へ
の
逃
亡
を
計
っ
た
。
と
こ
ろ
が
両
艦
の
針
路
方
向
に
は
日

本
輸
送
船
団
が
多
数
行
動
し
て
お
り
、
帝
国
海
軍
は
二
艦
の
航
進
を

阻
止
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
二
隻
の
沈
没
を
も
っ
て
英
海

軍
東
洋
艦
隊
は
消
滅
し
た
。

「
エ
ク
セ
タ
ー
」
は
沈
没
直
後
、
一
部
乗
員
三
七
六
人
が
脱
出
し
警

戒
中
の
駆
逐
艦
「
電
（
い
な
づ
ま
）」（
一
、六
八
〇
ト
ン
、
艦
長
竹
内
一
少
佐
）

に
救
助
さ
れ
た
。
そ
の
光
景
が
異
様
だ
っ
た
。
乗
員
が
「
電
」
に
向

か
っ
て
一
斉
に
泳
ぎ
だ
し
た
の
だ
。
救
助
後
、「
電
」
士
官
が
尋
問
し

た
と
こ
ろ
、「
上
官
が
日
頃
か
ら
『
い
ざ
と
い
う
と
き
は
日
本
艦
艇
に

向
か
っ
て
泳
げ
、
き
っ
と
助
け
て
く
れ
る
』」
と
発
言
し
て
い
た
」
と

い
う
。
こ
の
約
三
カ
月
前
、
マ
レ
ー
沖
海
戦
（
一
九
四
一
年
一
二
月
一
〇

日
）
に
お
け
る
帝
国
海
軍
航
空
隊
の
武
士
道
的
な
行
為
が
英
国
海
軍
の

信
頼
と
敬
意
を
集
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

同
海
戦
で
は
帝
国
海
軍
航
空
隊
は
英
主
力
戦
艦
二
隻
を
撃
沈
し
た

が
、
随
伴
駆
逐
艦
四
隻
に
よ
る
救
助
活
動
は
一
切
妨
害
せ
ず
、
し
か

も
沈
没
地
点
か
ら
母
港
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
ま
で
上
空
護
衛
を
行
っ
て
い

た
の
で
あ
る
。

本
件
を
証
言
し
たG

raem
e A

llen

元
英
海
軍
大
尉
は
こ
の
時
、
司

加
え
て
、「
雷
」
艦
長
は
二
日
の
晩
、
英
海
軍
士
官
全
員
を
前
甲
板

に
集
め
「
私
は
英
国
海
軍
を
尊
敬
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
わ
が
国
に

宣
戦
布
告
し
た
こ
と
は
愚
か
だ
っ
た
。
貴
官
ら
は
よ
く
戦
っ
た
。
本

日
は
帝
国
海
軍
の
ゲ
ス
ト
で
あ
る
」
と
英
語
で
ス
ピ
ー
チ
、
士
官
室

の
使
用
を
許
可
し
た
の
で
あ
る
。「
電
」
艦
長
は
一
切
こ
の
よ
う
な
ア

ク
シ
ョ
ン
を
と
っ
て
い
な
い
。
命
令
通
り
救
助
の
み
で
武
装
乗
員
に

よ
っ
て
英
海
軍
将
兵
を
翌
朝
ま
で
監
視
下
に
お
い
た
。

我
々
海
自
士
官
か
ら
見
れ
ば
「
雷
」
艦
長
の
行
為
は
大
胆
不
敵
、
悪

く
言
え
ば
常
識
逸
脱
だ
。救
助
さ
れ
た
英
海
軍
少
尉
サ
ー
・
サ
ム
エ
ル
・

フ
ォ
ー
ル
（Sir Sam

 Falle

）
も
、「
豪
華
客
船
で
ク
ル
ー
ジ
ン
グ
し
て
い

る
よ
う
な
気
分
で
あ
っ
た
」
と
強
調
し
て
い
た
の
で
あ
る
（
二
〇
〇
八

年
一
二
月
七
日
、
工
藤
元
艦
長
墓
参
直
後
の
記
者
会
見
に
於
い
て
）。
従
っ

て
本
件
は
世
界
海
軍
史
上
、「
空
前
絶
後
の
救
助
劇
で
あ
っ
た
」と
言
っ

て
も
過
言
で
は
な
い
。

詳
述
す
る
と
、
視
点
を
ま
ず
三
月
一
日
、
ジ
ャ
ワ
海
に
戻
す
。
英

海
軍
沈
没
両
艦
の
艦
長
、
お
よ
び
司
令
部
要
員
、「
エ
ク
セ
タ
ー
」「
エ

ン
カ
ウ
ン
タ
ー
」
乗
員
合
計
四
四
〇
名
以
上
の
将
兵
は
帝
国
海
軍
の

降
伏
勧
告
を
拒
否
、
集
団
を
形
成
し
な
が
ら
漂
流
を
始
め
た
。

「
エ
ン
カ
ウ
ン
タ
ー
」
の
沈
没
地
点
は
「
エ
ク
セ
タ
ー
」
の
そ
れ
か
ら

約
五
キ
ロ
西
方
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
一
部
乗
員
は
合
流
が
果

た
せ
ず
海
流
に
流
さ
れ
分
離
し
て
い
っ
た
。

両
艦
艦
長
を
含
む
高
級
士
官
は
救
命
ボ
ー
ト
に
乗
り
、
残
り
の
多

く
が
筏
や
浮
遊
木
材
に
し
が
み
つ
い
て
首
だ
け
海
上
に
出
し
て
い
た
。

そ
の
彼
ら
に
灼
熱
の
太
陽
が
容
赦
な
く
照
り
付
け
、
サ
メ
襲
撃
の
恐

怖
も
加
わ
っ
た
。
ま
た
殆
ど
が
汚
物
と
艦
艇
か
ら
流
出
し
た
重
油
に

ま
み
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
が
目
に
入
り
視
力
を
失
う
こ
と
も
あ
っ
た
。

一
行
は
「
オ
ラ
ン
ダ
軍
が
間
も
な
く
救
助
に
来
る
」
と
声
を
掛
け

合
っ
て
い
た
が
、
そ
の
気
配
は
全
く
な
か
っ
た
。
絶
望
の
余
り
劇
薬

（
軍
医
が
配
布
済
み
）
を
飲
ん
で
自
決
を
計
ろ
う
と
す
る
者
、
そ
れ
を
止

め
よ
う
と
す
る
者
が
も
み
合
う
シ
ー
ン
も
あ
っ
た
。

翌
二
日
午
前
一
〇
時
頃
、
約
二
一
時
間
漂
流
し
生
存
の
限
界
に
達

令
部
幕
僚
と
し
て
戦
艦
「
プ
リ
ン
ス
・
オ
ブ
・
ウ
ェ
ー
ル
ズ
」
乗
務
、

同
艦
沈
没
後
は
重
巡「
エ
ク
セ
タ
ー
」に
転
属
と
な
り
、三
月
一
日
、「
エ

ク
セ
タ
ー
」
沈
没
後
、「
電
」
に
救
助
さ
れ
日
本
軍
の
捕
虜
と
な
っ
た

（
二
〇
〇
四
年
六
月
一
二
日
、
英
国
バ
ー
ス
で
取
材
）。（
詳
細
、
本
稿
２
．「
な

ぜ
帝
国
海
軍
は
ジ
ャ
ワ
海
へ
進
出
し
た
の
か
」⑵
日
英
激
突
）

⑵
空
前
絶
後
の
敵
将
兵
救
助
劇

翌
三
月
二
日
、
本
稿
の
主
人
公
「
雷
」（
い
か
づ
ち
）（「
電
」
同
型
艦
）
艦

長
工
藤
俊
作
少
佐
（
当
時
、
四
一
歳
）
は
英
国
将
兵
四
四
〇
人
を
救
助
す

る
。「
雷
」「
電
」
両
艦
の
救
助
活
動
は
同
様
に
見
え
る
が
そ
の
後
の
両

艦
長
の
行
為
に
雲
泥
の
差
が
あ
る
の
だ
。

三
月
一
日
に
救
助
し
た
「
電
」
は
（
救
助
さ
れ
た
前
出A

llen

大
尉
、Sir 

Peter A
nson

二
人
の
元
英
海
軍
将
校
へ
取
材
）、
溺
者
は
重
油
、
汚
物
な

ど
に
も
汚
染
さ
れ
て
お
ら
ず
、
体
力
も
十
分
残
っ
て
い
た
こ
と
、
付

近
に
帝
国
海
軍
の
艦
艇
が
数
隻
行
動
中
で
、
万
一
艦
上
で
反
乱
が
起

き
て
も
他
艦
に
応
援
要
請
で
き
た
。
救
助
自
体
も
上
級
司
令
部
（
第
三

艦
隊
司
令
部
）
の
命
令
が
あ
っ
た
の
だ
。

「
雷
」
の
場
合
は
艦
長
判
断
（
独
断
）
だ
っ
た
。
溺
者
の
衰
弱
が
ひ
ど

く
、
ま
た
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
救
助
後
艦
上
で
の
ケ
ア
ー
に
か
な
り

の
労
力
を
要
し
た
。
さ
ら
に
付
近
海
面
に
は
一
切
日
本
艦
艇
は
行
動

し
て
い
な
か
っ
た
。

「雷」艦上における艦長工藤俊作中佐
（1942年２月、ケンダリー泊地に於て）

© 惠 隆之介
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し
た
頃
、
偶
然
、
こ
の
駆
逐
艦
「
雷
」（
乗
員
二
二
〇
名
）
が
通
り
か
か
っ

た
。「
雷
」
は
「
電
」
と
同
型
、
二
隻
で
第
六
駆
逐
隊
第
二
小
隊
を
編
成

し
て
お
り
、
交
互
に
補
給
と
戦
闘
活
動
に
従
事
し
て
い
た
。
従
っ
て

「
雷
」
は
三
月
一
日
、
補
給
の
た
め
ボ
ル
ネ
オ
島
パ
ン
ジ
ェ
ル
マ
シ
ン

に
行
動
し
、
翌
二
日
は
「
電
」
と
交
代
し
単
艦
で
同
海
域
の
哨
戒
任
務

に
就
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

両
艦
（
特
型
）
の
特
徴
は
燃
料
タ
ン
ク
が
小
さ
く
そ
の
消
費
制
御
に

各
艦
長
は
気
を
揉
ん
だ
。
満
タ
ン
容
量
は
四
八
一
ト
ン
、
戦
闘
に

備
え
て
二
四
〇
ト
ン
は
ど
う
し
て
も
残
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な

か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
「
雷
」
艦
長
は
救
助
活
動
の
際
、
こ
れ
を
も
無
視

し
た
形
跡
が
あ
る
。

英
国
将
兵
発
見
時
、「
雷
」
は
ジ
ャ
ワ
海
哨
戒
エ
リ
ア
の
西
端
で
反

転
し
敵
潜
水
艦
を
警
戒
し
つ
つ
復
路
を
高
速
で
航
進
し
て
い
た
の
で

あ
る
。
工
藤
艦
長
は
溺
者
の
余
り
の
多
さ
に
一
瞬
決
断
を
た
め
ら
っ

た
。
と
こ
ろ
が
放
置
す
る
と
死
亡
す
る
と
判
断
、「
一
番
砲
の
み
残
し

総
員
敵
溺
者
救
助
用
意
！
」
を
下
令
し
、
救
助
活
動
を
開
始
し
た
（
航

海
長
谷
川
清
澄
、
艦
長
伝
令
佐
々
木
確
治
両
氏
証
言
）。

こ
の
時
、
溺
者
集
団
の
中
に
い
た
サ
ー
・
フ
ォ
ー
ル
少
尉
（
当
時

二
〇
歳
）
は
、「
日
本
人
は
野
蛮
」
と
い
う
先
入
観
か
ら
、
間
も
な
く
機

銃
掃
射
を
受
け
て
最
期
を
迎
え
る
と
覚
悟
し
た
。
と
こ
ろ
が
「
雷
」
マ

ス
ト
に
「
救
難
活
動
中
」
の
国
際
信
号
機
が
掲
揚
さ
れ
、
艦
上
で
乗
員

た
ち
が
救
助
準
備
の
た
め
慌
た
だ
し
く
動
き
ま
わ
る
光
景
が
見
え
た

（
二
〇
〇
四
年
六
月
一
四
日
、
英
国
バ
ー
ス
に
於
い
て
取
材
）。

ち
な
み
に
サ
ー
・
フ
ォ
ー
ル
は
戦
後
、
英
国
政
府
の
外
交
官
と
し

て
活
躍
、
そ
の
功
績
を
も
っ
て
サ
ー
の
称
号
を
授
か
っ
て
い
る
。

話
を
戻
す
。
艦
長
は
艦
を
急
停
止
、
縄
梯
子
を
垂
ら
し
て
彼
ら

を
自
力
で
甲
板
ま
で
登
ら
せ
よ
う
と
し
た
が
自
力
で
上
が
れ
る
者
は

殆
ど
い
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
戦
闘
行
動
中
は
使
用
が
禁
止
さ
れ
て
い

た
昇
降
ブ
リ
ッ
ジ
を
下
し
た
。
ま
た
負
傷
者
に
は
、
竹
竿
を
降
ろ
し
、

そ
れ
に
捕
ま
ら
せ
て
「
雷
」
救
命
ボ
ー
ト
に
収
容
し
ク
レ
ー
ン
で
引
き

上
げ
よ
う
と
し
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
直
前
、
力
尽
き
て
水
没
す
る
英

兵
も
い
た
。
こ
の
た
め
「
雷
」
乗
員
が
海
中
に
飛
び
込
み
、
そ
の
身
体

に
ロ
ー
プ
を
巻
き
つ
け
艦
上
に
引
き
上
げ
た
。

さ
ら
に
艦
長
は
終
日
、
同
海
面
を
く
ま
な
く
捜
索
し
、
例
え
一

人
の
生
存
者
が
い
て
も
い
ち
い
ち
艦
を
停
止
、
救
助
し
た
の
で
あ
る
。

泣
き
な
が
ら
救
助
を
求
め
る
瀕
死
の
溺
者
も
お
り
、そ
の
光
景
に「
雷
」

乗
員
は
胸
を
痛
め
た
と
言
う
。
こ
の
日
、
収
容
し
た
英
海
軍
将
兵

四
四
〇
人
超
（
救
助
後
数
名
甲
板
上
で
絶
命
）、
な
ん
と
「
雷
」
乗
員
の
二

倍
、
甲
板
は
立
錐
の
余
地
が
な
い
ほ
ど
日
英
両
海
軍
兵
で
占
め
ら
れ

て
い
た
。

艦
長
は
部
下
に
命
じ
て
英
国
兵
の
両
脇
に
日
本
兵
を
立
た
せ
て
ア

ル
コ
ー
ル
や
石
油
、
真
水
を
使
用
し
て
英
兵
の
服
を
脱
が
せ
身
体
を

洗
浄
さ
せ
た
。
そ
し
て
被
服
、
食
料
を
支
給
し
た
。
ま
た
舷
側
に
四

メ
ー
ト
ル
の
巨
大
張
り
出
し
ト
イ
レ
を
設
け
、
重
症
者
の
ケ
ア
ー
の

た
め
前
甲
板
に
テ
ン
ト
を
展
張
し
、仮
設
病
床
を
も
設
置
し
た
。サ
ー
・

フ
ォ
ー
ル
は
こ
の
厚
遇
に
「
夢
を
見
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」
と
何
度

も
腕
を
つ
ね
っ
た
と
い
う
。

艦
長
は
司
令
部
に
一
連
の
行
為
を
報
告
す
る
と
共
に
、
以
降
は

指
示
に
従
い
、
翌
三
月
三
日
午
前
六
時
三
〇
分
、
パ
ン
ジ
ェ
ル
マ
シ

ン
へ
入
港
、
同
港
に
係
留
中
の
オ
ラ
ン
ダ
病
院
船
「
オ
プ
テ
ン
ノ
ー

ト
」（
六
、〇
七
六
ト
ン
）
に
彼
ら
を
移
乗
さ
せ
た
。
六
日
後
彼
ら
は
同
船

か
ら
帝
国
陸
軍
が
管
理
す
る
マ
カ
ッ
サ
ル
の
捕
虜
収
容
所
へ
移
さ
れ
、

終
戦
ま
で
同
施
設
に
拘
束
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

英海軍少尉サー・サムエル・フォール
（1941年 20歳）救命ボートでジャワ海を漂流する英海軍将兵
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⑶
英
海
軍
軍
人
、
恩
を
忘
れ
ず
！

「
雷
」
は
そ
の
後
ア
リ
ュ
ー
シ
ャ
ン
作
戦
、
南
方
作
戦
等
太
平
洋
を

縦
横
無
尽
に
行
動
し
た
。
な
お
工
藤
は
一
九
四
二
（
昭
和
一
七
）
年
八

月
三
一
日
、「
雷
」艦
長
の
任
を
解
か
れ
第
六
駆
逐
隊
第
一
小
隊「
響（
ひ

び
き
）」
艦
長
に
就
任
、
そ
の
後
体
調
を
崩
し
一
二
月
十
日
以
降
、
陸

上
勤
務
と
な
っ
た
。

不
運
に
も
「
雷
」（
当
時
艦
長
生
永
邦
夫
少
佐
）
は
一
九
四
四
（
昭
和

一
九
）
年
四
月
一
四
日
、
中
部
太
平
洋
ウ
ォ
レ
ア
近
海
で
米
潜
水
艦
の

雷
撃
を
受
け
て
轟
沈
、
艦
長
以
下
全
員
が
戦
死
し
た
。
帝
国
海
軍
艦

艇
中
「
全
員
戦
死
」
と
認
定
さ
れ
た
七
隻
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る
。
そ

の
後
僚
艦
が
付
近
海
面
を
捜
索
し
た
が
遺
体
、
遺
品
の
か
け
ら
さ
え

発
見
で
き
な
か
っ
た
。

こ
の
実
話
は
「
全
員
戦
死
」
の
こ
と
も
あ
っ
て
戦
後
長
き
に
わ
た
っ

て
公
表
さ
れ
な
か
っ
た
。工
藤
自
身
も
生
涯
語
ら
な
か
っ
た（
一
九
七
九

年
一
月
一
二
日
、
七
八
歳
で
死
去
）。
そ
し
て
歴
史
の
彼
方
に
消
え
去
ろ

う
と
し
た
と
き
、
サ
ー
・
フ
ォ
ー
ル
が
著
書
『M

y lucky life

』
を
上
梓
、

巻
頭
で
工
藤
艦
長
を
称
え
、
ま
た
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ロ
ン
ド
ン
支
局
が
同
ラ
ジ

オ
「
ワ
ー
ル
ド
リ
ポ
ー
ト
」
で
「
雷
」
の
行
為
を
紹
介
し
た
（
二
〇
〇
三

年
六
月
一
八
日
）。
さ
ら
に
私
が
こ
れ
ら
の
救
助
劇
を
「
敵
兵
を
救
助
せ

よ
！
」
と
し
て
著
し
た
（
二
〇
〇
六
年
七
月
五
日
、
草
思
社
刊
）。

一
方
、
フ
ジ
テ
レ
ビ
が
二
〇
〇
七
（
平
成
一
九
）
年
七
月
一
日
、
人

気
番
組
「
ア
ン
ビ
リ
バ
ボ
ー
」
で
放
映
し
た
こ
と
に
よ
り
国
民
多
数
が

知
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

戦
闘
海
域
で
艦
長
判
断
と
は
言
え
、
単
艦
で
、
か
つ
自
艦
乗
員
の

二
倍
の
敵
将
兵
を
救
助
す
る
こ
と
は
相
当
の
リ
ス
ク
が
伴
っ
た
。
停

船
中
は
敵
航
空
機
又
は
潜
水
艦
の
絶
好
の
標
的
に
も
な
っ
た
の
だ
。

サ
ー
・
フ
ォ
ー
ル
は
こ
の
恩
を
忘
れ
ず
、
戦
後
の
日
本
バ
ッ
シ
ン

グ
の
時
代
（
と
く
に
大
戦
中
の
連
合
軍
捕
虜
処
遇
問
題
）
に
「
日
本
武
士
道

の
発
露
」
と
し
て
英
国
内
外
に
紹
介
し
、
わ
が
国
名
誉
回
復
の
た
め

尽
力
し
た
。
さ
ら
に
米
海
軍
機
関
誌
「
プ
ロ
シ
ー
デ
ィ
ン
グ
ス
」
に

投
稿
し
た
。
驚
嘆
し
た
米
海
軍
は
「Chivalry

」（
騎
士
道
）
と
題
し
て

一
九
八
七
年
新
年
号
に
特
集
し
た
の
で
あ
る
。

サ
ー
・
フ
ォ
ー
ル
は
悲
願
で
あ
っ
た
工
藤
艦
長
の
墓
参
を

二
〇
〇
八
（
平
成
一
八
）
年
一
二
月
七
日
に
果
た
し
た
。
そ
の
五
年
後

の
二
〇
一
四
年
二
月
二
〇
日
、
九
四
歳
で
こ
の
世
を
去
っ
た
。
生
前

私
に
「
武
士
道
と
は
戦
い
の
後
に
、
勝
者
と
敗
者
が
互
い
に
健
闘
を

称
え
あ
い
、
勝
者
は
お
ご
る
こ
と
な
く
敗
者
を
労
う
精
神
だ
」
と
何

度
も
語
っ
て
い
た
。

私
は
サ
ー
・
フ
ォ
ー
ル
と
対
話
す
る
う
ち
に
、
工
藤
の
出
身
校

「
海
軍
兵
学
校
」
で
最
後
の
英
語
教
官
を
勤
め
た
英
国
人
セ
シ
ル
・
ブ

ロ
ッ
ク
の
著
書
「
一
英
国
人
の
見
た
江
田
島
」
の
一
節
を
思
い
出
し
た
。

一
九
三
五
（
昭
和
一
〇
）
年
、
最
後
の
英
国
人
教
師
と
し
て
日
本
を
去

る
時
、
次
の
よ
う
に
書
き
残
し
て
い
る
。

「
万
が
一
に
も
、
日
本
が
白
色
人
種
の
国
々
と
交
戦
す
る
よ

う
な
こ
と
に
な
っ
た
な
ら
ば
、
我
々
イ
ギ
リ
ス
人
の
教
師
が
教

え
た
こ
と
の
あ
る
江
田
島
の
生
徒
が
、
本
当
の
江
田
島
の
理
想
、

す
な
わ
ち
日
本
の
武
士
と
イ
ギ
リ
ス
の
紳
士
の
二
つ
の
理
想
の

結
合
に
従
っ
て
国
際
問
題
を
処
理
す
る
こ
と
を
心
か
ら
希
望
し

て
止
ま
な
い
の
で
あ
る
。」（「
江
田
島
」
と
は
兵
学
校
が
広
島
県
江
田

島
市
に
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
代
名
詞
と
し
て
使
わ
れ
た
）。

話
は
変
わ
る
が
、
ス
ラ
バ
ヤ
沖
海
戦
（
一
九
四
二
年
二
月
二
七
日
）
以

降
、
同
海
域
に
展
開
し
て
い
た
日
本
海
軍
艦
艇
も
各
個
に
溺
者
を
救

助
し
て
い
る
。
殆
ど
が
艦
長
判
断
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
少
数
で

あ
っ
た
。
し
か
も
そ
の
中
に
は
「
戦
闘
行
動
の
邪
魔
に
な
る
」
と
初
級

士
官
が
副
長
（
副
艦
長
）
に
強
行
意
見
を
発
し
て
い
た
と
言
う
証
言
も

あ
る
。２　

な
ぜ
帝
国
海
軍
は
ジ
ャ
ワ
海
へ
進
出
し
た
の
か
？

⑴
白
人
絶
対
優
位
社
会
へ
の
挑
戦

一
九
〇
五
（
明
治
三
八
）
年
五
月
二
七
日
、
日
露
戦
争
下
、
帝
国
海

軍
は
「
世
界
最
強
」
と
謳
わ
れ
た
ロ
シ
ア
・
バ
ル
チ
ッ
ク
艦
隊
を
対
馬

沖
に
迎
撃
、
そ
の
殆
ど
を
撃
沈
し
た
。
欧
米
列
強
は
驚
嘆
し
「
日
本

人
の
み
白
人
と
み
な
す
」
と
い
う
不
文
律
さ
え
発
生
し
た
。
と
こ
ろ

が
英
米
は
脅
威
を
抱
く
よ
う
に
な
る
。
当
時
超
大
国
で
あ
っ
た
英
国

は
、
そ
れ
ま
で
、
わ
が
国
に
海
軍
運
用
術
や
造
船
、
武
器
製
造
技
術

を
惜
し
み
な
く
提
供
し
て
い
た
が
急
に
秘
密
主
義
に
転
じ
た
の
だ
。

一
方
、
米
国
は
太
平
洋
西
進
を
計
り
、
さ
ら
に
満
州
（
中
国
東
北
部
）

進
出
を
画
策
し
た
。
そ
も
そ
も
満
州
の
権
益
は
、
わ
が
国
が
日
露
戦

争
の
勝
利
で
ロ
シ
ア
か
ら
譲
渡
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
以
降
、
ア

ジ
ア
・
太
平
洋
方
面
進
出
を
目
指
す
米
英
と
わ
が
国
の
対
立
が
本
格

工藤艦長墓参を果たすサー・サムエル・
フォール
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化
す
る
。

一
九
〇
五
（
明
治
三
八
）
年
、
米
統
合
参
謀
本
部
は
対
日
戦
争
プ
ラ

ン
「
オ
レ
ン
ジ
プ
ラ
ン
」
を
作
成
。
一
九
二
一
（
大
正
一
〇
）
年
に
は
ワ

シ
ン
ト
ン
海
軍
軍
縮
会
議
を
開
催
し
主
力
艦
（
戦
艦
）
保
有
比
率
を
米

英
五
に
対
し
日
本
三
と
い
う
劣
勢
比
率
を
課
し
た
。
ま
た
、
同
時
に

日
英
同
盟
を
破
棄
さ
せ
た
。
こ
れ
は
ロ
シ
ア
の
拡
張
に
備
え
英
国
が

初
め
て
締
結
し
た
軍
事
同
盟
で
一
九
〇
二
（
明
治
三
五
）
年
に
締
結
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。

帝
国
海
軍
は
そ
こ
で
こ
の
劣
勢
比
率
を
カ
バ
ー
す
べ
く
駆
逐
艦
、

巡
洋
艦
等
の
補
助
艦
艇
の
増
強
を
計
っ
た
。
す
る
と
今
度
は
英
国
が

一
九
三
〇
（
昭
和
五
）
年
、
ロ
ン
ド
ン
軍
縮
会
議
を
開
催
し
米
国
と
計
っ

て
我
が
国
に
ま
た
劣
勢
比
率
を
課
し
て
来
た
。
帝
国
海
軍
は
そ
れ
ま

で
親
英
的
な
気
風
が
あ
っ
た
が
以
来
、
軍
令
部
内
に
対
英
強
硬
派
も

出
現
し
た
。

一
方
、
一
九
一
九
（
大
正
八
）
年
、
我
が
国
全
権
が
ベ
ル
サ
イ
ユ
講

和
会
議
に
お
い
て
「
人
種
平
等
宣
言
」
を
採
択
す
る
よ
う
提
案
し
た
た

め
、
多
く
の
有
色
人
種
を
支
配
下
に
お
く
英
国
と
、
黒
人
問
題
を
抱

え
る
米
国
を
激
昂
さ
せ
た
。

一
九
三
一
（
昭
和
六
）
年
、
満
州
事
変
勃
発
、
米
英
の
支
援
を
受
け

た
蒋
介
石
軍
が
そ
の
権
益
を
侵
犯
し
よ
う
と
し
た
。
こ
の
た
め
我
が

国
は
こ
れ
ら
の
排
除
を
計
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
米
国
は
反
応
し
た
。
一
九
四
〇
（
昭
和
一
五
）
年
、
艦
隊
の

ハ
ワ
イ
常
駐
を
発
表
し
た
。
わ
が
国
を
威
嚇
す
る
た
め
で
あ
る
。

日
本
政
府
は
両
国
間
の
緊
張
を
外
交
交
渉
で
打
開
し
よ
う
と
、

一
九
四
一
（
昭
和
一
六
）
年
二
月
一
四
日
、
海
軍
大
将
野
村
吉
三
郎
を

全
権
大
使
に
任
命
し
、
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
米
国
大
統
領
と
の
交
渉
に
あ

た
ら
せ
た
。

と
こ
ろ
が
米
国
は
同
年
八
月
一
日
、
突
然
、
原
油
の
対
日
輸
出

禁
止
措
置
を
宣
言
し
た
。
わ
が
国
政
府
は
世
界
中
を
駆
け
回
っ
て
販

売
先
を
懸
命
に
探
し
た
が
米
英
の
圧
力
を
受
け
て
い
ず
れ
も
応
じ
な

か
っ
た
。
当
時
、
わ
が
国
に
残
さ
れ
た
備
蓄
原
油
は
僅
か
半
年
分
で

あ
っ
た
。

そ
こ
で
、
わ
が
国
は
石
油
を
産
出
す
る
オ
ラ
ン
ダ
領
東
イ
ン
ド

に
着
目
し
、
オ
ラ
ン
ダ
政
府
へ
交
渉
し
た
が
拒
否
さ
れ
た
。
こ
の
時
、

米
英
中
オ
ラ
ン
ダ
に
よ
る
対
日
経
済
包
囲
網
、
所
謂
「
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
ラ

イ
ン
」
が
構
築
さ
れ
て
い
た
の
だ
。

一
方
、
大
本
営
政
府
連
絡
会
議
は
九
月
三
日
、｢

外
交
手
段
を
尽

す
が
一
〇
月
上
旬
頃
ま
で
に
決
着
の
見
通
し
が
つ
か
な
け
れ
ば
開
戦

を
決
意
す
る｣

と
い
う
方
針
を
採
択
し
、
九
月
六
日
の
御
前
会
議
で

承
認
さ
れ
た
。

わ
が
国
は
戦
争
遂
行
ス
テ
ッ
プ
と
し
て
三
段
階
を
設
定
、
第
一
段

階
を
こ
の
蘭
領
東
イ
ン
ド
方
面
の
資
源
地
帯
の
確
保
と
し
た
（
第
二
段

階
は
米
艦
隊
の
撃
滅
、
第
三
段
階
は
講
和
工
作
で
あ
っ
た
）。

一
九
四
一
（
昭
和
一
六
）
年
一
一
月
二
七
日
野
村
ハ
ル
会
談
。
米
国

は
そ
こ
で
「
ハ
ル
・
ノ
ー
ト
」
を
手
交
し
た
。
中
国
大
陸
か
ら
日
本
軍

の
即
時
無
条
件
全
面
撤
退
を
要
求
し
て
来
た
の
だ
。
ま
さ
に
宣
戦
布

告
に
等
し
か
っ
た
。
こ
う
し
て
日
米
交
渉
は
決
裂
、
世
論
は
既
に
「
開

戦
」
一
色
と
な
っ
て
い
た
。

永
野
修
身
軍
令
部
総
長
は
こ
の
時
、「
座
し
て
滅
び
る
よ
り
出
で
て

戦
え
」
と
発
言
、
そ
れ
ま
で
開
戦
に
反
対
し
て
い
た
海
軍
も
開
戦
へ

と
舵
を
切
っ
た
の
で
あ
る
。

⑵
日
英
激
突

一
方
、
英
国
は
ア
ジ
ア
太
平
洋
方
面
へ
の
進
出
を
計
り
満
州
事
変

直
後
か
ら
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
軍
港
を
拡
張
し
た
。
同
時
に
東
洋
艦
隊
を

創
設
、
一
九
四
一
（
昭
和
一
六
）
年
一
二
月
初
旬
に
は
最
新
鋭
戦
艦
「
プ

リ
ン
ス
・
オ
ブ
・
ウ
ェ
ー
ル
ズ
」（
三
万
五
、〇
〇
〇
ト
ン
）、
巡
洋
戦
艦
「
レ

パ
ル
ス
」（
三
万
二
、〇
〇
〇
ト
ン
）
を
配
置
し
た
。

同
年
一
二
月
八
日
午
前
三
時
、
我
が
国
は
米
英
蘭
に
宣
戦
を
布
告

す
る
と
と
も
に
帝
国
海
軍
空
母
機
動
部
隊
は
真
珠
湾
に
停
泊
す
る
米

戦
艦
群
へ
の
先
制
攻
撃
を
敢
行
し
た
。

一
方
、
同
日
午
後
二
時
、
台
湾
に
展
開
し
て
い
た
海
軍
航
空
隊
計

一
九
〇
機
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
在
の
米
空
軍
を
攻
撃
、
撃
滅
し
た
。

そ
し
て
い
よ
い
よ
蘭
領
東
イ
ン
ド
、
い
わ
ゆ
る
資
源
地
帯
へ
の
進

出
を
開
始
し
た
の
で
あ
る
。

同
年
一
二
月
一
〇
日
、
マ
レ
ー
沖
海
戦
、
戦
艦
「
プ
リ
ン
ス
・
オ
ブ
・

ウ
ェ
ー
ル
ズ
」、
巡
洋
戦
艦
「
レ
パ
ル
ス
」
は
マ
レ
ー
半
島
（
英
国
領
）
ク

ワ
ン
タ
ン
沖
で
日
本
海
軍
航
空
隊
に
よ
っ
て
僅
か
二
時
間
で
撃
沈
さ

れ
た
。
両
艦
は
マ
レ
ー
半
島
上
陸
を
試
み
る
帝
国
陸
軍
を
攻
撃
し
よ

う
と
行
動
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

前
出
ア
レ
ン
大
尉
は
戦
艦
「
プ
リ
ン
ス
・
オ
ブ
・
ウ
ェ
ー
ル
ズ
」
の

沈
没
を
「
大
英
帝
国
植
民
地
政
策
の
終
焉
を
意
味
し
た
」
と
語
っ
て
い

た
。翌

一
九
四
二
（
昭
和
一
七
）
年
二
月
一
五
日
夕
刻
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

陥
落
、
同
軍
港
も
つ
い
に
日
本
軍
の
掌
中
に
入
っ
た
。
こ
の
二
日
前

の
二
月
一
三
日
、
同
基
地
を
根
拠
地
に
し
て
い
た
英
国
艦
隊
は
ジ
ャ

ワ
島
北
方
ス
ラ
バ
ヤ
港
に
後
退
、
Ａ
Ｂ
Ｄ
Ａ
連
合
部
隊
を
編
成
し
た

の
で
あ
る
。
こ
こ
に
英
重
巡
「
エ
ク
セ
タ
ー
」「
エ
ン
カ
ウ
ン
タ
ー
」
の

姿
が
あ
っ
た
。
こ
の
二
隻
は
前
年
の
一
二
月
一
日
、
地
中
海
で
作
戦

に
従
事
し
た
後
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
軍
港
に
到
着
、
英
国
東
洋
艦
隊
に

編
入
さ
れ
た
の
だ
。

一
方
、
日
本
艦
隊
一
八
隻
は
二
月
二
十
四
日
、
ジ
ャ
ワ
島
北
東
に

位
置
す
る
セ
レ
ベ
ス
島
バ
ン
カ
ー
泊
地
に
集
結
し
た
。間
も
な
く
ジ
ャ
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ワ
海
を
目
指
し
て
一
斉
に
出
撃
す
る
。
こ
こ
に
日
本
対
Ａ
Ｂ
Ｄ
Ａ
連

合
部
隊
一
五
隻
の
決
戦
が
生
起
す
る
の
だ
。

二
月
二
七
日
、
ス
ラ
バ
ヤ
沖
海
戦
生
起
、
帝
国
海
軍
が
圧
勝
し
た
。

Ａ
Ｂ
Ｄ
Ａ
連
合
艦
隊
は
軽
巡
二
、
駆
逐
艦
二
隻
を
失
い
、
重
巡
「
エ

ク
セ
タ
ー
」
は
損
傷
し
た
。
そ
し
て
残
存
艦
隊
は
ス
ラ
バ
ヤ
港
へ
帰

投
し
た
。

三
月
一
日
、応
急
修
理
を
終
え
た「
エ
ク
セ
タ
ー
」の
そ
の
後
は
、「
１

　

要
約　

⑴「
帝
国
海
軍
の
武
士
道
」
へ
続
く
。

３　

国
際
法
で
見
た
戦
闘
海
域
に
お
け
る
救
助

一
八
九
九
（
明
治
三
二
）
年
に
改
訂
さ
れ
た
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
で
は
、

戦
時
下
で
も
海
上
遭
難
者
を
不
当
に
放
置
す
る
こ
と
は
「
戦
争
犯
罪
」

と
禁
じ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
国
際
法
上
は
、
敵
の
攻
撃
を
い
つ
受
け

る
か
わ
か
ら
な
い
状
況
で
は
、
放
置
し
て
も
違
法
で
は
な
い
と
さ
れ

て
い
る
。

一
九
二
九
（
昭
和
四
）
年
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
で
捕
虜
の
処
遇
に
関
す
る

国
際
条
約
が
討
議
さ
れ
た
。
こ
れ
は
従
来
の
「
捕
虜
取
り
扱
い
に
関

す
る
条
約
」
が
細
分
化
さ
れ
た
も
の
で
、「
捕
虜
の
待
遇
に
関
す
る
条

約
」、「
傷
者
お
よ
び
病
者
の
状
態
の
改
善
に
関
す
る
条
約
」
と
二
項

目
に
分
か
れ
て
い
た
。

わ
が
国
は
こ
こ
で
後
者
に
は
批
准
し
た
が
、
前
者
に
は
批
准
し
な

か
っ
た
。
こ
の
た
め
列
国
か
ら
照
会
を
受
け
た
が
、「
こ
の
規
定
を
準

用
す
る
」
と
だ
け
回
答
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

確
か
に
戦
場
で
は
、
漂
流
者
（
溺
者
）
を
救
助
し
よ
う
と
し
て
攻
撃

を
受
け
、
自
艦
も
ろ
と
も
犠
牲
に
な
っ
た
事
例
は
少
な
く
な
い
。

一
九
四
四
（
昭
和
一
九
）
年
一
〇
月
二
五
日
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
沖
海
戦

で
米
軍
に
撃
沈
さ
れ
た
重
巡
「
筑
摩
」（
一
万
一
、九
〇
〇
ト
ン
）
の
乗
組

員
約
一
〇
〇
名
が
漂
流
し
て
い
た
た
め
彼
ら
を
救
助
し
よ
う
と
駆
逐

艦
「
野
分
」（
二
、〇
三
三
ト
ン
）
が
単
艦
、
停
止
し
た
と
こ
ろ
米
軍
機
の

攻
撃
を
受
け
て
沈
没
、
乗
組
員
二
七
三
名
全
員
が
戦
死
し
て
い
る
。

一
方
、
病
院
船
が
攻
撃
さ
れ
た
事
例
も
あ
る
。

一
九
四
三
（
昭
和
一
八
）
年
一
一
月
二
七
日
、
ニ
ュ
ー
ア
イ
ル
ラ
ン

ド
島
カ
ビ
エ
ン
西
方
チ
ン
オ
ン
島
沖
で
、
ラ
バ
ウ
ル
野
戦
病
院
か
ら

の
傷
病
兵
一
一
二
九
名
を
乗
せ
た
病
院
船
「
ぶ
え
の
す
あ
い
れ
す
丸
」

（
九
、六
二
五
ト
ン
）
は
、
米
軍
Ｂ
24
爆
撃
機
の
攻
撃
を
受
け
沈
没
す
る
。

患
者
、
看
護
婦
、
乗
組
員
は
一
六
隻
の
救
命
ボ
ー
ト
と
発
動
機
艇

二
隻
で
漂
流
す
る
が
、
一
二
月
一
日
、
同
じ
く
Ｂ
24
に
発
見
さ
れ
た
。

こ
の
時
、
漂
流
中
の
乗
員
は
Ｂ
24
に
対
し
て
オ
ー
ニ
ン
グ
上
に
赤

十
字
を
表
示
し
た
が
、
容
赦
な
く
機
銃
掃
射
を
加
え
ら
れ
、
看
護
婦

を
含
む
一
五
八
名
が
戦
死
し
て
い
る
。

４　

海
軍
上
層
部
の
反
応

一
等
水
兵
で
当
時
、「
雷
」
に
乗
艦
し
艦
長
伝
令
を
務
め
た
佐
々
木

確
治
（
当
時
二
一
歳
、
二
〇
〇
四
年
一
月
、
岩
手
県
一
関
市
の
自
宅
で
取
材
）

が
次
の
よ
う
に
証
言
し
て
い
る
。「
司
令
部
と
艦
長
の
や
り
と
り
を
見

て
い
る
と
、
司
令
部
は
快
く
思
っ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
に
見
え
ま
し

た
」。
司
令
部
と
は
第
三
艦
隊
司
令
部
で
あ
る
。

そ
れ
に
は
次
の
事
情
が
あ
っ
た
。

開
戦
か
ら
半
年
、一
九
四
二（
昭
和
一
七
）年
五
月
末
日
ま
で
に
、フ
ィ

リ
ピ
ン
、
マ
レ
ー
半
島
、
蘭
領
東
イ
ン
ド
で
の
連
合
軍
捕
虜
は
合
計

二
三
万
人
に
達
し
て
い
た
。
同
方
面
に
展
開
し
て
い
た
日
本
陸
軍
の

兵
力
と
捕
虜
の
数
を
比
較
す
れ
ば
、
い
か
に
日
本
軍
に
と
っ
て
捕
虜

の
収
容
が
重
荷
に
な
っ
て
い
た
か
が
理
解
で
き
よ
う
。

フ
ィ
リ
ピ
ン
方
面
、
日
本
軍
七
万
人
（
捕
虜
七
万
人
）、
マ
レ
ー
半
島

方
面
、
日
本
軍
一
二
万
五
、〇
〇
〇
人
（
捕
虜
一
三
万
人
）、
蘭
領
東
イ

ン
ド
方
面
、
日
本
軍
四
万
五
、〇
〇
〇
人
（
捕
虜
六
万
人
）。

当
時
、
軍
令
部
に
お
ら
れ
た
高
松
宮
が
、「
割
に
合
わ
な
い
話
な
り
」

と
日
記
に
記
さ
れ
て
お
ら
れ
る
が
、
ま
さ
に
そ
の
通
り
で
あ
っ
た
。

５　

救
助
成
功
の
功
労
者

⑴
挙
艦
一
致

艦
長
の
英
断
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
何
と
言
っ
て
も
功
労
者
は
乗

員
（
下
士
官
、
兵
）
で
あ
る
。
余
談
に
な
る
が
、
工
藤
指
揮
す
る
「
雷
」

は
計
五
回
に
わ
た
っ
て
敵
潜
水
艦
か
ら
雷
撃
を
受
け
た
に
も
拘
わ
ら

ず
、
い
ず
れ
も
回
避
し
て
い
る
。
し
か
も
反
撃
を
加
え
て
三
隻
を
撃

沈
し
て
い
る
の
だ
。
レ
ダ
ー
や
ソ
ナ
ー
（
水
中
聴
音
器
）
が
未
発
達
で

あ
っ
た
時
代
、
乗
員
の
練
度
と
士
気
が
艦
の
安
全
を
左
右
し
た
の
だ
。

と
こ
ろ
で
谷
川
元
少
佐
は
生
前
、「
救
助
開
始
直
後
、
下
士
官
兵

が
日
頃
の
ス
ト
レ
ス
か
ら
英
海
軍
将
兵
を
暴
行
す
る
の
で
は
な
い
か
」

と
危
惧
し
た
と
証
言
し
て
い
た
。

そ
れ
は
杞
憂
に
終
わ
っ
た
。
下
士
官
兵
た
ち
は
艦
長
の
命
令
を
忠

実
に
実
行
し
た
。
か
え
っ
て
一
人
の
青
年
士
官
Ｔ
少
尉
が
艦
長
へ
の

不
満
を
甲
板
上
で
漏
ら
し
て
い
た
の
が
目
撃
さ
れ
て
い
る
。
曰
く「
艦

長
は
何
考
え
て
い
る
の
だ
、
俺
た
ち
は
戦
争
し
に
来
て
い
る
の
だ
！
」

（
前
出
、
佐
々
木
一
等
水
兵
証
言
）。

と
こ
ろ
で
水
兵
の
ス
ト
レ
ス
の
主
因
は
艦
内
の
居
住
環
境
に
あ
っ

た
。
わ
が
国
は
米
英
か
ら
ワ
シ
ン
ト
ン
、
ロ
ン
ド
ン
両
軍
縮
条
約
で

主
要
艦
艇
の
保
有
比
率
を
制
限
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
帝
国
海
軍
は
艦
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艇
設
計
に
お
い
て
ワ
ン
ラ
ン
ク
上
の
装
備
を
搭
載
し
た
。
例
え
ば
駆

逐
艦
で
あ
れ
ば
軽
巡
な
み
の
兵
装
を
乗
せ
た
。
こ
の
時
犠
牲
に
な
っ

た
の
が
乗
員
の
居
住
空
間
で
あ
っ
た
。

駆
逐
艦
な
ど
は
列
国
海
軍
中
最
小
、
な
ん
と
兵
一
人
当
た
り
の
ス

ペ
ー
ス
は
一
・
三
立
方
メ
ー
ト
ル
。「
棺
桶
よ
り
狭
い
」と
揶
揄
さ
れ
た
。

も
う
一
つ
の
ハ
ン
デ
ィ
が
あ
っ
た
。
水
で
あ
る
。
乗
員
が
一
日
あ

た
り
自
由
に
使
え
る
水
の
量
は
な
ん
と
一
人
当
た
り
洗
面
器
一
個
分

で
あ
っ
た
。
こ
の
頃
、「
石
油
の
一
滴
は
、
血
の
一
滴
」
と
い
わ
れ
、

ま
た
、
艦
内
で
海
水
か
ら
真
水
を
つ
く
る
た
め
に
造
水
装
置
も
作
動

さ
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
に
も
燃
料
を
必
要
と
し
て

い
た
。
そ
の
た
め
乗
組
員
は
真
水
を
節
約
す
る
た
め
、
洗
面
や
飲
料

水
に
も
細
心
の
注
意
を
払
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。「
雷
」
は
こ
の
救
助

劇
で
真
水
約
四
〇
ト
ン
を
消
費
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
南
方
海
域
で
は
、
太
陽
光
で
艦
体
が
焼
け
、
さ
ら
に

戦
闘
行
動
で
緊
張
す
る
た
め
、
水
兵
に
は
か
な
り
の
精
神
的
負
荷
が

か
か
っ
て
い
た
。
当
時
、
冷
房
は
戦
艦
「
大
和
」（
七
万
一
、〇
〇
〇
ト
ン
）

な
ど
ほ
ん
の
一
部
の
新
鋭
艦
に
し
か
設
置
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
だ
。

重
巡
「
那
智
」（
一
万
三
、二
〇
八
ト
ン
）
で
は
機
関
科
の
水
兵
が
発
狂

し
、
奇
声
を
発
し
な
が
ら
前
甲
板
か
ら
後
甲
板
に
向
か
っ
て
走
り
抜

け
、
海
に
飛
び
込
ん
で
死
ん
だ
。

そ
こ
で
「
雷
」
は
夜
間
、
泊
地
停
泊
中
は
甲
板
上
に
仮
設
小
屋
の
設

置
を
艦
長
が
特
別
に
許
可
し
て
い
た
。

乗
組
員
は
日
を
決
め
、
各
科
交
代
で
こ
の
小
屋
で
睡
眠
を
と
っ
た
。

艦
内
に
比
べ
、
実
に
快
適
で
あ
っ
た
と
い
う
。
工
藤
艦
長
は
部
下
乗

員
を
し
っ
か
り
休
養
さ
せ
た
た
め
、
戦
闘
行
動
に
お
い
て
、
見
張
り

を
始
め
部
下
全
員
の
五
感
が
フ
ル
に
活
用
で
き
た
の
で
あ
る
。

⑵
海
の
男
の
友
情　

救
助
直
後
の
艦
上
で
の
状
況
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
（
当
時
乗
務
し
て

い
た
山
本
一
等
水
兵
の
証
言
）。

「（
救
助
さ
れ
た
）
敵
兵
は
、
甲
板
に
上
が
っ
て
倒
れ
る
者
も
お

り
、
ほ
と
ん
ど
の
者
が
フ
ラ
フ
ラ
歩
い
て
お
り
ま
し
た
。
取
り

あ
え
ず
、
前
甲
板
に
収
容
す
る
こ
と
に
な
り
、
巨
人
の
群
が
続

き
ま
し
た
。」

「
カ
ン
メ
ン
ポ
ー
と
生
水
を
与
え
る
と
、
す
っ
か
り
喜
ん
で

食
う
わ
、
飲
む
わ
。
水
は
結
局
全
員
で
三
ト
ン
は
飲
ん
で
し
ま

い
ま
し
た
。
士
官
に
は
特
別
待
遇
で
ご
馳
走
が
出
ま
し
た
。
た

だ
し
、
彼
ら
の
態
度
は
貫
禄
が
あ
り
ま
し
た
が
、
中
に
は
、
呆

れ
た
者
も
お
り
ま
し
た
。」

「
雷
」
元
下
士
官
で
『
奇
跡
の
海
か
ら
』（
潮
書
房
光
人
新
社
刊
）
を
上
梓

し
た
橋
本
衛
は
、
そ
の
著
書
の
中
で
こ
う
表
現
し
て
い
る
。

「（「
雷
」
乗
組
員
で
）
艦
内
に
あ
る
草
履
や
、
作
業
靴
の
お
古
な

ど
を
か
き
集
め
て
配
る
者
、
布
き
れ
を
持
っ
て
来
る
者
、
み
な

が
親
身
の
手
当
を
し
た
」、「
我
が
班
の
草
間
兵
曹
は
器
用
な
の

で
ミ
シ
ン
係
を
し
て
い
る
が
、
彼
が
早
速
、
大
砲
の
手
入
れ
用

の
木
綿
で
褌
（
ふ
ん
ど
し
）
を
縫
っ
て
渡
し
て
や
る
と
、『
お
お
、

フ
ン
ド
シ
』
と
大
喜
び
し
て
い
た
。「
わ
れ
わ
れ
は
、
自
分
た
ち

す
ら
貴
重
こ
の
上
も
な
い
も
の
と
し
て
い
る
真
水
や
乾
パ
ン
も
、

彼
ら
に
配
給
し
た
。」

彼
ら
は
一
晩
「
雷
」
で
過
ご
す
こ
と
に
な
る
、
こ
の
際
艦
長
が
一
件

だ
け
厳
禁
し
た
も
の
が
あ
る
。
夜
間
、
甲
板
上
で
の
喫
煙
で
あ
っ
た
。

こ
れ
は
、
煙
草
の
火
が
敵
潜
水
艦
か
ら
発
見
さ
れ
る
危
険
を
回
避
す

る
た
め
で
あ
っ
た
。
そ
れ
と
、
も
う
一
つ
禁
止
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

乗
組
員
が
敵
兵
と
親
し
く
な
り
、
英
兵
の
手
持
ち
の
コ
イ
ン
と
乗

組
員
の
私
物
を
交
換
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
だ
。
艦
長
は
先
任

下
士
官
に
命
じ
て
、「
艦
内
軍
紀
を
厳
守
せ
よ
」
と
指
示
し
て
い
た
の

で
あ
る
。

こ
こ
で
三
月
三
日
に
視
点
を
転
じ
る
。「
雷
」
は
パ
ン
ジ
ェ
ル
マ
シ

ン
へ
入
港
、
約
三
〇
分
を
費
や
し
て
午
前
七
時
過
ぎ
「
オ
プ
テ
ン
ノ
ー

ト
」
に
接
舷
完
了
し
た
。
い
よ
い
よ
移
乗
開
始
で
あ
る
。
当
時
の
模

様
を
佐
々
木
は
こ
う
証
言
し
て
い
る
。

「
太
陽
が
顔
を
出
す
と
同
時
に
、
横
付
け
を
完
了
し
ま
し
た
。

（『
オ
プ
テ
ン
ノ
ー
ト
』
は
）
前
甲
板
と
い
わ
ず
、
中
甲
板
と
い
わ
ず

捕
虜
で
満
員
の
状
況
に
あ
り
ま
し
た
。
こ
ち
ら
側
と
向
こ
う
側

で
、
名
を
呼
び
、
手
を
取
り
、
口
笛
を
吹
き
、
生
き
て
い
る
喜

救助され艦上で休憩する英海軍水兵
© 惠 隆之介
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び
に
夢
中
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
日
本
人
の
頭
で
は
と
て
も
考

え
ら
れ
な
い
こ
と
で
し
た
。
と
て
も
愉
快
だ
っ
た
の
は
、
横
付

け
を
手
伝
っ
て
く
れ
た
黒
い
大
東
亜
の
同
胞
が
、
わ
れ
わ
れ
に

敬
礼
を
し
、
に
っ
こ
り
笑
っ
て
く
れ
た
こ
と
で
し
た
。
と
て
も

は
じ
め
に

―
ボ
ス
ニ
ア
紛
争
・
ス
レ
ブ
レ
ニ
ツ
ァ
の 

虐
殺
か
ら
二
五
年

一
九
九
六
年
一
一
月
二
〇
日
、
オ
ラ
ン
ダ
・
ハ
ー
グ
に
設
置
さ

れ
た
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
国
際
刑
事
裁
判
所
（International Crim

inal 

Tribunal for the form
er Yugoslavia, 

以
下
「
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
」）
の
法
廷
で
、
ク

ロ
ア
チ
ア
系
ボ
ス
ニ
ア
人
の
ド
ラ
ゼ
ン
・
エ
ル
デ
モ
ビ
ッ
チ
（D

ražen 

E
rdem

ović

）
は
次
の
よ
う
に
証
言
し
た
。

裁
判
官
、
は
じ
め
に
、
全
て
の
犠
牲
者
に
、
あ
の
と
き
あ

の
農
場
で
殺
さ
れ
た
一
人
ひ
と
り
だ
け
で
な
く
、
国
籍

に
関
係
な
く
旧
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
で
犠
牲

に
な
っ
た
す
べ
て
の
人
た
ち
に
対
し
て
、
私
は
心
か
ら

申
し
訳
な
く
感
じ
て
い
る
こ
と
を
申
し
上
げ
ま
す
。
私

は
す
べ
て
の
国
籍
の
多
く
の
素
晴
ら
し
い
友
人
を
こ
の

戦
争
で
失
い
ま
し
た
。
そ
の
す
べ
て
の
人
々
、
す
べ
て

の
友
人
は
戦
争
な
ど
支
持
し
て
い
な
か
っ
た
。
私
は
そ

う
確
信
し
て
い
ま
す
。
た
だ
単
純
に
選
択
肢
が
な
か
っ

た
ん
で
す
。
こ
の
戦
争
は
訪
れ
、
そ
し
て
終
わ
り
が
み

え
ま
せ
ん
で
し
た
。
同
じ
こ
と
が
私
に
も
起
こ
っ
た
ん

で
す
（T

his w
ar cam

e and there w
as no w

ay out. T
he 

sam
e happened to m

e.

）
１

。

当
時
二
四
歳
だ
っ
た
エ
ル
デ
モ
ビ
ッ
チ
は
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア

連
邦
の
解
体
に
伴
い
一
九
九
二
年
か
ら
九
五
年
ま
で
続
い
た
ボ
ス
ニ

ア
紛
争
下
で
生
じ
た
い
わ
ゆ
る
「
ス
レ
ブ
レ
ニ
ツ
ァ
の
虐
殺
」
に
関
与

「雷」からオランダ病院船に移乗する英海軍士官と見送る「雷」乗員
© 惠 隆之介

ド
ラ
ゼ
ン
・
エ
ル
デ
モ
ビ
ッ
チ

齊
藤
　
彰
彦

日
本
赤
十
字
社
国
際
部
企
画
課
企
画
係
長

／
Ｉ
Ｈ
Ｓ
研
究
員

―
ス
レ
ブ
レ
ニ
ツ
ァ
の
虐
殺
に
お
け
る
あ
る
兵
士
の
あ
ゆ
み

特
集
２

：

戦
争
と
人
道

嬉
し
か
っ
た
で
す
。」

佐
々
木
は
さ
ら
に
こ
う
つ
け
加
え
る
。

「「
オ
プ
テ
ン
ノ
ー
ト
」
に
タ
ラ
ッ
プ
が
か
け
ら
れ
る
と
、
捕

虜
は
士
官
を
先
頭
に
移
乗
を
開
始
し
ま
し
た
。
士
官
は
マ
ス
ト

に
掲
揚
さ
れ
て
い
る
旭
日
の
軍
艦
旗
に
挙
手
の
敬
礼
を
し
、
ま

た
、
向
き
を
変
え
て
ウ
イ
ン
グ
に
立
つ
工
藤
艦
長
に
敬
礼
し
て

「
雷
」
を
後
に
し
ま
し
た
。
艦
長
は
、
丁
寧
に
士
官
一
人
一
人
に

答
礼
を
し
て
お
り
ま
し
た
。

「
雷
」
が
移
乗
を
終
え
て
出
港
と
な
る
と
英
兵
は
気
ま
ま
な
も

の
で
、「
雷
」
に
向
か
っ
て
手
を
振
り
、
身
体
一
杯
に
感
謝
の
意

を
表
し
て
お
り
ま
し
た
。
そ
し
て
双
方
が
視
界
か
ら
消
え
る
ま

で
手
を
振
り
続
け
て
お
り
ま
し
た
。」
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し
、
一
〇
歳
か
ら
七
〇
歳
ま
で
の
ボ
シ
ュ
ニ
ャ
ク
人
男
性
一
〇
人
か

ら
一
〇
〇
人
（
そ
の
数
は
今
も
定
か
で
は
な
い
）
を
銃
殺
し
た
罪
に
問
わ

れ
て
い
た
。
事
件
の
概
略
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。　

一
九
九
五
年
七
月
、
東
欧
バ
ル
カ
ン
半
島
に
位
置
す
る
ボ
ス
ニ

ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
（
以
下
「
Ｂ
ｉ
Ｈ
」）
で
は
、
主
と
し
て
セ
ル
ビ

ア
人
、
ボ
シ
ュ
ニ
ャ
ク
人
、
ク
ロ
ア
チ
ア
人
の
間
で
そ
の
勢
力
圏

を
巡
る
争
い
が
続
い
て
い
た
。
と
り
わ
け
九
五
年
に
入
っ
て
か
ら

は
、
セ
ル
ビ
ア
人
勢
力
と
ボ
シ
ュ
ニ
ャ
ク
人
勢
力
と
の
戦
闘
が
激

化
し
た
。
そ
の
一
環
と
し
て
エ
ル
デ
モ
ビ
ッ
チ
が
所
属
す
る
セ
ル

ビ
ア
人
勢
力
の
ス
ル
プ
ス
カ
共
和
国
第
一
〇
破
壊
活
動
分
遣
隊
は
、

同
国
東
部
の
ボ
シ
ュ
ニ
ャ
ク
人
が
多
数
を
占
め
る
四
万
人
弱
の
山

岳
地
帯
の
街
「
ス
レ
ブ
レ
ニ
ツ
ァ
」
に
侵
攻
し
た
。
い
わ
ゆ
る
「
ス

レ
ブ
レ
ニ
ツ
ァ
の
虐
殺
」
と
言
わ
れ
る
も
の
が
こ
れ
で
あ
り
、
こ

の
と
き
八
、〇
〇
〇
人
以
上
の
人
々
が
殺
害
さ
れ
た
。
そ
の
最
中
の

一
九
九
六
年
七
月
一
六
日
、
エ
ル
デ
モ
ビ
ッ
チ
が
所
属
す
る
部
隊

は
、
避
難
中
の
一
、〇
〇
〇
人
超
の
非
武
装
の
ボ
シ
ュ
ニ
ャ
ク
人
男

性
を
バ
ス
か
ら
降
ろ
し
、
背
中
を
向
け
て
並
べ
さ
せ
た
。
上
官
は

エ
ル
デ
モ
ビ
ッ
チ
を
含
む
指
揮
下
の
兵
士
に
対
し
て
そ
の
銃
殺
を

命
じ
た
。
エ
ル
デ
モ
ビ
ッ
チ
は
「
上
官
、
あ
な
た
は
正
気
で
す
か
？

私
は
殺
し
た
く
な
い
」
と
抗
弁
し
た
が
、「
同
情
す
る
な
ら
銃
を
渡

し
て
お
前
も
向
こ
う
に
並
べ
」
と
言
わ
れ
た
。
銃
殺
は
午
前
一
〇
時

頃
か
ら
午
後
三
時
頃
ま
で
続
き
、
お
よ
そ
一
、二
〇
〇
人
が
殺
害
さ

れ
た
。
命
令
に
従
わ
な
け
れ
ば
、
自
ら
の
生
命
、
そ
し
て
妻
と
当

時
生
後
九
カ
月
だ
っ
た
一
人
息
子
の
生
命
に
対
す
る
危
険
が
あ
っ

た
エ
ル
デ
モ
ビ
ッ
チ
に
と
っ
て
、
虐
殺
へ
の
参
加
以
外
に
選
択
肢

は
な
か
っ
た
。

お
よ
そ
一
〇
万
人
が
命
を
落
と
し
た
と
い
わ
れ
る
一
九
九
二
年
か

ら
九
五
年
ま
で
続
い
た
ボ
ス
ニ
ア
紛
争
と
そ
の
最
中
で
生
じ
た
ス
レ

ブ
レ
ニ
ツ
ァ
の
虐
殺
か
ら
二
五
年
。
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
に
お
け
る

一
連
の
戦
争
犯
罪
を
処
罰
す
る
た
め
に
紛
争
の
最
中
の
一
九
九
三
年

に
国
連
安
保
理
が
設
置
し
た
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
は
、
計
一
六
一
人
の
戦
争
犯

罪
の
被
疑
者
を
訴
追
し
、
二
〇
一
七
年
に
そ
の
任
務
を
終
え
て
閉
廷

し
た
。
し
か
し
他
方
、
そ
の
虐
殺
の
責
任
を
巡
っ
て
は
遺
族
団
体
「
ス

レ
ブ
レ
ニ
ツ
ァ
の
母
連
合
」
が
当
時
ス
レ
ブ
レ
ニ
ツ
ァ
の
保
護
に
あ

た
っ
て
い
た
国
連
の
オ
ラ
ン
ダ
部
隊
に
対
し
て
訴
訟
を
提
起
し
て
い

る
等
、
同
国
の
政
治
、
教
育
と
い
っ
た
様
々
な
社
会
的
側
面
に
お
い

て
は
今
も
民
族
間
の
緊
張
が
続
い
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
当
時
殺
害

さ
れ
た
人
々
の
遺
体
の
多
く
が
虐
殺
隠
蔽
の
た
め
直
後
に
地
中
に
埋

め
ら
れ
る
等
し
た
こ
と
も
あ
り
、
す
べ
て
の
行
方
不
明
者
や
遺
体
の

身
元
特
定
は
完
了
し
て
お
ら
ず
、
遺
族
の
苦
し
み
は
二
五
年
経
っ
た

今
も
完
全
に
は
拭
わ
れ
て
い
な
い
。

社
会
史
的
な
描
き
方
を
す
れ
ば
紛
争
後
社
会
へ
の
関
心
は
一
般
に

希
薄
化
し
が
ち
で
あ
る
一
方
、
当
時
若
き
青
年
で
あ
っ
た
エ
ル
デ
モ

ビ
ッ
チ
の
こ
の
衝
撃
的
な
経
験
か
ら
あ
ら
た
め
て
こ
の
戦
争
を
見
つ

め
な
お
せ
ば
、
エ
ル
デ
モ
ビ
ッ
チ
は
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
ス
レ
ブ
レ

ニ
ツ
ァ
の
虐
殺
に
ま
き
こ
ま
れ
て
い
っ
た
の
か
、
エ
ル
デ
モ
ビ
ッ
チ

が
犯
し
た
行
為
に
社
会
は
ど
う
向
き
合
う
べ
き
か
、
エ
ル
デ
モ
ビ
ッ

チ
は
残
さ
れ
た
自
ら
の
生
を
ど
う
歩
ん
で
ゆ
く
の
か
、
戦
争
の
「
終

わ
り
」
と
は
何
で
そ
れ
は
い
つ
訪
れ
る
の
か
…
と
い
っ
た
、
戦
争
と

ひ
と
り
の
人
間
と
の
関
係
に
つ
い
て
汲
み
つ
く
せ
な
い
問
い
を
も
た

ら
す
。
言
い
換
え
れ
ば
エ
ル
デ
モ
ビ
ッ
チ
の
そ
う
し
た
「
個
」
の
視
点

―
「
あ
る
日
戦
争
が
訪
れ
、
そ
し
て
終
わ
り
が
み
え
な
く
な
っ
た
」

―
は
、
そ
れ
が
ひ
と
り
の
人
間
で
あ
れ
ば
誰
も
が
直
面
し
う
る
現

実
と
苦
し
み
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
先
に
は
「
な
ぜ
人

は
生
き
る
の
か
？
」
と
い
う
、
時
代
や
国
籍
を
超
え
た
人
の
生
死
の

根
本
を
問
う
普
遍
的
な
問
い
を
は
ら
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の

で
あ
る
。

そ
こ
で
本
稿
は
、
前
半
に
お
い
て
こ
の
戦
争
と
赤
十
字
等
に
よ
る

人
道
支
援
の
動
向
、
と
り
わ
け
「
民
族
浄
化
」
の
現
場
と
な
っ
た
ス
レ

ブ
レ
ニ
ツ
ァ
に
お
け
る
「
安
全
地
帯
」
設
置
に
い
た
る
ま
で
の
経
緯
を

概
観
し
、
後
半
に
お
い
て
エ
ル
デ
モ
ビ
ッ
チ
が
虐
殺
に
至
る
ま
で
の

経
緯
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
に
お
け
る
エ
ル
デ
モ
ビ
ッ
チ
の
罪
状
を
巡
る
議
論
、

そ
の
後
に
お
い
て
彼
が
「
証
言
者
」
と
し
て
演
じ
た
役
割
を
た
ど
り
、

こ
の
紛
争
の
一
つ
の
ス
ナ
ッ
プ
シ
ョ
ッ
ト

―
そ
う
遠
く
は
な
い
過

去
に
あ
っ
た
戦
争
と
一
人
の
兵
士
の
あ
ゆ
み

―
を
マ
ク
ロ
と
ミ
ク

ロ
双
方
の
視
点
か
ら
描
き
、
こ
の
事
件
に
対
す
る
一
つ
の
向
き
合
い

方
を
模
索
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

プ
ロ
ロ
ー
グ
―
あ
の
日
に
至
る
ま
で

一
九
九
一
年
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
連
邦
の
構
成
国
で
あ
っ
た
ス

ロ
ベ
ニ
ア
の
独
立
宣
言
を
機
に
連
邦
解
体
の
機
運
が
急
速
に
進
み
、

そ
の
過
程
で
バ
ル
カ
ン
半
島
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
紛
争
が
生
じ
た
。

そ
の
一
つ
が
一
九
九
二
年
か
ら
一
九
九
五
年
ま
で
続
い
た
Ｂ
ｉ
Ｈ

の
独
立
を
め
ぐ
る「
ボ
ス
ニ
ア
紛
争
」で
あ
る
。
広
い
意
味
で
の
ユ
ー

ゴ
ス
ラ
ビ
ア
解
体
に
伴
う
紛
争
は
今
も
収
束
し
て
お
ら
ず
、
例
え

ば
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
連
邦
の
首
都
ベ
オ
グ
ラ
ー
ド
が
あ
る
セ
ル
ビ

ア
共
和
国
は
そ
の
一
部
で
あ
っ
た
コ
ソ
ボ
の
独
立
を
認
め
て
お
ら

ず
、
今
も
緊
張
関
係
が
続
い
て
い
る
（
な
お
、
日
本
は
二
〇
〇
八
年
に

コ
ソ
ボ
共
和
国
を
国
家
と
し
て
承
認
し
て
い
る
）。
ま
た
、
正
確
に
い
う

と
Ｂ
ｉ
Ｈ
も
現
在
は
ボ
シ
ュ
ニ
ャ
ク
人
と
ク
ロ
ア
チ
ア
人
主
体
の

Ｂ
ｉ
Ｈ
連
邦
と
、
セ
ル
ビ
ア
人
主
体
の
自
治
地
域
ス
ル
プ
ス
カ
共

和
国
の
二
つ
の
構
成
体
（entity

）
か
ら
な
る
連
邦
国
家
で
あ
り
、
民

族
別
の
三
人
の
大
統
領
職
が
八
カ
月
ご
と
に
議
長
を
務
め
る
「
大
統
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領
評
議
会
」
が
国
家
元
首
の
機
能
を
担
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
ボ
ス
ニ

ア
紛
争
を
終
結
に
導
い
た
一
九
九
五
年
の
い
わ
ゆ
る
「
デ
イ
ト
ン
和

平
合
意
」
後
に
同
国
が
国
際
的
な
監
視
下
に
置
か
れ
た
こ
と
の
名
残

で
も
あ
り
、
例
え
ば
政
治
的
側
面
の
み
な
ら
ず
学
校
教
育
に
お
い

て
は
校
舎
を
分
割
し
て
民
族
別
に
授
業
が
行
わ
れ
る
等
、
今
も
様
々

な
社
会
的
側
面
に
そ
の
痕
跡
を
残
し
て
い
る
。
同
国
の
Ｂ
ｉ
Ｈ
赤

十
字
社
に
お
い
て
も
、
実
態
と
し
て
は
Ｂ
ｉ
Ｈ
連
邦
赤
十
字
、
ブ

ル
チ
コ
（Brč ko

）
行
政
区
赤
十
字
、
ス
ル
プ
ス
カ
共
和
国
赤
十
字
か

ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。

ボ
ス
ニ
ア
紛
争
の
引
き
金
と
な
っ
た
の
が
一
九
九
二
年
四
月
六
日

の
Ｂ
ｉ
Ｈ
の
独
立
宣
言
と
言
わ
れ
、
こ
れ
に
伴
い
同
日
か
ら
Ｂ
ｉ
Ｈ

の
勢
力
圏
を
め
ぐ
っ
て
三
つ
の
勢
力
を
代
表
す
る
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ

ア
連
邦
軍
（
Ｊ
Ｎ
Ａ
）
と
Ｂ
ｉ
Ｈ
連
邦
軍
（
Ａ
Ｒ
Ｂ
ｉ
Ｈ
）、
ク
ロ
ア
チ
ア

防
衛
評
議
会
（
Ｈ
Ｖ
Ｏ
）
の
三
つ
巴
の
戦
い
が
始
ま
り
、
三
か
月
間
で

同
国
の
避
難
民
は
一
気
に
二
六
〇
万
人
超
に
ま
で
達
し
た

２

。
ま
た

同
年
五
月
一
九
日
に
は
赤
十
字
国
際
委
員
会
（
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
）
の
要
員
一

名
が
銃
撃
に
よ
り
死
亡
し
た
こ
と
で
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
は
同
国
か
ら
一
旦
撤

退
を
強
い
ら
れ
る
等
し

３

、
人
道
・
治
安
状
況
は
悪
化
の
一
途
を
た

ど
っ
た
。

そ
う
し
た
中
、
支
援
の
中
心
的
役
割
を
担
う
こ
と
に
な
っ
た
の
が
、

当
時
、
緒
形
貞
子
氏
が
率
い
る
国
連
難
民
高
等
弁
務
官
事
務
所
（
Ｕ
Ｎ

Ｈ
Ｃ
Ｒ
）
で
あ
っ
た
。
Ｕ
Ｎ
Ｈ
Ｃ
Ｒ
は
一
九
七
六
年
か
ら
旧
ユ
ー
ゴ
ス

ラ
ビ
ア
連
邦
に
小
規
模
な
が
ら
事
務
所
を
置
い
て
お
り
、
こ
の
と
き

初
め
て
紛
争
が
進
行
す
る
最
中
で
の
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
強
い
ら
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
。
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
に
お
け
る
Ｕ
Ｎ
Ｈ
Ｃ
Ｒ
の
活

動
の
当
初
目
的
は
現
地
赤
十
字
が
配
布
予
定
で
あ
っ
た
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
の

援
助
物
資
配
布
の
サ
ポ
ー
ト
で
あ
っ
た
が
、
ボ
ス
ニ
ア
紛
争
の
激
化

と
と
も
に
ニ
ー
ズ
は
激
増
し
、
赤
十
字
・
Ｕ
Ｎ
Ｈ
Ｃ
Ｒ
と
も
に
そ
の

援
助
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
規
模
は
瞬
く
間
に
膨
ら
ん
だ

４

。
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
単

独
で
み
れ
ば
一
九
九
三
年
の
全
体
予
算
に
お
い
て
そ
の
約
半
分
が
旧

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
に
お
け
る
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
充
て
ら
れ
る
こ
と

と
な
り
、
そ
の
内
容
と
し
て
は
、
終
戦
ま
で
に
一
億
ト
ン
超
の
食
糧

支
援
と
計
四
、七
〇
〇
万
ス
イ
ス
フ
ラ
ン
（
約
五
三
億
円
）
相
当
の
医
療

支
援
の
展
開
、
約
五
二
〇
か
所
に
収
容
さ
れ
た
五
四
、〇
〇
〇
人
以
上

の
避
難
民
の
訪
問
、約
一
、八
〇
〇
万
通
の
赤
十
字
通
信
の
取
扱
い
、四
、

五
〇
〇
件
以
上
の
離
散
家
族
の
再
会
支
援
と
い
っ
た
前
例
の
な
い
規

模
の
も
の
と
な
っ
た

５

。

し
か
し
な
が
ら
急
増
す
る
支
援
ニ
ー
ズ
に
対
応
は
追
い
つ
か
ず
、

九
二
年
七
月
に
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で
開
催
さ
れ
た
「
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア

に
お
け
る
紛
争
犠
牲
者
に
対
す
る
人
道
支
援
に
関
す
る
国
際
会
議
」

に
お
い
て
、
緒
形
氏
は
次
の
よ
う
に
「
政
治
的
」
解
決
の
必
要
を
訴
え

て
い
る
。

時
間
が
無
く
な
る
こ
と
を
恐
れ
て
い
ま
す
。
数
週
間
、
数
か
月
、

長
す
ぎ
る
ほ
ど
の
時
間
の
経
過
の
中
で
人
々
は
攻
撃
さ
れ
、
住

処
を
追
わ
れ
て
い
ま
す
。
お
そ
ら
く
こ
れ
が
最
後
の
呼
び
か
け

に
な
り
ま
す
が
、
今
こ
そ
世
界
が
人
道
的
な
反
抗
（hum

anitarian 

counter-offensive

）
に
打
っ
て
出
る
と
き
で
す
。
人
道
危
機
の
あ

ら
ゆ
る
側
面
を
、
世
界
の
良
心
が
平
和
的
・
政
治
的
解
決
の
た

め
の
決
定
的
行
動
へ
と
向
か
う
よ
う
仕
向
け
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

人
道
的
行
動
は
政
治
的
行
動
の
代
替
物
で
は
あ
り
え
ま
せ
ん
が
、

そ
れ
は
紛
争
か
ら
平
和
へ
の
橋
渡
し
と
な
り
う
る
も
の
な
の
で

す
６

。

「
民
族
浄
化
」
へ
―
「
安
全
地
帯
」
の
実
態

人
道
状
況
が
刻
一
刻
と
悪
化
す
る
中
、
避
難
民
の
保
護
を
目
的
と

し
た
「
安
全
地
帯
（safe areas

）」
を
設
け
よ
う
と
い
う
機
運
が
高
ま
り

始
め
た
。
九
二
年
八
月
に
イ
ギ
リ
ス
が
主
催
し
た
「
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ

ビ
ア
国
際
会
議
（
Ｉ
Ｃ
Ｆ
Ｙ
）」
に
お
い
て
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
は
、
ボ
シ
ュ
ニ
ャ

ク
人
の
保
護
の
た
め
の
「
保
護
地
域
（protected zones

）」
の
設
置
を
提

案
し
、「
保
護
地
域
設
置
の
実
現
は
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
の
能
力
を
超
え
る
も
の

で
あ
っ
て
、
諸
国
の
協
力
が
不
可
欠
で
あ
り
、
こ
の
た
め
の
安
保
理

に
よ
る
国
連
保
護
軍
へ
の
任
務
の
付
与
と
速
や
か
な
派
遣
が
必
要
で

あ
る
」
と
訴
え
た

７

。

こ
う
し
た
動
向
も
受
け
て
一
九
九
三
年
四
月
一
六
日
、
国
連
安

保
理
は
決
議
八
一
九
に
よ
り
、
Ｂ
ｉ
Ｈ
に
お
け
る
全
て
の
紛
争
当

事
者
に
対
し
て
、
特
に
人
道
上
の
緊
急
の
必
要
の
あ
る
ス
レ
ブ
レ

ニ
ツ
ァ
と
そ
の
周
辺
地
域
か
ら
の
紛
争
当
事
者
の
即
時
撤
退
、
ま

た
、
同
地
域
を
人
道
支
援
へ
の
妨
害
の
停
止
を
含
む
一
切
の
敵
対

行
為
を
控
え
る
「
安
全
地
帯
（safe area

）」
と
し
て
扱
う
よ
う
求
め
た
。

続
く
同
年
六
月
の
安
保
理
決
議
八
三
六
は
、
ス
レ
ブ
レ
ニ
ツ
ァ
を

始
め
と
す
る
Ｂ
ｉ
Ｈ
の
領
域
内
六
か
所
を
安
全
地
帯
と
し
て
設
定

す
る
と
同
時
に
、
人
道
援
助
物
資
の
輸
送
支
援
と
い
っ
た
国
連
保

護
軍
（
Ｕ
Ｎ
Ｐ
Ｒ
Ｏ
Ｆ
Ｏ
Ｒ
）
の
任
務
拡
大
を
決
議
し
た
。
し
か
し
な

が
ら
こ
れ
ら
の
安
全
地
帯
は
徐
々
に
セ
ル
ビ
ア
人
勢
力
に
包
囲
さ

れ
、
北
大
西
洋
条
約
機
構
（
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
）
に
よ
る
空
爆
と
そ
の
対
抗
措

置
と
し
て
の
武
装
勢
力
に
よ
る
安
全
地
帯
へ
の
攻
撃
と
い
う
暴
力

の
応
酬
へ
と
発
展
し
た
。
一
九
九
四
年
七
月
に
は
安
保
理
常
任
理

事
国
ら
が
主
導
し
て
Ｂ
ｉ
Ｈ
の
分
割
な
ど
の
和
平
案
を
提
示
し
た

が
各
勢
力
は
こ
れ
を
拒
否
し
、
安
全
地
帯
に
お
け
る
殺
戮
が
繰
り

広
げ
ら
れ
た

８

。

「
民
族
浄
化
（ethnic cleansing

）」

―
民
族
的
に
純
粋
な
地
域
を
設

け
る
政
策

―
と
い
う
言
葉
が
台
頭
し
た
の
も
こ
の
時
期
で
あ
っ
た
。
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こ
の
た
め
に
、
頻
発
す
る
人
道
支
援
へ
の
妨
害
、
中
立
で
あ
る
は
ず

の
人
道
要
員
と
軽
武
装
の
国
連
保
護
軍
へ
の
攻
撃
と
い
っ
た
、
あ

ら
ゆ
る
側
面
で
人
道
の
基
本
原
則
を
踏
み
に
じ
る
行
為
が
猛
威
を
振

る
っ
た

９

。
国
際
人
道
法
の
側
面
に
お
い
て
Ｂ
ｉ
Ｈ
は
、
一
九
九
二
年

時
点
で
一
九
四
九
年
の
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
諸
条
約
及
び
一
九
七
七
年
の
二

つ
の
追
加
議
定
書
の
加
盟
国
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
批
准
と
同
時
に
国

際
人
道
法
の
違
反
行
為
等
を
調
査
す
る
国
際
事
実
調
査
委
員
会
（
Ｉ
Ｈ

Ｆ
Ｆ
Ｃ
）
の
受
入
れ
を
認
め
る
宣
言
さ
え
も
行
っ
て
い
る

10

。
し
か
し

な
が
ら
そ
の
実
態
に
つ
い
て
、
例
え
ば
長
有
紀
枝
教
授
は
次
の
よ
う

に
指
摘
し
て
い
る
。

国
際
人
道
法
の
実
効
性
の
確
保
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
の
み
な
ら
ず
地

元
の
赤
十
字
社
に
と
っ
て
も
重
要
課
題
で
あ
る
。
ボ
ス
ニ
ア
・

ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
の
セ
ル
ビ
ア
人
勢
力
に
影
響
力
を
持
っ
て
い

た
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
の
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
赤
十
字
社
（
現
セ
ル

ビ
ア
赤
十
字
社
）
の
活
動
に
携
わ
る
国
際
人
道
法
学
者
は
、
筆
者

の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
対
し
、「
戦
時
中
の
国
際
人
道
法
の
実
効

性
の
確
保
に
あ
た
っ
て
理
論
的
に
は
、
赤
十
字
社
や
国
際
人
道

法
の
専
門
家
が
政
府
に
対
し
、
申
し
入
れ
を
行
う
こ
と
が
可
能

で
あ
り
、
そ
う
す
る
べ
き
で
は
あ
っ
た
。
し
か
し
、
当
時
の
状

況
下
で
は
、
そ
う
し
た
行
為
は
政
治
的
に
不
可
能
で
あ
り
、
ま

た
国
際
人
道
法
学
者
の
発
言
に
影
響
力
は
皆
無
で
あ
っ
た
」
と

語
っ
て
い
る

11

。

総
じ
て
い
え
ば
、
以
上
の
よ
う
な
経
緯
を
も
っ
て
設
置
さ
れ
た
「
安

全
」
地
帯
の
実
態
と
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
勢

力
間
の
戦
線
が
極
め
て
流
動
的
な
こ
の
紛
争
に
お
い
て
安
全
地
帯
の

設
置
が
結
果
的
に
セ
ル
ビ
ア
人
勢
力
が
地
理
的
に
避
難
民
を
包
囲
す

る
と
い
う
形
勢
を
招
き
、
か
つ
そ
の
地
域
一
帯
の
「
安
全
」
保
持
を
試

み
た
国
連
保
護
軍
の
ふ
る
ま
い
が
裏
目
と
な
っ
て
紛
争
当
事
者
の
勢

力
拡
大
へ
の
妨
害
と
み
ら
れ
た
こ
と
で
国
連
は
中
立
性
を
失
い
、
さ

ら
に
は
そ
の
当
の
「
保
護
」
軍
が
一
般
市
民
の
「
安
全
」
を
保
護
す
る
物

理
的
能
力
を
ほ
と
ん
ど
持
ち
あ
わ
せ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
し
て
こ
の

こ
と
が
追
い
詰
め
ら
れ
た
人
々
の
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド

―
大
量
虐
殺
を

招
い
た
の
で
あ
る
。

虐
殺
を
背
負
う
者
―
エ
ル
デ
モ
ビ
ッ
チ
の
あ
ゆ
み
と
裁
き

ド
ラ
ゼ
ン
・
エ
ル
デ
モ
ビ
ッ
チ
は
一
九
七
一
年
一
一
月
二
五
日
、

Ｂ
ｉ
Ｈ
第
三
の
都
市
ト
ゥ
ズ
ラ
（Tuzla

）
に
生
ま
れ
た
ク
ロ
ア
チ
ア

系
の
住
民
だ
っ
た
。
一
九
九
二
年
に
Ｂ
ｉ
Ｈ
が
独
立
を
宣
言
し
た
と

き
同
国
の
人
口
は
約
四
三
〇
万
人
で
、
そ
の
約
四
割
が
ボ
シ
ュ
ニ
ャ

ク
人
、
三
割
が
セ
ル
ビ
ア
人
、
二
割
が
ク
ロ
ア
チ
ア
人
で
あ
り
、
ボ

シ
ュ
ニ
ャ
ク
人
と
ク
ロ
ア
チ
ア
人
が
独
立
を
推
進
し
て
い
た
。
他

方
、
一
九
九
五
年
当
時
二
三
歳
で
あ
っ
た
エ
ル
デ
モ
ビ
ッ
チ
は
、
セ

ル
ビ
ア
系
の
女
性
と
結
婚
し
、
一
人
息
子
を
も
う
け
て
い
た
。
戦
争

以
前
、
彼
は
失
業
中
の
錠
前
師
で
あ
っ
た
が
、
彼
に
よ
れ
ば
一
般
市

民
の
感
覚
と
し
て
民
族
間
の
憎
悪
と
い
っ
た
も
の
は
な
く
、
家
族
と

平
穏
な
日
々
を
過
ご
し
て
い
た

12

。
し
か
し
な
が
ら
戦
争
が
始
ま
り
、

家
族
を
養
う
必
要
か
ら
彼
は
入
隊
を
強
い
ら
れ
た
。
当
初
エ
ル
デ
モ

ビ
ッ
チ
は
Ｂ
ｉ
Ｈ
の
政
府
軍
に
所
属
し
て
い
た
が
、
そ
の
後
ク
ロ
ア

チ
ア
軍
、
そ
し
て
セ
ル
ビ
ア
系
の
ス
ル
プ
ス
カ
共
和
国
軍
第
一
〇
破

壊
活
動
分
遣
隊
の
兵
士
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
エ
ル
デ
モ
ビ
ッ
チ

に
特
定
の
民
族
へ
の
忠
誠
心
と
い
っ
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
的
信
条
は

な
か
っ
た

13

。
そ
の
後
の
顛
末

―
九
五
年
七
月
の
ス
レ
ブ
レ
ニ
ツ
ァ

で
エ
ル
デ
モ
ビ
ッ
チ
が
演
じ
た
役
割
は
冒
頭
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ

る
。虐

殺
の
後
、
エ
ル
デ
モ
ビ
ッ
チ
は
強
い
良
心
の
呵
責
に
苛
ま
れ
、

酒
に
お
ぼ
れ
る
生
活
を
お
く
っ
て
い
た
。
あ
る
晩
、
セ
ル
ビ
ア
人
兵

士
の
同
僚
と
の
会
合
に
参
加
し
て
い
た
エ
ル
デ
モ
ビ
ッ
チ
は
、
口
止

め
の
た
め
同
僚
に
銃
撃
さ
れ
、
胸
部
に
重
傷
を
負
っ
た
。
奇
跡
的
に

一
命
を
と
り
と
め
た
エ
ル
デ
モ
ビ
ッ
チ
は
そ
の
後
、
米
国
大
使
館
、

米
国
系
メ
デ
ィ
ア
の
Ａ
Ｂ
Ｃ
の
記
者
に
接
触
し
、
虐
殺
の
事
実
の
証

言
を
試
み
る
が
、
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
。
そ
の
後
フ
ィ
ガ
ロ
紙
の

記
者
に
詳
細
を
語
る
こ
と
が
で
き
、
関
心
を
寄
せ
た
同
紙
の
記
者
は

エ
ル
デ
モ
ビ
ッ
チ
に
面
会
を
試
み
る
が
、
そ
の
所
在
が
わ
か
ら
な
く

な
っ
て
い
た
。
そ
の
後
記
者
は
、
前
夜
の
深
夜
三
時
に
ベ
オ
グ
ラ
ー

ド
の
警
察
が
エ
ル
デ
モ
ビ
ッ
チ
と
仲
間
の
兵
士
を
連
行
し
た
こ
と
を

知
っ
た
。
セ
ル
ビ
ア
の
警
察
は
エ
ル
デ
モ
ビ
ッ
チ
が
証
言
を
試
み
よ

う
と
し
た
こ
と
を
察
知
し
、
身
柄
を
拘
束
し
た
よ
う
だ
っ
た
。
Ｉ
Ｃ

Ｔ
Ｙ
は
エ
ル
デ
モ
ビ
ッ
チ
が
ス
レ
ブ
レ
ニ
ツ
ァ
の
虐
殺
に
つ
い
て
詳

細
を
語
る
こ
と
の
で
き
る
最
初
の
重
要
参
考
人
で
も
あ
っ
た
こ
と
か

ら
、す
ぐ
に
セ
ル
ビ
ア
当
局
に
対
し
て
そ
の
引
渡
を
求
め
た
。
メ
デ
ィ

ア
露
出
と
米
国
か
ら
の
圧
力
も
あ
り
、
交
渉
の
末
、
セ
ル
ビ
ア
当
局

は
引
き
渡
し
に
応
じ
た
。
ベ
オ
グ
ラ
ー
ド
で
の
記
者
会
見
で
Ｉ
Ｃ
Ｔ

Ｙ
の
担
当
官
は
「
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
と
特
に
検
察
局
は
、（
セ
ル
ビ
ア
指
導
部
と

の
）
協
力
関
係
の
新
た
な
出
発
点
に
到
達
し
た
」
と
語
っ
た

14

。
以
上
が

一
九
九
六
年
五
月
の
出
来
事
で
あ
り
、
虐
殺
か
ら
約
一
年
後
に
Ｉ
Ｃ

Ｔ
Ｙ
が
よ
う
や
く
ス
レ
ブ
レ
ニ
ツ
ァ
の
真
相
究
明
の
端
緒
を
得
た
瞬

間
で
も
あ
っ
た
。

エ
ル
デ
モ
ビ
ッ
チ
の
罪
は
ど
う
裁
か
れ
た
の
だ
ろ
う
か
？
例
え

ば
本
件
を
法
学
的
観
点
か
ら
分
析
し
た
論
文
に
「
文
民
の
銃
殺
を
命

じ
ら
れ
、
そ
う
し
な
け
れ
ば
自
ら
が
死
に
直
面
す
る
場
合
の
兵
士
の

死
ぬ
義
務

15

」
と
い
う
も
の
が
あ
る
が
、
そ
の
タ
イ
ト
ル
自
体
が
こ
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の
事
件
の
争
点
を
端
的
に
表
し
て
い
る
。
つ
ま
り
エ
ル
デ
モ
ビ
ッ
チ

事
件
は
、「（
上
官
命
令
に
よ
る
）
強
迫
」
と
い
う
も
の
が
国
際
社
会
の

最
重
要
犯
罪
と
さ
れ
る
戦
争
犯
罪
や
人
道
に
対
す
る
罪
、
ジ
ェ
ノ
サ

イ
ド
と
い
っ
た
罪
の
責
任
を
免
れ
る
理
由
と
な
る
か
（
強
迫
で
あ
っ
て

も
こ
れ
ら
の
犯
罪
に
着
手
す
る
く
ら
い
な
ら
自
ら
死
を
選
ぶ
べ
き
で
あ
っ
た

か
）
に
つ
い
て
専
門
家
の
間
に
大
き
な
議
論
を
呼
ん
だ
。
実
際
の
裁

判
で
も
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
裁
判
官
は
様
々
な
国
の
出
身
者
で
構
成
さ
れ
る

こ
と
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
内
刑
法
に
お
け
る
強
迫
の
抗
弁
の
理

解
は
異
な
り
、
審
議
に
お
け
る
意
見
も
割
れ
た
。
大
ま
か
に
言
え

ば
、
強
迫
の
抗
弁
が
認
め
ら
れ
な
い
（「
上
官
命
令
で
あ
り
、
や
む
を
得

な
か
っ
た
」
と
い
う
抗
弁
を
容
認
す
る
こ
と
は
国
際
社
会
の
最
重
要
犯
罪
の

規
範
性
を
損
ね
る
）
と
す
る
英
米
法
系
の
裁
判
官
二
名
と
、
認
め
ら
れ

る
と
す
る
大
陸
法
系
の
国
の
裁
判
官
二
名
の
意
見
が
拮
抗
し
た
が

16

、
議
論
の
末
、
判
決
は
強
迫
に
よ
る
免
責
の
抗
弁

―
完
全
な
無

罪
の
主
張
を
認
め
な
か
っ
た
。
他
方
、
エ
ル
デ
モ
ビ
ッ
チ
が
虐
殺
に

参
加
し
な
か
っ
た
と
し
て
も
そ
の
結
末
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
（
つ
ま

り
上
官
命
令
を
拒
否
し
た
と
し
て
も
人
々
の
命
が
救
わ
れ
た
わ
け
で
も
な
く
、

単
に
加
え
て
エ
ル
デ
モ
ビ
ッ
チ
の
命
が
失
わ
れ
る
だ
け
で
あ
っ
た
）
の
で
あ

り
、
あ
わ
せ
て
エ
ル
デ
モ
ビ
ッ
チ
の
年
齢
（
事
件
当
時
二
三
歳
で
本
判

決
時
は
二
六
歳
で
あ
り
、
裁
判
所
は
「
釈
放
後
の
彼
の
新
た
な
人
生
を
始
め

る
第
二
の
チ
ャ
ン
ス
が
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
う
す
る
に
彼
は
十
分

若
い
」
と
判
断
し
た
こ
と
）、
前
科
（
エ
ル
デ
モ
ビ
ッ
チ
に
と
っ
て
本
事
件
が

初
め
て
の
人
の
殺
傷
へ
の
着
手
で
あ
り
、
過
去
に
お
い
て
は
幾
度
か
上
官
命

令
を
拒
否
し
、
避
難
民
の
救
出
を
試
み
た
と
い
う
第
三
者
の
証
言
も
あ
っ
た

こ
と
）、
自
発
的
な
自
白
と
検
察
局
の
捜
査
に
対
す
る
協
力
的
な
姿

勢
も
加
味
さ
れ
た
こ
と
で
、
刑
期
は
一
審
の
拘
禁
刑
一
〇
年
か
ら
五

年
に
減
刑
さ
れ
た
。
そ
し
て
一
九
九
九
年
八
月
、
エ
ル
デ
モ
ビ
ッ
チ

は
刑
期
を
終
え
て
早
期
釈
放
さ
れ
た

17

。

真
実
を
求
め
て
―
証
言
者
と
し
て
の
一
歩

裁
判
所
の
審
議
の
過
程
に
お
い
て
、
エ
ル
デ
モ
ビ
ッ
チ
は
心
的
外

傷
後
ス
ト
レ
ス
障
害
（
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
）
と
診
断
さ
れ
た
。
エ
ル
デ
モ
ビ
ッ

チ
と
と
も
に
ス
レ
ブ
レ
ニ
ツ
ァ
の
捜
査
活
動
に
従
事
し
た
フ
ラ
ン
ス

人
捜
査
官
の
ジ
ャ
ン
＝
ル
ネ
・
リ
ュ
（Jean-René Ruez

）
に
よ
れ
ば
、

「
エ
ル
デ
モ
ビ
ッ
チ
の
悲
し
み
と
悔
悟
の
念
は
真
正
な
も
の
で
あ
り
、

彼
は
そ
の
感
情
の
プ
ロ
セ
ス
を
潜
り
抜
け
よ
う
と
し
て
い
た
」
と

し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
確
か
な
こ
と
の
一
つ
は
、
私
が

彼
と
と
も
に
い
る
間
、
彼
は
心
か
ら
こ
の
状
況
に
巻
き
込
ま
れ
た
こ

と
を
後
悔
し
て
い
た
こ
と
だ
っ
た
。
彼
が
事
件
で
何
が
起
き
た
か
を

語
る
こ
と
は
常
に
過
酷
な
こ
と
だ
っ
た
。
こ
れ
ら
す
べ
て
の
記
憶
を

蘇
ら
せ
る
こ
と
は
彼
に
と
っ
て
非
常
に
困
難
な
こ
と
だ
っ
た
。
彼
が

事
件
の
詳
細
に
つ
い
て
語
る
と
き
は
い
つ
も
、
彼
が
こ
の
出
来
事
に

参
加
し
た
こ
と
を
い
か
に
す
ま
な
く
思
っ
て
い
る
か
を
言
う
の
だ
っ

た
18

。」
真
実
に
向
き
合
う
姿
勢
と
は
対
照
的
な
例
が
、
例
え
ば
ナ
チ
ス
ド

イ
ツ
の
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
や
ル
ワ
ン
ダ
の
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
に
お
い
て
も

見
ら
れ
た
よ
う
な
、
そ
の
よ
う
な
事
実
自
体
が
存
在
し
な
か
っ
た
と

す
る
「
否
定
」
で
あ
る

19

。
ス
レ
ブ
レ
ニ
ツ
ァ
に
お
い
て
は
人
々
の
殺

害
直
後
に
多
く
の
遺
体
が
地
中
に
埋
め
ら
れ
た
こ
と
は
上
に
述
べ
た

と
お
り
だ
が
、「
そ
う
し
た
殺
戮
は
あ
く
ま
で
〝
戦
闘
の
結
果
〟
で
あ
り
、

兵
士
の
〝
感
情
の
ほ
と
ば
し
り
（a m

om
ent of passion

）〟
が
も
た
ら
し

た
事
態
で
あ
っ
た
」と
す
る
主
張
や
、「
一
〇
〇
万
人
超
の
ボ
シ
ュ
ニ
ャ

ク
人
に
対
し
て
八
、〇
〇
〇
人
の
犠
牲
は
集
団
の
大
部
分
を
構
成
す
る

と
は
言
え
ず
、
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
（
集
団
そ
の
も
の
の
殲
滅
）
と
は
い
え
な

い
」
と
い
っ
た
「
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
」
な
い
し
「
民
族
浄
化
」
の
存
在
そ
の

も
の
を
否
定
す
る
主
張
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た

20

。
ス
レ
ブ
レ
ニ
ツ
ァ
の

虐
殺
の
指
揮
官
で
ス
ル
プ
ス
カ
共
和
国
の
参
謀
総
長
で
も
あ
っ
た
ラ

ス
コ
・
ム
ラ
デ
ィ
ッ
チ
に
お
い
て
は
、
一
六
年
の
逃
亡
生
活
の
末
の

二
〇
一
一
年
に
な
っ
て
よ
う
や
く
逮
捕
さ
れ
、
オ
ラ
ン
ダ
・
ハ
ー
グ

の
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
国
際
刑
事
裁
判
所（
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
）
に
出
廷
し
、「
ス

レ
ブ
レ
ニ
ツ
ァ
で
何
が
起
こ
っ
た
と
し
て
も
、
自
分
と
は
無
関
係
だ
」

と
主
張
し
た

21

。

ス
レ
ブ
レ
ニ
ツ
ァ
の
真
相
究
明
の
試
み
は
現
場
に
お
い
て
も
様
々

な
障
害
に
阻
ま
れ
た
。
ス
レ
ブ
レ
ニ
ツ
ァ
に
お
い
て
避
難
民
た
ち
が

バ
ス
で
輸
送
さ
れ
る
混
乱
の
最
中
、
多
く
の
ボ
シ
ュ
ニ
ャ
ク
人
男
性

が
そ
の
家
族
で
あ
る
女
性
、
子
ど
も
と
離
散
し
て
い
た
。
そ
し
て
虐

殺
さ
れ
た
人
々
の
遺
体
の
大
半
が
そ
の
直
後
に
隠
蔽
工
作
と
し
て
重

機
等
を
用
い
て
地
中
に
埋
め
ら
れ
、
ま
た
こ
の
と
き
に
ボ
シ
ェ
ニ
ャ

ク
人
を
移
送
し
た
バ
ス
の
運
転
手
も
口
止
め
の
た
め
に
殺
害
を
強
要

さ
れ
る
な
ど
し
、
こ
う
し
た
こ
と
が
上
述
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
に
よ
る
証
拠

収
集
と
今
日
に
至
る
ま
で
の
行
方
不
明
者
の
生
死
な
い
し
遺
体
の
特

定
を
困
難
に
す
る
要
因
と
な
っ
た

22

。
そ
こ
で
カ
ギ
と
な
っ
た
の
が
エ

ル
デ
モ
ビ
ッ
チ
の
証
言
で
あ
っ
た
。　

ジ
ャ
ン
＝
ル
ネ
の
言
葉
を
か
り
れ
ば
、「
エ
ル
デ
モ
ビ
ッ
チ
の
捜

査
に
対
す
る
協
力
は
、
極
め
て
素
晴
ら
し
い
も
の
で
あ
っ
た
」
と
い

う
も
の
で

23

、
こ
れ
に
よ
り
一
九
九
六
年
か
ら
二
〇
〇
〇
年
の
間
に

ス
レ
ブ
レ
ニ
ツ
ァ
で
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
は
二
一
か
所
の
集
団
埋
葬
地
の
発
見

に
成
功
し
、
そ
の
遺
体
の
大
半
が
一
一
歳
か
ら
一
九
歳
と
推
定
さ
れ

る
非
武
装
の
青
少
年
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
他

24

、
検
察

局
が
こ
れ
ま
で
全
く
認
知
し
て
い
な
か
っ
た
複
数
の
事
件
（
殺
戮
の
事

実
）
も
明
ら
か
に
な
っ
た

25

。
こ
れ
を
も
っ
て
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
は
、
ス
レ
ブ

レ
ニ
ツ
ァ
の
虐
殺
は
武
装
集
団
と
の
「
戦
闘
の
結
果
」
と
し
て
の
死
亡

で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
「（
あ
る
特
定
の
集
団
に
属
す
る
人
々
全
て
を
殲
滅
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す
る
目
的
で
）
入
念
に
計
画
さ
れ
、
組
織
だ
っ
た
作
戦
の
結
果
」
だ
っ

た
の
で
あ
り
「
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
」
に
相
当
す
る
と
判
断
し
た

26

。
他
方
、

集
団
埋
葬
の
う
ち
複
数
が
セ
ル
ビ
ア
人
勢
力
に
よ
り
事
後
に
再
発
掘

さ
れ
、
証
拠
隠
滅
の
た
め
に
再
び
別
の
場
所
に
埋
葬
さ
れ
て
い
た
と

い
う
事
実
も
発
覚
し
た
。
こ
の
た
め
に
発
掘
さ
れ
た
遺
体
が
断
片
化

し
て
複
数
の
埋
葬
地
点
に
散
逸
す
る
な
ど
し
た
こ
と
か
ら
、
身
元
特

定
の
作
業
は
困
難
を
極
め
た
。
こ
の
点
に
つ
き
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
は
「
遺
体

を
埋
め
る
と
い
う
隠
蔽
工
作
は
、
犯
罪
の
お
ぞ
ま
し
さ
の
み
な
ら
ず
、

犯
罪
実
行
者
が
、
自
ら
の
行
い
が
法
に
反
す
る
行
い
で
あ
る
と
十
分

認
識
し
て
い
た
と
い
う
事
実
も
ま
た
、
物
語
っ
て
い
る
」
と
指
摘
し

て
い
る

27

。

ま
た
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
や
人
道
に
対
す
る
罪
な
ど
計
六
六
の
罪
状
を

問
わ
れ
た
も
の
の「
ス
レ
ブ
レ
ニ
ツ
ァ
で
起
き
た
出
来
事
に
私
は
関
係

な
い
」と
主
張
す
る
元
セ
ル
ビ
ア
共
和
国
大
統
領
の
ミ
ロ
シ
ェ
ヴ
ィ
ッ

チ
の
裁
判
に
お
い
て
も
エ
ル
デ
モ
ビ
ッ
チ
は
証
言
者
と
し
て
登
壇
し
、

「
私
は
個
人
的
に
そ
う
す
る
こ
と
（
人
々
の
殺
害
）
を
命
じ
ら
れ
た
の
で

あ
り
、
上
官
の
許
し
が
無
け
れ
ば
そ
う
し
た
事
態
は
生
じ
な
か
っ
た
」

と
証
言
し
た

28

。
裁
判
所
は
そ
う
し
た
エ
ル
デ
モ
ビ
ッ
チ
の
態
度
に

つ
い
て
、「
人
々
が
裁
判
の
審
議
に
加
わ
る
こ
と
を
促
す
と
い
う
裁
判

所
の
役
割
」
に
と
っ
て
非
常
に
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
と
し
、「
裁
判

所
で
費
や
さ
れ
た
時
間
と
長
期
に
わ
た
る
調
査
の
努
力
を
報
う
も
の

し
、
再
審
等
の
残
務
処
理
か
ら
、
恩
赦
請
求
の
処
理
、
当
該
紛
争
地

の
国
内
の
刑
事
司
法
の
能
力
強
化
や
活
動
記
録
の
保
全
、
犠
牲
者
や

証
言
者
の
保
護
と
い
っ
た
広
い
意
味
で
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
遺
産
を
引
き

継
ぐ
た
め
の
「
国
際
刑
事
裁
判
所
メ
カ
ニ
ズ
ム
（International Residual 

M
echanism

 for Crim
inal Tribunals, IRM

CT

）」
と
い
う
制
度
を
設
け
て
い

る
32

。他
方
で
上
述
の
と
お
り
犯
罪
人
処
罰
の
「
国
際
性
」
を
打
ち
出
す
が

ゆ
え
に
、
通
訳
や
証
拠
収
集
の
困
難
性
に
よ
る
審
議
の
長
期
化
、
実

際
の
犯
人
逮
捕
の
た
め
の
警
察
力
の
欠
如
と
い
っ
た
様
々
な
実
務
課

題
も
浮
上
し
た

33

。
こ
れ
ら
は
一
九
九
八
年
に
設
置
さ
れ
た
常
設
の
国

際
刑
事
裁
判
所
（
Ｉ
Ｃ
Ｃ
）
に
お
い
て
も
そ
の
実
効
性
へ
の
疑
義
と
し

て
受
け
継
が
れ
て
お
り
、
国
際
的
な
法
の
支
配
に
と
っ
て
常
に
つ
き

ま
と
う
課
題
だ
と
い
え
る
。
そ
れ
は
「
刑
事
裁
判
」
と
い
う
名
を
冠
す

る
も
の
の
、
実
態
と
し
て
は
国
内
社
会
の
そ
れ
と
は
異
な
り
、
よ
り

広
い
意
味
で
い
か
に
し
て
紛
争
後
社
会
を
立
て
直
し
て
い
く
か
、
よ

り
理
念
的
に
言
え
ば
い
か
に
し
て
人
々
の
真
実
の
記
憶
を
確
か
な
も

の
に
し
て
い
く
か
と
い
う
地
道
な
、
し
か
し
不
可
欠
な
終
わ
り
の
な

い
「
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
だ
と
い
え
よ
う
。
こ
こ
で
は
少
な
く
と
も
、
Ｉ

Ｃ
Ｔ
Ｙ
が
エ
ル
デ
モ
ビ
ッ
チ
を
は
じ
め
と
す
る
人
々
の
証
言
と
真
相

究
明
の
受
け
皿
と
な
っ
た
点
に
お
い
て
、
肯
定
的
な
評
価
を
加
え
る

べ
き
だ
ろ
う
。

ま
た
犠
牲
者
の
人
道
支
援
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
例
え
ば
ボ
ス
ニ

ア
紛
争
発
生
以
降
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
に
は
二
万
件
超
の
行
方
不
明
者
の
安

否
調
査
依
頼
が
寄
せ
ら
れ
た
が
、
二
〇
二
〇
年
七
月
時
点
で
い
ま
だ

一
万
件
近
く
が
ペ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
状
態
で
あ
る

34

。
ス
レ
ブ
レ
ニ
ツ
ァ

の
犠
牲
者
八
、三
七
二
人
に
お
い
て
は
そ
の
う
ち
一
、〇
〇
〇
人
超
が

い
ま
だ
身
元
の
特
定
に
至
っ
て
い
な
い
（
な
お
、
こ
の
死
者
に
は
九
人
の

Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
ス
タ
ッ
フ
も
含
ま
れ
、
そ
の
全
て
が
二
〇
〇
五
年
か
ら
二
〇
一
一

年
に
か
け
て
集
団
埋
葬
地
か
ら
発
掘
さ
れ
、
身
元
の
特
定
に
至
っ
て
い
る
）35

。

現
在
に
お
い
て
は
地
元
赤
十
字
社
と
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
が
中
心
と
な
っ
て
、

純
粋
な
安
否
調
査
活
動
の
み
な
ら
ず
、
遺
族
に
対
す
る
こ
こ
ろ
の
ケ

ア
活
動
の
展
開
、「
家
族
の
行
方
が
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
苦
し
み
と

そ
れ
を
知
る
権
利
（right to know

）
に
対
す
る
世
論
喚
起
な
ど
、
こ
の

問
題
に
対
す
る
息
の
長
い
活
動
が
継
続
さ
れ
て
い
る

36

。
言
い
換
え

れ
ば
こ
う
し
た
営
み
は
間
違
い
な
く
「
人
道
支
援
」
の
一
環
で
あ
り
、

こ
れ
だ
け
長
期
に
渡
っ
て
継
続
し
て
い
る
こ
と
自
体
、
死
者
の
弔
い

が
人
間
の
尊
厳
の
不
可
欠
な
一
部
を
な
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い

る
。ス

レ
ブ
レ
ニ
ツ
ァ
の
真
相
究
明
の
過
程
に
お
い
て
エ
ル
デ
モ
ビ
ッ

チ
が
果
た
し
た
役
割
は
小
さ
く
な
か
っ
た
。
他
方
、
そ
の
こ
と
で
エ

ル
デ
モ
ビ
ッ
チ
の
罪
が
完
全
に
免
責
さ
れ
る
わ
け
で
も
な
く
、
そ
の

だ
っ
た
」
と
評
価
し
て
い
る

29

。
他
方
、
例
え
ば
、
二
〇
一
一
年
に
逮

捕
さ
れ
た
上
述
の
ム
ラ
デ
ィ
ッ
チ
に
お
い
て
は
、二
〇
一
七
年
に
な
っ

て
よ
う
や
く
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
最
高
刑
た
る
終
身
刑
が
言
い
渡
さ
れ
も

の
の
、
そ
の
後
、
控
訴
が
な
さ
れ
て
お
り
、
二
〇
二
〇
年
八
月
、
Ｉ

Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
機
能
を
受
け
継
い
だ
国
連
の
「
国
際
刑
事
裁
判
所
メ
カ
ニ

ズ
ム
（
後
述
）」
に
お
け
る
控
訴
審
に
お
い
て
も
依
然
、
無
罪
を
主
張
し

続
け
て
い
る

30

。

エ
ル
デ
モ
ビ
ッ
チ
が
語
り
か
け
る
も
の
―

人
は
な
ぜ
生
き
る
の
か
？

当
初
予
定
で
は
二
〇
一
〇
年
ま
で
に
全
て
の
審
理
の
終
了
を
目
指

し
て
い
た
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
は
結
局
二
〇
一
七
年
ま
で
存
続
し
、
そ
れ
ま
で

に
一
六
一
人
を
起
訴
（
う
ち
有
罪

：

九
〇
人
、
無
罪

：

一
八
人
、
国
内
裁
判

所
へ
移
送

：

一
三
人
、
起
訴
取
り
下
げ
又
は
死
亡

：

三
七
人
、
審
議
継
続

：

三
人
）
し
、
こ
の
た
め
に
四
、六
五
〇
人
の
証
人
喚
問
、
一
〇
、八
〇
〇

日
相
当
の
審
議
、
二
五
〇
万
ペ
ー
ジ
に
わ
た
る
裁
判
記
録
を
費
や
し

て
そ
の
任
務
を
終
え
た

31

。
し
か
し
な
が
ら
真
の
意
味
で
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ

Ｙ
の
役
割
は
完
遂
し
て
い
な
い
。
国
際
的
な
刑
事
司
法
の
営
み
に
は

「
修
復
的
司
法
」
と
い
う
単
な
る
責
任
者
の
懲
罰
の
み
な
ら
ず
紛
争

後
社
会
の
平
和
構
築
の
促
進
と
い
う
要
素
も
多
分
に
含
ま
れ
る
。
こ

の
た
め
に
安
保
理
は
、
二
〇
一
〇
年
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
審
理
の
差
し
戻
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行
い
の
一
側
面
だ
け
を
切
り
取
っ
て
讃
え
る
べ
き
だ
と
い
う
つ
も
り

も
な
い
。
戦
争
と
は
一
般
に
そ
の
国
益
の
実
現
と
し
て
実
行
さ
れ
る

わ
け
だ
が
、
エ
ル
デ
モ
ビ
ッ
チ
の
内
面
に
は
そ
れ
を
担
う
兵
士
と
し

て
の
「
矜
持
」
な
い
し
「
民
族
へ
の
忠
誠
」
と
い
っ
た
、
い
わ
ば
戦
争

の
大
義
そ
の
も
の
が
存
在
し
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
彼
が
人
間

―
し
か
も
こ
れ
ま
で
は
良
き
隣
人
と
し
て
共
存
し
て
い
た
数
十
か

ら
数
百
と
い
う
人
々

―
の
生
命
の
剥
奪
に
着
手
し
た
際
の
衝
撃
は
、

一
人
の
青
年
が
受
け
止
め
る
に
は
余
り
あ
る
も
の
だ
っ
た
。
本
来
的

に
人
は
人
を
殺
す
こ
と
に
強
烈
な
抵
抗
感
を
感
じ
る
た
め
、
と
り
わ

け
戦
時
に
お
け
る
殺
人
の
実
行
に
お
い
て
は
「
な
ぜ
自
分
は
こ
の
戦

争
を
望
む
の
か
」
に
つ
い
て
ど
こ
か
で
折
り
合
い
を
つ
け
る
必
要
が

あ
り
、
彼
も
ま
た
一
人
の
人
間
と
し
て
虐
殺
の
経
験
を
合
理
化
す
る

何
か
が
必
要
だ
っ
た
。
そ
の
「
折
り
合
い
」
こ
そ
が
、
彼
に
と
っ
て
は

ス
レ
ブ
レ
ニ
ツ
ァ
の
真
実
の
証
言
と
い
う
形
で
吐
露
さ
れ
た
よ
う
に

思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
冒
頭
に
掲
げ
た
証
言
に
続
き
、エ
ル
デ
モ
ビ
ッ

チ
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
ま
る
で
自
ら
に
語
り
か
け
る
よ

う
な
そ
の
声
を
私
た
ち
が
受
け
止
め
、
記
憶
に
織
り
な
し
て
い
く
こ

と
、
そ
し
て
エ
ル
デ
モ
ビ
ッ
チ
に
と
っ
て
は
あ
る
意
味
そ
の
「
証
言
」

と
い
う
「
決
心
」
を
貫
き
通
す
こ
と
こ
そ
が
、
心
に
深
い
傷
を
負
っ
た

彼
自
身
が
「
人
と
し
て
生
き
る
こ
と
」
を
取
り
戻
す
は
じ
ま
り
と
な
り
、

さ
ら
に
は
自
ら
が
「
な
ぜ
生
き
続
け
る
べ
き
な
の
か
？
」
と
い
う
問
い

に
向
き
合
う
た
め
に
も
ま
た
、
必
要
と
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

到
着
し
た
私
の
弁
護
士
が
最
初
に
投
げ
か
け
た
問
い
は
、

（
自
白
と
い
う
）
決
心
を
変
え
る
つ
も
り
は
な
い
か
？
今

後
（
の
裁
判
の
経
過
に
お
い
て
）
何
が
起
こ
る
か
、
ど

う
な
る
か
わ
か
ら
な
い
、
と
い
う
も
の
で
し
た
。
全
て

の
犠
牲
者
、
私
の
良
心
、
私
の
生
命
、
私
の
妻
と
子
ど

も
に
か
け
て
、
私
は
決
心
を
変
え
る
つ
も
り
は
な
い
と

言
い
ま
し
た
。
…
こ
の
こ
と
で
私
の
家
族
、
両
親
、
兄

弟
に
も
何
ら
か
の
消
極
的
な
影
響
が
及
ぶ
こ
と
を
私
は

知
っ
て
い
ま
す
。
で
す
が
、
こ
の
決
心
を
変
え
る
こ
と

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
私
の
心
、
魂
、
そ
し
て
犠
牲

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

者
と
戦
争
、
す
べ
て
に
由
来
す
る
も
の
だ
か
ら
で
す

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4
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戦
争
の
歴
史
は
、
相
手
を
撃
破
す
る
た
め
の
、
戦
略
・
戦
術
の
高

度
化
と
強
力
な
兵
器
の
開
発
の
歴
史
で
あ
る
。
一
方
で
、
戦
争
の
歴

史
は
、
戦
争
の
犠
牲
者
を
救
済
す
る
た
め
の
近
代
医
学
と
戦
場
医
療

の
進
歩
の
歴
史
で
も
あ
る
。

現
在
、
米
国
等
の
先
進
国
は
、
兵
士
の
「
ゼ
ロ
カ
ジ
ュ
ア
リ
テ
ィ
」

を
目
指
し
、
自
律
型
ロ
ボ
ッ
ト
兵
器
等
の
無
人
兵
器
の
開
発
を
促
進

す
る
と
と
も
に
、
戦
場
で
の
負
傷
者
に
対
す
る
高
度
の
救
命
医
療
制

度
を
整
備
し
て
い
る
。

以
下
、
現
在
に
至
る
迄
の
近
代
医
学
と
軍
の
戦
場
医
療
の
進
歩
に

つ
い
て
概
観
す
る
。

な
お
、
本
稿
は
、
故
足
立
純
夫
防
衛
大
学
校
教
授
の
遺
稿
メ
モ
を
、

加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。

１　

古
代
―
外
科
医
学
の
進
展

三
〇
〇
〇
年
前
の
ト
ロ
イ
と
ギ
リ
シ
ャ
の
戦
争
で
は
、
死
者
と

戦
傷
者
の
比
は
一

：

一
と
言
わ
れ
、
軽
傷
で
な
い
限
り
、
戦
傷
者
は

死
亡
し
た
。
ホ
メ
ロ
ス
の
詩
編
に
、
ト
ロ
イ
戦
争
の
最
後
の
四
日
間
、

戦
傷
者
一
四
七
人
中
一
一
四
名
が
死
亡
（
死
亡
率
七
八
％
）
し
た
と
の
記

事
が
あ
る
。

医
学
の
父
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
は
、「
野
戦
こ
そ
戦
傷
者
治
療
の
最
良
の

訓
練
場
」
と
言
っ
た
が
、
当
時
、
戦
争
犠
牲
者
は
古
代
か
ら
疾
病
に

起
因
す
る
者
が
多
く
、
ア
テ
ネ
黄
金
時
代
の
終
焉
は
、
都
市
防
衛
の

中
枢
的
役
割
を
担
っ
た
ア
テ
ナ
海
軍
に
伝
染
病
が
蔓
延
し
、
海
軍
が

行
動
不
能
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。

ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー
大
王
は
、
優
れ
た
戦
略
戦
術
家
で
あ
っ
た
だ
け

で
な
く
、
医
療
の
達
人
で
も
あ
っ
た
。
Ｂ
Ｃ
三
二
六
年
、
北
イ
ン
ド

侵
攻
時
、
薬
草
を
収
集
し
、
師
で
あ
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
送
っ
て

研
究
を
依
頼
し
、
首
都
ア
レ
キ
サ
ン
ド
リ
ア
に
医
学
研
究
セ
ン
タ
ー

を
設
置
し
た
。

野
外
で
の
戦
闘
に
組
織
的
な
救
急
活
動
を
導
入
し
た
の
は
、
Ｂ
Ｃ

二
〇
〇
年
頃
の
ロ
ー
マ
人
で
あ
っ
た
。

ジ
ュ
リ
ア
ス
・
シ
ー
ザ
ー
は
、
外
科
医
に
市
民
権
を
与
え
軍
隊

に
随
伴
さ
せ
、
戦
場
で
、
生
存
の
見
込
め
る
ロ
ー
マ
兵
戦
傷
者
は
置

去
り
に
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
の
慣
例
は
、
欧
米
に
お
い
て
は

一
九
世
紀
迄
続
く
こ
と
に
な
っ
た
。

ア
ウ
レ
リ
ア
ヌ
ス
帝
は
、「
兵
士
に
無
料
治
療
」
の
原
則
を
立
て
た

が
、
当
時
、
外
科
医
は
、
軍
団
の
兵
力
七
、〇
〇
〇
人
に
対
し
医
師
一

人
で
あ
っ
た
。

ビ
ザ
ン
チ
ン
帝
国
は
、
六
～
一
〇
世
紀
の
間
に
、
旅
団
と
師
団
の

編
成
を
定
め
、
夫
々
に
衛
生
隊
を
付
し
、
戦
線
の
後
方
二
〇
〇
フ
ィ
ー

ト
に
位
置
し
、
戦
闘
間
、
戦
傷
者
を
こ
こ
に
後
送
し
て
、
治
療
し
た
。

２　

中
世
か
ら
近
世
―
疫
学
の
進
展

中
世
の
戦
傷
治
療
、
防
疫
は
、
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
時
代
と
殆
ど

変
わ
ら
な
か
っ
た
。

一
三
四
七
年
に
欧
州
に
蔓
延
し
た
ペ
ス
ト
は
、
人
口
の
四
分
の
一

を
奪
っ
た
。

梅
毒
は
、
コ
ロ
ン
ブ
ス
の
西
半
球
航
海
終
了
後
に
、
欧
州
に
も
た

ら
さ
れ
た
と
言
わ
れ
る
が
、
既
に
、
欧
州
に
存
在
し
て
い
た
。
即
ち
、

一
四
九
四
年
、
フ
ラ
ン
ス
、
シ
ャ
ル
ル
八
世
は
、
ナ
ポ
リ
王
国
制
圧

に
派
兵
し
た
が
、
フ
ラ
ン
ス
兵
の
多
数
が
梅
毒
に
感
染
し
、
そ
れ
ら

の
者
が
本
国
帰
還
後
、
梅
毒
は
急
速
に
拡
が
っ
た
。

医
療
の
科
学
的
方
法
の
開
発
が
は
じ
ま
っ
た
の
は
一
七
世
紀
で
あ

る
。
イ
ギ
リ
ス
・
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
の
医
師
見
習
い
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
リ

ン
ド
は
、
一
七
三
九
年
、
二
三
歳
の
時
に
海
軍
軍
医
と
し
て
入
隊
し
、

戦
場
で
は
、
戦
傷
よ
り
も
疾
病
の
た
め
に
死
亡
す
る
こ
と
が
遥
に
多

い
と
述
べ
る
と
と
も
に
、ビ
タ
ミ
ン
の
効
用
を
臨
床
試
験
で
証
明
し
た
。

ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
は
、
近
接
小
銃
戦
闘
主
体
で
あ
っ
た
が
、
大
規

模
な
兵
力
の
動
員
、
迅
速
な
機
動
及
び
火
砲
の
使
用
に
よ
り
、
戦
闘

様
相
を
一
変
し
、
大
量
の
戦
傷
者
を
出
す
に
至
っ
た
。

こ
の
た
め
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
軍
の
軍
医
長
ド
ミ
ニ
ク
・
ジ
ャ
ン
・
ラ

戦
場
医
療
の
進
歩

藤
野
　
毅

元
陸
上
幕
僚
監
部
法
務
官
・
元
陸
将

―
古
代
か
ら
テ
ロ
と
の
戦
争
ま
で

特
集
２

：

戦
争
と
人
道
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レ
ー
男
爵
は
、
戦
闘
終
了
後
に
治
療
を
開
始
す
る
と
い
う
従
来
の
慣

行
を
変
更
し
た
。
し
か
も
、
受
傷
後
直
ち
に
手
当
て
す
る
に
し
て
も
、

戦
場
の
不
衛
生
な
場
所
で
手
術
を
行
っ
て
感
染
症
で
死
亡
さ
せ
る
の

で
は
な
く
、
戦
傷
者
を
一
刻
も
早
く
、
後
方
の
前
線
救
護
所
に
後
送
し
、

配
置
さ
れ
た
熟
練
医
官
に
よ
る
治
療
を
行
っ
た
。
そ
の
た
め
、
当
時
、

戦
傷
者
は
、
場
合
に
よ
り
二
日
間
も
徒
歩
で
救
護
所
に
赴
く
こ
と
も

あ
っ
た
が
、
軽
砲
の
移
動
と
同
じ
速
度
で
戦
傷
者
を
後
送
で
き
る
救

急
車
を
発
明
し
、
軍
救
急
部
隊
を
創
設
し
た
。
こ
の
救
急
車
は
、
患

者
二
名
を
搭
載
し
応
急
治
療
要
員
が
同
乗
す
る
箱
型
の
小
型
二
輪
車

及
び
患
者
四
名
を
搭
載
す
る
箱
型
の
四
輪
車
で
あ
っ
た
。
ラ
レ
ー
は
、

階
級
の
区
別
な
く
重
傷
者
を
先
に
治
療
す
る
と
の
今
日
の
医
療
倫
理

に
相
当
す
る
ル
ー
ル
を
確
立
し
、
一
〇
％
で
あ
っ
た
手
術
を
受
け
た

戦
傷
者
の
生
存
率
を
、
四
分
の
三
以
上
に
向
上
さ
せ
た
。

な
お
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
時
代
は
、
戦
傷
よ
り
も
疾
病
に
よ
る
兵

の
死
者
が
遥
に
多
く
、
一
七
九
八
年
～
一
八
〇
〇
年
の
エ
ジ
プ
ト
遠

征
で
、
ペ
ス
ト
に
よ
る
死
者
一
、六
八
九
人
、
ト
ラ
ホ
ー
ム
患
者
が
多

数
生
じ
た
。
こ
の
時
代
、
ま
だ
、
ビ
タ
ミ
ン
、
酵
素
、
ホ
ル
モ
ン
等

は
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。

３　

ア
メ
リ
カ
南
北
戦
争
前
後
―
疾
病
と
の
闘
い

は
二
二
四
、
〇
〇
〇
人
で
あ
っ
た
。
南
軍
の
戦
傷
に
よ
る
死
者
は

九
四
、〇
〇
〇
人
、
疾
病
に
よ
る
死
者
は
一
六
四
、〇
〇
〇
人
で
あ
っ

た
。
南
北
戦
争
の
真
の
敵
は
、
バ
ク
テ
リ
ア
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て

い
る
。

南
北
戦
争
は
、
近
接
小
銃
戦
闘
で
終
始
し
た
た
め
、
戦
傷
の

九
四
％
は
小
銃
弾
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
他
の
〇
・
四
％
は
銃

創
に
よ
る
も
の
、
五
・
五
％
は
火
砲
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。（
第
二

次
世
界
大
戦
で
は
、
火
砲
に
よ
る
戦
傷
が
七
五
％
で
あ
っ
た
。）

南
北
両
軍
と
も
に
、
パ
ビ
リ
オ
ン
ス
タ
イ
ル
の
設
備
の
良
い
病

院
を
設
置
し
た
。
両
軍
と
も
、
一
八
六
五
年
ま
で
に
二
〇
四
病
院
、

一
三
七
、〇
〇
〇
床
を
配
置
し
た
。

北
軍
最
大
の
病
院
は
、
ワ
シ
ン
ト
ンD

.C.

の
ア
メ
リ
カ
陸
軍
病
院

で
、
三
、〇
〇
〇
床
を
有
し
て
い
た
。
開
戦
当
初
、
北
軍
は
病
院
一
六

カ
所
、
医
者
九
八
人
、
ナ
ー
ス
及
び
救
急
車
は
ゼ
ロ
で
あ
っ
た
が
、

一
八
六
五
年
に
は
医
師
を
一
二
、〇
〇
〇
人
に
増
員
し
た
。ま
た
、ナ
ー

ス
は
、
北
軍
女
性
看
護
師
の
監
督
官
に
就
任
し
た
ド
ロ
シ
ア
・
リ
ン

ド
・
デ
ィ
ッ
ク
ス
が
、
直
ち
に
三
五
歳
～
五
〇
歳
の
独
身
女
性
を
三
、

二
〇
〇
人
募
集
し
、
戦
争
間
、
三
、〇
〇
〇
人
～
四
、〇
〇
〇
人
の
女

性
が
、
北
軍
病
院
等
で
看
護
に
従
事
し
た
。

南
軍
最
大
の
病
院
は
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
州
リ
ッ
チ
モ
ン
ド
に
設
け

ら
れ
た
病
院
で
、
一
五
棟
、
一
〇
〇
個
の
天
幕
に
八
、四
〇
〇
人
が
収

容
で
き
た
。

ま
た
、
河
川
を
利
用
し
、
前
線
か
ら
野
戦
病
院
へ
の
戦
傷
者
の
後

送
に
、
蒸
気
船
が
利
用
さ
れ
た
。
大
西
洋
岸
で
は
患
者
八
〇
〇
人
収

容
し
、
手
術
室
を
備
え
た
小
型
外
航
船
が
使
用
さ
れ
た
。

一
八
六
二
年
七
月
、
ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
レ
タ
ー
マ
ン
は
、
ポ
ト
マ
ッ

ク
軍
の
衛
生
部
長
と
な
り
最
初
のA

m
erican am

bulance corps

を
立

案
し
た
。
こ
れ
は
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
に
至
る
ア
メ
リ
カ
軍
の
野
戦
医

療
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
。
即
ち
、
レ
タ
ー
マ
ン
が
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

す
る
ま
で
、
例
え
ば
、
第
一
次
ブ
ル
ラ
ン
の
戦
い
の
第
一
回
目
の
戦

闘
で
は
、
戦
傷
者
は
自
力
で
救
護
所
に
向
い
、
第
二
回
目
の
戦
闘
で

は
、
三
、〇
〇
〇
人
の
戦
傷
者
が
三
日
間
放
置
さ
れ
、
第
三
回
目
の
戦

闘
で
は
、
六
〇
〇
人
の
戦
傷
者
が
一
週
間
放
置
さ
れ
た
よ
う
に
、
通
常
、

戦
傷
者
は
二
日
以
上
前
線
に
放
置
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
状
況
に
対
し
、

レ
タ
ー
マ
ン
は
、
野
戦
病
院
の
装
備
及
び
ス
タ
ッ
フ
を
質
・
量
と
も

に
改
善
し
、
第
一
線
部
隊
の
後
方
一
～
二
マ
イ
ル
内
に
野
戦
病
院
を

配
置
し
て
、
傷
病
者
看
護
環
境
は
大
幅
に
向
上
さ
せ
た
。

４　

一
九
世
紀
末
の
戦
争
―
戦
傷
医
療
体
制
の
改
革

こ
の
時
期
、
フ
ラ
ン
ス
の
ル
イ
・
パ
ス
ツ
ー
ル
は
、
創
傷
の
悪
化

は
細
菌
感
染
に
よ
る
こ
と
を
突
き
止
め
た
。
イ
ギ
リ
ス
の
ジ
ョ
セ
フ
・

ア
メ
リ
カ
独
立
戦
争
（
一
八
一
二
年
～
一
五
年
）
で
、
ア
メ
リ
カ
兵

死
者
の
九
〇
％
は
、
疾
病
（
天
然
痘
）
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
当
時
、

戦
傷
に
よ
る
死
亡
率
一
〇
％
に
対
し
、
天
然
痘
感
染
者
の
死
亡
率
は
、

一
六
％
で
あ
っ
た
。
一
七
九
八
年
、
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ジ
ェ
ン
ナ
ー
が

ワ
ク
チ
ン
を
開
発
し
て
い
た
が
、
ア
メ
リ
カ
は
、
一
八
一
二
年
、
開

戦
直
後
、
一
部
の
兵
に
ワ
ク
チ
ン
を
接
種
し
、
接
種
を
受
け
た
者
の

死
亡
率
は
一
％
で
あ
っ
た
。

ア
メ
リ
カ
・
メ
キ
シ
コ
戦
争
（
一
八
四
六
年
～
四
八
年
）
に
、
ア

メ
リ
カ
は
一
〇
万
人
派
遣
し
、
一
、五
四
九
名
の
戦
死
者
に
対
し
、

一
一
、〇
〇
〇
人
が
黄
熱
等
の
疾
病
の
た
め
に
死
亡
し
た
。

ク
リ
ミ
ア
戦
争
（
一
八
五
四
年
～
五
五
年
）
に
、
英
仏
軍

四
〇
七
、〇
〇
〇
人
が
参
戦
し
、
一
七
、〇
〇
〇
人
の
戦
死
者
に
対

し
、
七
七
、〇
〇
〇
人
が
疾
病
に
よ
り
死
亡
し
た
。
他
方
、
ロ
シ
ア
軍

三
二
四
、〇
〇
〇
人
が
参
戦
し
、
三
五
、〇
〇
〇
人
の
戦
死
者
に
対
し
、

三
七
、〇
〇
〇
人
が
疾
病
に
よ
り
死
亡
し
た
。
こ
の
戦
争
に
イ
ギ
リ
ス

戦
時
省
は
、
ロ
ン
ド
ン
の
病
院
に
所
属
す
る
当
時
三
四
歳
の
フ
ロ
ー

レ
ン
ス
・
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
を
派
遣
し
た
。
こ
れ
は
、
戦
場
に
お
け

る
看
護
サ
ー
ビ
ス
提
供
の
先
駆
者
で
あ
る
と
と
も
に
、
女
性
が
戦
場

に
赴
く
門
戸
を
開
い
た
。

ア
メ
リ
カ
南
北
戦
争
（
一
八
六
一
年
～
六
五
年
）
に
お
い
て
、
北
軍

の
戦
傷
に
よ
る
死
者
は
一
一
〇
、
〇
〇
〇
人
、
疾
病
に
よ
る
死
者
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リ
ス
タ
ー
は
、
一
八
六
七
年
に
石
炭
酸
に
よ
る
減
菌
法
を
開
発
し
た
。

こ
れ
ら
の
成
果
を
、
ド
イ
ツ
と
フ
ラ
ン
ス
は
、
共
に
導
入
し
た
。

普
仏
戦
争
が
勃
発
し
た
一
八
七
〇
年
七
月
、
ビ
ル
ロ
ー
ト
は
、

ウ
ィ
ー
ン
大
学
医
学
部
外
科
教
授
か
ら
、「A

ustrian Patriotic Relief 

Society

」
に
入
り
、
前
線
に
赴
任
し
た
。
彼
は
、
医
療
体
制
の
不
備
を

知
り
、
改
善
に
着
手
し
た
。
戦
場
か
ら
帰
還
後
も
研
究
を
続
け
、
軍

事
医
療
の
あ
り
方
と
輸
送
を
考
察
す
る
と
共
に
、
ア
メ
リ
カ
南
北
戦

争
の
戦
訓
に
も
深
い
考
慮
を
払
っ
た
。

ア
メ
リ
カ
で
は
、
新
設
の
陸
軍
衛
生
学
校
の
バ
ク
テ
リ
ア
担
当
教

授
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
リ
ー
ド
が
、
一
八
九
九
年
に
、
黄
熱
病
研
究
委
員

会
委
員
長
に
就
任
し
、
防
疫
方
法
（
特
に
、
蚊
の
防
疫
法
）
を
検
討
し
た
。

普
仏
戦
争
（
一
八
七
〇
年
～
七
一
年
）
で
の
戦
死
者
は
、
フ
ラ
ン
ス
軍

は
一
三
万
七
千
人
。
ド
イ
ツ
軍
は
、四
万
四
千
人
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、

プ
ロ
イ
セ
ン
軍
の
鋼
鉄
製
の
ク
ル
ッ
プ
砲
や
フ
ラ
ン
ス
軍
の
機
関
砲

ミ
ト
ラ
イ
ュ
ー
ス
等
の
近
代
兵
器
が
使
用
さ
れ
た
た
め
戦
死
者
が
増

加
し
た
こ
と
に
よ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
死
者
の
多
く
は
、
チ
フ

ス
、
腸
チ
フ
ス
、
天
然
痘
等
の
疾
病
に
因
る
も
の
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、

ド
イ
ツ
軍
は
、
天
然
痘
ワ
ク
チ
ン
の
接
種
を
行
い
、
五
〇
万
人
の
兵

力
中
、
罹
患
者
は
四
、八
三
五
人
で
、
二
七
八
人
が
死
亡
し
た
。
し
か

し
、
フ
ラ
ン
ス
兵
捕
虜
中
に
天
然
痘
患
者
が
発
生
し
、
一
四
、一
七
八

人
が
罹
患
し
、
一
、九
六
三
人
が
死
亡
し
た
。

ま
た
、
死
者
に
つ
い
て
、
ド
イ
ツ
軍
は
、
戦
闘
に
よ
る
即
死
一
七
、 

〇
〇
〇
人
、
戦
傷
治
療
後
死
亡
一
一
、〇
〇
〇
人
、
疾
病
に
よ
る
死

亡
一
五
、
〇
〇
〇
人
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
戦
傷
よ
り
も
疾
病
死
亡

が
少
な
か
っ
た
最
初
の
例
で
あ
る
。
他
方
、
フ
ラ
ン
ス
軍
は
、
戦

傷
後
で
一
三
、
一
七
三
人
に
手
術
を
施
し
た
が
、
感
染
症
に
よ
り

一
〇
、〇
〇
〇
人
が
死
亡
し
た
。

日
清
戦
争
（
一
八
九
四
年
～
九
五
年
）
で
、
戦
傷
に
よ
る
死
者
の
四
倍

も
の
疾
病
に
よ
る
死
者
が
で
た
こ
と
か
ら
、
日
本
は
、
軍
医
を
ド
イ

ツ
を
中
心
に
世
界
各
地
に
派
遣
し
、
軍
事
衛
生
、
栄
養
に
関
す
る
教

訓
の
収
集
に
当
た
ら
せ
た
。

日
露
戦
争
（
一
九
〇
四
年
～
〇
五
年
）
が
勃
発
し
た
一
九
〇
四
年
二
月

当
時
、
日
本
の
病
院
に
お
け
る
ベ
ッ
ド
数
は
、
二
五
、〇
〇
〇
床
で
、

一
八
カ
月
内
に
二
倍
必
要
と
予
測
さ
れ
た
。
各
病
院
は
バ
ク
テ
リ
ア

研
究
室
を
置
き
、
野
戦
病
院
で
も
同
様
の
研
究
班
を
設
置
し
た
。
そ

の
結
果
、
日
露
戦
争
で
は
戦
傷
に
よ
る
死
者
八
・
八
％
に
対
し
、
疾
病

に
よ
る
死
者
は
二
％
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
普
仏
戦
争
が
大
戦
争
に
も

か
か
わ
ら
ず
疾
病
に
よ
る
死
者
が
戦
傷
に
よ
る
死
者
を
上
回
っ
た
の

に
比
し
、
日
露
戦
争
が
戦
傷
に
よ
る
死
者
が
多
か
っ
た
の
は
、
戦
場

に
お
け
る
疾
病
対
策
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
日
露
戦
争
中
、
日
本
赤
十
字
社
は
、
看
護
婦
五
、一
七
〇
人

を
派
遣
し
た
が
、
当
時
、
西
欧
で
は
男
子
に
限
ら
れ
て
い
た
担
架
卒

を
も
担
任
し
、
二
四
時
間
体
制
の
医
療
の
効
率
向
上
に
貢
献
し
た
。

５　

第
一
次
世
界
大
戦
―
軍
医
の
戦
い

第
一
次
世
界
大
戦
（
一
九
一
四
年
～
一
八
年
）
に
、
一
六
カ
国
の
兵
員

六
、五
〇
〇
万
人
が
動
員
さ
れ
た
。
こ
の
戦
争
で
は
、
火
砲
が
最
大
の

死
者
を
生
じ
た
ほ
か
、
一
八
六
二
年
、
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ジ
ョ
ー
ダ
ン
・

ガ
ト
リ
ン
グ
が
考
案
し
た
機
関
銃
が
使
用
さ
れ
、
ま
た
小
銃
弾
の
初

速
も
高
速
と
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
戦
傷
で
八
〇
〇
万
人
（
住
民
は
含

ま
ず
）
が
死
亡
し
た
。

戦
争
初
期
の
戦
場
で
あ
っ
た
ベ
ル
ギ
ー
と
フ
ラ
ン
ス
の
農
地
は
、

多
様
な
バ
ク
テ
リ
ア
を
含
み
、
防
御
陣
地
で
は
大
量
の
兵
力
が
戦
火

と
疾
病
の
危
機
に
瀕
し
た
。

ま
た
、
一
九
世
紀
末
の
主
要
な
発
明
発
見
が
急
速
に
医
療
の
科
学

的
進
歩
に
貢
献
し
た
。
更
に
、
有
能
な
医
師
が
戦
線
に
出
動
し
、
そ

の
経
験
知
識
が
後
の
医
学
の
進
歩
に
役
立
っ
た
。
例
え
ば
、
今
ま
で

殆
ど
放
置
さ
れ
て
い
た
腹
部
の
手
術
が
進
歩
し
、
ク
リ
ミ
ア
戦
争
や

南
北
戦
争
で
の
腹
部
手
術
の
死
亡
率
九
〇
％
も
、
戦
闘
間
に
な
さ
れ

た
最
前
線
の
手
術
室
の
設
備
改
良
に
よ
り
、
死
亡
率
は
五
六
％
ま
で

改
善
さ
れ
た
。

連
合
軍
は
、
最
前
線
の
医
療
第
一
線
と
し
て
、
師
団
に
医
官
七
人
、

補
給
官
一
人
、
担
架
手
八
〇
人
を
以
て
構
成
す
る
「Casualty clearing 

station

」
を
設
置
し
、
担
架
上
の
患
者
二
〇
〇
人
を
担
当
し
た
。
更
に
、

応
急
手
術
後
、
患
者
は
病
院
列
車
で
「Base H

ospital

」
に
後
送
さ
れ
た
。

当
時
、
胸
部
手
術
は
最
も
危
険
と
さ
れ
て
い
た
が
、
軍
医
は
敢

え
て
こ
れ
に
挑
戦
し
、
一
九
一
九
年
ま
で
の
治
療
法
の
研
究
の
結
果
、

肺
結
核
、
肺
炎
の
治
療
が
行
わ
れ
た
。
ま
た
輸
血
と
Ｘ
線
検
査
も
導

入
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
治
療
の
進
歩
に
よ
り
、
戦
傷
者
の
七
八
％
が
前
線
に

復
帰
し
、
一
二
％
が
非
戦
闘
任
務
に
就
い
た
。
ま
た
、
大
規
模
な
ワ

ク
チ
ン
接
種
（
天
然
痘
、
腸
チ
フ
ス
、
破
傷
風
、
ジ
フ
テ
リ
ア
、
赤
痢
）
が

効
を
奏
し
た
。

「Shell Shock

」（
砲
弾
シ
ョ
ッ
ク
、
戦
争
神
経
症
）
に
対
す
る
療
法
研
究

が
開
始
さ
れ
、
戦
後
一
九
二
〇
年
九
月
、
イ
ギ
リ
ス
陸
軍
省
は
、「Shell 

Shock

」
調
査
委
員
会
を
設
け
た
。
た
だ
し
、
ガ
ス
攻
撃
に
よ
る
患
者

の
施
策
は
不
十
分
で
あ
っ
た
。

６　

第
二
次
世
界
大
戦
―
病
理
学
の
進
歩

第
二
次
世
界
大
戦
（
一
九
三
九
年
～
四
五
年
）
は
、
そ
れ
ま
で
の
手
術
、

防
疫
、
公
衆
衛
生
の
問
題
と
取
り
組
ん
だ
戦
争
と
異
な
り
、
生
理
学
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者
の
戦
争
で
も
あ
っ
た
。

各
国
は
、そ
れ
ま
で
の
戦
訓
か
ら「M

ilitary blood banking and 

transport

」
の
体
制
を
整
備
し
て
き
た
が
、
こ
の
大
戦
争
の
血
液
の
需

要
に
は
追
い
付
け
ず
、
全
血
の
外
に
、
血
漿
の
利
用
の
効
用
に
着
目

し
た
。
ま
た
、
輸
血
に
よ
る
シ
ョ
ッ
ク
や
ア
レ
ル
ギ
ー
反
応
の
防
止

方
法
も
研
究
し
た
。

戦
傷
者
、
衛
生
器
材
輸
送
に
は
、
空
輸
が
通
例
と
な
っ
た
。「A

ir 

A
m

bulance Squadron

」
は
、
大
戦
中
七
〇
、〇
〇
〇
人
を
航
空
輸
送

し
た
。

第
二
次
世
界
大
戦
中
、
急
速
の
進
歩
を
遂
げ
た
の
は
形
成
外
科
と

呼
吸
器
外
科
で
あ
っ
た
。
一
九
四
三
年
、
北
ア
フ
リ
カ
作
戦
で
ペ
ニ

シ
リ
ン
が
広
く
使
用
さ
れ
、
従
来
の
サ
ル
フ
ァ
剤
に
代
わ
っ
た
。
こ

れ
に
よ
り
、
不
要
な
手
術
を
行
わ
ず
に
傷
つ
い
た
組
織
の
治
療
が
可

能
と
な
っ
た
。

日
本
軍
が
ジ
ャ
ワ
を
占
領
し
た
た
め
、
ア
メ
リ
カ
は
キ
ニ
ー
ネ
を

入
手
で
き
ず
、
そ
れ
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
、
合
成
薬
ア
タ
ブ
リ
ン

（
抗
マ
ラ
リ
ア
薬
）
を
開
発
し
、
こ
れ
に
は
篤
志
被
験
者
が
人
体
実
験
に

加
わ
り
、
そ
の
効
用
が
確
立
し
た
。

第
一
次
世
界
大
戦
で
の
チ
フ
ス
の
流
行
に
鑑
み
、
Ｄ
Ｄ
Ｔ
が
開
発

さ
れ
、
連
合
軍
は
、
イ
タ
リ
ア
南
部
ナ
ポ
リ
の
解
放
に
際
し
、
こ
れ

を
使
用
し
た
。

破
傷
風
に
よ
る
患
者
死
亡
率
は
、
南
北
戦
争
で
九
〇
％
。
第
一
次

世
界
大
戦
で
五
〇
％
で
あ
っ
た
が
、
第
二
次
世
界
大
戦
で
は
、
従
軍

兵
士
一
、〇
七
〇
万
人
中
、
破
傷
風
患
者
は
、
わ
ず
か
一
一
例
に
過
ぎ

な
か
っ
た
。

７　

朝
鮮
戦
争
か
ら
現
代
へ

―
迅
速
高
度
な

医
療
体
制
、
緊
急
治
療
の
革
新

朝
鮮
戦
争
（
一
九
五
〇
年
～
五
三
年
）
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
実
績

を
踏
ま
え
て
の
医
療
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
軍
医
は
若
年
者
が
多
数
を

占
め
て
い
た
。
ま
た
、
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
に
よ
る
傷
病
者
の
後
送
、
Ｍ

Ａ
Ｓ
Ｈ
（M

obile A
rm

y Surgical H
ospital　

陸
軍
移
動
外
科
病
院
）
の
組
織

運
営
要
領
の
改
良
、
及
び
大
隊
救
護
所
か
ら
直
接
Ｍ
Ａ
Ｓ
Ｈ
へ
の
後

送
等
の
改
善
策
が
行
な
わ
れ
た
。

当
時
、
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
は
ペ
イ
ロ
ー
ド
が
悪
く
多
数
の
重
傷
者
を
搭

載
で
き
ず
、
ま
た
、
夜
間
飛
行
に
制
限
が
あ
っ
た
。
航
空
機
整
備
も

戦
闘
機
、
輸
送
機
に
優
先
権
が
付
さ
れ
、
そ
の
た
め
衛
生
航
空
機
の

整
備
は
不
十
分
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
も
戦
争
間
、
延
べ
二
〇
、〇
〇
〇

機
が
使
用
さ
れ
た
。

Ｍ
Ａ
Ｓ
Ｈ
は
、
前
線
に
近
く
配
置
し
、
六
〇
床
（
戦
争
の
最
盛
期
に

は
二
〇
〇
床
）
を
有
し
、
移
動
容
易
な
よ
う
に
天
幕
を
使
用
し
、
医
師
、

ナ
ー
ス
、
管
理
要
員
一
〇
〇
名
で
運
営
し
た
。

陸
軍
寒
冷
傷
害
調
査
チ
ー
ム
は
、
酷
寒
対
策
を
立
て
た
が
、
戦
争

初
期
、
長
津
湖
の
戦
い
か
ら
の
撤
退
の
際
は
、
酷
寒
対
策
が
出
来
て

お
ら
ず
、
海
兵
連
隊
の
九
〇
％
が
凍
傷
に
か
か
っ
た
。

戦
争
間
、
患
者
の
シ
ョ
ッ
ク
が
大
き
な
問
題
と
な
り
、
改
善
を
図

る
こ
と
に
よ
り
、
第
二
次
世
界
大
戦
で
は
、
入
院
患
者
の
四
・
五
％
が

死
亡
し
た
の
に
対
し
、
朝
鮮
戦
争
で
の
死
亡
率
は
二
・
五
％
で
あ
っ
た
。

ベ
ト
ナ
ム
戦
争
（
一
九
五
五
年
～
七
五
年
）
で
の
患
者
死
亡
率
は
一
・

八
％
で
、
患
者
の
八
七
％
は
原
隊
に
復
帰
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
医

療
実
績
が
良
か
っ
た
理
由
は
、
第
一
に
、
後
送
施
設
が
整
備
し
、
迅

速
に
対
処
し
得
た
こ
と
。
第
二
に
、
軍
医
が
高
度
の
訓
練
を
受
け
、

専
門
技
術
に
優
れ
て
い
た
こ
と
。
第
三
に
、
朝
鮮
戦
争
以
降
の
病
理

学
研
究
が
進
歩
し
て
い
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

も
し
、
朝
鮮
戦
争
当
時
の
医
療
体
制
で
あ
っ
た
な
ら
、
ベ
ト
ナ
ム

戦
争
の
ア
メ
リ
カ
兵
の
死
亡
者
は
、
更
に
三
〇
、〇
〇
〇
人
増
加
し

た
で
あ
ろ
う
と
言
わ
れ
て
い
る
。
逆
に
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
の
医
療
が
、

第
二
次
世
界
大
戦
当
時
応
用
さ
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
ア
メ
リ
カ
兵
死

者
は
一
一
八
、〇
〇
〇
人
少
な
く
て
済
ん
だ
も
の
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

戦
傷
治
療
に
肝
要
な
の
は
、
輸
送
で
あ
る
。
第
一
次
世
界
大
戦
当

時
、
負
傷
発
生
と
治
療
開
始
ま
で
の
平
均
は
一
〇
～
一
八
時
間
、
ベ

ト
ナ
ム
戦
争
で
は
平
均
一
～
二
時
間
で
あ
っ
た
。

一
九
六
七
年
、
ビ
エ
ン
ホ
ア
の
第
三
移
動
外
科
病
院
で
は
、
戦
場

か
ら
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
で
四
〇
分
で
患
者
を
運
び
（
時
に
は
六
五
分
）、
ヘ

リ
コ
プ
タ
ー
は
病
院
に
着
陸
す
る
と
医
療
チ
ー
ム
が
出
迎
え
て
数
分

間
で
検
査
し
、
直
ち
に
手
術
を
施
し
た
。
こ
れ
は
、
平
時
に
お
い
て

都
市
の
最
良
病
院
が
行
う
治
療
と
同
じ
ス
ピ
ー
ド
で
あ
っ
た
。
ヘ
リ

コ
プ
タ
ー
は
全
負
傷
者
の
九
〇
％
以
上
を
輸
送
し
た
。ヘ
リ
コ
プ
タ
ー

に
は
、
大
隊
付
軍
医
が
搭
乗
し
、
機
上
で
応
急
治
療
を
行
っ
た
。

ベ
ト
ナ
ム
戦
争
で
の
緊
急
医
療
（
シ
ョ
ッ
ク
防
止
治
療
を
含
む
）
の
経

験
は
、今
日
の
ア
メ
リ
カ
都
市
病
院
で
の
応
急
体
制
に
貢
献
し
て
い
る
。

砂
漠
の
嵐
作
戦
（
一
九
九
一
年
）
で
は
、
ア
メ
リ
カ
陸
軍
は
、
ア
メ

リ
カ
陸
軍
の
み
で
一
五
、〇
〇
〇
人
の
死
者
、
二
〇
、〇
〇
〇
人
の
傷

者
と
見
積
っ
て
い
た
が
（
多
国
籍
軍
全
体
の
兵
力
五
四
〇
、〇
〇
〇
人
中
）、

傷
病
者
を
イ
ラ
ク
、
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
以
外
の
国
に
後
送
し
て
の
医

療
に
依
存
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
た
め
、
湾
岸
地
域
に
、
こ
の

大
量
の
患
者
発
生
の
可
能
性
に
備
え
た
対
策
を
整
え
た
。

即
ち
、
在
欧
ア
メ
リ
カ
軍
は
、
四
六
、〇
〇
〇
人
の
衛
生
要
員
を
準

備
し
、
湾
岸
地
域
に
四
四
個
の
天
幕
病
院
を
展
開
し
た
。
一
個
の
病

院
の
地
積
は
二
〇
エ
ー
カ
ー
（
八
万
平
方
メ
ー
ト
ル
、二
万
五
千
坪
）
と
し
、

地
域
内
に
患
者
搬
送
用
レ
ー
ル
、
対
戦
車
防
御
濠
、
砂
塵
防
止
土
嚢

を
整
備
し
た
最
良
の
治
療
体
制
を
敷
い
た
。
幸
い
、
こ
の
作
戦
で
の

ア
メ
リ
カ
兵
の
死
者
は
一
四
八
人
、
負
傷
者
四
五
八
人
に
止
ま
っ
た
。

な
お
、
戦
闘
が
短
期
に
終
わ
っ
た
た
め
、
十
分
な
戦
訓
は
集
め
ら
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れ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
暑
さ
と
砂
に
対
す
る
対
策
に
欠
陥
が
あ
っ
た
。

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
戦
争
「
不
朽
の
自
由
作
戦
」（
二
〇
〇
一
年
～
）
と

イ
ラ
ク
戦
争
「
イ
ラ
ク
の
自
由
作
戦
」（
二
〇
〇
三
年
～
）
の
戦
傷
者
の

死
亡
率
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
一
九
・
一
％
及
び
ベ
ト
ナ
ム
戦
争

の
一
五
・
八
％
を
九
・
四
％
に
改
善
し
た
。
こ
れ
は
個
人
防
護
装
備
の

発
展
や
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
等
に
よ
る
傷
病
者
後
送
手
段
の
改
善
に
加
え
、

Ｔ
Ｃ
Ｃ
Ｃ
（Tactical Com

bat Casualty Care　

戦
術
的
戦
傷
救
護
）
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
に
よ
り
標
準
化
さ
れ
た
戦
傷
救
護
の
発
展
に
よ
る
。

Ｔ
Ｃ
Ｃ
Ｃ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、「
戦
場
で
の
防
ぎ
得
た
死
」
を
減
ら

す
こ
と
を
目
標
と
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
実
戦
の
戦
傷
デ
ー
タ
か

ら
、
戦
闘
に
よ
る
戦
死
者
の
八
七
％
は
、
師
団
収
容
所
及
び
野
戦
病

院
等
に
後
送
さ
れ
る
前
の
戦
場
で
死
亡
し
た
。
そ
の
内
の
二
五
％
が

治
療
が
早
け
れ
ば
生
存
の
可
能
性
が
あ
る
「
防
ぎ
得
た
死
」
で
あ
っ
た
。

そ
の
内
九
一
％
が
大
動
脈
損
傷
に
よ
る
大
量
出
血
で
あ
り
、
し
か
も
、

そ
の
ほ
と
ん
ど
が
受
傷
後
五
～
三
〇
分
以
内
に
死
亡
し
て
い
た
。
そ

の
た
め
、
従
来
、
第
一
線
で
負
傷
直
後
か
ら
後
方
の
師
団
収
容
所
や

野
外
病
院
等
に
収
容
す
る
前
で
の
処
置
が
止
血
だ
け
で
あ
っ
た
も
の

を
、
戦
傷
者
に
対
し
て
受
傷
後
一
〇
分
以
内
に
止
血
、
輸
液
、
挿
管
、

外
科
的
気
道
確
保
、
胸
腔
穿
刺
等
の
「
第
一
線
救
護
」
を
施
し
、
速
や

か
な
後
送
に
よ
り
安
全
な
地
域
で
一
時
間
以
内
の
「
緊
急
外
科
手
術

（
ダ
メ
ー
ジ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
サ
ー
ジ
ェ
リ
ー
）」
等
、
確
実
な
医
療
処
置
の

実
施
を
目
指
す
こ
と
と
し
た
。

一
九
九
七
年
、
米
陸
軍
特
殊
部
隊
に
導
入
さ
れ
、
二
〇
〇
二
年
、

カ
ナ
ダ
軍
が
ア
フ
ガ
ン
派
遣
部
隊
に
導
入
し
、
二
〇
一
〇
年
に
は
米

軍
全
軍
に
導
入
さ
れ
、
現
在
、
イ
ギ
リ
ス
軍
、
カ
ナ
ダ
軍
、
オ
ー
ス

ト
ラ
リ
ア
軍
等
、
世
界
五
二
カ
国
が
第
一
線
救
護
と
し
て
導
入
し
て

い
る
。

日
本
に
お
い
て
も
、「
陸
自
救
命
ド
ク
ト
リ
ン
」
を
定
め
、「
受
傷

か
ら
救
護
及
び
緊
急
外
科
手
術
を
受
け
る
ま
で
の
時
間
を
短
縮
す
る

と
と
も
に
、
各
段
階
に
お
け
る
治
療
施
設
ま
で
の
後
送
時
間
を
短
縮

し
、
真
に
救
命
率
を
向
上
す
る
」
を
目
的
と
し
た
。
こ
れ
を
達
成
す

る
た
め
、
第
一
に
「
受
傷
後
一
〇
分
以
内
に
救
護
が
受
け
ら
れ
る
衛

生
支
援
態
勢
の
構
築
」、
第
二
に
「
一
時
間
以
内
に
緊
急
外
科
手
術
（
ダ

メ
ー
ジ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
サ
ー
ジ
ェ
リ
ー
）
が
受
け
ら
れ
る
衛
生
支
援
態
勢

の
構
築
」、
第
三
に
「
あ
ら
ゆ
る
後
送
手
段
を
用
い
た
迅
速
・
確
実
な

後
送
態
勢
の
構
築
」
を
目
標
と
し
て
い
る
。

１　

は
じ
め
に
か
え
て

―
こ
れ
ま
で
の
自
衛
隊

の
国
際
平
和
協
力
活
動
の
変
遷

防
衛
省
・
自
衛
隊
は
国
際
平
和
協
力
法
、
国
際
緊
急
援
助
隊
法
及

び
各
種
特
別
措
置
法
に
基
づ
き
、
国
際
平
和
協
力
活
動
に
積
極
的
に

取
り
組
ん
で
い
る

１

。
国
際
平
和
協
力
活
動
と
は
、
国
連
平
和
維
持

活
動
、
人
道
支
援
・
災
害
救
援
等
の
非
伝
統
的
安
全
保
障
問
題
へ
の

対
応
を
は
じ
め
、
国
際
的
な
安
全
保
障
環
境
を
改
善
す
る
た
め
に
国

際
社
会
が
協
力
し
て
行
う
活
動
（
二
五
大
綱
「
Ⅲ　

我
が
国
の
防
衛
の
基
本

方
針
」）
で
あ
り
、
従
来
は
付
随
的
な
業
務
と
さ
れ
て
い
た
が
、
平
成

一
九
年
に
我
が
国
の
防
衛
や
公
共
の
秩
序
の
維
持
と
い
っ
た
任
務
に

並
ぶ
自
衛
隊
の
本
来
業
務
に
位
置
付
け
た
（
自
衛
隊
法
第
三
条
）２

。

自
衛
隊
が
海
外
に
お
い
て
実
任
務
を
遂
行
す
る
契
機
と
な
っ
た
の

が
一
九
九
〇
年
の
湾
岸
戦
争
で
あ
り
、
戦
争
終
結
後
の
一
九
九
一
年

四
月
に
ペ
ル
シ
ャ
湾
の
機
雷
除
去
の
た
め
海
上
自
衛
隊
の
掃
海
部
隊

が
派
遣
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
一
九
九
二
年
六
月
に
「
国
際
連
合
平
和

維
持
活
動
等
に
対
す
る
協
力
に
関
す
る
法
律
」（
国
際
平
和
協
力
法
）
が

成
立
、
同
年
九
月
に
同
法
に
基
づ
く
自
衛
隊
初
の
部
隊
が
カ
ン
ボ
ジ

ア
に
派
遣
さ
れ
た
。

以
後
、
国
際
平
和
協
力
法
に
基
づ
く
派
遣
が
一
五
件
、
国
際
緊
急

援
助
隊
の
派
遣
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
き
二
三
件
、
イ
ラ
ク
特
別
措

置
法
等
、
こ
れ
ま
で
に
計
四
一
件
（
二
〇
二
〇
・
七
・
三
〇
現
在
）
の
国
際

人
道
支
援
と
し
て
の
国
際
平
和
協
力
活
動

長
田
英
一
郎

防
衛
省
統
合
幕
僚
学
校
国
際
平
和
協
力
セ
ン
タ
ー
長

―
求
め
ら
れ
る
官
、
民
、
軍
の
相
互
理
解
と
連
携

特
集
２

：

戦
争
と
人
道



73　人道研究ジャーナルvol.10　 人道支援としての国際平和協力活動　72核兵器禁止条約発効 人道支援としての国際平和協力活動　72特集2 戦争と人道

平
和
協
力
活
動
を
実
施
し
、
着
実
に
実
績
を
積
み
上
げ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
い
わ
ゆ
る
国
連
平
和
維
持
活
動
（
以
下
、
国
連
Ｐ

Ｋ
Ｏ
）
へ
の
部
隊
派
遣
は
二
〇
一
七
年
五
月
の
国
連
南
ス
ー
ダ
ン
共
和

国
ミ
ッ
シ
ョ
ン
（
Ｕ
Ｎ
Ｍ
Ｉ
Ｓ
Ｓ
）
か
ら
の
撤
収
以
降
は
実
施
さ
れ
て
お

ら
ず
、
現
在
（
二
〇
二
〇
・
七
・
三
〇
時
点
）、
国
際
平
和
協
力
業
務
へ
の

派
遣
は
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ｓ
司
令
部
に
四
名
、
シ
ナ
イ
半
島
に
展
開
す
る
多

国
籍
部
隊
・
監
視
団
（
Ｍ
Ｆ
Ｏ
）
に
二
名
の
要
員
派
遣
の
み
と
な
っ
て

い
る
。

一
方
、
大
規
模
災
害
等
に
対
す
る
自
衛
隊
の
国
際
緊
急
援
助
隊
は

常
に
派
遣
の
可
能
性
が
あ
り
、
派
遣
に
際
し
て
は
活
動
地
域
に
お
け

る
迅
速
か
つ
効
果
的
な
人
道
支
援
活
動
が
求
め
ら
れ
る
。

本
稿
で
は
自
衛
隊
が
海
外
に
お
い
て
実
施
す
る
活
動
の
う
ち
、
人

道
支
援
活
動
を
中
心
に
述
べ
る
が
、
あ
く
ま
で
も
本
稿
の
内
容
は
私

自
身
の
国
際
平
和
協
力
活
動
の
経
験
に
基
づ
く
私
見
で
あ
る
点
に
ご

留
意
頂
き
た
い
。

二　

世
界
の
趨
勢
か
ら
見
た
軍
事
組
織
に

よ
る
人
道
支
援
の
必
要
性

一
口
に
人
道
支
援
活
動
に
関
わ
る
文
民
組
織
と
軍
事
組
織
の
連
携

と
い
っ
て
も
、
そ
の
活
動
現
場
の
状
況
、
す
な
わ
ち
活
動
現
場
が
①

紛
争
地
域
で
あ
る
の
か
、
②
大
規
模
災
害
等
の
緊
急
援
助
現
場
で
あ

る
の
か
、
ま
た
は
③
そ
の
他
の
状
況
の
場
面
で
あ
る
の
か
、
に
よ
っ

て
民
と
軍
の
関
係
は
大
き
く
異
な
る
も
の
と
考
え
る
。
本
項
で
は
主

に
紛
争
の
場
を
と
ら
え
て
記
述
し
つ
つ
一
部
に
災
害
派
遣
等
の
緊
急

援
助
活
動
に
お
け
る
人
道
支
援
に
つ
い
て
も
述
べ
て
み
る
。

⑴　
国
際
社
会
に
お
い
て
は
国
連
Ｐ
Ｋ
Ｏ
は
そ
れ
ま
で
の
国
家
間

（
イ
ン
タ
ー
ス
テ
イ
ト
）
紛
争
を
作
戦
環
境
と
す
る
停
戦
監
視
、
兵
力
引

き
離
し
を
目
的
と
し
た
限
定
的
な
軍
事
的
任
務
を
主
と
す
る
伝
統
的

Ｐ
Ｋ
Ｏ
か
ら
、
冷
戦
終
結
以
降
は
政
治
的
・
民
生
的
な
任
務
が
付
加

さ
れ
た
。
そ
の
内
容
は
難
民
の
救
済
、
人
権
状
況
の
監
視
、
人
道
支

援
活
動
、
治
安
維
持
、
行
政
機
構
の
再
建
、
選
挙
支
援
、
Ｄ
Ｄ
Ｒ
（
武

装
解
除
・
動
員
解
除
・
社
会
復
帰
）
と
い
っ
た
活
動
で
あ
り
、
こ
れ
ら
に

従
事
す
る
文
民
の
専
門
家
を
必
要
と
す
る
こ
と
で
よ
り
大
型
化
、
多

機
能
化
し
た
複
合
型
Ｐ
Ｋ
Ｏ
へ
と
変
化
し
て
き
た
。

す
な
わ
ち
イ
ン
タ
ー
ス
テ
イ
ト
か
ら
、
国
家
再
建
ま
た
は
国
家
内

の
諸
問
題
を
作
戦
対
象
と
す
る
イ
ン
ト
ラ
ス
テ
イ
ト
へ
と
作
戦
環
境

が
変
化
し
た
の
で
あ
る
。

⑵　

冷
戦
終
結
以
降
、
紛
争
の
形
態
が
国
対
国
か
ら
国
内
の
民

族
同
士
、
あ
る
い
は
政
府
と
反
政
府
勢
力
と
い
う
よ
う
に
様
変
わ
り

し
、
こ
れ
に
伴
い
人
道
支
援
の
現
場
は
、
治
安
状
況
が
よ
り
不
安
定

と
な
り
、
ま
た
犠
牲
者
数
や
難
民
・
避
難
民
の
規
模
が
拡
大
し
て
き
た
。

結
果
と
し
て
、
文
民
の
人
道
支
援
組
織
の
み
で
は
対
応
が
困
難
と
な

る
こ
と
が
多
く
な
り
、
戦
闘
力
、
機
動
力
、
展
開
力
を
持
つ
軍
事
組

織
が
人
道
支
援
活
動
に
関
る
こ
と
が
多
い
環
境
へ
と
変
化
し
て
き
た
。

特
に
危
険
な
状
況
下
で
は
文
民
の
支
援
組
織
に
対
し
軍
に
よ
る

保
護
や
支
援
活
動
が
必
要
と
な
る
ケ
ー
ス
が
増
加
し
て
き
た
。
ま
た
、

軍
事
組
織
が
保
有
す
る
輸
送
力
、
組
織
力
、
自
己
完
結
力
は
文
民
組

織
に
は
な
い
大
き
な
利
点
で
あ
る
。
よ
っ
て
文
民
組
織
に
と
っ
て
軍

と
連
携
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
が
生
起
す
る
こ
と
も
あ
り
、
国
際
的

な
常
識
で
あ
る「
人
道
支
援
は
文
民
に
よ
り
、人
道
原
則
に
則
り
行
う
」

こ
と
が
難
し
く
な
っ
た
。

す
な
わ
ち
①
人
道
危
機
の
長
期
化
と
複
雑
化
、
②
自
然
災
害
の
頻

発
及
び
大
規
模
化
、
③
紛
争
の
形
態
及
び
当
事
者
の
多
様
化
、
④
人

道
支
援
形
態
の
多
様
化
、
と
い
う
環
境
要
因
の
変
化
が
進
む
現
状
に

お
い
て
は
人
道
支
援
へ
の
対
応
が
文
民
だ
け
で
は
困
難
と
な
り
、
軍

の
能
力
が
一
定
程
度
以
上
の
役
割
を
果
た
す
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い

る
３

。⑶　
こ
の
よ
う
な
時
代
の
変
化
と
冷
戦
終
結
後
の
国
際
平
和
活
動

に
お
け
る
作
戦
環
境
の
劇
的
な
変
化
に
よ
り
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
、
ル
ワ

ン
ダ
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
、
東
テ
ィ
モ
ー
ル
等
に
お
け
る
活
動
以
降
、

国
際
社
会
は
本
格
的
な
国
造
り
に
向
け
た
一
連
の
活
動
を
文
民
組
織

の
み
な
ら
ず
軍
事
組
織
を
交
え
た
民
生
支
援
や
人
道
支
援
を
実
施
す

る
潮
流
と
な
っ
て
い
る
。

文
民
組
織
側
、
特
に
紛
争
や
自
然
災
害
現
場
等
に
迅
速
に
展
開
す

る
Ｎ
Ｇ
Ｏ
か
ら
見
た
民
軍
関
係
に
対
す
る
立
場
も
様
々
に
異
な
っ
て

い
る
。
ジ
ャ
パ
ン
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
代
表
理
事
の
長
有
紀
枝
氏
の

書
「
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
視
点
か
ら
見
た
民
軍
関
係
」
に
よ
る
と
、
軍
と
の
関
係

に
よ
る
Ｎ
Ｇ
Ｏ
は
以
下
の
よ
う
に
三
分
類
に
整
理
さ
れ
る
と
い
う
。

区
分

特
徴

い
か
な
る
状
況
に

お
い
て
も
連
携
し
な
い

Ｎ
Ｇ
Ｏ

※
欧
州
系
Ｎ
Ｇ
Ｏ
に

多
い

・
軍
の
存
在
自
体
を
否
定
（
現
場
で
活
動
す
る

こ
と
は
少
な
く
国
連
等
で
主
張
を
提
言
）

・
軍
さ
え
行
か
な
い
よ
う
な
危
険
地
帯
で
活
動

し
、
軍
と
連
携
せ
ず
中
立
性
を
死
守

如
何
な
る
状
況
に

お
い
て
も
連
携
す
る

Ｎ
Ｇ
Ｏ

※
米
国
系
Ｎ
Ｇ
Ｏ
に

多
い

・
政
治
や
軍
事
に
疎
く
、
連
携
自
体
を
問
題
視

せ
ず

・
軍
の
優
位
性
（
兵
站
、
機
動
性
）
を
重
視
、

ま
た
は
政
府
の
資
金
獲
得
の
た
め
連
携

ケ
ー
ス
バ
イ
ケ
ー
ス
で

判
断

・
活
動
経
験
が
浅
く
、
そ
の
場
の
雰
囲
気
、
他

の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
動
向
に
従
う

・
活
動
経
験
豊
富
で
、
軍
と
の
連
携
の
利
点
、

欠
点
を
深
く
考
察
し
、
状
況
に
応
じ
判
断

※
「
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
視
点
か
ら
見
た
民
軍
関
係
」
長
有
紀
枝　

よ
り

こ
の
よ
う
に
人
道
支
援
と
い
う
目
的
は
共
通
で
あ
っ
て
も
、
Ｎ
Ｇ

Ｏ
毎
に
軍
と
の
連
携
に
対
す
る
立
場
、
行
動
等
が
大
き
く
異
な
る
点
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を
有
す
る
こ
と
を
理
解
し
、
認
識
す
る
必
要
が
あ
る
。

こ
れ
は
、
軍
と
の
連
携
に
よ
り
支
援
活
動
の
中
立
性
・
不
偏
性
・

独
立
性
等
に
対
す
る
懸
念
や
、
こ
れ
に
起
因
す
る
文
民
要
員
の
安
全

確
保
等
が
困
難
に
な
る
可
能
性
へ
の
危
惧
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
一
般
に
軍
事
組
織
に
よ
る
人
道
支
援
は
そ
の
活
動
期
間
か
ら
、

即
効
性
の
高
い
援
助
内
容
（
い
わ
ゆ
るQ

uick Im
pact Projects

４

）
に
関
与

す
る
傾
向
に
あ
り
、
中
長
期
的
視
点
に
立
つ
支
援
活
動
に
重
点
を
置

く
国
連
機
関
や
Ｎ
Ｇ
Ｏ
等
文
民
支
援
団
体
と
は
人
道
支
援
に
対
す
る

ア
プ
ロ
ー
チ
に
温
度
差
が
あ
る
た
め
で
あ
ろ
う
。

こ
の
た
め
、
民
軍
双
方
の
持
つ
能
力
・
機
能
を
有
効
に
発
揮
し
、

効
果
的
な
人
道
支
援
活
動
を
す
る
に
は
、
双
方
の
違
い
を
十
分
に
認

識
し
た
う
え
で
民
軍
間
の
連
携
を
図
る
こ
と
、
若
し
く
は
そ
の
有
無

を
見
極
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

⑷　
こ
こ
ま
で
「
人
道
支
援
」
と
い
う
用
語
を
使
用
し
て
き
た
が
、

改
め
て
定
義
を
明
確
に
し
て
お
き
た
い
。
人
道
支
援
と
は
「
緊
急
事

態
ま
た
は
そ
の
直
後
に
お
け
る
人
命
救
助
、
苦
痛
の
軽
減
、
人
間
の

尊
厳
の
維
持
及
び
保
護
の
た
め
の
支
援
」５

で
あ
り
、
人
道
支
援
の
実

施
主
体
は
国
際
機
関
、
非
政
府
組
織
（
Ｎ
Ｇ
Ｏ
）、
国
際
赤
十
字

６

で
あ
る
。

人
道
支
援
に
は
基
本
四
原
則
が
あ
り
、
そ
れ
は
一
九
九
一
年
の

湾
岸
危
機
に
際
し
ク
ル
ド
難
民
の
人
道
危
機
が
生
じ
、
人
道
支
援

に
お
け
る
調
整
の
重
要
性
を
国
際
社
会
が
認
識
し
た
こ
と
を
契
機

に
、
国
連
総
会
に
お
い
て
緊
急
・
人
道
支
援
に
係
る
総
会
決
議
四
六

／
一
八
二
が
採
択
、
人
道
・
公
平
・
中
立
の
三
原
則
が
制
定
さ
れ
た
。

ま
た
イ
ラ
ク
戦
争
を
契
機
と
し
て
二
〇
〇
四
年
に
は
国
連
総
会
決
議

五
八
／
一
一
四
に
お
い
て
独
立
原
則
も
採
択
さ
れ
た
。
こ
の
基
本
四

原
則
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

①　

人
道
性

H
um

anity

ど
の
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
て
も
一
人
一
人
の
人
間
の
生

命
、
尊
厳
、
安
全
を
尊
重
す
る
こ
と

②　

公
平
性

Im
partiality

国
籍
、
人
種
、
宗
教
、
社
会
的
地
位
ま
た
は
政
治
上
の

意
見
に
よ
る
い
か
な
る
差
別
を
も
行
わ
ず
、
苦
痛
の
度

合
い
に
応
じ
て
個
人
を
救
う
こ
と
に
努
め
、
最
も
急
を

要
す
る
困
難
に
直
面
し
た
人
々
を
優
先
す
る
こ
と

③　

中
立
性

N
eutrality

い
か
な
る
場
合
に
も
政
治
的
、
宗
教
的
、
思
想
的
な
対

立
に
お
い
て
一
方
の
当
事
者
に
加
担
し
な
い
こ
と

④　

独
立
性

Independence

政
治
的
、
経
済
的
、
軍
事
的
な
ど
い
か
な
る
立
場
に
も

左
右
さ
れ
ず
、
自
主
性
を
保
ち
な
が
ら
人
道
支
援
を
実

施
す
る
こ
と

　

※　

外
務
省
Ｈ
Ｐ
よ
り

し
か
し
国
連
Ｐ
Ｋ
Ｏ
に
お
い
て
は
マ
ン
デ
ー
ト
（
命
令
、
権
限
）
遂

行
と
い
う
観
点
を
判
断
基
準
と
し
、
こ
れ
を
邪
魔
す
る
者
（spoiler

）

に
は
適
切
に
対
処
す
る
こ
と
か
ら
、
上
記
四
原
則
の
う
ち
、
中
立
性
、

公
平
性
の
定
義
と
は
異
な
る
こ
と
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
国
連
Ｐ

Ｋ
Ｏ
に
お
け
る
中
立
性
は
不
介
入
を
意
味
し
、
公
平
性
は
非
忠
誠
で

あ
る
。
一
方
で
人
道
支
援
活
動
に
お
け
る
中
立
性
は
一
方
に
偏
ら
な

い
と
い
う
意
味
で
の
不
偏
で
あ
り
、
公
平
性
は
非
差
別
で
あ
る
。
そ

の
違
い
は
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

中
立
性

N
eutrality

公
平
性
／
不
偏
性

Im
partiality

国
連
Ｐ
Ｋ
Ｏ

不
介
入

N
on-Intervention

非
忠
誠

N
on-allegiance

人
道
支
援
活
動

不
偏

N
ot taking sides

非
差
別

N
on-discrim

ination

   

※  U
N

 C
M

C
oord Field H

andbook ver 2.0

よ
り

国
連
Ｐ
Ｋ
Ｏ
と
人
道
支
援
活
動
は
、
人
道
支
援
に
関
し
同
じ
用

語
を
使
用
し
て
い
て
も
、
こ
の
よ
う
に
意
味
あ
い
が
異
な
っ
て
お
り
、

こ
の
定
義
の
違
い
を
よ
く
認
識
し
て
活
動
に
あ
た
ら
な
け
れ
ば
無
用

の
誤
解
や
軋
轢
の
原
因
と
な
り
、
活
動
そ
の
も
の
に
弊
害
を
与
え
る

可
能
性
が
生
起
す
る
点
に
よ
く
注
意
を
す
る
必
要
が
あ
る
。

 

基
本
四
原
則
と
併
せ
て
使
用
さ
れ
る
用
語
に
「
人
道
ス
ペ
ー
ス
」
と

い
う
も
の
が
あ
る
。
人
道
ス
ペ
ー
ス
と
は
、「
紛
争
地
域
に
お
い
て
人

道
支
援
に
携
わ
る
文
民
の
安
全
が
確
保
さ
れ
、
支
援
対
象
へ
の
ア
ク

セ
ス
が
可
能
な
環
境

７

」
を
い
う
。
そ
の
確
保
は
、
危
険
な
紛
争
地
域

に
お
い
て
武
器
を
持
た
な
い
文
民
が
人
道
支
援
を
実
施
す
る
た
め
の

不
可
欠
の
前
提
で
あ
り
、
本
用
語
は
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
「
国
境
な
き
医
師
団
」

元
会
長
ブ
ロ
ー
マ
ン
氏
が
初
め
て
使
用
し
た
も
の
で
あ
る
。

 

Ｎ
Ｇ
Ｏ
等
の
文
民
組
織
が
先
に
述
べ
た
人
道
支
援
の
四
原
則
を
守

る
の
は
、
ど
の
勢
力
に
も
加
担
す
る
こ
と
な
く
、
た
だ
人
道
支
援
の

た
め
に
活
動
す
る
の
だ
と
主
張
す
る
こ
と
で
紛
争
当
事
者
か
ら
人
道

ス
ペ
ー
ス
を
保
証
さ
れ
る
か
ら
で
あ
り
、
武
器
を
持
た
な
い
彼
ら
は

こ
の
四
原
則
を
守
る
こ
と
で
自
身
の
安
全
を
確
保
し
よ
う
と
し
て
い

る
。

 

一
方
、
人
道
支
援
の
た
め
と
は
い
え
、
文
民
の
人
道
支
援
組
織
に

と
っ
て
軍
隊
や
国
連
Ｐ
Ｋ
Ｏ
と
と
も
に
活
動
す
る
こ
と
は
武
装
勢
力

か
ら
軍
隊
と
一
体
化
し
た
行
動
と
と
ら
れ
人
道
ス
ペ
ー
ス
を
失
う
可

能
性
が
あ
る
と
と
も
に
、
場
合
に
よ
っ
て
は
敵
と
見
な
さ
れ
、
活
動

の
大
き
な
阻
害
要
因
と
な
り
、
最
悪
の
場
合
に
は
危
害
を
加
え
ら
れ

る
恐
れ
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
軍
隊
と
は
連
携
し
よ
う

と
し
な
い
文
民
組
織
が
一
定
数
存
在
す
る
こ
と
は
当
然
の
流
れ
と
も

い
え
る
。３　

人
道
支
援
活
動
を
実
施
す
る
上
で
の

民
軍
関
係
に
つ
い
て

⑴　
こ
の
よ
う
な
流
れ
の
中
、
文
民
組
織
が
人
道
原
則
を
崩
壊
さ

せ
ず
に
い
か
に
軍
と
連
携
す
べ
き
か
を
示
し
た
国
際
的
な
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
が
作
成
さ
れ
、
そ
の
主
要
な
も
の
が
次
の
三
つ
で
あ
る
。
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ま
ず
一
つ
目
が
オ
ス
ロ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
、

自
然
災
害
や
人
為
的
事
故
に
お
け
る
人
道
支
援
の
現
場
で
国
連
人
道

支
援
組
織
等
が
外
国
派
遣
軍
の
協
力
を
求
め
る
と
き
の
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
と
な
っ
て
い
る
。
二
つ
目
が
Ｍ
Ｃ
Ｄ
Ａ
（M

ilitary and Civil D
efense 

A
ssets

軍
及
び
民
間
防
衛
資
産
）
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
あ
り
、
武
力
紛
争

下
に
お
け
る
人
道
支
援
の
現
場
で
軍
等
に
協
力
を
求
め
る
と
き
の
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
で
あ
る
。
三
つ
目
が
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｃ
（Inter-A

gency Standing 

Com
m

ittee

機
関
間
常
設
委
員
会
）
リ
フ
ァ
レ
ン
ス
ペ
ー
パ
ー
で
あ
り
、

こ
れ
も
武
力
紛
争
下
で
の
人
道
支
援
現
場
で
軍
等
に
協
力
を
求
め
る

場
合
の
原
則
を
示
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
は
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｃ
レ
フ
ァ
レ
ン

ス
ペ
ー
パ
ー
を
例
に
と
っ
て
説
明
す
る
。

同
ペ
ー
パ
ー
は
紛
争
の
現
場
で
人
道
支
援
組
織
が
軍
と
ど
の
よ

う
に
関
係
す
べ
き
か
に
つ
い
て
主
要
な
原
則
を
示
し
て
い
る
が
、
人

道
原
則
の
保
持
を
強
調
し
つ
つ
、
職
員
の
安
全
確
保
や
被
災
者
へ
の

ア
ク
セ
ス
に
軍
の
力
が
必
要
な
場
合
に
は
連
携
す
る
必
要
を
考
慮
し

て
い
る
。
但
し
、
そ
れ
は
「
例
外
的exceptional

」「
最
終
手
段last 

resort

」
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
し
て
い
る
。
参
考
ま
で
に
同
ペ
ー

パ
ー
で
示
さ
れ
て
い
る
「
原
理
と
コ
ン
セ
プ
ト
」
を
以
下
に
示
す

８

。

①
人
道
・
中
立
・
公
平
原
則
の
保
持　

H
um

anity, N
eutrality and 

Im
partiality

②
被
災
者
へ
の
人
道
支
援
ア
ク
セ
ス
の
維
持　

H
um

anitarian A
c-

cess to Vulnerable Populations

③
人
道
支
援
活
動
の
基
本
思
想　

Perception of H
um

anitarian 

A
ction

④
ニ
ー
ズ
に
基
づ
く
差
別
な
き
支
援　

N
eeds-Based A

ssistance 

Free of D
iscrim

ination

⑤
民
軍
の
区
分
原
理　

Civilian-M
ilitary D

istinction in H
um

ani-

tarian A
ction

⑥
運
用
上
の
独
立
性　

O
perational Independence of H

um
ani-

tarian A
ction

⑦
人
道
支
援
家
の
安
全
性　

Security of H
um

anitarian Personnel

⑧
無
害
の
原
則　

D
o N

o H
arm

⑨
国
際
法
規
の
遵
守　

Respect for International Legal Inst-

rum
ents

⑩
現
地
文
化
・
慣
習
の
遵
守　

Respect for Culture and Custom

⑪
紛
争
当
事
者
の
合
意　

Consent of Parties to the Conflict

⑫
最
後
の
手
段　

O
ption of Last Resort

⑬
軍
へ
の
依
存
回
避　

Avoid Reliance on the M
ilitary

ま
た
同
ペ
ー
パ
ー
で
は
、
文
民
の
立
場
か
ら
見
た
軍
と
の
連
携
の

適
否
に
つ
い
て
、
縦
軸
に
軍
に
よ
る
支
援
形
態
を
配
置
し
、
横
軸
に

軍
の
従
事
す
る
任
務
の
種
類
を
並
べ
、
連
携
の
適
・
不
適
を
、
適
「
○
」、

不
適
「
×
」、
ケ
ー
ス
バ
イ
ケ
ー
ス
「
△
」
に
わ
け
て
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
で

示
し
て
い
る
。
次
表
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
Ｐ
Ｋ
Ｏ
に
従
事
す
る

軍
に
対
し
て
さ
え
、
適
「
〇
」
は
イ
ン
フ
ラ
整
備
だ
け
、
間
接
支
援
も

直
接
支
援
も
状
況
に
応
じ
慎
重
に
判
断
す
べ
き
と
し
て
い
る
。

軍
の
任
務

軍
の
支
援
形
態

平
時
の

任
務

Peace Tim
e

平
和
維
持

活
動

Peace-
K

eeping

平
和
強
制

活
動

Peace-
E

nforcem
ent

戦
闘

C
om

bat

直
接
支
援

△ M
aybe

△ M
aybe

× N
o

× N
o

間
接
支
援

〇 Yes

△M
aybe 

△ M
aybe

× N
o

イ
ン
フ
ラ
整
備

〇 Yes

〇 Yes

△ M
aybe

△M
aybe 

※C
ivil-M

ilitary G
uidelines &

 reference for C
om

plex E
m

ergencies P24

よ

り
（
筆
者
和
訳
）

こ
こ
で
誤
解
の
無
い
よ
う
に
明
示
し
た
い
の
は
、
そ
も
そ
も
国
連

Ｐ
Ｋ
Ｏ
の
マ
ン
デ
ー
ト
に
人
道
支
援
を
支
援
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も

軍
事
部
門
に
は
直
接
的
な
人
道
支
援
そ
の
も
の
は
含
ま
れ
な
い
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
大
き
な
理
由
は
人
道
支
援
に
お
け
る
「
中

立
性
」「
独
立
性
」
維
持
の
た
め
と
言
わ
れ
て
い
る
。
国
連
Ｐ
Ｋ
Ｏ
の

軍
事
部
門
は
国
連
や
軍
派
遣
国
に
属
す
る
軍
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な

軍
が
人
道
支
援
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
中
立
性
、
独
立
性
の
イ
メ
ー

ジ
が
壊
れ
る
危
険
が
あ
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
物
資
の
輸
送
、

避
難
民
キ
ャ
ン
プ
設
営
な
ど
、
国
連
Ｐ
Ｋ
Ｏ
の
一
部
の
任
務
は
人
道

支
援
に
よ
く
似
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
も
人
道
支
援
の
間

接
的
な
サ
ポ
ー
ト
で
あ
る

９

。

⑵　
こ
こ
か
ら
人
道
支
援
に
関
わ
る
民
と
軍
の
連
携
を
国
連
に
よ

る
活
動
を
視
点
に
し
て
整
理
し
て
み
る
。

軍
事
組
織
と
文
民
組
織
で
は
、
そ
の
狙
い
や
目
的
、
動
機
に
よ
っ

て
異
な
っ
た
民
軍
連
携
の
概
念
を
有
し
て
い
る
。
国
連
と
い
う
枠
組

み
に
お
い
て
は
、
文
民
組
織
は
民
軍
関
係
を
Ｕ
Ｎ
‐
Ｃ
Ｍ
Ｃ
ｏ
ｏ
ｒ

ｄ
と
い
う
概
念
で
整
理
を
し
、
必
ず
し
も
軍
事
組
織
と
は
活
動
の
目

的
を
共
有
し
な
い
な
が
ら
も
両
者
の
活
動
の
調
整
を
怠
る
こ
と
で
生

じ
か
ね
な
い
弊
害
を
回
避
す
る
た
め
に
実
施
す
る
活
動
と
位
置
付
け

て
い
る
。
他
方
、
軍
で
は
Ｕ
Ｎ
‐
Ｃ
Ｉ
Ｍ
Ｉ
Ｃ
と
い
う
概
念
を
有
し

て
お
り
、
国
連
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
目
的
達
成
を
支
援
す
る
目
的
で
、
国

連
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
軍
事
部
門
が
国
連
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
文
民
部
門
や
人

道
・
開
発
支
援
組
織
と
の
接
触
を
促
進
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
表
で
整
理
を
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
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　４　

自
衛
隊
が
実
施
し
て
き
た
人
道
支
援
の
形
態

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
自
衛
隊
は
こ
れ
ま
で
に
計
四
一
件

（
二
〇
二
〇
・
七
・
三
〇
現
在
）
の
国
際
平
和
協
力
活
動
を
実
施
し
て
き
た

が
、
人
道
支
援
の
観
点
か
ら
国
際
緊
急
援
助
活
動
と
イ
ラ
ク
人
道
復

興
支
援
活
動
に
焦
点
を
当
て
て
記
述
し
た
い
。

⑴
自
衛
隊
が
参
加
し
た
国
際
緊
急
援
助
活
動

一
九
九
二
年
に
国
際
緊
急
援
助
隊
の
派
遣
に
関
す
る
法
律
が
改

正
さ
れ
自
衛
隊
が
派
遣
さ
れ
る
根
拠
が
で
き
、
一
九
九
八
年
に
最
初

の
国
際
緊
急
援
助
隊
が
ホ
ン
ジ
ュ
ラ
ス
に
派
遣
さ
れ
た
。
そ
の
派
遣

一
覧
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
な
お
、
こ
れ
ま
で
の
国
際
緊
急
援
助

隊
の
活
動
は
、
医
療
活
動
、
輸
送
活
動
、
給
水
活
動
が
中
心
で
あ
り
、

自
衛
隊
は
派
遣
に
備
え
た
待
機
態
勢
を
常
時
採
っ
て
い
る
。

期　

間

ミ
ッ
シ
ョ
ン
名

主
要
任
務

災
害
の
種

類

１

一
九
九
八
・
一
一

～
一
二

ホ
ン
ジ
ュ
ラ
ス
国

際
緊
急
援
助
活
動

医
療
活
動
／

防
疫

輸
送

ハ
リ
ケ
ー

ン

２

一
九
九
九
・
九
～

一
一

ト
ル
コ
国
際
緊
急

援
助
活
動
に
必
要

な
物
資
輸
送

輸
送

地　

震

３

二
〇
〇
一
・
二

イ
ン
ド
国
際
緊
急

援
助
活
動
に
必
要

な
物
資
輸
送

技
術
指
導
、 

輸
送

地　

震

４

二
〇
〇
三
・
一
二

～
二
〇
〇
四
・
一

イ
ラ
ン
国
際
緊
急

援
助
活
動

輸
送

地　

震

５

二
〇
〇
四
・
一
二

～
二
〇
〇
五
・
一

タ
イ
国
際
緊
急
援

助
活
動

捜
索
救
助
活

動

地
震
・
津

波

６

二
〇
〇
五
・
一
～

三

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
国

際
緊
急
援
助
活
動

医
療
活
動
／

防
疫

輸
送

地
震
・
津

波

７

二
〇
〇
五
・
八

ロ
シ
ア
連
邦
カ
ム

チ
ャ
ツ
カ
半
島
沖

国
際
緊
急
援
助
活

動

救
助
活
動

潜
水
艇
救

出

８

二
〇
〇
五
・
一
〇

～
一
二

パ
キ
ス
タ
ン
国
際

緊
急
援
助
活
動

輸
送

地　

震

名
称

実
施
主
体

定
義
等

目
的

U
N

-C
M

C
oord

（U
N

 H
um

anitarian 
C

ivil M
ilitary

 C
oordination

）

国
連
人
道
民
軍
連
携

人
道
機
関

U
N

O
C

H
A

等

※
主
担
当 

文
民
た
る

C
M

C
oord O

fficer

人
道
的
緊
急
事
態
に
お
い
て
人
道
原
則
を

保
護
、
促
進
し
、
競
合
関
係
を
避
け
、
矛

盾
し
た
行
動
を
最
小
限
に
と
ど
め
、
適
切

な
場
合
に
は
共
通
の
目
的
を
追
求
す
る
の

に
必
要
な
文
民
と
軍
事
主
体
と
の
欠
く
こ

と
の
で
き
な
い
対
話
と
相
互
作
用

適
切
な
場
合
に
は
共
通
の
目
的
を
追
求
す
る
た

め

U
N

-C
IM

IC

（U
N

 C
ivil M

ilitary
  C

oordination

）

国
連
民
軍
連
携

国
連
平
和
維
持
部
隊

※
主
担
当 

軍
人
た
る

C
IM

IC
 O

fficer

国
連
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
遂
行
を
支
援
す
る
た

め
、
国
連
統
合
ミ
ッ
シ
ョ
ン
内
の
軍
事
部

門
と
文
民
部
門
と
の
接
点
を
調
整
し
た
り
、

人
道
支
援
主
体
・
開
発
支
援
主
体
と
の
接

触
の
機
会
を
促
進
し
た
り
す
る
軍
事
要
員

の
任
務

・
各
作
戦
段
階
に
お
い
て
民
軍
間
の
相
互
連
携
を

支
援

・
優
位
な
作
戦
環
境
の
構
築
を
支
援

【
参
考
】C

IM
IC

（C
ivil M

ilitary
 C

ooperation

）

民
軍
協
力

N
A

TO

等

軍
が
任
務
を
遂
行
す
る
た
め
の
指
揮
官
と

文
民
ア
ク
タ
ー
と
の
連
携
及
び
協
力

指
揮
官
の
任
務
完
遂
に
必
要
な
文
民
と
の
関
係

構
築
及
び
維
持

【
参
考
】C

M
O

（C
ivil M

ilitary 
O

peration

）

民
軍
作
戦

米
軍

軍
が
文
民
組
織
と
の
間
に
関
係
を
確
立
・

維
持
し
、
影
響
力
を
行
使
ま
た
は
利
用
す

る
指
揮
官
の
活
動

軍
事
力
と
非
軍
事
的
な
国
家
資
源
を
整
合
し
、

作
戦
、
特
に
安
定
化
作
戦
等
の
非
対
称
、
不
正

規
の
脅
威
を
扱
う
作
戦
を
支
援

※　

内
閣
府
国
際
平
和
協
力
本
部
事
務
局
Ｈ
Ｐ
よ
り
（
和
訳
含
む
）

　

【
参
考
】
自
然
災
害
を
は
じ
め
と
す
る
人
道
危
機
に
際
し
て
日
本
が
行
う
国
際
緊
急
援
助
活
動
に
お
い
て
、
国
際
機
関
、
各
国
政
府
機
関
等
の
人
道

　
　

支
援
組
織
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
等
と
自
衛
隊
の
間
で
行
わ
れ
る
諸
活
動
の
調
整
は
、
人
道
支
援
の
た
め
の
民
軍
調
整
Ｃ
Ｍ
Ｃ
ｏ
ｏ
ｒ
ｄ
に
あ
た
る
。
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９

二
〇
〇
六
・
六

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
国

際
緊
急
援
助
活
動

医
療
活
動
／

防
疫

輸
送

地　

震

10

二
〇
〇
九
・
一
〇

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
国

際
緊
急
援
助
活
動

医
療
活
動

地　

震

11

二
〇
一
〇
・
一
～

二

ハ
イ
チ
国
際
緊
急

援
助
活
動

輸
送

地　

震

12

二
〇
一
〇
・
八
～

一
〇

パ
キ
ス
タ
ン
国
際

緊
急
援
助
活
動

輸
送

洪　

水

13

二
〇
一
一
・
二
～

三

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン

ド
国
際
緊
急
援
助

活
動
等

輸
送

地　

震

14

二
〇
一
三
・
一
一

～
一
二

フ
ィ
リ
ピ
ン
国
際

緊
急
援
助
活
動

医
療
活
動
／

防
疫

救
助
活
動
、 

輸
送

台　

風

15

二
〇
一
四
・
三
～

四

マ
レ
ー
シ
ア
航
空

機
消
息
不
明
事
案

に
対
す
る
国
際
緊

急
援
助
活
動
に
必

要
な
物
資
の
輸
送

捜
索
救
助
活

動

航
空
機
捜

索

16

二
〇
一
四
・
一
一

～
一
二

西
ア
フ
リ
カ
に
お

け
る
エ
ボ
ラ
出
血

熱
の
流
行
に
対
す

る
国
際
緊
急
援
助

活
動

輸
送

疫
病
対
策

17

二
〇
一
四
・
一
二

～
二
〇
一
五
・
一

エ
ア
・
ア
ジ
ア
機

消
息
不
明
事
案
に

関
す
る
イ
ン
ド
ネ

シ
ア
国
際
緊
急
援

助
活
動

捜
索
救
助
活

動

航
空
機
捜

索

18

二
〇
一
四
・
一
二

西
ア
フ
リ
カ
に
お

け
る
エ
ボ
ラ
出
血

熱
の
流
行
に
対
す

る
国
際
緊
急
援
助

活
動　
　

疫
学
調
査
支

援

疫
病
対
策

19

二
〇
一
五
・
四
～

五

ネ
パ
ー
ル
国
際
緊

急
援
助
活
動

医
療
活
動
、 

輸
送

地　

震

20

二
〇
一
六
・
一
一

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン

ド
国
際
緊
急
援
助

活
動

被
害
状
況
の

確
認

地　

震

21

二
〇
一
八
・
一
〇

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
国

際
緊
急
援
助
活
動

輸
送

地
震
・
津

波

22

二
〇
一
九
・
一
一

～
一
二

ジ
ブ
チ
国
際
緊
急

援
助
活
動

排
水
、
機
能

復
旧
、
輸
送

大
雨
・
洪

水

23

二
〇
二
〇
・
一
～

二

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

国
際
緊
急
援
助
活

動

輸
送

森
林
火
災

※　

防
衛
白
書
及
び
防
衛
省
Ｈ
Ｐ
よ
り
作
成

こ
の
表
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
自
衛
隊
に
よ
る
国
際
緊
急
援

助
活
動
の
部
隊
派
遣
地
域
は
ア
ジ
ア
、
中
東
地
域
が
大
部
分
を
占
め

て
お
り
、
今
後
も
こ
れ
ら
地
域
が
派
遣
の
中
心
と
な
る
こ
と
が
予
測

さ
れ
る
。
ま
た
、
派
遣
二
三
回
中
一
三
回
が
地
震
に
起
因
し
て
い
る
。

そ
の
活
動
内
容
で
多
い
の
が
支
援
物
資
等
の
輸
送
そ
し
て
医
療
活
動

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
災
害
直
後
の
被
災
国
に
お
い
て
人
道
的
に
最

も
緊
急
性
や
優
先
順
位
が
高
い
の
は
怪
我
人
や
病
人
に
対
す
る
医
療

支
援
と
水
・
食
料
の
支
援
で
あ
り
、
自
衛
隊
の
国
際
緊
急
援
助
活
動

の
派
遣
現
場
は
、
現
地
の
イ
ン
フ
ラ
が
打
撃
を
受
け
、
衛
生
状
態
が

厳
し
い
環
境
下
で
の
現
地
住
民
に
対
す
る
人
道
的
見
地
か
ら
の
医
療

活
動
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
衛
生
環
境
と
い
う
点
か
ら
も
防
疫
活
動

並
び
に
感
染
症
の
予
防
活
動
に
対
す
る
ニ
ー
ズ
も
あ
ろ
う
。

⑵
ス
マ
ト
ラ
島
に
お
け
る
自
衛
隊
国
際
緊
急
援
助
隊
の
人
道
支
援

 

二
〇
〇
四
年
一
二
月
二
六
日
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
・
ス
マ
ト
ラ
島
北
西

沖
の
イ
ン
ド
洋
で
発
生
し
た
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
九
・
一
の
地
震
及
び
そ

の
直
後
に
発
生
し
た
大
規
模
な
津
波
に
よ
る
震
災
被
害
に
対
し
、
自

衛
隊
は
翌
年
一
月
に
国
際
緊
急
援
助
隊
を
派
遣
し
た
。
本
派
遣
に
際

し
、
そ
れ
ま
で
の
国
際
緊
急
援
助
活
動
の
教
訓
を
活
か
し
、
調
査
チ
ー

ム
の
派
遣
を
含
め
比
較
的
迅
速
に
部
隊
を
派
遣
で
き
た
も
の
と
考
え

る
。
現
地
に
お
け
る
自
衛
隊
派
遣
部
隊
の
主
た
る
活
動
は
被
災
民
に

対
す
る
医
療
支
援
活
動
、
津
波
に
よ
り
寸
断
さ
れ
孤
立
し
た
沿
岸
地

域
に
対
す
る
予
防
的
な
ワ
ク
チ
ン
接
種
活
動
並
び
に
航
空
機
に
よ
る

物
資
輸
送
支
援
等
で
あ
っ
た
。

一
方
で
、
ス
マ
ト
ラ
島
バ
ン
ダ
ア
チ
ェ
に
は
自
衛
隊
本
隊
の
現
地

入
り
の
前
に
既
に
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
の
医
療
チ
ー
ム
（
三
名
態
勢

：

医
師
、
看
護

師
、
後
方
支
援
要
員
（
自
衛
隊
Ｏ
Ｂ
））
が
現
地
病
院
の
一
角
で
医
療
支
援

活
動
を
開
始
し
て
い
た
。
本
災
害
派
遣
に
お
い
て
は
、
現
地
レ
ベ
ル

で
は
自
衛
隊
の
派
遣
部
隊
と
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
医
療
チ
ー
ム
と
の
連
携
は
な

か
っ
た
も
の
と
個
人
的
に
は
認
識
し
て
い
る
。
し
か
し
、
我
が
国
と

し
て
迅
速
か
つ
効
果
的
な
人
道
支
援
活
動
を
実
施
す
る
に
は
、
Ｊ
Ｉ

Ｃ
Ａ
医
療
チ
ー
ム
等
の
よ
う
に
フ
ッ
ト
ワ
ー
ク
軽
く
素
早
く
軽
装
備

で
現
地
入
り
し
、
い
わ
ゆ
る
即
時
救
援
型
支
援
を
行
う
組
織
・
団
体
と
、

自
己
完
結
型
装
備
を
携
え
て
現
地
入
り
し
、
時
期
的
に
は
医
療
・
防

疫
活
動
が
支
援
主
体
と
な
る
移
行
期
に
活
動
を
開
始
す
る
自
衛
隊
と

の
間
で
は
密
接
に
連
携
・
情
報
共
有
を
図
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

医
療
支
援
を
例
に
と
る
と
、
発
災
初
期
に
現
地
入
り
す
る
文
民

の
医
療
チ
ー
ム
は
緊
急
的
に
必
要
な
医
療
支
援
活
動
を
行
っ
て
お
り
、

現
地
の
緊
急
性
の
高
い
ニ
ー
ズ
や
そ
の
後
に
予
想
さ
れ
る
ニ
ー
ズ
を

把
握
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
、
支
援
活
動
の
重
複
防
止
や
効
率
性

の
観
点
か
ら
も
、
自
衛
隊
は
現
地
に
お
け
る
直
接
的
な
連
携
・
情
報

共
有
の
み
な
ら
ず
、
平
素
か
ら
日
本
国
内
に
お
い
て
も
実
務
者
レ
ベ

ル
で
連
携
を
取
り
つ
つ
人
脈
を
構
築
し
て
い
く
こ
と
が
支
援
活
動
現

場
に
お
け
る
円
滑
な
情
報
共
有
に
直
結
す
る
も
の
と
考
え
る
。
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⑶
イ
ラ
ク
に
お
け
る
人
道
支
援
活
動
の
状
況

自
衛
隊
が
海
外
で
実
施
し
た
民
軍
連
携
活
動
の
典
型
例
と
し
て
は
、

イ
ラ
ク
に
お
け
る
復
興
支
援
活
動
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
自
衛
隊

が
実
施
し
た
い
わ
ゆ
る
民
生
協
力
活
動
で
あ
り
、
イ
ラ
ク
国
民
の
生

活
の
安
定
と
向
上
、
民
主
的
な
手
段
に
よ
る
統
治
組
織
の
設
立
等
に

向
け
た
国
民
に
よ
る
自
主
的
な
努
力
を
支
援
す
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
活
動
し
て
い
た
。

 

イ
ラ
ク
復
興
支
援
活
動
に
お
け
る
陸
上
自
衛
隊
の
主
た
る
活
動
内

容
は
給
水
、医
療
、学
校
・
診
療
所
・
生
活
道
路
等
の
公
共
施
設
の
整
備
・

復
旧
等
の
ほ
か
、
歴
史
的
な
価
値
の
あ
る
遺
跡
の
保
護
等
を
実
施
し

た
。
こ
れ
ら
の
諸
活
動
を
通
じ
人
道
復
興
支
援
活
動
を
行
っ
た
わ
け

で
あ
る
が
、
幸
い
に
も
現
地
に
お
け
る
自
衛
隊
に
対
す
る
好
印
象
を

確
保
で
き
、
結
果
と
し
て
活
動
期
間
を
通
じ
た
派
遣
部
隊
の
安
全
確

保
に
も
繋
が
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
人
道
支
援
活
動
を
行
う
上
で
中
核
と
な
っ
た
の
が
復
興

業
務
支
援
隊
の
中
に
設
置
さ
れ
た
対
外
調
整
班
で
あ
っ
た
が
、
各
種

案
件
を
実
施
す
る
上
で
留
意
し
た
こ
と
は
、
決
し
て
自
衛
隊
側
か
ら

の
案
件
の
押
し
付
け
で
は
な
く
、
地
元
住
民
及
び
行
政
機
関
か
ら
の

ニ
ー
ズ
の
粘
り
強
い
掘
り
起
こ
し
で
あ
っ
た
。
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
実
施

に
あ
た
っ
て
は
、
幅
広
い
ニ
ー
ズ
の
中
か
ら
自
衛
隊
が
実
施
で
き
る

事
項
及
び
優
先
順
位
を
的
確
に
選
定
す
る
と
と
も
に
、
活
動
の
途
中

か
ら
は
外
務
省
と
現
地
に
お
い
て
密
接
に
連
携
し
、
草
の
根
・
人
間

の
安
全
保
障
無
償
資
金
協
力
を
有
効
か
つ
迅
速
に
活
用
す
る
こ
と
で
、

よ
り
き
め
細
か
く
か
つ
迅
速
な
人
道
支
援
活
動
を
実
施
で
き
た
。
イ

ラ
ク
に
お
け
る
日
本
外
務
省
の
活
動
ス
ピ
ー
ド
は
極
め
て
速
い
も
の

が
あ
っ
た
。
こ
の
イ
ラ
ク
に
お
け
る
人
道
支
援
活
動
は
、
防
衛
省
・

自
衛
隊
と
外
務
省
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
車
の
両
輪
的
な
連
携
で
あ
っ

た
が
、
こ
の
連
携
要
領
は
国
外
に
お
け
る
人
道
支
援
活
動
を
す
る
う

え
で
の
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
と
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
現
地
で
の
イ
ン
フ
ラ
整
備
に
お
い
て
は
、
自
衛
隊
は
Ｊ
Ｉ

Ｃ
Ａ
と
も
連
携
を
図
ろ
う
と
試
み
、
実
際
に
い
く
つ
か
の
復
興
・
復

旧
案
件
の
調
整
を
実
施
し
た
が
、
残
念
な
が
ら
こ
の
時
は
有
効
な
案

件
実
現
ま
で
は
至
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
試
み
は
今
後

の
国
外
に
お
け
る
人
道
支
援
活
動
の
在
り
方
を
考
察
す
る
上
で
良
い

教
訓
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

５　

今
後
に
向
け
て

⑴「
官
、
民
、
軍（
自
衛
隊
）」の
連
携

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
自
衛
隊
が
海
外
で
の
活
動
、
特

に
人
道
支
援
活
動
を
実
施
す
る
場
合
に
は
、
イ
ラ
ク
型
の
現
地
文
民

組
織
と
の
連
携
・
協
力
が
重
要
で
あ
る
と
と
も
に
、
国
際
緊
急
援
助

活
動
等
の
場
面
に
お
い
て
は
、
す
で
に
長
年
に
亘
り
蓄
積
さ
れ
た
経

験
を
有
す
る
国
連
等
国
際
機
関
や
Ｎ
Ｇ
Ｏ
団
体
等
人
道
支
援
組
織
と

の
連
携
・
協
力
・
情
報
共
有
を
図
る
こ
と
は
、
円
滑
な
部
隊
行
動
を

と
る
上
で
必
要
不
可
欠
と
い
え
る
。

ま
た
、
状
況
に
よ
っ
て
は
、
派
遣
地
域
に
活
動
基
盤
を
有
す
る
日

本
企
業
と
の
連
携
若
し
く
は
情
報
提
供
受
け
の
視
点
も
円
滑
な
活
動

基
盤
確
保
の
た
め
に
は
必
要
と
な
ろ
う
。
自
身
の
経
験
に
基
づ
く
一

例
を
述
べ
て
み
た
い
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
・
ス
マ
ト
ラ
島
へ
の
国
際
緊

急
援
助
隊
派
遣
に
際
し
て
は
、
被
災
民
に
対
す
る
医
療
援
助
活
動
及

び
的
確
な
情
報
収
集
を
図
る
上
で
、
日
本
語
―
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
の

現
地
人
通
訳
を
幸
い
に
も
確
保
で
き
た
が
、
こ
れ
に
は
イ
ン
ド
ネ
シ

ア
に
お
け
る
活
動
基
盤
を
有
す
る
日
本
の
民
間
企
業
側
か
ら
の
人
材

の
紹
介
が
あ
っ
た
と
聞
い
て
い
る
。
英
語
圏
以
外
に
派
遣
さ
れ
る
場

合
に
は
、
言
語
上
の
問
題
点
を
解
決
す
る
こ
と
が
円
滑
な
部
隊
行
動

実
施
の
上
で
極
め
て
重
要
で
あ
る
が
、
現
地
人
の
通
訳
の
確
保
は
喫

緊
の
課
題
で
あ
り
、
こ
の
教
訓
は
今
後
の
活
動
に
大
き
な
参
考
と
言

え
よ
う
。

⑵「
日
本
の
顔
」が
見
え
る
人
道
支
援
活
動

人
道
支
援
活
動
、
特
に
医
療
支
援
等
活
動
は
被
災
直
後
に
お
け
る

重
要
な
活
動
で
あ
る
こ
と
は
当
然
の
こ
と
と
し
て
、
社
会
イ
ン
フ
ラ

の
復
旧
・
整
備
等
の
そ
の
後
の
社
会
生
活
全
般
の
回
復
・
復
興
段
階

ま
で
中
長
期
的
に
関
与
し
て
い
く
と
い
う
我
が
国
と
し
て
の
積
極
的

な
人
道
支
援
活
動
が
国
際
社
会
か
ら
求
め
ら
れ
て
い
く
可
能
性
も
あ

り
得
る
と
個
人
的
に
は
考
え
る
。

国
際
緊
急
援
助
活
動
に
お
い
て
自
衛
隊
が
実
施
で
き
る
活
動
期
間

に
は
限
界
が
あ
り
、
そ
の
期
間
内
で
被
災
地
域
の
再
建
に
向
け
て
の

復
興
支
援
を
す
る
こ
と
は
自
衛
隊
の
活
動
と
し
て
は
求
め
ら
れ
な
い

で
あ
ろ
う
が
、
最
終
的
な
国
家
の
回
復
・
自
立
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス
を

人
道
支
援
の
観
点
か
ら
日
本
と
し
て
「
日
本
の
顔
」
が
見
え
る
支
援
活

動
に
関
与
を
継
続
す
る
こ
と
は
必
要
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
な
活
動
は
、
正
に
各
種
の
国
際
機
関
や
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
能
力

発
揮
に
適
切
で
あ
ろ
う
し
、
こ
う
し
た
切
れ
目
の
な
い
人
道
支
援
活

動
の
た
め
に
も
、
現
地
に
お
い
て
も
活
動
当
初
の
段
階
か
ら
外
務
省
、

Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
を
は
じ
め
と
す
る
各
種
機
関
と
密
接
な
連
携
を
図
る
と
と

も
に
、
平
素
か
ら
日
本
国
内
に
お
い
て
も
相
互
理
解
を
図
り
つ
つ
お

互
い
の
強
み
を
承
知
し
て
、
支
援
活
動
を
オ
ー
ル
ジ
ャ
パ
ン
で
対
応

で
き
る
よ
う
な
態
勢
を
確
保
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え
る
。

注1　

 

防
衛
省
Ｈ
Ｐ　
「
国
際
平
和
協
力
活
動
等
と
は
」

2　

 

同
右
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3　

 

同
右

4　

 Q
uick Im

pact Projects 

（Q
IPs

）。
国
連
Ｐ
Ｋ
Ｏ
に
よ
る
短
期
・
低

予
算
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
（
期
間
一
八
〇
日
以
内
、
予
算
五
万
Ｕ
Ｓ
Ｄ
以

下
）
を
い
い
、
そ
の
目
的
は
「
Ｐ
Ｋ
Ｏ
に
対
す
る
住
民
の
支
持
を
醸
成
、

マ
ン
デ
ー
ト
の
円
滑
な
実
施
に
資
す
る
。」
と
な
っ
て
い
る
。
出
典

：

「Policy: Q
IPs

」

5　

 

外
務
省
委
嘱
「
平
和
構
築
活
動
に
お
け
る
民
軍
関
係
に
関
す
る
リ

フ
ァ
レ
ン
ス
ガ
イ
ド
」

6　

 

上
野
友
也　

公
益
財
団
法
人
ひ
ょ
う
ご
震
災
記
念
二
一
世
紀
研
究

機
構
研
究
員

7　

 

外
務
省
委
嘱
「
平
和
構
築
活
動
に
お
け
る
民
軍
関
係
に
関
す
る
リ

フ
ァ
レ
ン
ス
ガ
イ
ド
」

8　

U
N

 O
ffice for the Coordination of H

um
anitarian A

ffairs  N
ew

 
York, 2008

　
　

Civil-M
ilitary G

uidelines &
 reference for Com

plex E
m

ergencies   

　
　

外
務
省
Ｈ
Ｐ
「
緊
急
・
人
道
支
援　

我
が
国
の
人
道
支
援
方
針
」

9　

 

内
閣
府
Ｈ
Ｐ 

Ｐ
Ｋ
Ｏ
な
う　

第
三
八
回　

国
連
Ｐ
Ｋ
Ｏ
の
Ｑ
Ｉ
Ｐ

と
緊
急
人
道
支
援

二
〇
二
〇
年
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
世
界
的
な
広
が
り

に
よ
る
影
響
で
、
世
界
中
が
感
染
へ
の
必
死
の
対
応
に
明
け
暮
れ

た
一
年
で
し
た
。
そ
う
し
た
中
で
、
日
本
赤
十
字
社
は
時
代
と
共

に
変
化
す
る
社
会
の
課
題
や
ニ
ー
ズ
に
柔
軟
に
対
応
し
赤
十
字
の

使
命
を
果
た
す
た
め
、
創
立
一
五
〇
年
（
二
〇
二
七
年
五
月
一
日
）

に
向
け
て
、
一
〇
年
後
の
目
指
す
社
の
姿
を
ま
と
め
た
「
日
本
赤
十

字
社
長
期
ビ
ジ
ョ
ン
」
を
策
定
し
ま
し
た
。
そ
こ
に
描
か
れ
る
長
期

戦
略
や
行
動
指
針
の
中
で
、「
災
害
や
紛
争
時
に
お
け
る
支
援
の
充

実
と
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
の
強
化
」
を
謳
い
、
事
業
戦
略
の
一
つ
に
据
え

て
い
ま
す
。

こ
の
事
業
戦
略
の
推
進
を
担
う
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
の
一
人
で
あ
る

日
本
赤
十
字
社
事
業
局
の
田
中
康
夫
国
際
部
長
に
話
を
聞
き
ま
し

た
。

世
界
の
人
々
か
ら
「
救
う
を
託
さ
れ
る
」
日
赤
に

―
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
す
る
日
本
赤
十
字
社
の
国
際
活
動

ト
ッ
プ
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
　
◆
田
中
康
夫
国
際
部
長
に
聞
く
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三
つ
の
Ａ
Ｂ
Ｃ
を
柱
に

―
日
本
赤
十
字
社
の
国
際
人
道
支
援
の
戦
略
と
は
ど
の
よ
う
な
も

の
で
す
か
。

田
中　

ま
ず
お
話
し
し
た
い
の
は
、
日
本
赤
十
字
社
（
以
下
「
日
赤
」）

は
、
創
立
一
五
〇
年
を
迎
え
る
に
あ
た
っ
て
策
定
し
た
長
期
ビ
ジ
ョ

ン
に
お
い
て
「
国
内
外
の
人
道
支
援
の
〝
要
〟
と
な
る
」
こ
と
を
目
指
し

て
い
る
こ
と
で
す
。
私
た
ち
国
際
部
は
、
そ
の
実
現
に
向
け
て
、
災

害
な
ど
の
人
道
危
機
へ
の
緊
急
即
応
体
制
の
整
備
に
と
ど
ま
ら
ず
、

二
〇
一
九
年
か
ら
二
〇
二
四
年
ま
で
の
国
際
支
援
戦
略
を
打
ち
立
て

ま
し
た
。

我
々
の
目
指
す
国
際
支
援
事
業
の
柱
は
何
か
。
そ
れ
を
英
語
の
頭

文
字
を
と
っ
て
次
の
三
つ
の
Ａ
Ｂ
Ｃ
に
整
理
し
ま
し
た
。

１
．
苦
痛
の
軽
減
（A

LLE
V

IATE
 H

U
M

A
N

 SU
FFE

RIN
G

）

　

災
害
対
応
や
難
民
救
援
な
ど
の
人
道
支
援
を
適
時
適
確
に
実
施

し
て
い
く
こ
と
。

２
．
災
害
前
よ
り
強
い
社
会
づ
く
り
（BU

ILD
 BACK

 BE
TTE

R 

A
N

D
 SA

FE
R

）

　
　

開
発
協
力
事
業
や
復
興
支
援
事
業
を
通
じ
て
支
援
対
象
の
住

民
の
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
（
災
害
か
ら
の
回
復
力
）
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
。

３
．
意
識
改
革
（CH

A
N

G
E

 M
IN

D

）

　

人
道
的
価
値
観
の
啓
発
、
つ
ま
り
「
国
際
人
道
法
や
赤
十
字
の

基
本
原
則
の
普
及
」
な
ど
に
よ
っ
て
行
動
変
容
を
促
す
こ
と
。

こ
の
三
つ
の
事
業
の
柱
を
実
践
す
る
た
め
の
指
針
と
し
て
、「
日
赤

ブ
ラ
ン
ド
を
確
立
す
る
た
め
の
一
〇
の
ア
プ
ロ
ー
チ
」
を
掲
げ
て
い

ま
す
（
表
１
）。

こ
の
中
で
、
特
に
１
．の
「
人
道
第
一
主
義
」
と
い
う
価
値
命
題
、

４
の
「
緊
急
対
応
能
力
」、
５
の
「
行
動
変
容
」、
６
の
「
国
内
事
業
と

国
際
事
業
の
同
期
」、
７
の
「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
」、
８
の
「
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ

プ
」
に
つ
い
て
お
話
し
し
ま
す
。

１
．は
、
日
赤
ブ
ラ
ン
ド
の
主
軸
と
な
る
も
の
で
、
す
べ
て
の
国

際
救
援
を
赤
十
字
の
基
本
原
則
に
基
づ
い
て
実
施
す
る
と
い
う
「
人

道
第
一
主
義
」
の
こ
と
で
す
。
赤
十
字
に
と
っ
て
は
当
然
の
こ
と
で

す
が
、
自
国
優
先
主
義
が
高
ま
る
国
際
政
治
は
も
と
よ
り
、
軍
隊
な

ど
の
政
府
機
関
や
Ｎ
Ｇ
Ｏ
な
ど
様
々
な
人
道
支
援
プ
レ
ー
ヤ
ー
が
競

合
す
る
時
代
に
あ
っ
て
、
国
際
赤
十
字
の
主
要
メ
ン
バ
ー
の
一
つ
と

し
て
、
一
切
の
政
治
的
立
場
を
と
ら
ず
（
中
立
）
た
だ
援
助
を
必
要
と

す
る
人
を
、
そ
の
人
の
苦
痛
の
度
合
い
に
応
じ
て
無
差
別
に
救
う
（
人

道
）、
と
い
う
人
道
第
一
主
義
を
追
求
し
、
人
道
の
輪
（
価
値
）
を
広
め

る
こ
と
が
重
要
で
す
。

４
、５
、６
は
、「H

ow

」
に
あ
た
る
も
の
で
、
ど
う
や
っ
て
そ
れ
を

実
現
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

「
緊
急
対
応
」
は
文
字
通
り
即
応
的
な
対
応
で
、
こ
の
後
お
話
し
す

る
「
病
院
Ｅ
Ｒ
Ｕ
（E

m
ergency Response U

nit

）」
も
こ
こ
に
入
り
ま
す
。

「
行
動
変
容
」
は
人
々
の
価
値
観
に
影
響
を
与
え
、
危
機
的
な
状
況

に
対
し
て
、
人
々
が
知
識
、
態
度
、
行
動
を
変
革
さ
せ
、
災
害
現
場

を
含
む
各
々
の
地
域
社
会
に
お
い
て
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
の
強
化
を
図
っ

て
い
く
と
い
う
こ
と
で
す
。

「
国
内
事
業
と
国
際
事
業
の
同
期
（
シ
ン
ク
ロ
ナ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
）」
で

す
が
、
こ
れ
は
国
内
、
国
際
の
各
事
業
が
そ
れ
ぞ
れ
で
得
た
経
験
や

方
法
論
な
ど
を
互
い
に
学
び
あ
い
、
よ
り
進
ん
で
い
る
事
業
の
レ
ベ

表 1　日赤ブランドを確立するための 10のアプローチ

Predisposing factors　前提要因 
　1. HUMANITY FIRST　人道第一主義　（事業戦略①③）

　2. ACCOUNTABILITY　説明責任（組織のあり方⑥）

　3. EVIDENCE-BASED PRACTICES　根拠に基づく行動　（事業戦略①）

Enabling factors　実現要因 
　4. SURGE CAPACITY　緊急対応能力（事業戦略①）

　5. BEHAVIOURAL CHANGE　行動変容 ( 事業戦略①）

　6. SYNCHRONIZATION　国内事業と国際事業の同期（事業戦略①）

Reinforcing factors　強化要因

　7. VOLUNTEERING　ボランティア　（運動基盤強化戦略②）

　8. LEADERSHIP　リーダーシップ（運動基盤強化戦略③）

　9. PARTNERSHIP　パートナーシップ（運動基盤強化戦略③）

  10. HUMAN DEVELOPMENT　人材開発（組織のあり方②）

田中康夫さん：プロフィール

1982 年入社。社会部ベトナム難民対

策室、国際部を経てジュネーヴの国際

赤十字・赤新月社連盟で 12 年間勤務。

連盟会長特別補佐官を経て 2018 年よ

り現職。保健学博士。
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ル
に
他
の
事
業
を
近
づ
け
て
い
く
こ
と
、
こ
う
し
た
相
乗
効
果
を
高

め
て
い
く
も
の
で
す
。
こ
れ
に
は
、
国
際
赤
十
字
に
よ
る
各
種
支
援

策
を
受
け
入
れ
る
体
制
を
強
化
す
る
と
と
も
に
、
国
内
に
有
す
る
国

際
救
援
資
材
や
そ
の
訓
練
を
受
け
た
人
材
や
ノ
ウ
ハ
ウ
を
効
果
的
に

活
用
す
る
こ
と
も
含
み
ま
す
。「
同
期
」
と
い
う
言
葉
は
分
か
り
に
く

い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
パ
ソ
コ
ン
や
ス
マ
ホ
な
ど
の
複
数
の
端
末

を
つ
な
ぎ
、
そ
の
中
身
を
、
よ
り
最
新
の
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
に
揃
え
る

と
い
っ
た
、「
同
期
」
す
る
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
す
。

７
、８
は
、「W

ho

」
つ
ま
り
人
に
関
わ
る
部
分
で
す
。

「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
」
は
、
赤
十
字
運
動
の
基
盤
と
な
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
の
役
割
の
強
化
で
す
。

「
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
」
は
、
国
際
赤
十
字
・
赤
新
月
社
連
盟
（
以
下
「
連

盟
」）
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
意
思
決
定
に
日
赤
と
し
て
積
極
的
に
関
与
し
て

い
く
こ
と
で
す
。
近
衞
忠
煇
前
会
長
が
退
い
た
後
は
、
規
則
上
連
盟

の
ガ
バ
ナ
ン
ス
か
ら
は
離
れ
て
い
ま
し
た
が
、
二
〇
二
一
年
は
四
年

に
一
度
の
連
盟
理
事
会
メ
ン
バ
ー
の
選
挙
が
あ
り
、
日
赤
も
再
び
理

事
と
し
て
国
際
赤
十
字
の
重
要
な
か
じ
取
り
部
分
の
役
割
を
果
た
し

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
中
で
さ
ら
に
強
調
し
た
い
の
が
具
体
的
な
取
り
組
み
と

し
て
挙
げ
た
「
緊
急
対
応
」、「
行
動
変
容
」、「
国
内
事
業
と
国
際
事

業
の
同
期
」
で
す
。

新
た
に
病
院
Ｅ
Ｒ
Ｕ
を
整
備

―
世
界
の
大
規
模
災
害
へ
の
対
応
は
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
る
の
で

す
か
。

田
中　

ま
ず
「
緊
急
対
応
」
の
部
分
に
つ
い
て
ご
説
明
し
ま
し
ょ
う
。

　

二
〇
一
九
年
度
か
ら
二
〇
二
一
年
度
に
か
け
て
「
病
院
Ｅ
Ｒ
Ｕ
」
を

整
備
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
日
赤
が
担
っ
て
き
た
Ｅ
Ｒ
Ｕ
は
「
診

療
所
Ｅ
Ｒ
Ｕ
」と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
で
し
た
。「
基
礎
保
健
Ｅ
Ｒ
Ｕ
」

と
呼
ん
だ
時
期
も
あ
り
ま
す
。
病
院
Ｅ
Ｒ
Ｕ
は
こ
の
診
療
所
Ｅ
Ｒ
Ｕ

を
グ
レ
ー
ド
ア
ッ
プ
し
た
も
の
で
す
。（
表
２
）

診
療
所
Ｅ
Ｒ
Ｕ
は
、
あ
く
ま
で
も
活
動
現
場
で
の
応
急
的
な
医
療

や
巡
回
診
療
を
目
的
と
し
た
も
の
な
の
で
、
高
度
な
医
療
的
処
置
が

必
要
な
場
合
は
、
後
方
の
病
院
な
ど
に
搬
送
す
る
必
要
が
あ
り
ま
し

た
。
し
か
し
、
災
害
の
状
況
に
よ
っ
て
は
、
地
元
の
病
院
そ
の
も
の

が
機
能
し
な
く
な
っ
て
い
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
際
に
必
要
な

の
が
病
院
機
能
、
す
な
わ
ち
手
術
、
入
院
も
で
き
る
「
病
院
Ｅ
Ｒ
Ｕ
」

に
な
る
わ
け
で
す
。

（ERU：Emergency Response Unit：緊急対応ユニット）

病院 ERU 診療所 ERU（既存）

機能 手術・入院設備を備えた

後送医療施設（2 次医療）

診療所や巡回診療　　

（地域保健を含む１次医療）

病床数 20 ～（最大 100 程度） なし（夜間の経過観察は可）

診療範囲 外科、内科、産科、救急等 内科、救急、小手術等

標準展開期間 4 ～ 6 カ月 4 カ月

要員交代期間 1 カ月 1 カ月

表 2　病院 ERUの整備

　高槻赤十字病院で実施された病院 ERUの実証展開
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病
院
Ｅ
Ｒ
Ｕ
は
最
大
一
〇
〇
床
ま
で
の
入
院
対
応
が
可
能
で
す
が
、

ま
ず
は
二
〇
床
か
ら
ス
タ
ー
ト
す
る
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。
診
療
の

範
囲
は
、
外
科
、
内
科
、
産
科
、
救
急
等
が
あ
り
ま
す
。
活
動
期
間

は
半
年
を
目
安
と
し
て
、
一
カ
月
で
要
員
を
交
代
さ
せ
ま
す
。
手
術
、

入
院
の
機
能
を
持
っ
て
い
る
た
め
、
患
者
さ
ん
へ
の
食
事
提
供
な
ど

も
含
め
て
二
四
時
間
の
対
応
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

た
だ
し
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
に
よ
り
、
残
念
な
が
ら

二
〇
二
〇
年
度
中
の
完
全
な
整
備
完
了
は
難
し
く
な
っ
て
し
ま
い
ま

し
た
。
現
時
点
で
は
、
来
年
度
中
頃
ま
で
に
整
備
が
完
了
す
る
見
通

し
で
す
。
す
で
に
主
要
部
分
の
整
備
は
終
え
て
お
り
、
昨
年
、
高
槻

赤
十
字
病
院
で
、
そ
れ
ら
を
実
際
に
展
開
し
て
実
地
検
証
を
行
っ
て

い
ま
す
。

実
は
、
こ
の
病
院
Ｅ
Ｒ
Ｕ
は
、
ベ
ー
ス
は
既
存
の
診
療
所
Ｅ
Ｒ
Ｕ

を
そ
の
ま
ま
活
用
す
る
も
の
で
、
新
た
な
機
能
を
追
加
整
備
す
る
形

を
と
っ
て
い
ま
す
。
ゼ
ロ
か
ら
病
院
Ｅ
Ｒ
Ｕ
を
整
備
す
る
わ
け
で
は

な
い
の
で
、
経
費
的
に
も
半
分
で
済
み
ま
す
。
今
現
在
、
診
療
所
Ｅ

Ｒ
Ｕ
は
、
熊
本
赤
十
字
病
院
と
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
倉
庫
に
そ
れ
ぞ
れ

一
基
ず
つ
整
備
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
に
加
え
大
阪
赤
十
字
病
院

な
ど
に
病
院
Ｅ
Ｒ
Ｕ
の
主
要
資
機
材
を
配
備
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
診
療
所
Ｅ
Ｒ
Ｕ
は
そ
の
ま
ま
継
続
し
ま
す
。
し
た

が
っ
て
緊
急
対
応
時
に
は
、
災
害
規
模
に
よ
っ
て
ど
の
Ｅ
Ｒ
Ｕ
を
使

う
か
と
い
う
選
択
肢
が
広
が
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

今
後
、
こ
の
病
院
Ｅ
Ｒ
Ｕ
を
海
外
の
災
害
現
場
で
展
開
す
る
た
め

に
は
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
整
備
、
要
員
の
訓
練
と
と
も
に
、
こ
れ
を
発

動
す
る
タ
イ
ミ
ン
グ
の
決
定
や
人
選
な
ど
の
手
順
も
改
め
て
定
め
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
各
国
赤
十
字
社
の
国
際
的
な
救
援

の
調
整
は
従
来
通
り
連
盟
が
行
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
病
院
Ｅ
Ｒ

Ｕ
を
展
開
す
る
赤
十
字
社
と
し
て
、
当
該
Ｅ
Ｒ
Ｕ
資
材
と
要
員
を
そ

れ
ぞ
れ
連
盟
に
登
録
し
て
お
き
ま
す
。
そ
れ
が
で
き
る
の
は
、
こ
の

病
院
Ｅ
Ｒ
Ｕ
を
展
開
で
き
る
だ
け
の
能
力
を
日
赤
自
身
が
培
っ
て
き

た
と
い
う
前
提
が
あ
る
か
ら
で
す
。

こ
の
Ｅ
Ｒ
Ｕ
の
展
開
は
、
日
赤
の
医
療
チ
ー
ム
が
中
心
に
な
る
こ

と
を
想
定
し
て
い
ま
す
が
、
大
規
模
な
救
援
活
動
が
展
開
さ
れ
る
と

き
は
、
日
赤
の
要
員
だ
け
で
は
不
十
分
な
場
合
も
あ
り
ま
す
。
そ
の

場
合
に
は
、
他
国
の
赤
十
字
ス
タ
ッ
フ
の
参
加
も
想
定
し
て
お
く
必

要
が
あ
り
ま
す
。
現
在
こ
の
病
院
Ｅ
Ｒ
Ｕ
を
所
持
し
て
い
る
赤
十
字

社
は
、
カ
ナ
ダ
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
ド
イ
ツ
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
で
そ
こ

に
新
た
に
日
赤
が
加
わ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
も
例
え
ば

バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
で
の
南
部
避
難
民
（
い
わ
ゆ
る
ロ
ヒ
ン
ギ
ャ
難
民
）
支

援
の
活
動
で
は
、
ド
イ
ツ
や
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
病
院
Ｅ
Ｒ
Ｕ
に
日
赤

か
ら
要
員
を
派
遣
す
る
形
を
と
っ
て
き
ま
し
た
。
今
度
は
そ
の
逆
の

形
も
あ
り
得
る
わ
け
で
す
。

こ
の
よ
う
に
新
た
な
戦
略
と
し
て
、
病
院
Ｅ
Ｒ
Ｕ
の
整
備
に
つ

い
て
お
話
し
し
ま
し
た
が
、
こ
こ
に
き
て
別
の
課
題
が
生
じ
ま
し
た
。

そ
れ
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
脅
威
の
も
と
で
の
Ｅ
Ｒ
Ｕ
展
開
に

つ
い
て
の
配
慮
で
す
。
マ
ス
ク
、
フ
ェ
イ
ス
シ
ー
ル
ド
、
防
護
服
な

ど
従
来
想
定
し
て
い
な
か
っ
た
資
材
の
整
備
も
必
要
と
な
り
ま
す
。

ま
た
要
員
の
訓
練
で
も
、
感
染
予
防
の
観
点
か
ら
、
一
カ
所
の
会
場

で
の
集
合
型
研
修
で
は
な
く
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
を
活
用
し
た

オ
ン
ラ
イ
ン
研
修
も
視
野
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

国
内
事
業
と
国
際
事
業
の
シ
ン
ク
ロ

―
国
内
の
災
害
救
護
と
の
関
係
は
ど
う
な
り
ま
す
か
。

田
中　

お
気
づ
き
の
よ
う
に
、
東
南
海
、
南
海
、
首
都
直
下
地
震
な
ど
、

日
本
で
想
定
さ
れ
る
大
規
模
災
害
時
に
お
い
て
も
Ｅ
Ｒ
Ｕ
の
展
開
を

想
定
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
令
和
二
年
七
月
の
九
州

豪
雨
災
害
で
は
、
日
赤
が
現
在
、
熊
本
赤
十
字
病
院
に
保
有
す
る
Ｅ

Ｒ
Ｕ
の
資
材
の
中
か
ら
給
水
ユ
ニ
ッ
ト
を
提
供
し
、
被
災
地
で
活
用

し
ま
し
た
。

一
方
で
、
日
赤
の
Ｅ
Ｒ
Ｕ
だ
け
で
は
な
く
、
海
外
赤
十
字
社
の
病

院
Ｅ
Ｒ
Ｕ
や
支
援
要
員
が
日
本
の
災
害
現
場
で
活
動
す
る
可
能
性
も

あ
り
ま
す
。
海
外
チ
ー
ム
が
来
日
し
た
場
合
に
は
、
基
本
的
に
は
彼

ら
と
共
働
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
に
備
え

た
動
き
方
を
事
前
に
想
定
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
つ

ま
り
「
受
援
」
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
必
要
に
な
り
、
今
そ
の
整
備
に
向
け

て
日
赤
本
社
の
救
護
・
福
祉
部
と
と
も
に
協
議
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

つ
ま
り
、
国
内
事
業
と
国
際
事
業
は
、
別
個
の
も
の
で
は
な
い
と

い
う
こ
と
で
す
。

「
国
内
事
業
と
国
際
事
業
の
同
期
」
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
付
け
加

え
た
い
と
思
い
ま
す
。

海
外
で
救
援
活
動
に
あ
た
る
場
合
に
、
私
た
ち
が
直
接
現
場
で

関
わ
る
の
は
、
相
手
国
の
赤
十
字
社
の
支
部
で
す
。
そ
の
意
味
か
ら

も
、
支
援
赤
十
字
社
と
当
該
国
の
赤
十
字
社
の
支
部
と
の
関
わ
り
に

つ
い
て
、
さ
ら
に
認
識
を
深
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
ま

す
。
こ
の
一
環
と
し
て
、
昨
年
度
に
お
い
て
は
全
国
の
日
赤
支
部
の

う
ち
、
一
七
支
部
二
二
名
の
職
員
を
、
国
際
部
職
員
と
と
も
に
、
ア

ジ
ア
、
ア
フ
リ
カ
な
ど
の
救
援
や
開
発
協
力
の
現
場
に
派
遣
し
、
事

業
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
や
現
地
の
担
当
者
と
の
意
見
交
換
な
ど
を
行
い

ま
し
た
。（
※
た
だ
し
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
で
二
〇
一
九
年
度

末
に
は
、
こ
の
現
地
視
察
が
困
難
と
な
り
、
最
終
的
に
は
一
四
支
部
一
六
名

が
参
加
）
ま
た
、
こ
う
し
た
現
地
出
張
の
学
び
を
ウ
ェ
ブ
を
用
い
た
オ

ン
ラ
イ
ン
勉
強
会
と
い
う
形
で
職
員
間
で
共
有
す
る
機
会
も
徐
々
に
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増
や
し
て
い
ま
す
。

先
ほ
ど
の
Ｅ
Ｒ
Ｕ
が
救
援
活
動
で
の
特
効
薬
と
す
る
な
ら
ば
、
こ

れ
ら
の
取
り
組
み
は
む
し
ろ
漢
方
薬
と
で
も
言
え
る
も
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
時
間
を
か
け
て
体
質
改
善
す
る
、
救
援
の
底
力
を
身
に
着

け
て
い
く
と
い
う
も
の
で
す
。

支
部
職
員
の
海
外
事
業
現
場
へ
の
派
遣
を
通
じ
て
、
も
う
一
つ
お

話
し
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
日
赤
の
職
員
が
、
海
外
の
支
援
の
現
場
や
多
国
籍
チ
ー

ム
の
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
の
中
で
、
日
本
で
の
災
害
救
護
に
関
す
る

豊
富
な
実
例
な
ど
を
き
ち
ん
と
発
信
で
き
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で

す
。
こ
れ
は
外
国
語
の
問
題
と
い
う
よ
り
は
、
実
際
に
日
赤
の
支
部

職
員
が
日
本
の
地
域
社
会
に
お
い
て
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
協
力
を
得

て
、
必
要
な
支
援
事
業
を
ど
の
よ
う
に
展
開
し
、
そ
こ
で
の
試
行
錯

誤
を
ど
の
よ
う
に
経
験
と
し
て
蓄
積
し
て
き
た
か
と
い
う
こ
と
だ
と

思
い
ま
す
。
こ
う
い
っ
た
蓄
積
が
な
け
れ
ば
、
そ
の
発
信
も
で
き
な

い
わ
け
で
す
か
ら
。

そ
の
意
味
か
ら
、
海
外
の
現
場
を
職
員
が
実
地
に
見
る
こ
と
で
、

そ
れ
を
今
度
は
日
赤
の
地
域
レ
ベ
ル
の
事
業
に
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
す

る
こ
と
も
大
き
な
狙
い
の
一
つ
で
す
。
地
域
に
溶
け
込
ん
だ
事
業
が

い
か
に
展
開
で
き
る
か
が
、
ひ
い
て
は
赤
十
字
へ
の
信
頼
に
も
つ
な

が
る
の
で
あ
り
、
将
来
の
日
赤
の
国
内
外
の
事
業
の
発
展
の
た
め
に

も
、
こ
う
し
た
国
際
赤
十
字
の
強
み
を
切
り
口
に
利
用
し
て
い
き
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
。

地
域
で
求
め
ら
れ
る
事
業
の
積
極
的
な
展
開
が
冒
頭
で
お
話
し
し

た
「
価
値
命
題
（Value Proposition

）」、
つ
ま
り
人
々
か
ら
求
め
ら
れ
る

そ
の
団
体
の
価
値
に
な
っ
て
い
く
の
だ
と
思
い
ま
す
。

求
め
ら
れ
る
行
動
変
容

―
コ
ロ
ナ
禍
の
中
で
、
新
た
な
生
活
様
式
な
ど
が
日
本
人
に
も
求

め
ら
れ
て
い
ま
す
。
赤
十
字
に
は
ど
の
よ
う
な
行
動
変
容
が
求

め
ら
れ
て
い
ま
す
か
。

田
中　

世
界
保
健
機
関
（
Ｗ
Ｈ
Ｏ
）
は
、
健
康
を
次
の
よ
う
に
定
義
し

て
い
ま
す
。

『H
ealth is a state of com

plete physical, m
ental and social w

ell- 

being and not m
erely the absence of disease or infirm

ity. 

』

「
健
康
と
は
、
病
気
で
な
い
と
か
、
弱
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で

は
な
く
、
肉
体
的
に
も
、
精
神
的
に
も
、
そ
し
て
社
会
的
に
も
、
す

べ
て
が
満
た
さ
れ
た
状
態
に
あ
る
こ
と
を
言
う
。（
日
本
Ｗ
Ｈ
Ｏ
協
会

訳
）」
と
い
う
も
の
で
す
。
こ
の
肉
体
的
、
精
神
的
な
部
分
は
、
さ
て

お
き
、
社
会
的
な
部
分
に
日
赤
は
ど
う
関
与
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う

か
。
今
回
の
新
型
コ
ロ
ナ
の
感
染
に
関
し
て
、
日
赤
は
、「
三
つ
の
感

染
症
」
と
し
て
、
感
染
に
か
か
る
不
安
や
差
別
に
も
踏
み
込
ん
だ
発
信

を
し
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
差
別
を
生
む
可
能
性
に
対
し
て
発
信
し

て
い
く
こ
と
も
い
わ
ゆ
る
社
会
的
な
部
分
で
の
役
割
に
な
り
ま
す
。

「
三
つ
の
感
染
症
」
の
図
に
あ
る
よ
う
に
（
図
１
）、
社
会
的
な
発
信
は
、

感
染
症
そ
の
も
の
の
拡
散
を
防
ぐ
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。
感
染
症
へ

　図 1　「三つの感染症はどうつながっているか」

CBHFA
（地域住民参加型保健：Community-Based Health and First Aid の

略称）

　〔CBHFA の構成〕

　①　救急法（応急手当）の普及

　②　行動変容のためのコミュニケーション

　③　生活習慣病（心疾患、糖尿病等）

　④　健康教育（急性呼吸器疾患、栄養・衛生行動）

　⑤　心理社会的支援

　⑥　暴力防止

　⑦　交通安全

　⑧　薬物乱用防止

図 2　「Community-BasedHealthFirstAid」



世界の人々から「救うを託される」日赤に　9495　人道研究ジャーナルvol.10　トップインタビュー

の
対
処
は
ま
さ
に
日
赤
で
言
え
ば
病
院
の
大
き
な
役
割
に
な
る
の
で

す
が
、
社
会
的
な
発
信
な
ど
は
病
院
で
な
く
て
も
で
き
る
わ
け
で
す
。

い
か
に
地
域
で
求
め
ら
れ
る
こ
と
を
行
っ
て
い
く
か
と
い
う
こ
と

で
、「C

om
m

unity-B
ased H

ealth First Aid 

（C
B

H
FA

）」（
図
２
）

に
あ
る
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
ケ
ガ
人
や
急
病
人
に
対
す
る
救
命
手
当

や
応
急
手
当
な
ど
の
救
急
法
の
普
及
の
み
な
ら
ず
、
健
康
教
育
な
ど

地
域
に
根
差
し
た
様
々
な
活
動
が
海
外
の
赤
十
字
社
で
は
展
開
さ
れ

て
い
ま
す
。

日
赤
が
関
わ
っ
て
い
る
ル
ワ
ン
ダ
、
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
、
中
東
な
ど

で
も
多
く
の
事
業
地
で
行
わ
れ
て
い
る
の
が
こ
の
Ｃ
Ｂ
Ｈ
Ｆ
Ａ
で
す
。

例
え
ば
「
行
動
変
容
の
た
め
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
は
、
先
ほ

ど
触
れ
た
差
別
を
な
く
す
よ
う
な
働
き
か
け
な
ど
を
含
み
ま
す
。
ま

た
「
生
活
習
慣
病
」
を
な
く
す
啓
発
や
「
健
康
教
育
」
も
、
医
者
だ
け
が

行
う
の
で
は
な
く
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
も
そ
の
役
割
を
担
い
ま
す
。
さ

ら
に
「
心
理
社
会
的
支
援
」
な
ど
従
来
私
た
ち
が
知
っ
て
い
る
救
急

法
の
枠
を
超
え
て
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
軸
と
し
て
行
動
変
容
を
促
す

よ
う
な
活
動
を
実
際
に
行
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
日
本
で
も
ニ
ー

ズ
の
あ
る
活
動
だ
と
思
い
ま
す
。
確
か
に
日
本
で
は
日
赤
だ
け
で
な

く
、
様
々
な
担
い
手
が
そ
れ
ぞ
れ
対
応
し
て
い
る
部
分
は
あ
り
ま
す

が
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
る
き
め
細
か
い
発
信
な
ど
は
、
ま
だ
ま
だ

地
域
の
中
で
求
め
ら
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
し
、
と
り
わ
け
行
動
変

容
の
た
め
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
は
、
こ
れ
か
ら
の
日
赤
に

ふ
さ
わ
し
い
活
動
の
一
つ
に
な
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

こ
の
例
で
記
憶
に
新
し
い
と
こ
ろ
で
は
、
ア
フ
リ
カ
で
の
エ
ボ
ラ

出
血
熱
の
感
染
拡
大
を
防
ぐ
赤
十
字
の
取
り
組
み
で
し
た
。
西
ア
フ

リ
カ
の
シ
エ
ラ
レ
オ
ネ
や
リ
ベ
リ
ア
な
ど
で
、
防
護
服
を
着
た
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
が
活
動
し
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
起
き
た
こ
と
の
一
つ
に
、

エ
ボ
ラ
出
血
熱
感
染
症
の
活
動
に
携
わ
っ
た
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
自
身
が

差
別
を
受
け
た
と
い
う
実
例
が
あ
り
ま
し
た
。
感
染
症
患
者
に
近
づ

く
と
ス
テ
ィ
グ
マ
（
社
会
的
差
別
の
刻
印
、
汚
名
）
を
受
け
る
と
い
う
恐

れ
か
ら
、
病
院
に
行
か
な
か
っ
た
り
症
状
を
隠
す
と
い
う
こ
と
が
起

こ
っ
た
の
で
す
。
当
然
そ
の
こ
と
で
感
染
は
拡
大
し
て
い
く
。
ま
た

現
地
の
人
は
、
亡
く
な
っ
た
方
の
体
を
素
手
で
丁
寧
に
洗
っ
て
悼
む

風
習
が
あ
り
、
エ
ボ
ラ
の
場
合
に
も
そ
れ
が
感
染
拡
大
の
要
因
と
な

り
ま
し
た
。
そ
こ
で
赤
十
字
が
行
っ
た
の
は
「
尊
厳
あ
る
埋
葬
」
と
い

う
取
り
組
み
で
し
た
。
遺
体
に
触
れ
て
死
者
を
弔
う
風
習
が
あ
る
中
、

そ
の
こ
と
の
感
染
リ
ス
ク
を
説
明
し
、
説
得
を
重
ね
、
結
果
と
し
て

埋
葬
は
赤
十
字
に
任
せ
て
も
ら
う
こ
と
に
至
り
ま
し
た
。
遺
体
を
消

毒
し
、
そ
の
ま
ま
で
は
と
て
も
無
機
質
に
見
え
る
遺
体
袋
に
白
い
木

綿
の
布
を
巻
い
て
土
に
埋
葬
す
る
「
尊
厳
あ
る
埋
葬
」
を
行
う
こ
と
に

よ
っ
て
、
遺
体
に
手
を
触
れ
て
弔
う
と
い
う
行
動
の
代
用
と
し
、
そ

の
変
容
を
試
み
た
の
で
す
。
こ
う
し
た
例
は
そ
の
人
の
命
に
直
結
す

る
も
の
で
あ
り
、
行
動
変
容
が
い
か
に
大
切
か
を
ご
理
解
い
た
だ
け

る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
役
割
の
強
化

―
赤
十
字
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
役
割
を
重
視
し
、
そ
の
位
置
づ
け

を
強
化
し
て
い
る
と
伺
い
ま
し
た
。

田
中　

赤
十
字
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
重
視
す
る
の
は
、
赤
十
字

の
基
本
原
則
の
一
つ
の
「
奉
仕
」
と
い
う
原
点

―
「
苦
し
む
人
を
救

い
た
い
」
と
い
う
想
い
に
お
い
て
、「
見
返
り
」
や
「
ト
レ
ー
ド
オ
フ
の

関
係
」
と
い
っ
た
も
の
を
望
ま
な
い

―
に
立
ち
返
る
も
の
と
言
え

ま
す
。
こ
れ
は
紛
争
地
帯
の
活
動
で
も
同
様
で
す
。
し
か
し
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
が
継
続
的
に
活
動
を
し
て
い
く
た
め
に
は
、単
に
原
則
に
従
っ

て
い
る
（
も
っ
ぱ
ら
そ
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
精
神
に
依
存
す
る
）
と
い
う
だ
け

で
は
な
く
、
彼
ら
の
権
利
や
義
務
を
考
え
る
な
ら
ば
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
の
位
置
づ
け
を
適
切
に
明
確
化
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

そ
こ
で
日
赤
の
近
衞
前
社
長
（
現
名
誉
社
長
）
が
、
連
盟
の
会
長
だ
っ

た
時
に
策
定
し
た
の
が
「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
憲
章
」
で
し
た
。
こ
れ
は
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
と
よ
り
良
く
共
働
す
る
た
め
の
も
の
で
す
。
様
々
な
原

則
も
書
か
れ
て
い
る
中
で
、
義
務
、
そ
し
て
特
に
権
利
に
つ
い
て
書

か
れ
て
い
る
部
分
が
あ
り
ま
す
。

例
え
ば
「
我
々
は
、
人
々
の
苦
痛
を
軽
減
す
る
こ
と
に
努
め
、
彼

ら
の
ニ
ー
ズ
に
の
み
従
い
、
そ
の
中
で
最
も
喫
緊
の
課
題
に
取
り
組

み
ま
す
」
や
「
ど
ん
な
理
由
に
お
い
て
も
人
々
を
差
別
し
ま
せ
ん
」
な

ど
は
義
務
に
つ
い
て
の
も
の
で
す
が
、「
我
々
は
、
我
々
の
（
赤
十
字
）

標
章
が
、
自
ら
を
危
害
か
ら
守
っ
て
く
れ
る
こ
と
を
信
じ
て
い
ま
す
」

や
「
我
々
は
、
各
赤
十
字
・
赤
新
月
社
に
対
し
、
我
々
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
の
参
加
、
保
護
、
尊
厳
を
保
障
し
、
そ
し
て
我
々
が
人
道
的
使
命

を
成
し
遂
げ
る
た
め
に
必
要
な
手
段
と
支
援
を
提
供
す
る
よ
う
求
め

ま
す
」
な
ど
は
権
利
に
言
及
し
た
も
の
で
す
。
特
に
こ
こ
で
言
う
「
参

加
」
は
、
単
に
言
わ
れ
て
活
動
に
参
加
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、

自
ら
活
動
を
行
う
だ
け
で
な
く
、
必
要
な
発
言
を
し
て
い
く
こ
と
も

含
め
て
「
参
加
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。

こ
う
い
っ
た
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
権
利
や
義
務
に
つ
い
て
連
盟
と

し
て
統
一
し
た
も
の
を
作
成
し
た
の
が
近
衞
会
長
の
と
き
で
し
た
。

二
〇
一
九
年
の
一
二
月
に
国
際
会
議
が
あ
り
、
連
盟
だ
け
で
は
な
く

赤
十
字
国
際
委
員
会
（
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
）
も
含
め
、
赤
十
字
運
動
全
体
と
し

て
こ
の
憲
章
が
採
択
さ
れ
ま
し
た
。

憲
章
そ
の
も
の
は
あ
る
意
味
抽
象
的
な
表
現
が
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

こ
れ
を
ま
と
め
る
過
程
で
は
様
々
な
議
論
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の

争
点
の
一
つ
が
「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
は
、
紛
争
地
域
な
ど
危
険
な
と
こ
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ろ
で
あ
っ
て
も
な
ぜ
活
動
を
継
続
し
て
い
く
の
か
」
と
い
う
こ
と
で

す
。
彼
ら
は
何
を
欲
し
て
い
る
の
か
。
そ
の
解
を
導
く
べ
く
、
中
央

ア
フ
リ
カ
共
和
国
赤
十
字
社
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
対
象
に
ア
ン
ケ
ー

ト
を
行
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。

「
三
カ
月
以
上
の
休
止
期
間
を
空
け
ず
に
活
動
を
続
け
ま
し
た
か
」

に
対
し
て
、
六
〇
名
中
、「
は
い
＝
継
続
し
て
い
る
」
が
三
七
名
、「
い

い
え
＝
継
続
で
き
て
い
な
い
」
が
二
三
名
で
す
。

続
く
質
問
が
「
あ
な
た
の
活
動
は
、
赤
十
字
社
に
適
切
に
認
め
ら

れ
て
（
表
彰
や
適
切
な
評
価
を
さ
れ
て
）
い
ま
す
か
」
で
は
、
上
で
継
続
組

三
七
名
の
う
ち「
は
い
」が
三
五
名
、非
継
続
組
二
三
名
の
う
ち「
は
い
」

が
一
八
名
で
す
。　

ま
た
「
あ
な
た
の
活
動
は
、
あ
な
た
が
支
援
す
る
地
域
の
人
々
か

ら
適
切
に
認
め
ら
れ
て
（
感
謝
や
適
切
な
評
価
を
さ
れ
て
）
い
ま
す
か
」
で

は
、
継
続
組
の
「
は
い
」
が
三
七
名
、
非
継
続
組
の
「
は
い
」
が
二
〇
名

で
す
。
つ
ま
り
そ
の
活
動
が
「
適
切
に
認
め
ら
れ
て
い
る
」
と
感
じ
て

い
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
方
が
困
難
な
状
況
に
あ
っ
て
も
、
活
動
の
継

続
に
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
が
デ
ー
タ
か
ら
分
か
り
ま
す
。
ま
た
自

分
の
活
動
が
紛
争
で
疲
弊
し
た
地
域
社
会
の
再
生
や
復
興
に
貢
献
し

て
い
る
こ
と
を
自
ら
認
識
す
る
こ
と
も
大
事
な
動
機
に
つ
な
が
り
ま

す
。
こ
う
い
っ
た
議
論
を
経
て
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
憲
章
は
出
来
上
が
っ

た
の
で
す
。

日
赤
全
体
で
も
こ
の
憲
章
の
趣
旨
を
十
分
に
理
解
し
、
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
と
の
適
切
な
共
働
を
目
指
す
必
要
が
あ
り
ま
す
。

コ
ロ
ナ
禍
の
中
の
国
際
救
援

―
昨
年
か
ら
コ
ロ
ナ
禍
が
世
界
を
席
巻
し
て
い
ま
す
が
、
こ
う
し

た
時
代
の
赤
十
字
の
救
援
活
動
は
ど
う
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。

田
中　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
す
る
脅
威
の
下
で
の
救
援
の

あ
り
方
は
、
今
ま
さ
に
議
論
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
影
響

を
被
る
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

ま
ず
航
空
機
の
運
航
が
制
限
さ
れ
れ
ば
、
現
地
へ
の
要
員
派
遣
や

必
要
な
Ｅ
Ｒ
Ｕ
機
材
の
迅
速
な
運
搬
も
で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
必
要
な

物
資
の
供
給
も
制
限
さ
れ
る
こ
と
が
十
分
に
予
想
さ
れ
ま
す
。
政
治

的
特
例
が
な
け
れ
ば
、
入
国
に
際
し
て
二
週
間
近
く
留
め
置
か
れ
る

こ
と
も
十
分
あ
り
得
ま
す
。
幸
い
な
こ
と
に
、
今
の
と
こ
ろ
甚
大
な

災
害
な
ど
は
起
き
て
い
ま
せ
ん
が
、
二
〇
〇
四
年
末
の
ス
マ
ト
ラ
地

震
級
の
大
き
な
災
害
が
起
こ
れ
ば
、
か
な
り
の
支
障
が
生
じ
る
こ
と

は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
従
来
型
の
国
際
支
援
の
メ
カ
ニ

ズ
ム
に
大
き
な
課
題
を
突
き
付
け
ら
れ
て
い
る
状
況
で
す
。

た
だ
そ
こ
で
言
え
る
こ
と
は
、
地
元
の
力
が
や
は
り
大
事
だ
と
い

う
こ
と
で
す
。
コ
ロ
ナ
に
関
す
る
活
動
で
も
、
一
九
二
の
赤
十
字
・

赤
新
月
社
の
う
ち
一
五
〇
以
上
の
社
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
中
心
に
何

ら
か
の
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

一
例
と
し
て
、
ウ
ガ
ン
ダ
で
は
、
体
温
測
定
な
ど
の
ス
ク
リ
ー
ニ

ン
グ
、
中
国
で
は
、
コ
ロ
ナ
の
救
急
患
者
の
搬
送
、
セ
ル
ビ
ア
で
は
、

家
で
自
主
隔
離
し
て
生
活
を
送
る
高
齢
者
に
対
し
て
食
糧
を
届
け
る

活
動
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
で
は
（
コ
ロ
ナ
患
者
や
感
染
の
疑
い
の
あ
る
人
な
ど
に

対
す
る
）
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
活
動
な
ど
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
レ
バ
ノ
ン
や
ガ
ザ
で
は
、
日
赤
が
現
地
で
支
援
し
て
き

　戸別訪問で手洗いの仕方を教える避難民
　ボランティア (バングラデシュ )　

手洗いセッションを行うパレスチナ
赤新月社のボランティア
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た
活
動
も
、
そ
れ
に
携
わ
っ
て
き
た
日
赤
の
要
員
が
帰
国
し
た
た
め
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
連
絡
し
合
い
、
現
地
の
事
業
運
営
を
遠
隔
で
継

続
し
て
い
ま
す
。
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
で
は
、
南
部
避
難
民
へ
の
日
赤

の
支
援
が
間
も
な
く
三
年
目
を
迎
え
ま
す
が
、
現
在
で
も
バ
ン
グ
ラ

デ
シ
ュ
赤
新
月
社
の
医
療
ス
タ
ッ
フ
が
医
療
活
動
を
継
続
し
て
い
ま

す
し
、
避
難
民
出
身
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
現
地
で
Ｃ
Ｂ
Ｈ
Ｆ
Ａ
を
実

施
し
て
い
ま
す
。
い
わ
ば
日
赤
が
現
地
で
行
っ
た
Ｃ
Ｂ
Ｈ
Ｆ
Ａ
の
普

及
や
研
修
に
よ
っ
て
育
成
さ
れ
た
人
材
に
よ
り
活
動
が
継
続
さ
れ
て

い
る
と
い
う
点
は
、
私
た
ち
に
と
っ
て
大
き
な
誇
り
と
も
い
え
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
状
況
が
戻
れ
ば
、
日
赤
か
ら
も
要
員
派
遣
と
活
動
を
再

開
す
る
予
定
で
す
。

日
赤
は
こ
れ
ま
で
連
盟
の
創
設
に
関
わ
っ
た
五
つ
の
赤
十
字
社
の

一
つ
と
し
て
、
ま
た
近
衞
名
誉
社
長
が
連
盟
会
長
と
し
て
活
躍
し
た

赤
十
字
社
で
も
あ
り
ま
す
。
連
盟
か
ら
受
け
る
恩
恵
も
多
い
で
す
が
、

連
盟
を
強
化
す
る
こ
と
に
貢
献
す
る
役
割
も
あ
り
ま
す
し
、リ
ー
ダ
ー

シ
ッ
プ
を
発
揮
す
る
こ
と
も
求
め
ら
れ
ま
す
。

総
じ
て
い
え
ば
、
日
赤
の
人
材
や
技
術
な
ど
の
資
源
を
国
際
赤
十

字
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
通
じ
て
最
大
限
活
用
し
、
さ
ら
に
は
国
内
事

業
で
永
年
蓄
積
し
て
き
た
知
見
を
も
つ
オ
ー
ル
日
赤
の
力
で
、
複
雑

化
す
る
人
道
課
題
に
対
し
て
、
そ
の
責
務
を
果
た
し
て
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

 

（
聞
き
手

：

日
本
赤
十
字
国
際
人
道
研
究
セ
ン
タ
ー
事
務
局 

畑
厚
彦
）

は
じ
め
に
―
イ
ス
ラ
ム
世
界
と
赤
十
字
の
相
克

世
界
第
四
位
の
二
億
七
、〇
〇
〇
万
の
人
口
を
抱
え
る
イ
ン
ド
ネ

シ
ア
共
和
国
は
、
世
界
最
大
の
イ
ス
ラ
ム
教
徒
人
口
を
抱
え
る
国
で

も
あ
る
。
イ
ス
ラ
ム
教
と
い
え
ば
一
般
的
に
中
東
の
国
々
の
宗
教
と

思
わ
れ
が
ち
だ
が
、
実
は
南
ア
ジ
ア
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
パ
キ
ス
タ
ン
、

イ
ン
ド
、
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
の
四
カ
国
だ
け
で
世
界
の
イ
ス
ラ
ム
人

口
の
約
半
数
の
八
億
人
を
占
め
る
世
界
最
大
の
イ
ス
ラ
ム
圏
と
も
い

え
る
。
そ
の
信
徒
数
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
国
々
の
頂
点
に
立
つ
の

が
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
和
国
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
国
の
赤
十
字
組
織
は
、
他
の
多
く
の
イ
ス
ラ
ム
教

の
国
々
と
異
な
り
、
赤
新
月
で
は
な
く
赤
十
字
の
名
称
と
標
章
を
設

立
以
来
、
使
用
し
続
け
て
き
た
。
そ
の
背
景
に
あ
る
理
念
は
、
多
元

主
義
を
貫
き
寛
容
な
社
会
の
実
現
を
模
索
し
て
き
た
イ
ン
ド
ネ
シ
ア

の
国
是
パ
ン
チ
ャ
シ
ラ
の
理
念
と
深
く
関
っ
て
い
る
。
し
か
し
、近
年
、

世
界
的
な
イ
ス
ラ
ム
勢
力
の
台
頭
の
中
で
、
イ
ス
ラ
ム
社
会
で
赤
十

字
標
章
を
使
用
し
続
け
る
同
国
赤
十
字
社
へ
の
風
当
た
り
は
弱
く
な

い
。本

稿
で
は
、
イ
ス
ラ
ム
圏
と
赤
新
月
標
章
使
用
の
現
状
を
概
観
し

た
上
で
、
非
寛
容
さ
が
増
幅
す
る
社
会
の
中
で
懸
命
に
赤
十
字
標
章

の
使
用
を
続
け
る
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
赤
十
字
の
歴
史
と
現
状
に
つ
い
て

考
察
す
る
。
ま
ず
第
一
章
で
は
、
多
く
の
イ
ス
ラ
ム
教
の
国
々
で
赤

十
字
標
章
の
代
わ
り
に
使
用
さ
れ
る
赤
新
月
（
赤
の
三
日
月
）
標
章
と
イ

ス
ラ
ム
世
界
の
現
状
を
概
観
し
、
第
二
章
で
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共

和
国
と
同
国
赤
十
字
社
の
現
代
史
を
紐
解
き
な
が
ら
、
保
守
化
す
る

防護服に身を包みキャンプ一二にある日赤の診療所で診療を
続けるバングラデシュ赤新月社スタッフ（バングラデシュ）

© パングラデシュ赤新月社

イ
ス
ラ
ム
世
界
と
赤
十
字
の
共
生

井
上
忠
男

日
本
赤
十
字
国
際
人
道
研
究
セ
ン
タ
ー
所
長

（
日
本
赤
十
字
秋
田
看
護
大
学
特
任
教
授
）

―
多
元
国
家
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
と
パ
ン
チ
ャ
シ
ラ
の
視
点
か
ら

論
　
考
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イ
ス
ラ
ム
社
会
の
中
で
赤
十
字
標
章
を
死
守
し
よ
う
と
闘
う
イ
ン
ド

ネ
シ
ア
赤
十
字
の
現
在
を
俯
瞰
す
る
。

第
一
章　

イ
ス
ラ
ム
世
界
に
お
け
る 

　
　

赤
新
月
標
章
の
現
状

国
際
赤
十
字
・
赤
新
月
運
動
（
以
下
、「
赤
十
字
運
動
」）
は
世
界

一
九
二
カ
国
（
二
〇
二
〇
年
一
二
月
現
在
）
が
加
盟
す
る
世
界
最
大
の
人

道
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
あ
る
。
そ
の
加
盟
社
の
ほ
と
ん
ど
は
赤
十
字
の

名
称
と
標
章
を
使
用
す
る
が
、イ
ス
ラ
ム
教
徒
が
多
数
を
占
め
る
国
々

で
は
赤
新
月
を
使
用
す
る
国
が
多
い
。
現
在
、
赤
新
月
の
名
称
・
標

章
を
使
用
す
る
国
は
三
三
カ
国
と
一
自
治
政
府
に
及
び
、
そ
の
多
く

が
憲
法
等
で
イ
ス
ラ
ム
教
を
国
教
と
規
定
し
て
い
る
が
、
そ
う
で
な

い
国
も
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
が
人
口
の
大
多
数
を
占

め
る
国
を
以
下
の
よ
う
に
三
分
類
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
赤
新
月
標
章
ま

た
は
赤
十
字
標
章
の
使
用
状
況
を
概
観
す
る
。

⑴
イ
ス
ラ
ム
教
を
国
教
と
し
、
赤
新
月
を
使
用
す
る
国（
二
五
カ
国
・

一
自
治
政
府
）

こ
れ
ら
の
国
々
は
憲
法
等
で
イ
ス
ラ
ム
教
を
国
教
と
定
め
る
か
、

イ
ス
ラ
ム
法
を
実
施
し
て
い
る
国
々
で
あ
り
、
中
東
、
北
ア
フ
リ
カ

の
多
く
の
国
と
ア
フ
リ
カ
・
ア
ジ
ア
の
一
部
の
国
々
が
こ
れ
に
該
当

す
る
。

こ
れ
ら
の
国
々
は
、
ア
ラ
ブ
首
長
国
連
邦
（
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
人
口
比

率

：

六
二
％
）１

、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
（
九
九
・
七
％
）、
イ
エ
メ
ン
（
一
〇
〇
％
）、

イ
ラ
ク
（
九
九
％
）、
イ
ラ
ン
（
九
九
・
三
％
）、
エ
ジ
プ
ト
（
九
〇
％
）、
カ

タ
ー
ル
（
八
三
％
）、
ク
ウ
ェ
ー
ト
（
七
六
・
七
％
）、
コ
モ
ロ
（
九
八
・
四
％
）、

サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
（
九
四
％
）、
ジ
ブ
チ
（
九
四
・
一
％
）、
ス
ー
ダ
ン

（
六
八
・
六
％
）、ソ
マ
リ
ア（
九
九
％
）、チ
ュ
ニ
ジ
ア（
九
九
％
）、バ
ー
レ
ー

ン
（
七
〇
％
）、
モ
ー
リ
タ
ニ
ア
（
九
九
・
一
％
）、
モ
ロ
ッ
コ
（
九
九
％
）、

ヨ
ル
ダ
ン
（
九
七
・
二
％
）、
リ
ビ
ア
（
九
六
・
六
％
）
の
一
九
カ
国
、
及
び

ア
ジ
ア
の
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
（
九
九
％
）、
パ
キ
ス
タ
ン
（
九
六
・
四
％
）、

バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
（
八
九
・
一
％
）、
ブ
ル
ネ
イ
（
七
八
・
八
％
）、
マ
レ
ー

シ
ア
（
六
一
・
三
％
）、
モ
ル
ジ
ブ
（
一
〇
〇
％
）
の
六
カ
国
で
あ
る
。
こ

れ
ら
イ
ス
ラ
ム
教
を
国
教
と
す
る
国
は
例
外
な
く
赤
新
月
標
章
を
使

用
す
る
。

こ
の
他
、
パ
レ
ス
チ
ナ
自
治
政
府
（
二
〇
一
三
年
一
月
、
パ
レ
ス
チ
ナ

国
に
改
名
し
た
が
日
本
は
未
承
認
。
国
連
未
加
盟
）２

の
赤
新
月
社
も
こ
れ

に
分
類
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
国
々
の
イ
ス
ラ
ム
教
徒
は
人
口
の
八
割
か
ら
九
割
以

上
を
占
め
、
七
割
以
下
の
マ
レ
ー
シ
ア
（
六
一
・
三
％
）、
ス
ー
ダ
ン

（
六
八
・
六
％
）
は
イ
ス
ラ
ム
教
国
と
し
て
は
比
較
的
に
比
率
が
少
な
い
。

【
国
旗
と
赤
新
月
の
関
係
】

こ
れ
ら
の
国
々
は
国
旗
の
デ
ザ
イ
ン
に
「
三
日
月
」
を
配
す
る
国

が
多
い
が
、
ジ
ブ
チ
、
ソ
マ
リ
ア
、
ス
ー
ダ
ン
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
、

バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
、
バ
ー
レ
ー
ン
、
イ
ラ
ク
、
ヨ
ル
ダ
ン
、
モ
ロ
ッ

コ
、
カ
タ
ー
ル
、
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
、
シ
リ
ア
、
ア
ラ
ブ
首
長
国
連
邦
、

イ
エ
メ
ン
の
国
々
は
、
国
旗
に
三
日
月
を
描
い
て
い
な
い
。

⑵
イ
ス
ラ
ム
教
は
国
教
で
は
な
い
が
、赤
新
月
を
使
用
す
る
国（
８
カ
国
）

第
二
の
国
々
は
、
イ
ス
ラ
ム
教
を
国
教
と
定
め
て
い
な
い
が
、
イ

ス
ラ
ム
教
徒
の
人
口
が
国
の
大
多
数
を
占
め
る
国
々
で
あ
る
。
中
央

ア
ジ
ア
の
ほ
と
ん
ど
の
国
が
こ
れ
に
該
当
す
る
。
具
体
的
に
は
ト
ル

コ
（
九
九
・
五
％
）、
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
（
九
三
％
）、
カ
ザ
フ
ス
タ
ン

（
七
〇
・
二
％
）、
キ
ル
ギ
ス
（
六
〇
・
八
％
）、
タ
ジ
キ
ス
タ
ン
（
八
二
％
）、

ト
ル
ク
メ
ニ
ス
タ
ン
（
八
七
・
二
％
）、
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
（
七
六
・
二
％
）

で
あ
り
、
こ
れ
に
中
東
の
シ
リ
ア
（
八
五
％
）
が
入
り
八
カ
国
と
な
る
。

ト
ル
コ
は
世
界
で
最
初
に
赤
十
字
運
動
に
加
盟
し
た
イ
ス
ラ
ム
教

国
で
あ
る
が
、
ア
タ
チ
ュ
ル
ク
の
ト
ル
コ
革
命
に
よ
り
一
九
二
三
年
、

イ
ス
ラ
ム
教
を
国
教
と
す
る
憲
法
条
文
が
削
除
さ
れ
、
以
後
、
イ
ス

ラ
ム
教
は
国
教
で
は
な
い
。
ま
た
イ
ス
ラ
ム
教
を
国
教
と
し
て
き
た

ス
ー
ダ
ン
は
、
近
年
、「
宗
教
で
人
を
差
別
す
べ
き
で
な
い
」
と
し

て
民
主
化
と
政
教
分
離
路
線
に
舵
を
切
り
、
ス
ー
ダ
ン
暫
定
政
権
は

二
〇
二
〇
年
八
月
三
一
日
、
反
政
府
勢
力
ス
ー
ダ
ン
革
命
戦
線
（
Ｓ
Ｒ

Ｆ
）
と
の
間
で
バ
シ
ル
政
権
以
来
三
〇
年
続
い
た
イ
ス
ラ
ム
教
の
国
教

と
し
て
の
地
位
を
破
棄
す
る
協
定
に
合
意
し
た

３

。

こ
れ
ら
の
国
々
の
中
で
ト
ル
コ
、
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
、
ト
ル
ク

メ
ニ
ス
タ
ン
、
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
は
国
旗
に
赤
の
三
日
月
を
配
す
る

が
、
そ
の
他
の
国
の
国
旗
に
は
三
日
月
は
描
か
れ
て
い
な
い
。

⑶
イ
ス
ラ
ム
教
徒
が
人
口
の
大
半
を
占
め
る
が
赤
十
字
を
使
用
す
る
国

こ
れ
ら
の
国
々
の
代
表
格
は
、
二
億
七
、〇
〇
〇
万
の
人
口
を
擁

す
る
世
界
最
大
の
イ
ス
ラ
ム
教
国
家
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
和
国
で
あ
る
。

同
国
の
人
口
の
八
七
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
は
イ
ス
ラ
ム
教
徒
で
あ
る
が
、

同
国
の
赤
十
字
組
織
は
創
設
以
来
、
赤
十
字
の
名
称
と
標
章
を
使
用

し
て
き
た
。
そ
の
背
景
と
現
状
つ
い
て
は
第
二
章
で
考
察
す
る
。

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
赤
十
字
社
の
よ
う
な
例
は
決
し
て
珍
し
く
な
く
、

イ
ス
ラ
ム
教
徒
が
国
民
の
大
半
を
占
め
る
ア
ル
バ
ニ
ア
（
八
一
・
一
％
）、

ガ
ン
ビ
ア
（
九
六
％
）、
ギ
ニ
ア
（
八
六
・
七
％
）、
シ
エ
ラ
レ
オ
ネ

（
六
五
％
）、
セ
ネ
ガ
ル
（
九
五
％
）、
ニ
ジ
ェ
ー
ル
（
九
〇
％
）、
マ
リ

赤新月標章
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（
九
四
・
八
％
）
も
赤
十
字
標
章
を
使
用
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
国
々
が

赤
十
字
標
章
を
使
用
す
る
理
由
は
不
明
だ
が
、旧
宗
主
国
で
あ
る
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
諸
国
の
キ
リ
ス
ト
教
文
化
の
影
響
も
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
別

図
か
ら
も
示
唆
さ
れ
る
よ
う
に
イ
ス
ラ
ム
教
徒
人
口
比
率
の
多
寡
は

必
ず
し
も
赤
新
月
標
章
採
用
の
根
拠
と
な
っ
て
い
な
い
。

そ
の
他
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
が
大
多
数
を
占
め
る
オ
マ
ー
ン

（
八
五
・
九
％
）
と
コ
ソ
ボ
（
九
五
・
六
％
）
は
、
二
〇
二
〇
年
一
二
月
末

現
在
、
唯
一
の
公
認
さ
れ
た
赤
十
字
・
赤
新
月
組
織
は
存
在
し
な
い
。

な
お
、
中
東
の
レ
バ
ノ
ン
（
五
四
％
）
は
イ
ス
ラ
ム
教
徒
が
過
半
数
を

占
め
る
が
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
も
半
数
近
く
を
占
め
る
こ
と
か
ら
は
通

常
、
イ
ス
ラ
ム
教
国
に
区
分
さ
れ
な
い
。

第
二
章　

イ
ス
ラ
ム
社
会
で
生
き
る　
　

　
　

 

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
赤
十
字

⑴
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
独
立
と
パ
ン
チ
ャ
シ
ラ
原
則

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
和
国
は
、
世
界
第
四
位
の
二
億
七
、〇
〇
〇
万

の
人
口
と
世
界
最
大
の
イ
ス
ラ
ム
教
徒
人
口
を
擁
す
る
国
家
で
あ
る
。

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
呼
称
は
、
こ
の
地
域
を
「
イ
ン
ド
の
島
々
」「
オ
ラ

ン
ダ
領
東
イ
ン
ド
」
と
呼
ん
で
植
民
地
化
し
た
オ
ラ
ン
ダ
（
欧
州
人
）
の

呼
称
に
遡
り
、
歴
史
的
に
多
言
語
多
民
族
が
共
存
し
て
き
た
こ
の
地

域
の
住
人
に
は
元
来
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
と
い
う
一
つ
の
国
家
概
念
は

な
か
っ
た
。

国
家
と
し
て
の
独
立
は
、
七
五
年
前
の
日
本
の
敗
戦
に
遡
る

一
九
四
五
年
八
月
一
七
日
の
独
立
宣
言
で
初
代
大
統
領
に
ス
カ
ル
ノ

（
こ
れ
が
フ
ル
ネ
ー
ム
。
姓
名
の
区
別
は
な
い
）
が
就
任
し
た
時
に
始
ま
る
。

こ
の
時
の
独
立
準
備
委
員
会

４

で
ス
カ
ル
ノ
が
公
表
し
た
建
国
五
原
則

「
パ
ン
チ
ャ
シ
ラ
（Pancashila

）」
は
、
一
九
四
五
年
憲
法
前
文
に
明
記

さ
れ
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
和
国
の
国
是
と
し
て
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
社
会

の
基
盤
を
支
え
る
原
則
と
し
て
維
持
さ
れ
て
き
た
。

パ
ン
チ
ャ
シ
ラ
と
は
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
「
五
つ
（Panca

）
の

原
則
（Shila

）」
を
意
味
し
、
そ
れ
ら
は
①
唯
一
神
へ
の
信
仰　

②
公
正

で
文
明
化
さ
れ
た
人
道
主
義
（K

em
anusiaan yang A

dil dan Beradab

）　

③
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
統
一　

④
代
議
制
の
熟
議
に
よ
る
全
会
一
致

５

の

叡
智
に
導
か
れ
る
民
主
主
義　

⑤
す
べ
て
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
国
民
の

た
め
の
社
会
正
義　

の
五
つ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
国
家
存
立
の
基
本

原
則
で
あ
る
と
と
も
に
、
個
々
の
国
民
の
生
活
指
針
と
し
て
も
影
響

力
を
持
つ
と
さ
れ
る

６

。

圧
倒
的
多
数
の
イ
ス
ラ
ム
教
徒
を
抱
え
な
が
ら
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア

は
な
ぜ
イ
ス
ラ
ム
教
を
国
教
と
し
な
か
っ
た
の
か
。
そ
の
経
緯
に
つ

い
て
中
村
緋
紗
子
（
二
〇
〇
五
）
は
、
一
九
四
五
年
の
憲
法
草
案
が
議

論
さ
れ
た
際
、
そ
の
前
文
に
含
ま
れ
て
い
た
イ
ス
ラ
ム
教
を
国
教
と

す
る
か
の
よ
う
な
ジ
ャ
カ
ル
タ
憲
章
の
文
言
に
キ
リ
ス
ト
教
地
域
の

表　イスラム教徒の多い国々と赤新月／赤十字標章の使用状況（2020年 12月末現在）
イスラム教徒の

人口比率（％）

イスラム教を

国教とする

国旗に三日

月を配する

赤十字 / 赤新月の別

  赤十字  赤新月

分
類
1

アラブ首長国連邦 62 〇 × 〇

アルジェリア  99.7 〇 〇 〇

イエメン 100 〇 × 〇

イラク 99 〇 × 〇

イラン 99.3 〇 〇 〇

エジプト 90 〇 〇 〇

カタール 83 〇 × 〇

クウェート 76.7 〇 〇 〇

コモロ 98.4 〇 〇 〇

サウジアラビア 94 〇 × 〇

ジブチ 94.1 〇 × 〇

スーダン 68.6 〇 × 〇

ソマリア 99 〇 × 〇

チュニジア 99 〇 〇 〇

バーレーン 70 〇 × 〇

モーリタニア 99.1 〇 〇 〇

モロッコ 99 〇 × 〇

ヨルダン 97.2 〇 × 〇

リビア 96.6 〇 〇 〇

アフガニスタン 99 〇 × 〇

パキスタン 96.4 〇 〇 〇

バングラデシュ 89.1 〇 × 〇

ブルネイ 78.8 〇 〇 〇

マレーシア 61.3 〇 〇 〇

モルジブ 100 〇 〇 〇

＊パレスチナ自治政府 ＊ 92 〇 × 〇

分
類
2

アゼルバイジャン 93 × 〇 〇

カザフスタン 70.2 × × 〇

キルギス 60.8 × × 〇

タジキスタン 82 × × 〇

トルコ 99.5 × 〇 〇

トルクメニスタン 87.2 × 〇 〇

ウズベキスタン 76.2 × 〇 〇

シリア 85 × × 〇

分
類
3

アルバニア 81.1 × × 〇

インドネシア 87.2 × × 〇

ガンビア 96 × × 〇

ギニア 86.7 × × 〇

シエラレオネ 65 × × 〇

セネガル 95 × × 〇

ニジェール 90 × × 〇

マリ 94.8 × × 〇

注）イスラム教徒の人口比率は『ブリタニカ国際年鑑 2020』に基づく。＊印は外務省基礎データによる。



イスラム世界と赤十字の共生 104105 人道研究ジャーナルvol.10　論　考

代
表
が
反
対
し
た
た
め
、多
数
派
ム
ス
リ
ム
と
の
合
意
に
よ
り
「
唯
一

神
へ
の
信
仰
」
と
い
う
一
般
的
な
表
現
が
採
用
さ
れ
た
た
め
と
す
る

７

。

こ
の
時
点
で
イ
ス
ラ
ム
教
の
国
教
化
は
否
定
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

ま
た
「
全
会
一
致
に
よ
る
民
主
主
義
」
は
、
多
数
決
原
理
が
支
配
す

る
民
主
主
義
と
は
異
な
る
も
の
で
採
決
に
至
る
ま
で
の
調
整
に
時
間

が
か
か
る
制
度
で
あ
る
。こ
の
よ
う
な
民
主
主
義
手
法
に
つ
い
て
イ
ン

ド
ネ
シ
ア
に
滞
在
歴
の
あ
る
Ｊ
・
ダ
イ
ア
モ
ン
ド
（
二
〇
二
〇
）
は
「
パ

ン
チ
ャ
シ
ラ
民
主
主
義
に
お
い
て
は
、西
欧
流
の
対
立
は
存
在
し
得
な

い
。パ
ン
チ
ャ
シ
ラ
民
主
主
義
の
領
域
で
は
、ム
シ
ャ
ワ
ラ
（
話
し
合
い
）

に
よ
り
ム
フ
ァ
カ
ッ
ト
（
全
員
一
致
）
を
達
成
す
る
」
と
評
し
て
い
る

８

。

ス
カ
ル
ノ
は
憲
法
前
文
で
植
民
地
は
、「
人
道
と
正
義
に
反
す
る

も
の
で
あ
り
、
排
除
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
記
し
て
い
る
が
、

日
本
か
ら
独
立
し
た
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
は
戦
後
、
再
植
民
地
化
を
企
て

る
オ
ラ
ン
ダ
と
の
独
立
戦
争
に
入
る
。
そ
の
後
、
ハ
ー
グ
協
定
を
経

て
一
九
四
九
年
一
二
月
二
七
日
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
連
邦
共
和
国
（
一
六

の
国
と
自
治
地
域
）
の
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
の
独
立
が
承
認
さ
れ
る
。
し
か

し
、
ス
マ
ト
ラ
島
を
主
と
す
る
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
和
国
以
外
は
、
依

然
と
し
て
オ
ラ
ン
ダ
の
影
響
下
に
あ
り
統
一
国
家
と
は
程
遠
い
状
態

だ
っ
た
。
そ
の
後
、
連
邦
国
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
和
国
へ
の
併
合
が

進
み
、
一
九
五
〇
年
八
月
一
五
日
、
現
在
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
和
国

が
成
立
し
、
新
憲
法
が
公
布
さ
れ
た
。
さ
ら
に
一
九
五
九
年
七
月
、

ス
カ
ル
ノ
は
、
大
統
領
権
限
の
弱
い
新
憲
法
を
破
棄
し
て
一
九
四
五

年
憲
法
へ
の
復
帰
を
宣
言
し
権
限
拡
大
を
は
か
っ
た
。

ス
カ
ル
ノ
は
反
植
民
地
主
義
を
掲
げ
て
非
同
盟
路
線
を
と
り
、
オ

ラ
ン
ダ
人
資
産
の
国
有
化
や
債
務
の
無
効
化
を
行
い
、
一
九
六
三
年

に
は
イ
ギ
リ
ス
か
ら
の
マ
レ
ー
シ
ア
の
独
立
を
巡
り
国
際
社
会
と
対

立
す
る
と
、
一
九
六
五
年
、
国
連
、
世
銀
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
か
ら
脱
退
し
、

中
国
へ
の
接
近
を
強
め
た
。
し
か
し
国
内
経
済
は
悪
化
の
一
途
を
た

ど
り
、
一
九
六
五
年
九
月
三
〇
日
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
産
党
（
Ｐ
Ｋ
Ｉ
）

に
同
調
す
る
国
軍
部
隊
に
よ
る
国
軍
幹
部
の
殺
害
事
件
（
九
月
三
〇
日

事
件
）
が
起
こ
る
と
、
こ
れ
を
鎮
圧
し
た
国
軍
司
令
官
ス
ハ
ル
ト
が
権

力
を
掌
握
し
、
共
産
党
の
協
力
を
得
て
い
た
ス
カ
ル
ノ
は
一
九
六
七

年
三
月
、
失
脚
し
た
。
九
月
三
〇
日
事
件
に
引
き
続
き
、
共
産
主

義
者
を
一
層
す
る
大
虐
殺
が
起
こ
り
、
そ
の
犠
牲
者
は
五
〇
万
～

二
〇
〇
万
人
と
も
い
わ
れ

９

、
ポ
ル
ポ
ト
の
大
虐
殺
に
匹
敵
す
る
史
上

最
悪
の
惨
劇
と
い
わ
れ
る
。

⑵
パ
ン
チ
ャ
シ
ラ
と「
多
様
性
の
中
の
統
一
」

一
九
六
八
年
三
月
に
発
足
し
た
ス
ハ
ル
ト
政
権
は
、
ス
カ
ル
ノ
と

は
真
逆
の
反
共
政
策
へ
と
舵
を
取
り
、「
開
発
独
裁
」
と
も
い
わ
れ
る

経
済
再
建
を
断
行
し
た
。
政
権
移
行
期
に
こ
の
政
権
下
で
強
化
さ
れ

た
の
が
パ
ン
チ
ャ
シ
ラ
の
徹
底
で
あ
り
、
一
九
七
八
年
、
国
民
協
議

会
（
Ｍ
Ｐ
Ｒ
）
で
「
パ
ン
チ
ャ
シ
ラ
の
理
解
と
実
践
の
た
め
の
指
針
に
関

す
る
決
定
」
が
な
さ
れ
、
パ
ン
チ
ャ
シ
ラ
道
徳
教
育
が
開
始
さ
れ
た
。

パ
ン
チ
ャ
シ
ラ
道
徳
教
育
は
人
権
教
育
や
道
徳
・
倫
理
教
育
に
代

わ
る
も
の
で
、「
パ
ン
チ
ャ
シ
ラ
道
徳
教
育
と
市
民
」（
Ｐ
Ｍ
Ｅ
Ｃ
）
の

課
目
が
義
務
教
育
で
必
須
の
も
の
と
な
っ
た

10

。
こ
の
中
で
は
、
人
道
、

利
他
愛
、
愛
国
心
、
家
族
愛
、
法
と
秩
序
、
正
義
と
連
帯
、
平
和
と
調
和
、

義
務
と
責
任
な
ど
四
三
項
目
の
価
値
規
範
が
教
え
ら
れ
る
。
中
で
も

人
道
心
（H

um
anity

）
の
涵
養
は
、
六
・
六
七
％
と
徳
目
の
中
で
も
最
も

高
い
比
率
で
教
え
て
い
る

11

。

ス
ハ
ル
ト
政
権
下
で
パ
ン
チ
ャ
シ
ラ
が
強
化
さ
れ
た
の
は
、「
唯
一

神
へ
の
信
仰
（K

etuhanan Yang M
aha E

sa

）」
の
原
則
が
反
共
政
策
の
拠

り
所
に
な
る
と
見
な
さ
れ
た
た
め
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
原
則
に
よ
り

国
民
は
い
ず
れ
か
の
宗
教
に
所
属
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
、
身
分
証

明
書
（
Ｋ
Ｔ
Ｐ
）
を
含
む
あ
ら
ゆ
る
公
的
書
類
に
は
所
属
宗
教
を
記
載

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
信
仰
の
自
由
は
、
憲
法
第
二
九
条
二
項
で

「
国
家
は
、
各
自
の
宗
教
お
よ
び
信
仰
に
し
た
が
い
、
す
べ
て
市
民
の

宗
教
お
よ
び
礼
拝
の
自
由
を
保
障
す
る
」
と
あ
る
が
、
一
九
六
五
年

の
法
律
第
一
号
は
、
イ
ス
ラ
ム
教
、
キ
リ
ス
ト
教
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
、

カ
ト
リ
ッ
ク
、
仏
教
、
ヒ
ン
ズ
ー
教
、
儒
教
の
六
つ
の
宗
教

12

の
み
を

公
認
と
し
、
そ
の
他
の
宗
教
は
法
的
保
護
を
受
け
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
さ
ら
に
無
神
論
の
立
場
を
と
る
こ
と
は
、
こ
の
国
で
は
ア
ウ
ト

ロ
ー
と
み
な
さ
れ
、
公
的
手
続
き
等
で
不
利
に
な
る
場
合
が
あ
る
と

い
わ
れ
る

13

。

こ
う
し
た
現
実
は
あ
る
も
の
の
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
は
パ
ン
チ
ャ
シ

ラ
を
基
盤
に
し
た
「
多
様
性
の
中
の
統
一
（Bhinneka Tunggal Ika
）」14

を
標
榜
す
る
寛
容
な
社
会
を
目
指
す
国
家
で
あ
り
、
そ
の
理
念
は

一
九
五
〇
年
二
月
一
日
に
制
定
さ
れ
た
ガ
ル
ー
ダ
・
パ
ン
チ
ャ
シ
ラ

の
国
章
に
象
徴
的
に
描
か
れ
て
い
る
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
が
そ
の
他
の

イ
ス
ラ
ム
教
諸
国
に
比
べ
て
宗
教
的
、
民
族
的
な
衝
突
が
少
な
か
っ

た
の
は
多
様
性
を
認
め
合
う
気
風
が
あ
っ
た
た
め
と
い
わ
れ
る
。
そ

インドネシアの国章　ガルーダ・パンチャシラ
中央の紋章は 5 つのパンチャシラ原則を意味する。

鷲の足元には「多様性の中の統一」の語を配する。
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の
一
方
で
ス
ハ
ル
ト
時
代
は
政
治
の
汚
職
腐
敗
が
顕
著
に
み
ら
れ
た
。

　
　
　

⑶
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
赤
十
字
社
の
成
り
立
ち

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
赤
十
字
を
語
る
時
も
パ
ン
チ
ャ
シ
ラ
原
則
の
中

の
国
是
「
文
明
化
さ
れ
た
人
道
主
義
」
と
の
関
連
は
無
視
で
き
な
い
。

一
九
四
五
年
八
月
一
七
日
、
ス
カ
ル
ノ
が
独
立
を
宣
言
す
る
と
、

九
月
三
日
、
ス
カ
ル
ノ
は
赤
十
字
組
織
の
設
立
を
保
健
大
臣
に
指
示

し
た
。
九
月
五
日
、
赤
十
字
社
設
立
準
備
の
た
め
の
五
人
委
員
会
が

結
成
さ
れ
、
九
月
一
七
日
、
赤
十
字
社
執
行
委
員
会
が
組
織
さ
れ
た
。

初
代
委
員
長
に
は
初
代
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
副
大
統
領
モ
ハ
マ
ッ
ド
・
ハ
ッ

タ
が
就
任
し
た
。

し
か
し
、
組
織
の
法
的
基
盤
が
未
整
備
の
ま
ま
、
オ
ラ
ン
ダ
赤

十
字
東
イ
ン
ド
支
部
の
活
動
を
継
承
し
て
い
た
が
、
一
九
五
〇
年
一

月
一
六
日
、
大
統
領
令
第
二
五
号
に
よ
り
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
赤
十
字
社

（
以
下
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語Palang M

erah Indonesia

の
略
「
Ｐ
Ｍ
Ｉ
」
と
記

す
。）
が
承
認
さ
れ
、
六
月
一
五
日
、
赤
十
字
国
際
委
員
会
か
ら
承
認

を
得
て
六
八
番
目
の
赤
十
字
社
と
し
て
赤
十
字
運
動
の
一
員
に
仲
間

入
り
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
一
国
一
社
の
原
則
か
ら
九
月
一
九
日
、
オ

ラ
ン
ダ
赤
十
字
東
イ
ン
ド
支
部
は
解
散
し
、
そ
の
財
産
は
Ｐ
Ｍ
Ｉ
に

移
管
さ
れ
た
。
さ
ら
に
一
九
六
三
年
一
一
月
二
九
日
の
大
統
領
令
第

二
四
六
号
は
同
社
の
基
盤
を
さ
ら
に
強
化
し
た
。
大
統
領
令
に
基
づ

く
同
社
の
主
要
事
業
は
、
自
然
災
害
被
災
者
の
救
護
と
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ

諸
条
約
に
基
づ
く
戦
争
犠
牲
者
へ
の
支
援
と
位
置
付
け
ら
れ
た

15

。

と
は
い
え
、
大
統
領
令
は
大
統
領
権
限
で
発
令
さ
れ
る
た
め
、
議

会
の
正
式
な
承
認
を
得
て
お
ら
ず
、
同
社
は
長
年
、
堅
固
な
法
的
基

盤
を
持
た
な
か
っ
た
と
い
え
る
。

⑷
パ
ン
チ
ャ
シ
ラ
と
赤
十
字
思
想

Ｐ
Ｍ
Ｉ
と
パ
ン
チ
ャ
シ
ラ
原
則
の
親
和
性
は
、
一
九
六
三
年
の
大

統
領
令
第
二
四
六
号
前
文
の
「
人
道
の
原
則
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
Ｐ

Ｍ
Ｉ
は
、
国
の
パ
ン
チ
ャ
シ
ラ
原
則
と
一
致
す
る
も
の
で
あ
り
…
」

と
の
文
言
か
ら
も
示
唆
さ
れ
る
。
ま
た
、
二
〇
一
八
年
の
赤
十
字
法

は
、
コ
メ
ン
タ
リ
ー
（E

lucidation

）
の
中
で
一
九
四
五
年
の
共
和
国
憲

法
前
文
に
言
及
し
て
、「
赤
十
字
事
業
は
秩
序
あ
る
世
界
の
実
現
の
た

め
の
一
つ
の
方
法
で
あ
り
、
パ
ン
チ
ャ
シ
ラ
に
み
ら
れ
る
「
公
正
で

文
明
化
さ
れ
た
人
道
主
義
（K

em
anusiaan

）」
の
実
践
の
一
環
で
あ
る
」

（
総
論
）16

と
明
記
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
パ
ン
チ
ャ
シ
ラ
の
「
文
明
化

さ
れ
た
人
道
主
義
」
の
実
現
を
担
う
組
織
が
Ｐ
Ｍ
Ｉ
で
あ
り
、
こ
の

認
識
を
国
家
と
赤
十
字
社
が
共
有
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
赤
十
字

社
は
世
界
一
九
二
社
の
中
で
も
極
め
て
特
異
な
存
在
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
。

パ
ン
チ
ャ
シ
ラ
原
則
に
よ
り
、
イ
ス
ラ
ム
教
を
国
教
と
位
置
付

け
て
い
な
い
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
は
、
宗
教
的
に
も
比
較
的
寛
容
な
社
会

を
形
成
し
て
き
た
。
そ
れ
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
が
単
な
る
世
俗
主
義
国

家
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
原
則
的
に
す
べ
て
の
国
民
が
い

ず
れ
か
の
宗
教
に
属
す
る
と
い
う
意
味
で
多
宗
教
国
家
と
言
う
べ
き

だ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
多
民
族
、
多
宗
教
国
家
が
抱
え
る
複
雑
な

問
題
も
多
く
、
社
会
の
不
安
定
化
要
因
と
し
て
民
族
（Suku

）、
宗
教

（A
gam

a

）、
人
種
（Ras

）、
階
層
（A

ntargolongan

）
の
頭
文
字
を
と
っ
た

Ｓ
Ａ
Ｒ
Ａ
問
題
が
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
国
是
で
あ
る
パ
ン

チ
ャ
シ
ラ
で
さ
え
も
、
イ
ス
ラ
ム
の
教
え
の
上
位
に
パ
ン
チ
ャ
シ
ラ

を
置
く
こ
と
を
認
め
な
い
イ
ス
ラ
ム
保
守
主
義
の
批
判
を
浴
び
て
き

た
。
さ
ら
に
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
に
よ
る
格
差
の
拡
大
と
分
断
が
進
む

中
で
イ
ス
ラ
ム
保
守
勢
力
の
主
張
も
声
高
と
な
り
、「
信
教
の
自
由
や

生
存
権
、
宗
教
的
少
数
者
へ
の
暴
力
が
特
に
イ
ス
ラ
ム
教
徒
が
多
数

を
占
め
る
地
域 

、
西
ジ
ャ
ワ
、
バ
ン
テ
ン
、
Ｄ
Ｋ
Ｉ
ジ
ャ
カ
ル
タ
な

ど
に
お
い
て
増
加
傾
向
に
あ
る
。」17

こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

⑸
イ
ス
ラ
ム
保
守
勢
力
と
赤
十
字
の
攻
防

こ
う
し
た
中
で
、
赤
十
字
標
章
を
使
用
し
、
赤
十
字
社
を
名
乗
る

Ｐ
Ｍ
Ｉ
は
、
し
ば
し
ば
イ
ス
ラ
ム
保
守
勢
力
の
批
判
の
的
と
な
っ
て

き
た
。
元
Ｐ
Ｍ
Ｉ
総
裁
マ
リ
・
ム
ハ
ン
マ
ド
は
、「
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の

少
数
派
の
中
に
は
イ
ス
ラ
ム
教
徒
が
多
数
を
占
め
る
国
が
な
ぜ
赤
新

月
で
は
な
く
赤
十
字
を
使
用
す
る
の
か
と
問
う
者
が
い
る
。
彼
ら
に

は
『
最
も
重
要
な
こ
と
は
標
章
で
は
な
く
奉
仕
す
る
能
力
で
あ
る
』
と

言
っ
て
き
た
し
、
担
当
大
臣
に
は
こ
の
こ
と
を
常
に
言
い
続
け
て
き

た
」18

と
語
っ
て
い
る
。

近
年
、
イ
ス
ラ
ム
保
守
勢
力
か
ら
の
赤
十
字
へ
の
風
当
た
り
は

さ
ら
に
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
て
い
た
。
イ
ス
ラ
ム
教
を
国
教
に
し
よ
う

と
す
る
動
き
は
、
現
在
も
急
進
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
間
に
見
ら
れ
る

が
、
イ
ス
ラ
ム
政
党
Ｐ
Ｋ
Ｓ
（
繁
栄
正
義
党
）19

党
首
は
、「
赤
十
字
の
シ

ン
ボ
ル
は
キ
リ
ス
ト
教
の
文
化
と
伝
統
と
同
一
の
も
の
だ
」20

と
批
判

し
、
Ｐ
Ｍ
Ｉ
は
赤
新
月
社
に
変
更
す
べ
き
だ
と
主
張
し
て
き
た
。
こ

う
し
た
批
判
に
対
し
、
ユ
ド
ヨ
ノ
政
権
と
ウ
ィ
ド
ド
政
権
で
一
〇
年

に
わ
た
り
副
大
統
領
を
務
め
た
Ｐ
Ｍ
Ｉ
総
裁
ム
ハ
ン
マ
ド
・
ユ
ス

フ
・
カ
ラ
（M

uham
m

ad Jusf K
alla,

イ
ス
ラ
ム
教
徒
で
元
ゴ
ル
カ
ル
党
党

首
）
は
、「
こ
れ
は
根
拠
の
な
い
主
張
だ
」
と
反
論
し
、
二
〇
一
一
年
の

同
社
六
六
周
年
で
「
我
々
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
赤
十
字
の
赤
色
に
誇
り

を
持
つ
べ
き
で
あ
る
」
と
赤
十
字
標
章
を
維
持
す
る
こ
と
を
主
張
し

た
。
ま
た
Ｐ
Ｍ
Ｉ
理
事
（
当
時
）
ム
ハ
ン
マ
ド
・
ム
ア
ス
は
、「（
赤
十
字

の
）
ロ
ゴ
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
が
正
式
に
批
准
し
た
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約

で
合
意
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
語

り
、「
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
は
世
俗
国
家
で
あ
り
イ
ス
ラ
ム
教
国
家
で
は
な

い
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
は
多
元
主
義
を
尊
重
す
る
国
家
で
あ
る
」
と
反
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論
し
た

21

。　

⑹
宿
願
の
赤
十
字
法
の
成
立
へ

赤
十
字
の
ロ
ゴ
問
題
な
ど
で
長
年
、
審
議
が
中
断
し
て
き
た
イ
ン

ド
ネ
シ
ア
の
赤
十
字
法
案
は
、
近
年
、
よ
う
や
く
審
議
が
再
開
さ
れ
た
。

二
〇
一
七
年
二
月
八
日
、
下
院
の
保
健
社
会
事
業
に
関
す
る
第
九

委
員
会
の
公
聴
会
に
出
席
し
た
カ
ラ
Ｐ
Ｍ
Ｉ
総
裁
は
、「
赤
十
字
の

ロ
ゴ
に
疑
念
が
持
た
れ
て
い
る
の
は
承
知
し
て
い
る
が
、
赤
十
字
の

ロ
ゴ
は
キ
リ
ス
ト
教
の
十
字
で
は
な
く
、
数
学
の
プ
ラ
ス
（
十
）
と
同

じ
で
縦
横
対
称
で
あ
る
」
と
し
、「
数
学
の
プ
ラ
ス
記
号
は
、
イ
ス

ラ
ム
数
学
者
イ
ブ
ン
・
ム
ー
サ
・
フ
ワ
ー
リ
ズ
ミ
ー
（Ibn M

usa A
l 

K
haw

arizm
i

）
が
考
案
し
た
の
だ
か
ら
何
も
案
じ
る
必
要
は
な
い
」22

と

イ
ス
ラ
ム
教
徒
に
気
配
り
を
み
せ
る
答
弁
を
し
た
。
ま
た
、
国
民
信

頼
党
（
Ｐ
Ａ
Ｎ
）
代
表
か
ら
赤
十
字
ロ
ゴ
に
固
執
す
る
理
由
を
問
わ
れ

る
と
、「
ロ
ゴ
に
は
、（
そ
れ
が
示
す
）
価
値
が
あ
る
か
ら
だ
。」
と
明
言

し
た
。
こ
う
し
た
議
論
を
経
て
、
二
〇
一
七
年
一
一
月
一
一
日
、
よ

う
や
く
赤
十
字
法
が
議
会
承
認
を
得
た
。
そ
し
て
翌
年
、『
赤
十
字
に

関
す
る
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
和
国
法
二
〇
一
八
年
一
一
月
一
日
法
律
第

一
号
』23（
以
下
、「
二
〇
一
八
年
赤
十
字
法
」
と
い
う
）
が
公
布
さ
れ
、
Ｐ
Ｍ

Ｉ
の
法
的
基
盤
が
確
立
さ
れ
た
。

二
〇
一
八
年
赤
十
字
法
前
文
は
、「
ａ
．
人
道
事
業
は
、
世
界
秩
序

と
社
会
正
義
を
実
践
す
る
た
め
に
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
す
べ
て
の
人
民

と
領
土
を
保
護
す
る
こ
と
に
よ
り
国
家
の
目
的
を
支
援
す
る
こ
と
を

追
求
す
る
」
と
あ
り
、「
ｂ
．
そ
の
た
め
に
国
は
、
国
内
組
織
を
創
設

し
、
そ
の
社
の
保
護
標
章
と
表
示
標
章
に
赤
十
字
標
章
を
使
用
す
る
」

と
あ
る
。

続
く
第
一
条
で
は
、「（
Ｐ
Ｍ
Ｉ
は
、）
人
道
、
奉
仕
、
無
差
別
の
原
則

に
基
づ
き
設
立
さ
れ
た
国
の
赤
十
字
組
織
を
意
味
す
る
」（
四
項
）
と
あ

り
、
第
六
条
で
、「
赤
十
字
事
業
の
標
章
と
し
て
赤
十
字
標
章
を
使
用

す
る
」
こ
と
を
明
記
し
た
。
ま
た
第
二
三
条
は
、
同
社
の
ロ
ゴ
マ
ー

ク
を
、
五
つ
の
花
弁
か
ら
成
る
「
ジ
ャ
ス
ミ
ン
の
花
で
囲
ん
だ
赤
十

字
と
す
る
」
と
規
定
し
、
さ
ら
に
第
一
二
条
は
、「
保
護
標
章
と
し
て

の
赤
十
字
標
章
は
、
平
時
に
お
い
て
も
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
」

と
し
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
陸
軍
衛
生
部
隊
の
み
な
ら
ず
、
Ｐ
Ｍ
Ｉ
も
平

時
か
ら
保
護
標
章
を
使
用
で
き
る
こ
と
を
規
定
し
た
。
わ
が
国
に
お

い
て
も
日
本
赤
十
字
社
は
厚
生
労
働
省
の
許
可
を
得
て
、
平
時
か
ら

の
保
護
標
章
の
使
用
が
可
能
で
あ
り

24

、
今
後
の
有
事
の
迅
速
な
対
応

を
視
野
に
入
れ
れ
ば
、
Ｐ
Ｍ
Ｉ
同
様
、
保
護
標
章
の
平
時
か
ら
の
使

用
に
道
を
開
く
こ
と
は
有
益
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。　

お
わ
り
に
―
多
数
者
と
少
数
者
の
共
生
モ
デ
ル
と
な
り
得
る
か

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
赤
十
字
社
（
Ｐ
Ｍ
Ｉ
）
が
抱
え
る
標
章
問
題
は
、
赤

十
字
運
動
を
し
ば
し
ば
翻
弄
し
て
き
た
標
章
を
巡
る
「
特
殊
性
（
個
別

性
）
と
普
遍
性
」
の
調
和
を
い
か
に
は
か
る
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
幸

い
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
お
い
て
は
パ
ン
チ
ャ
シ
ラ
原
則
と
多
元
主
義
の

も
と
、
赤
十
字
は
長
年
、
受
容
と
寛
容
を
も
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
て

き
た
。
さ
ら
に
Ｐ
Ｍ
Ｉ
は
国
家
に
よ
っ
て
国
是
で
あ
る
パ
ン
チ
ャ
シ

ラ
の
「
文
明
化
さ
れ
た
人
道
主
義
」
原
則
を
実
現
す
る
組
織
と
し
て
認

知
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
他
国
に
は
見
ら
れ
な
い
特
徴
と
い
え
る
だ
ろ

う
。
ま
た
憲
法
が
人
道
主
義
を
掲
げ
、
義
務
教
育
（
パ
ン
チ
ャ
シ
ラ
道

徳
教
育
）
で
「
人
道
」
の
科
目
を
課
す
よ
う
な
国
は
ほ
と
ん
ど
類
を
見
な

い
よ
う
に
思
う
。
そ
の
意
味
で
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
が
目
指
す
社
会
像
は

赤
十
字
運
動
の
そ
れ
と
共
感
し
あ
え
る
も
の
が
あ
る
。

そ
の
一
方
で
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
は
、
九
月
三
〇
日
事
件
に
続
く
大

虐
殺
と
い
う
パ
ン
チ
ャ
シ
ラ
の
国
是
と
は
程
遠
い
惨
劇
の
歴
史
も
持

つ
。
ま
た
公
認
六
宗
教
間
の
同
等
の
権
利
を
認
め
る
一
方
で
、
宗
教

的
少
数
者
や
無
宗
教
者
へ
の
差
別
や
偏
見
を
助
長
し
や
す
い
社
会
で

も
あ
る
。
さ
ら
に
パ
ン
チ
ャ
シ
ラ
道
徳
教
育
が
絶
対
視
さ
れ
る
中
で

人
権
教
育
が
軽
視
さ
れ
た
こ
と
が
人
権
侵
害
事
件
の
多
発
に
繋
が
っ

て
い
る
と
も
い
わ
れ
る
。
人
権
問
題
は
赤
十
字
に
も
波
及
し
、
米
国

国
務
省
の
人
権
状
況
報
告
に
よ
れ
ば
、
難
民
キ
ャ
ン
プ
に
お
い
て
Ｐ

Ｍ
Ｉ
の
要
員
が
難
民
に
対
し
暴
力
を
奮
い
Ｉ
Ｏ
Ｍ
が
介
入
し
た
事
件

も
報
告
さ
れ
て
い
る

25

。
ま
た
政
治
家
、
公
務
員
の
腐
敗
度
を
示
す
腐

敗
認
識
指
数
（CPI: 2019

）
か
ら
見
る
国
家
の
健
全
度
は
八
五
位
と
決

し
て
高
く
は
な
い

26

。
さ
ら
に
社
会
の
自
由
度
を
示
す
『
世
界
自
由
度

報
告
書
二
〇
二
〇
』27

で
も
自
由
な
国
八
三
カ
国
に
入
ら
ず
、「
部
分

的
に
自
由
」
な
国
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
理
想
と
現
実
の
乖
離
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
イ
ン
ド
ネ
シ

ア
社
会
が
現
代
の
世
界
に
伝
え
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
何
だ
ろ
う
か
。
第

一
に
想
起
す
る
の
は
、
対
立
回
避
の
全
会
一
致
の
原
則
や
圧
倒
的
多

数
を
占
め
る
イ
ス
ラ
ム
教
徒
を
抱
え
な
が
ら
少
数
派
宗
教
に
も
同
等

の
権
利
を
謳
い
、
赤
十
字
標
章
の
使
用
を
容
認
す
る
共
生
志
向
の
イ

ン
ド
ネ
シ
ア
社
会
の
在
り
方
で
あ
る
。
同
時
多
発
テ
ロ
以
後
の
世
界

的
な
イ
ス
ラ
ム
教
へ
の
敵
視
と
偏
見
の
中
で
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
存

在
感
を
も
っ
と
世
界
に
発
信
す
べ
き
だ
と
い
う
議
論
は
国
会
議
員
の

PMI のロゴマーク
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中
か
ら
も
与
野
党
を
問
わ
ず
主
張
さ
れ
て
い
る
。
第
二
は
、
多
様
な

価
値
を
認
め
合
う
精
神
を
国
民
間
に
醸
成
す
る
た
め
に
不
可
欠
な
教

育
・
啓
発
の
重
要
性
で
あ
る
。
そ
れ
は
社
会
の
格
差
解
消
な
ど
社
会

的
公
正
の
実
現
の
努
力
と
併
行
し
て
進
め
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。
赤

十
字
へ
の
正
し
い
理
解
が
赤
十
字
標
章
の
維
持
を
可
能
に
し
た
よ
う

に
、
今
後
も
社
会
の
多
数
者
と
少
数
者
双
方
が
互
い
へ
の
正
し
い
理

解
を
深
め
る
こ
と
が
重
要
と
な
る
。

社
会
の
分
断
と
不
寛
容
が
加
速
す
る
現
代
に
あ
っ
て
、
イ
ン
ド
ネ

シ
ア
社
会
の
在
り
方
は
問
題
を
抱
え
つ
つ
も
、
人
類
共
生
へ
の
一
つ

の
道
を
示
唆
す
る
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
社
会
の
中
で
強
か

に
生
き
抜
こ
う
と
す
る
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
赤
十
字
の
こ
れ
か
ら
を
興
味

深
く
見
守
り
た
い
。

注1　
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ラ
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〇
年
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。
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憲
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〇
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一
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は
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力
紛
争
時
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お
け
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医
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目
的
の
任
務
が
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確
に
規
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さ
れ
て
い
る
赤
十
字
社
に
あ
っ
て
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標
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き
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あ
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。
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海
外
の
個
人
、
法
人
か
ら
も
巨
額
の
義
援
金

二
〇
一
一
年
三
月
一
一
日
の
未
曽
有
の
大
震
災
は
、
オ
ン
タ
イ
ム
で

発
信
さ
れ
る
映
像
の
力
も
加
わ
っ
て
、
日
本
国
内
の
み
な
ら
ず
世
界
中

に
大
き
な
衝
撃
を
与
え
ま
し
た
。
一
九
、七
二
九
名
の
方
が
亡
く
な
り
、

二
、五
五
九
名
が
未
だ
に
行
方
不
明
と
な
っ
て
い
ま
す
。
住
家
全
壊
は

一
二
一
、九
九
六
棟
に
及
び
最
大
四
七
万
人
が
避
難
を
強
い
ら
れ
ま
し

た
。（
令
和
二
年
三
月
一
日
現
在
、
令
和
二
年
度
版
「
防
災
白
書
」
よ
り
）

そ
の
災
害
か
ら
一
〇
年
が
経
過
し
ま
し
た
。
そ
の
間
、
国
や
自
治

体
、
関
係
機
関
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な
ど
の
総
力
を
あ
げ
た
救
護
活
動
、

復
興
支
援
活
動
が
展
開
さ
れ
、
ま
た
世
界
中
か
ら
も
多
額
の
支
援
が

寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。

日
本
赤
十
字
社
も
そ
の
人
道
的
使
命
を
果
た
す
べ
く
、
災
害
発
生

直
後
の
緊
急
救
護
活
動
に
は
じ
ま
り
現
在
ま
で
復
興
支
援
活
動
を
継

続
し
て
い
ま
す
。
ま
た
赤
十
字
の
国
際
的
な
人
道
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に

よ
っ
て
、
一
〇
一
の
国
や
地
域
の
赤
十
字
・
赤
新
月
社
な
ど
か
ら
一
、

〇
〇
二
億
円
を
超
え
る
救
援
金
が
届
け
ら
れ
、
日
本
赤
十
字
社
の
主

要
な
復
興
支
援
事
業
な
ど
が
実
施
さ
れ
て
き
て
い
ま
す
。

一
方
、日
本
国
内
を
は
じ
め
海
外
の
個
人
や
法
人
も
含
め
て
、こ
れ

ま
で
に
三
二
五
万
件
、
三
、四
二
三
億
円
を
超
え
る
多
額
の
義
援
金

が
日
本
赤
十
字
社
に
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。
募
金
は
中
央
共
同
募
金
会

受
付
分
も
含
め
て
、三
、八
三
九
億
円
を
超
え
る
金
額
（
令
和
二
年
九
月

一
八
日
現
在
）
が
、被
災
さ
れ
た
方
々
に
全
額
送
金
さ
れ
て
い
ま
す
。

現
在
も
被
災
地
で
は
、
四
万
人
以
上
の
方
々
が
避
難
を
余
儀
な
く

さ
れ
て
い
ま
す
。
住
宅
再
建
と
災
害
公
営
住
宅
へ
の
入
居
も
急
ぐ
こ

と
が
求
め
ら
れ
る
ほ
か
、
見
守
り
・
心
身
の
ケ
ア
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

の
形
成
、
生
き
が
い
づ
く
り
の
た
め
の
「
心
の
復
興
」、
住
宅
・
生

活
再
建
に
関
す
る
相
談
・
支
援
も
継
続
が
必
要
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。
ま
た
福
島
県
で
は
原
子
力
災
害
の
影
響
が
続
い
て
お
り
、浪
江
町
、

双
葉
町
、
大
熊
町
な
ど
は
未
だ
に
帰
還
困
難
区
域
を
抱
え
て
い
ま
す
。

徐
々
に
避
難
指
示
解
除
は
広
が
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
う
し
た
地
域
で

の
生
活
環
境
の
整
備
も
急
が
れ
て
い
ま
す
。

日
本
赤
十
字
社
の
復
興
支
援

―
こ
の
一
〇
年

日
本
赤
十
字
社
の
医
療
救
護
活
動
は
初
動
活
動
を
重
視
し
て
き
ま

し
た
。
救
護
班
は
、
被
災
地
の
医
療
機
関
が
回
復
し
た
ら
通
常
は
そ

の
役
割
を
終
え
ま
す
。
し
か
し
、
今
回
は
発
災
直
後
か
ら
九
月
末
ま

で
六
カ
月
間
続
き
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災
の
約
二
カ
月
間
と
比
べ
て

も
異
例
の
長
期
派
遣
と
な
り
ま
し
た
。

地震による津波と火災で壊滅状態の岩手県下閉伊郡山田町役場付近（2011年 3月）

【総括】 東日本大震災から 10年

赤十字の復興支援事業のこれまで

―内外から四、八〇〇億円の救援・義援金、事業の九九％を終了―

特集３：東日本大震災 10 年

東日本を突如襲った未曾有の大震災から3月11日で10年を迎えます。この間、

被災地の復興が進む一方で被災者のこころに刻まれた傷痕は未だ癒えることは

ありません。日本赤十字社では、震災直後から全国の救護班を動員した大規模

な救護活動を展開するとともに、海外の赤十字社の支援を得て広範な復興支援

活動を継続してきました。これまでの復興支援事業の成果を報告いたします。
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1 アメリカ赤十字社 23,096,375,050
2 台湾赤十字組織 7,027,360,958
3 カナダ赤十字社 4,027,776,967
4 ドイツ赤十字社 3,335,437,740
5 大韓赤十字社 2,977,101,031
6 中国紅十字会 904,038,322

　香港支部 1,669,068,154
　マカオ支部 44,305,000

7 オーストラリア赤十字社 2,180,588,839
8 スイス赤十字社 1,999,210,672
9 フランス赤十字社 1,850,669,146

10 イギリス赤十字社 1,834,380,375
11 欧州委員会人道援助局 943,464,578
12 個人、企業、その他の組織 854,302,995
13 シンガポール赤十字社 817,708,385
14 オランダ赤十字社 752,925,547
15 タイ赤十字社 748,707,214
16 ベトナム赤十字社 608,584,747
17 オーストリア赤十字社 496,774,402
18 イタリア赤十字社 446,934,713
19 スペイン赤十字社 416,304,782
20 マレーシア赤新月社 370,787,362
21 ハワイ日米協会 245,975,395
22 国際赤十字・赤新月社連盟

国連代表事務所
232,932,738

23 セルビア赤十字社 191,253,450
24 フィリピン赤十字社 167,000,000
25 ロシア赤十字社 163,836,124
26 ノルウェー赤十字社 161,780,204
27 クウェート政府 157,420,000
28 ベルギー赤十字社 129,623,606
29 アイルランド政府 121,450,000
30 フィンランド赤十字社 119,570,000
31 クロアチア赤十字社 85,775,140
32 インドネシア赤十字社 79,118,244
33 メキシコ赤十字社 72,535,786
34 カタール赤新月社 67,526,838
35 アイルランド赤十字社 65,045,681
36 ニュージーランド政府 60,730,000
37 ニュージーランド赤十字社 57,809,560
38 デンマーク赤十字社 53,362,250

デンマーク赤十字社
（フェロー諸島赤十字社）

681,500

39 スウェーデン赤十字社 51,600,000
40 チェコ赤十字社 47,342,500
41 ルクセンブルク赤十字社 23,705,000
42 スタブロス・ニアルコス財団 20,212,500

43 スロベニア赤十字社 19,304,221
44 アイスランド赤十字社 19,113,287
45 ラトビア赤十字社 18,391,430
46 アラブ首長国連邦赤新月社 15,968,619
47 ブルガリア赤十字社 14,926,315
48 チリ赤十字社 14,779,794
49 ブラジル赤十字社 13,234,664
50 モンゴル赤十字社 12,301,960
51 リトアニア赤十字社 12,205,182
52 コスタリカ赤十字社 11,889,223
53 ボスニア・ヘルツェゴビナ

赤十字社
11,597,299

54 トンガ赤十字社 11,534,778
55 ルーマニア赤十字社 11,443,454
56 南アフリカ赤十字社 10,829,000
57 ベルギー大使館関係 9,107,700
58 バングラデシュ赤新月社 8,681,211
59 アルワリード・ビン・

タラル財団
8,376,000

60 パキスタン赤新月社 8,340,626
61 ミクロネシア赤十字社 8,223,912
62 ルワンダ赤十字社 8,183,902
63 朝鮮赤十字会 8,090,000
64 イラン赤新月社 7,653,000
65 ウクライナ赤十字社 7,100,000
66 ハンガリー赤十字社 6,688,594
67 ポルトガル赤十字社 6,169,630
68 トリニダード・トバゴ赤十字社 5,999,459
69 キプロス赤十字社 5,618,812
70 モナコ赤十字社 5,156,582
71 国際赤十字・赤新月社連盟 4,902,319
72 アフガニスタン赤新月社 4,879,150
73 アルゼンチン赤十字社 4,382,045
74 ミャンマー赤十字社 4,309,161
75 グルジア赤十字社 4,031,550
76 ネパール赤十字社 3,580,216
77 ベラルーシ赤十字社 3,481,200
78 エストニア赤十字社 3,302,936
79 エルサルバドル赤十字社 3,258,180
80 スロバキア赤十字社 2,872,219
81 モルジブ赤新月社 2,718,135
82 エクアドル赤十字社 2,590,860
83 ペルー赤十字社 2,519,291
84 パラオ赤十字社 2,428,894
85 ウルグアイ赤十字社 1,872,938
86 サモア赤十字社 1,752,769
87 アルバニア赤十字社 1,682,400

88 カンボジア赤十字社 1,584,772
89 マケドニア赤十字社 1,529,982
90 ブルキナファソ赤十字社 1,464,945
91 コロンビア赤十字社 1,277,721
92 パナマ赤十字社 1,092,949
93 サンマリノ赤十字社 1,017,100
94 モンテネグロ赤十字社 956,661
95 パレスチナ赤新月社 840,563
96 ベリーズ赤十字社 779,896
97 ラオス赤十字社 636,563
98 バハマ赤十字社 405,200
99 スリランカ赤十字社 395,169

100 ホンジュラス赤十字社 367,398

101 ドミニカ共和国赤十字社 335,291
102 バヌアツ赤十字社 297,234
103 ニカラグア赤十字社 200,527
104 クック諸島赤十字社 175,098
105 ウガンダ赤十字社 108,047
106 ボリビア赤十字社 104,429
107 アルメニア赤十字社 102,874
108 ジャマイカ赤十字社 45,034
109 アンドラ赤十字社 29,058
110 トルコ赤新月社 14,086
111 アゼルバイジャン赤新月社 13,453
112 ポーランド赤十字社 12,420

  
  
2. 受付の協定が結ばれている額   　　0
   
  合計（1 ＋ 2） 　　60,148,352,882
  
3. クウェート政府からの原油輸入代金相当額 　　40,066,027,141
  
  合計（1+2+3）　 　  100,214,380,023
  
〈参考〉  
4. 送金の表明がなされている額   　　0
  
  合計（1+2+3+4）　 　  100,214,380,023

  平成 31 年 3 月 4 日現在
表 1　東日本大震災海外救援金受付状況

1. 受付国・機関と金額  　　（単位：円）

派
遣
総
数
は
八
九
四
班
、
約
六
、五
〇
〇
人
と
な
り
、
被
災
三
県
を

中
心
に
七
五
、〇
〇
〇
人
以
上
を
診
療
し
ま
し
た
。

救
援
物
資
の
配
分
や
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
、
赤
十
字
奉
仕
団
な
ど
に
よ

る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
の
き
め
細
か
な
活
動
も
総
力
を
あ
げ
て
実
施
さ

れ
ま
し
た
。

こ
う
し
た
活
動
の
中
で
現
在
も
継
続
さ
れ
て
い
る
事
業
が
、
各
国

の
赤
十
字
・
赤
新
月
社
を
通
じ
て
届
け
ら
れ
た
海
外
救
援
金
に
よ
る

復
興
支
援
事
業
で
す
。

一
、
〇
〇
〇
億
円
を
超
え
る
海
外
か
ら
の

救
援
金

―
事
業
の
九
九
％
が
終
了　
　

一
〇
〇
の
国
や
地
域
か
ら
は
、
六
〇
一
億
円
を
超
え
る
救
援
金

が
寄
せ
ら
れ
、
ク
ウ
ェ
ー
ト
政
府
か
ら
は
原
油
輸
入
代
金
相
当
額
の

約
四
〇
一
億
円
が
届
け
ら
れ
ま
し
た
（
表
１
）。
ク
ウ
ェ
ー
ト
か
ら
の

送
金
は
、
日
本
赤
十
字
社
を
通
じ
て
岩
手
、
宮
城
、
福
島
の
三
県
へ

配
分
さ
れ
、
県
の
支
援
事
業
に
充
て
ら
れ
、
三
陸
鉄
道
の
車
両
購
入
、

医
学
生
修
学
基
金
の
設
置
、
Ｊ
ヴ
ィ
レ
ッ
ジ
（
サ
ッ
カ
ー
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
）
の
再
建
な
ど
幅
広
く
活
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

海
外
か
ら
の
救
援
金
に
よ
る
日
本
赤
十
字
社
の
復
興
支
援
事
業
も

震
災
発
生
後
間
も
な
い
時
期
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
日
本
赤
十

字
社
は
復
興
支
援
本
部
を
立
ち
上
げ
、
被
災
者
の
声
を
聞
き
、
被
災
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仮
設
住
宅
の
ス
ペ
ー
ス
は
提
供
さ
れ
て
も
、
す
ぐ
に
生
活
家
電
な

ど
の
必
需
品
が
揃
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
を
補
う
事
業
と

し
て
一
三
万
セ
ッ
ト
を
超
え
る
生
活
家
電
セ
ッ
ト
（
冷
蔵
庫
、
洗
濯
機
、

炊
飯
器
、
テ
レ
ビ
、
電
子
レ
ン
ジ
、
電
気
ポ
ッ
ト
）
を
各
仮
設
住
宅
に
寄
贈

し
ま
し
た
。

　
　
　

⑶
高
齢
者
・
障
碍
者
を
支
え
る

地
の
ニ
ー
ズ
を
調
査
し
て
行
政
と
重
複
し
な
い
よ
う
調
整
し

な
が
ら
、
支
援
の
方
向
性
を
決
め
ま
し
た
。
事
業
は
赤
十
字

の
ノ
ウ
ハ
ウ
や
強
み
を
生
か
し
な
が
ら
展
開
し
て
き
ま
し
た
。

救
援
金
に
よ
る
事
業
は
す
で
に
九
九
％
が
達
成
さ
れ
て
お
り
、

二
〇
二
〇
年
度
末
で
完
了
す
る
予
定
と
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
一
〇
年
間
、
日
本
赤
十
字
社
が
行
っ
て
き
た
復
興
支

援
事
業
の
全
体
像
は
図
１
の
と
お
り
で
す
。

そ
の
う
ち
の
主
要
な
も
の
の
い
く
つ
か
を
概
括
し
て
み
ま

し
ょ
う
。

⑴
仮
設
住
宅
の
暮
ら
し
を
支
え
る

職
員
や
赤
十
字
奉
仕
団
が
仮
設
住
宅
を
訪
問
し
て
、
住
民

の
健
康
チ
ェ
ッ
ク
を
行
い
ま
し
た
。
身
体
を
動
か
し
住
民
の

ス
ト
レ
ス
解
消
と
不
活
発
病
の
防
止
や
、
家
を
失
っ
た
被
災

者
が
避
難
先
で
新
し
い
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
形
成
す
る
た
め
の

支
援
、
ま
た
元
の
地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
の
つ
な
が
り
を

維
持
す
る
た
め
に
集
会
所
の
備
品
を
整
備
し
、
ふ
る
さ
と
交

流
会
な
ど
を
実
施
し
ま
し
た
。

ホ
ッ
ト
ケ
ア
の
実
施　

一
七
〇
回
以
上

ノ
ル
デ
ィ
ッ
ク
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
の
開
催　

約
四
〇
〇
回

⑵
生
活
家
電
セ
ッ
ト
を
寄
贈

図 1　『日本赤十字社の復興支援事業の全体像』日本赤十字社「東日本大震災復興支援レポート」
　　　（2018年 2月発行）より

　ノルディックウォーキング「春の交流会
　2014in 遠野」（2014年 5月）

日本赤十字社寄贈のコミュニティ・バス
（2011年 9月）

　仮設住宅に入居した被災家族に家電6点セットを
　寄贈（2011年 4月）
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被
災
地
の
福
祉
施
設
で
は
、
被
害
を
受
け
た
施
設
か
ら
要
介
護
者

を
受
け
入
れ
た
た
め
定
員
を
超
え
て
し
ま
い
ま
し
た
。
ま
た
福
祉
車

両
が
津
波
で
流
さ
れ
た
た
め
、
日
本
赤
十
字
社
は
介
護
ベ
ッ
ド
や
福

祉
車
両
を
寄
贈
す
る
と
と
も
に
、
日
本
赤
十
字
社
の
介
護
福
祉
士
を

派
遣
し
て
施
設
職
員
の
負
担
軽
減
な
ど
に
貢
献
し
ま
し
た
。

・
車
両　

二
〇
七
施
設
、
三
三
八
台
、
ベ
ッ
ド
一
六
一
施
設
、

九
五
九
台

ま
た
、
住
環
境
か
ら
高
齢
者
の
孤
立
・
孤
独
化
を
防
ぎ
、
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
を
活
性
化
さ
せ
る
た
め
、
共
同
住
宅
の
建
設
を
支
援
し
ま
し

た
。　
　

・
九
カ
所
、
七
九
八
戸

⑷
子
ど
も
の
健
や
か
な
成
長
の
た
め
に

①
子
ど
も
の
学
び
・
遊
ぶ
環
境
を
整
備

学
校
や
グ
ラ
ウ
ン
ド
は
避
難
場
所
や
災
害
対
応
で
使
わ
れ
て
お
り
、

日
本
赤
十
字
社
は
、
被
災
し
た
幼
稚
園
、
保
育
園
、
仮
設
体
育
館
の

建
築
を
支
援
し
ま
し
た
。

・
仮
設
体
育
館
支
援　

三
校　

生
徒
数
一
、〇
八
八
名

・
幼
稚
園
・
保
育
園
等
建
築
支
援　

八
施
設　

定
員
四
四
〇
人

・
ス
ク
ー
ル
バ
ス
の
寄
贈　

一
三
校　

一
八
台

②
保
健
室
の
機
能
回
復
を
支
援

津
波
の
被
害
や
避
難
所
と
し
て
の
使
用
な
ど
で
保
健
室
の
機
材
や

衛
生
物
品
の
不
足
が
生
じ
ま
し
た
。
日
本
赤
十
字
社
は
こ
れ
ら
の
物

品
の
整
備
を
支
援
し
ま
し
た
。

・
保
健
室
の
備
品
寄
贈　

一
六
〇
校

③
学
校
給
食
の
再
開
を
支
援

震
災
で
学
校
給
食
を
提
供
す
る
設
備
も
被
害
を
受
け
、
日
本
赤
十

字
社
は
給
食
セ
ン
タ
ー
に
機
器
を
提
供
し
、
給
食
が
迅
速
に
提
供
さ

れ
る
よ
う
整
備
し
ま
し
た
。

・
大
型
冷
蔵
庫
や
調
理
器
具
等　

八
、九
三
三
点

④
青
少
年
赤
十
字
の
ノ
ウ
ハ
ウ
が
詰
ま
っ
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
、
子
ど
も
の

心
身
の
成
長
を
支
援

夏
休
み
期
間
を
利
用
し
て
、
被
災
地
で
生
活
す
る
児
童
・
生
徒
を

北
海
道
の
ル
ス
ツ
リ
ゾ
ー
ト
（
留
寿
都
村
）
に
招
き
、
三
泊
四
日
の
キ
ャ

ン
プ
を
二
〇
一
二
年
と
二
〇
一
三
年
に
開
催
し
ま
し
た
。
新
し
い
友

達
と
の
交
流
、
乗
馬
や
農
作
物
収
穫
体
験
な
ど
、
青
少
年
赤
十
字
指

導
者
で
あ
る
小
・
中
学
校
の
教
師
と
臨
床
心
理
士
ら
が
作
っ
た
プ
ロ

グ
ラ
ム
で
実
施
し
ま
し
た
。

・
北
海
道
で
の
開
催　

二
〇
回　

五
、七
八
八
名
が
参
加

・
被
災
地
で
の
開
催　

一
〇
回　

六
五
一
名
が
参
加

　
　
　
　
　

⑸
地
域
医
療
の
再
生
を
支
え
る

①
医
療
機
関
の
復
旧
・
再
建

宮
城
県
石
巻
市
で
は
、
津
波
の
被
害
が
大
き
く
、
沿
岸
部
の
市
街

地
が
破
壊
さ
れ
て
地
域
の
医
療
機
能
が
失
わ
れ
ま
し
た
。
日
本
赤
十

字
社
は
医
療
機
関
の
復
旧
・
再
建
を
支
援
し
て
地
域
の
医
療
の
迅
速

な
再
構
築
に
貢
献
し
ま
し
た
。

・
復
旧
・
再
建
対
象
医
療
機
関　

気
仙
沼
市
立
本
吉
病
院
、
石
巻

市
夜
間
急
患
セ
ン
タ
ー
、
南
三
陸
病
院
・
総
合
ケ
ア
セ
ン
タ
ー

南
三
陸
、
女
川
町
地
域
医
療
セ
ン
タ
ー

仮設体育館の建設支援（2011年 9月）

　学校給食の備品支援（2011年 11月）

　「サマーキャンプ」いっぱいのじゃがいもを
収穫して大満足の子どもたち（2012年 7月）
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・
日
本
赤
十
字
社
が
支
援
し
た
医
療
圏
の
人
口

　
　

気
仙
沼
医
療
圏
（
一
市
一
町
）
八
五
、六
五
八
人

　
　

石
巻
医
療
圏
（
二
市
一
町
）　

二
〇
二
、〇
八
一
人
）

 

（
住
民
基
本
台
帳
平
成
二
三
年
十
二
月
末
）

②
肺
炎
球
菌
に
よ
る
高
齢
者
の
肺
炎
の
予
防
と
重
症
化
の
予
防
）

冬
場
に
か
け
て
肺
炎
等
の
呼
吸
器
疾
患
の
増
加
が
懸
念
さ
れ
ま
し

た
。
肺
炎
は
特
に
高
齢
者
の
死
亡
割
合
が
大
き
い
疾
患
で
あ
り
対
策

が
急
務
で
し
た
。
日
本
赤
十
字
社
は
医
師
会
と
の
共
同
事
業
に
よ
り

高
齢
者
に
対
し
て
肺
炎
球
菌
ワ
ク
チ
ン
接
種
を
進
め
ま
し
た
。

・
対
象
者　

四
三
七
、八
五
六
名

⑹
原
子
力
災
害
に
よ
る
健
康
不
安
に
寄
り
添
う

①
住
民
の
健
康
調
査
を
実
施

福
島
県
双
葉
郡
浪
江
町
は
、
町
の
全
域
に
避
難
指
示
が
出
さ
れ
、

町
民
が
避
難
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
自
治
体
の
一
つ
で
す
。
特
に

浪
江
町
で
は
避
難
先
が
分
散
し
て
十
分
な
行
政
サ
ー
ビ
ス
が
行
き
渡

ら
な
い
状
況
が
生
じ
て
い
ま
し
た
。
日
本
赤
十
字
社
は
看
護
師
を
中

心
に
、
地
域
に
点
在
す
る
被
災
者
の
住
宅
を
個
別
に
訪
問
し
て
、
町

が
住
民
の
健
康
を
把
握
す
る
た
め
の
健
康
調
査
に
協
力
し
ま
し
た
。

・
五
、五
六
〇
世
帯　

一
二
、二
八
六
名

②
住
民
の
不
安
解
消
の
た
め
の
講
演
会
の
実
施

人
々
は
放
射
線
に
つ
い
て
の
正
確
で
十
分
な
知
識
を
持
っ
て
お
ら

ず
、
身
体
に
与
え
る
影
響
に
対
し
て
不
安
を
抱
え
て
い
ま
し
た
。
日

本
赤
十
字
社
は
被
災
さ
れ
た
人
々
に
対
し
て
身
体
や
心
の
健
康
の
維

持
を
目
的
と
し
た
健
康
講
演
を
実
施
し
て
住
民
の
不
安
の
解
消
に
努

め
ま
し
た
。

③
原
子
力
災
害
対
応
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
策
定

日
本
赤
十
字
社
は
原
子
力
災
害
で
も
救
護
活
動
従
事
者
が
自
ら
の

安
全
を
確
保
し
て
活
動
で
き
る
よ
う
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
策
定
し
ま
し
た
。

福
島
第
一
原
発
事
故
で
の
活
動
の
経
験
や
教
訓
を
基
に
、国
際
赤
十
字
・

赤
新
月
社
連
盟
に
対
し
て
積
極
的
に
情
報
を
提
供
し
、
連
盟
版
の
原
子

力
災
害
対
応
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
作
成
に
貢
献
し
ま
し
た
。
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
の
英
訳
は
公
開
さ
れ
て
お
り
、
各
国
赤
十
字
・
赤
新
月
社
が
自
国
版

の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
作
成
す
る
う
え
で
も
参
考
と
な
っ
て
い
ま
す
。

④
地
域
住
民
の
食
の
安
全
・
安
心
に
貢
献

時
間
の
経
過
と
と
も
に
拡
散
し
た
放
射
線
量
は
低
下
し
た
も
の
の
、

食
に
対
す
る
安
心
と
い
う
視
点
か
ら
は
放
射
線
量
を
自
ら
確
認
で
き

る
こ
と
が
必
要
で
す
。
野
菜
や
飲
料
用
井
戸
水
な
ど
の
安
全
に
つ
い

て
も
知
り
た
い
と
い
う
住
民
の
声
を
受
け
て
食
品
放
射
能
測
定
機
器

を
設
置
し
ま
し
た
。

・
一
〇
九
台
、
九
万
人

⑤
屋
内
遊
び
場
「
赤
十
字
す
ま
い
る
ぱ
ー
く
」
を
開
催

原
発
事
故
や
そ
れ
に
伴
う
避
難
生
活
に
よ
り
、
子
ど
も
の
遊
び
場

が
な
か
っ
た
り
外
遊
び
を
制
限
さ
れ
た
り
し
て
、
子
ど
も
の
体
力
低

下
が
懸
念
さ
れ
ま
し
た
。

日
本
赤
十
字
社
は
福
島
県
内
の
子
ど
も
た
ち
の
た
め
に
屋
内
に
遊

戯
場
を
設
置
す
る
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
し
、
ボ
ー
ル
プ
ー
ル
、
エ
ア
ト

ラ
ッ
ク
な
ど
の
巨
大
な
エ
ア
遊
具
を
そ
ろ
え
、
身
体
を
動
か
す
機
会

を
提
供
し
ま
し
た
。

　肺炎球菌の予防接種（2012年 1月）

　浪江町民の健康調査事業（2012年 10月）　ベクレルモニターによる食品の安全性の確認
　（2012年 5月）
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・
対
象
者　

八
六
、五
八
四
名

被
災
地
で
着
目
さ
れ
た
多
く
の
課
題　

地
域
や
被
災
者
の
ニ
ー
ズ
の
把
握
を
重
視
し
、
行
政
な
ど
と
も
連

携
し
て
実
施
し
て
き
た
復
興
支
援
事
業
に
は
、
こ
れ
ま
で
日
本
赤
十

字
社
が
海
外
で
実
施
し
て
き
た
救
援
活
動
の
ノ
ウ
ハ
ウ
が
生
か
さ
れ

て
き
ま
し
た
。
各
国
の
赤
十
字
・
赤
新
月
社
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
社
が

互
い
に
連
携
し
て
国
内
外
で
救
援
活
動
を
実
施
し
、
そ
の
ノ
ウ
ハ
ウ

を
蓄
積
し
て
い
ま
す
。
日
本
赤
十
字
社
が
企
画
立
案
し
た
復
興
支
援

事
業
も
、
こ
う
し
た
海
外
の
姉
妹
社
や
国
際
赤
十
字
・
赤
新
月
社
連

盟
な
ど
と
も
十
分
協
議
を
行
い
、
中
間
評
価
も
実
施
し
な
が
ら
展
開

し
て
き
た
も
の
で
す
。

そ
う
し
た
事
業
の
実
施
の
中
で
日
本
赤
十
字
社
が
着
目
し
た
被
災

者
の
課
題
が
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
。

⑴
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
機
能
の
低
下

震
災
を
機
に
地
域
の
過
疎
化
が
さ
ら
に
進
行
し
ま
し
た
。
地
元

の
文
化
や
祭
り
と
い
っ
た
地
域
の
つ
な
が
り
が
喪
失
さ
れ
、
ま
た
避

難
の
都
度
、
人
間
関
係
が
リ
セ
ッ
ト
さ
れ
る
た
め
、
孤
立
化
が
懸
念

さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
見
守
り
や
助
け
合
い
な
ど
の
セ
ー
フ

テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト
が
機
能
し
な
く
な
り
ま
し
た
。
被
災
地
域
や
移
住
先

で
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
い
か
に
形
成
す
る
か
が
事
業
の
中
で
求
め
ら

れ
ま
し
た
。

⑵
避
難
の
長
期
化
で
蓄
積
さ
れ
る
被
災
者
の
ス
ト
レ
ス

狭
い
地
域
内
で
の
密
集
し
た
生
活
の
た
め
、
対
人
関
係
の
ス
ト
レ

ス
が
増
加
し
ま
し
た
。
生
計
の
回
復
、
特
に
再
就
職
・
再
就
労
が
難

し
い
状
況
や
住
宅
再
建
に
か
か
る
資
金
負
担
な
ど
、
強
い
ス
ト
レ
ス

に
よ
り
健
康
に
大
き
な
影
響
が
出
る
こ
と
も
懸
念
さ
れ
ま
し
た
。
ま

た
環
境
の
変
化
に
よ
る
子
ど
も
の
学
習
意
欲
・
就
労
意
欲
へ
の
影
響

も
注
視
す
る
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。

⑶
避
難
生
活
で
高
ま
る
健
康
リ
ス
ク

栄
養
の
偏
り
や
狭
い
住
居
で
の
日
常
的
な
活
動
量
の
低
下
、
慣
れ

な
い
地
域
で
の
外
出
減
少
な
ど
に
よ
り
、
生
活
習
慣
病
や
生
活
不
活

発
病
を
生
じ
や
す
い
状
況
に
な
り
ま
し
た
。
避
難
生
活
を
続
け
る
人

の
健
康
維
持
が
重
要
な
課
題
と
な
り
ま
し
た
。

こ
れ
ら
は
、
東
日
本
大
震
災
に
お
け
る
課
題
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、

今
後
あ
ら
ゆ
る
長
期
化
す
る
災
害
時
に
想
定
さ
れ
る
課
題
と
も
い
え

ま
す
。

こ
れ
ら
へ
の
対
応
は
、
日
本
赤
十
字
社
だ
け
で
対
応
で
き
る
も
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
行
政
や
企
業
、
他
団
体
と
し
っ
か
り
と
連
携
す

る
中
で
実
施
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。ま
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

の
中
で
、
被
災
者
の
様
々
な
ニ
ー
ズ
を
受
け
止
め
て
い
く
に
は
、
そ

の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
中
で
の
共
助
が
必
要
に
な
り
、
そ
の
支
援
に
お

い
て
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
果
た
す
役
割
が
非
常
に
大
き
な
も
の
と
な
り

ま
す
。

日
本
赤
十
字
社
に
と
っ
て
も
、
一
〇
年
の
活
動
は
様
々
な
学
び
を

得
る
経
験
と
な
り
ま
し
た
が
、
そ
の
中
で
何
よ
り
も
強
く
受
け
止
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、「
一
人
ひ
と
り
の
思
い
が
集
ま
れ
ば
大
き

な
支
援
に
変
わ
る
」
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

日
本
中
か
ら
の
、
そ
し
て
世
界
中
か
ら
の
一
人
ひ
と
り
の
思
い
と

支
援
が
集
ま
り
、
大
き
な
力
と
な
っ
た
こ
と
に
改
め
て
気
づ
か
さ
れ

る
機
会
と
も
な
り
ま
し
た
。

 

（
Ｉ
Ｈ
Ｓ
事
務
局 

畑
厚
彦
記
）

　　　　未就学児童を対象とした屋内遊び場
　　　　すまいるぱーく（2013年 7月）
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は
じ
め
に

：

「
運
命
の
時
」

二
〇
一
一
年
三
月
一
一
日
一
四
時
四
六
分
、
宮
城
県
金
華
山
の

は
る
か
沖
あ
い
の
海
底
で
、
千
年
の
深
い
眠
り
か
ら
目
を
覚
ま
し
た

か
の
よ
う
に
、
太
平
洋
プ
レ
ー
ト
と
陸
側
プ
レ
ー
ト
が
突
如
、
激
し

く
破
断
し
、
プ
レ
ー
ト
の
ず
れ
に
よ
り
観
測
史
上
経
験
し
た
こ
と
の

な
い
巨
大
な
地
震
が
発
生
し
た
。
発
災
し
た
当
時
の
こ
と
は
今
も
脳

裏
に
焼
き
付
い
て
い
る
。
私
は
、
東
京
の
市
ヶ
谷
に
あ
る
防
衛
省
の

Ａ
棟
一
四
階
の
統
合
幕
僚
監
部
（
統
幕
）
防
衛
計
画
部
長
室
に
お
い
て
、

幕
僚
と
と
も
に
防
衛
省
改
革
に
関
す
る
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
を
行
っ
て
い

た
。
防
衛
省
の
Ａ
棟
は
、
防
衛
大
臣
は
じ
め
本
省
内
部
部
局
と
統
合

幕
僚
監
部
や
陸
海
空
の
幕
僚
監
部
が
入
っ
て
い
る
我
が
国
防
衛
の
中

枢
で
あ
る
。
か
な
り
強
烈
な
横
揺
れ
が
始
ま
り
、
だ
ん
だ
ん
と
そ
の

揺
れ
幅
が
大
き
く
な
り
、
壁
や
書
棚
が
ミ
シ
ミ
シ
と
音
を
立
て
始
め

た
。
揺
れ
が
激
し
く
な
り
、
身
動
き
が
取
れ
な
く
な
っ
た
。
本
棚
か

ら
バ
サ
バ
サ
と
本
が
落
ち
始
め
た
。
私
と
部
下
た
ち
は
、
自
ら
の
身

体
を
抑
え
る
の
で
精
一
杯
で
あ
っ
た
。
数
分
間
は
揺
れ
た
で
あ
ろ
う

か
、
揺
れ
が
落
ち
着
く
と
、
我
々
は
、
直
ち
に
地
下
に
あ
る
総
合
オ

ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
ル
ー
ム
に
向
か
っ
た

１

。

こ
こ
に
引
用
し
た
の
は
、
私
が
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
遭
遇

し
た
際
の
場
面
で
あ
る
。
あ
の
時
か
ら
ま
も
な
く
一
〇
年
を
迎
え
よ

う
と
し
て
い
る
。
東
日
本
大
震
災
と
い
う
未
曽
有
の
災
害
に
自
衛
隊

は
総
力
を
挙
げ
て
、
捜
索
救
難
・
人
命
救
助
の
た
め
の
活
動
を
開
始

し
た
。
そ
し
て
、
一
四
日
頃
か
ら
深
刻
に
な
っ
て
く
る
福
島
第
一
原

子
力
発
電
所
に
お
け
る
原
発
事
故
へ
の
対
応
と
い
う
、
自
衛
隊
が
経

験
し
た
こ
と
の
な
い
放
射
能
汚
染
下
の
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
突
き
進

ん
で
い
っ
た
。

本
稿
で
は
、
ま
ず
、
二
〇
一
一
年
の
東
日
本
大
震
災
に
際
し
て
自

衛
隊
が
如
何
に
活
動
し
た
か
、
そ
し
て
、
同
災
害
派
遣
に
は
ど
の
よ

う
な
特
色
が
あ
っ
た
の
か
紹
介
す
る
。

災
害
の
種
類
や
態
様
、
被
害
の
状
況
は
千
差
万
別
で
あ
り
、
一
つ

と
し
て
同
じ
形
態
の
災
害
派
遣
は
な
い
。
そ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
、

私
が
東
部
方
面
総
監

２

と
し
て
経
験
し
た
二
〇
一
三
年
の
伊
豆
大
島
土

砂
災
害
及
び
二
〇
一
四
年
の
御
嶽
山
火
山
噴
火
災
害
に
お
け
る
活
動

の
特
色
を
紹
介
し
、
日
本
赤
十
字
社
は
じ
め
関
係
機
関
が
自
衛
隊
と

連
携
す
る
上
で
参
考
に
な
る
と
思
わ
れ
る
事
項
に
つ
い
て
も
取
り
上

げ
る
こ
と
と
す
る
。

自
衛
隊
の
災
害
派
遣
任
務
と
組
織
に
つ
い
て

本
題
に
入
る
前
に
、
自
衛
隊
の
任
務
や
組
織
に
つ
い
て
説
明
す
る
。

自
衛
隊
の
任
務
は
、
自
衛
隊
法
第
三
条
に
お
い
て
、「
我
が
国
の
平

和
と
独
立
を
守
り
、
国
の
安
全
を
保
つ
た
め
、
我
が
国
を
防
衛
す
る

こ
と
を
主
た
る
任
務
と
し
、
必
要
に
応
じ
、
公
共
の
秩
序
の
維
持
に

当
た
る
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
自
衛
隊
と
い
う
の
は
、
外
敵
か
ら

の
侵
害
に
対
し
て
日
本
を
防
衛
す
る
こ
と
を
主
た
る
任
務
と
し
て
い

る
。
災
害
派
遣
の
任
務
は
、第
三
条
後
半
の
下
線
部
分
を
根
拠
に
す
る
。

災
害
現
場
で
は
、
警
察
、
消
防
、
海
上
保
安
庁
（
海
保
）
や
そ
の
他

関
係
機
関
と
連
携
し
な
が
ら
自
衛
隊
も
活
動
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
災

害
派
遣
に
従
事
す
る
機
関
を
総
称
し
て
フ
ァ
ー
ス
ト
リ
ス
ポ
ン
ダ
ー

と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
同
じ
フ
ァ
ー
ス
ト
リ
ス
ポ
ン
ダ
ー
で
あ

り
な
が
ら
、
自
衛
隊
は
警
察
、
消
防
、
海
保
と
異
な
る
点
が
あ
る
。

そ
れ
は
、
消
防
、
警
察
及
び
海
保
が
平
素
か
ら
人
命
救
助
や
災
害
防

除
等
の
任
務
を
付
与
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
自
衛
隊
は
基
本
的

に
都
道
府
県
知
事
等
の
要
請
に
よ
り

３

部
隊
を
派
遣
す
る
こ
と
が
で
き

る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
自
衛
隊
は
、
要
請
に
即
応
で

き
る
よ
う
に
常
時
、
人
員
約
三
、九
〇
〇
名
、
車
両
約
一
、一
〇
〇
両
、

航
空
機
約
四
〇
機
を
待
機
さ
せ
て
い
る
。

次
に
、
自
衛
隊
の
組
織
に
つ
い
て
簡
潔
に
触
れ
て
お
く
。
自
衛

隊
は
国
の
組
織
で
あ
る
。
警
察
は
都
道
府
県
単
位
、
消
防
は
市
町
村

単
位
の
組
織
で
あ
る
の
で
、
各
レ
ス
ポ
ン
ダ
ー
に
よ
り
指
揮
命
令
系

統
も
異
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
自
衛
隊
は
約
二
五
万
人
の
自
衛
官

自
衛
隊
の
災
害
派
遣
活
動
の
特
性
と
関
係
機
関
と
の
連
携
に
つ
い
て

磯
部
晃
一

第
三
七
代
東
部
方
面
総
監
／
元
陸
将

前
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
ア
ジ
ア
セ
ン
タ
ー
上
席
研
究
員

―
東
日
本
大
震
災
等
の
体
験
を
中
心
に

特
集
３

：

東
日
本
大
震
災
10
年
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等
か
ら
な
る
巨
大
な
組
織
で
あ
る
。
防
衛
大
臣
の
指
揮
監
督
の
下
に
、

陸
上
自
衛
隊
（
陸
自
）、
海
上
自
衛
隊
（
海
自
）
及
び
航
空
自
衛
隊
（
空
自
）

の
３
自
衛
隊
の
部
隊
か
ら
成
る
。
そ
し
て
、
防
衛
大
臣
が
大
規
模
に

部
隊
を
運
用
す
る
際
に
は
、
基
本
的
に
陸
自
・
海
自
・
空
自
を
統
合

し
て
運
用
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

阪
神
淡
路
大
震
災
で
の
教
訓

自
衛
隊
は
、
一
九
九
五
年
の
阪
神
淡
路
大
震
災
で
の
経
験
を
踏

ま
え
て
、
よ
り
一
層
迅
速
な
対
応
が
で
き
る
よ
う
、
関
係
法
令
や
運

用
要
領
を
見
直
し
て
き
た
。
具
体
的
に
は
、
自
主
派
遣
を
行
う
場
合

の
基
準
を
明
記
し
た
り
、
情
報
連
絡
体
制
の
充
実
や
防
災
訓
練
な
ど

を
通
じ
て
常
日
頃
か
ら
自
衛
隊
と
地
方
公
共
団
体
な
ど
と
の
連
携
を

よ
り
強
化
し
た
り
し
て
き
た
。
さ
ら
に
、
道
路
上
の
放
置
車
両
の
除

去
や
警
戒
区
域
の
設
定
、
土
地
・
建
物
の
使
用
な
ど
、
災
害
派
遣
時

の
自
衛
官
が
行
使
し
得
る
権
限
の
追
加
を
法
律
上
規
定
し
た
。
ま
た
、

震
度
５
以
上
の
地
震
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
航
空
機
な
ど
を
活
用

し
て
被
害
情
報
を
収
集
し
、
迅
速
に
内
閣
総
理
大
臣
な
ど
に
報
告
す

る
態
勢
を
と
る
こ
と
と
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
東
日
本
大
震
災
発
生
以
前
に
も
、
頻
発
す
る
自
然

災
害
に
際
し
て
、
迅
速
か
つ
効
果
的
に
自
衛
隊
が
活
動
で
き
る
よ
う
、

各
種
の
取
り
組
み
が
な
さ
れ
て
き
た
。

東
日
本
大
震
災
に
お
け
る
自
衛
隊
の
活
動

東
日
本
大
震
災
は
、
戦
後
の
日
本
が
経
験
し
た
最
大
の
危
機
で

あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
す
る
自
衛
隊
が
行
っ
た
災
害
派
遣
は
、
自
衛
隊

創
設
以
来
、
最
大
の
派
遣
規
模
と
な
っ
た
。

二
〇
一
一
年
三
月
一
一
日
か
ら
一
二
月
二
六
日
ま
で
の
九
か
月
余

り
の
派
遣
期
間
に
、
延
べ
一
、〇
五
八
万
人

４

の
自
衛
隊
員
が
災
害
派

遣
に
従
事
し
た
。
自
衛
官
の
現
員
が
約
二
二
万
六
千
名
で
あ
り
、
そ

の
約
半
数
に
当
た
る
一
〇
万
人
が
最
大
派
遣
規
模
時
に
は
そ
の
任
に

当
た
っ
た
。
前
述
の
と
お
り
、
自
衛
隊
の
主
た
る
任
務
は
「
わ
が
国

の
防
衛
」
で
あ
る
の
で
、
同
震
災
の
災
害
派
遣
期
間
中
に
お
い
て
も
、

約
半
数
の
一
〇
万
余
の
隊
員
は
周
辺
諸
国
の
軍
事
活
動
に
対
す
る
警

戒
監
視
等
の
任
務
に
就
い
て
い
た
。

地
震
・
津
波
の
災
害
派
遣
活
動
の
実
績
と
し
て
は
、
人
命
救
助

：

一
九
、二
八
六
名
、
ご
遺
体
収
容

：

九
、五
〇
五
体
、
物
資
輸
送

：
約

一
万
四
千
ト
ン
、
給
水
支
援

：

約
三
万
三
千
ト
ン
、
給
食
支
援

：
約

五
〇
〇
万
五
千
食
、
入
浴
支
援

：

一
〇
九
万
名
に
及
ん
だ
。
他
方
、

福
島
原
発
事
故
に
対
す
る
原
子
力
災
害
派
遣
の
活
動
実
績
は
、
延
べ

人
員
約
八
万
人
、原
子
炉
建
屋
へ
の
空
中
放
水

：
大
型
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー

Ｃ
Ｈ
‐
47
に
よ
る
四
ソ
ー
テ
ィ

５

合
計
約
三
〇
ト
ン
、
地
上
放
水

：

自

衛
隊
消
防
車
に
よ
る
合
計
約
三
四
〇
ト
ン
、
ご
遺
体
収
容

：

六
二
体

と
な
っ
て
い
る

６

。

陸
上
自
衛
隊
の
自
己
完
結
能
力

東
日
本
大
震
災
の
よ
う
な
長
期
か
つ
膨
大
な
支
援
を
要
す
る
大

災
害
に
は
、
他
の
リ
ス
ポ
ン
ダ
ー
に
は
な
い
自
衛
隊
特
有
の
能
力
が

大
き
な
効
果
を
発
揮
し
た
。
そ
れ
が
自
己
完
結
能
力
で
あ
る
。
陸
自

は
野
外
に
お
い
て
活
動
す
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
の
で
、
自
ら
天

幕
な
ど
を
展
張
し
、
そ
こ
で
寝
食
を
行
う
。
給
食
・
入
浴
・
洗
濯
な

ど
も
部
隊
単
位
で
可
能
で
あ
る
。
食
材
さ
え
調
達
で
き
れ
ば
、
ど
こ

で
も
調
理
が
可
能
な
炊
事
車
で
調
理
し
、
水
は
河
川
な
ど
か
ら
吸
い

上
げ
、
車
載
型
の
浄
水
装
置
に
よ
り
飲
用
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

さ
ら
に
野
外
入
浴
セ
ッ
ト
を
展
開
す
れ
ば
入
浴
、
シ
ャ
ワ
ー
も
可
能

で
あ
る
。
こ
う
し
た
自
己
完
結
能
力
を
活
用
し
て
被
災
者
に
給
食
、

入
浴
と
い
っ
た
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
り
、
長
期
か
つ
膨

大
な
支
援
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。

東
日
本
大
震
災
時
の
活
動
の
特
色

東
日
本
大
震
災
に
お
け
る
災
害
派
遣
の
特
色
を
挙
げ
る
と
す
れ
ば
、

１
）
災
害
派
遣
史
上
初
め
て
統
合
任
務
部
隊
を
発
足
さ
せ
て
対
処
し

た
こ
と
、
２
）
原
子
力
災
害
と
い
う
目
に
見
え
な
い
脅
威
に
対
処
し

た
こ
と
、
そ
し
て
、
３
）
米
軍
の
「
ト
モ
ダ
チ
作
戦
」
と
と
も
に
対
処

し
た
こ
と
、
の
三
点
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
以
下
、
簡
潔
に
そ
の
特
色

と
関
係
機
関
に
と
っ
て
参
考
と
な
る
事
項
を
述
べ
て
み
た
い
。

災
害
派
遣
史
上
初
の
統
合
任
務
部
隊
の
編
成

東
日
本
大
震
災
は
、
地
震
・
津
波
に
よ
る
東
日
本
の
太
平
洋
沿
岸

部
に
甚
大
な
被
害
へ
の
対
応
と
と
も
に
、
福
島
原
発
事
故
と
い
う
特

異
な
原
子
力
災
害
に
も
同
時
に
迅
速
な
対
処
を
自
衛
隊
に
迫
る
も
の

で
あ
っ
た
。
自
衛
隊
は
、
防
衛
任
務
を
遂
行
し
つ
つ
、
さ
ら
に
災
害

派
遣
史
上
か
つ
て
な
い
二
正
面
作
戦
、
す
な
わ
ち
地
震
・
津
波
被
害

へ
の
対
応
と
福
島
原
発
事
故
へ
の
対
応
を
同
時
に
遂
行
し
た
。

こ
の
た
め
、
地
震
・
津
波
で
大
き
な
被
害
が
発
生
し
て
い
る
東
北

地
方
に
つ
い
て
は
、
陸
自
の
東
北
方
面
総
監
が
陸
海
空
の
三
自
衛
隊

の
災
害
派
遣
部
隊
を
統
一
し
て
指
揮
す
る
こ
と
と
し
、
福
島
第
一
原

子
力
発
電
所
事
故
へ
の
対
応
に
つ
い
て
は
、
陸
自
の
中
央
即
応
集
団

司
令
官
が
指
揮
を
と
っ
た
。

地
震
・
津
波
へ
の
対
応
に
際
し
て
、「
統
合
任
務
部
隊
―
東
北
（
Ｊ
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Ｔ
Ｆ
‐
Ｔ
Ｈ
）
の
指
揮
官
に
就
い
た
の
が
東
北
方
面
総
監
の
君
塚
栄
治

陸
将
で
あ
っ
た
。
統
合
任
務
部
隊
と
は
、
図
１
の
と
お
り
陸
自
、
海

自
及
び
空
自
の
部
隊
を
一
人
の
指
揮
官
の
配
下
に
置
い
て
一
元
的
に

活
動
す
る
部
隊
の
こ
と
で
あ
る
。
Ｊ
Ｔ
Ｆ
‐
Ｔ
Ｈ
の
構
成
部
隊
と
し
て
、

東
北
方
面
総
監
（
統
合
指
揮
官
と
兼
務
）
率
い
る
陸
自
の
災
害
派
遣
部
隊
、

横
須
賀
地
方
総
監
率
い
る
海
自
の
災
害
派
遣
部
隊
及
び
航
空
総
隊
司

令
官
率
い
る
空
自
の
災
害
派
遣
部
隊
が
入
っ
た
。

首
都
直
下
地
震
な
ど
の
災
害
派
遣
に
際
し
て
は
、
統
合
任
務
部
隊

を
編
成
す
る
こ
と
が
当
時
す
で
に
計
画
に
示
さ
れ
て
い
た
が
、
実
際

の
災
害
派
遣
で
統
合
任
務
部
隊
を
立
ち
上
げ
て
対
処
し
た
の
は
こ
れ

が
初
め
て
で
あ
っ
た
。

因
み
に
、
防
衛
省
が
統
合
幕
僚
監
部
と
い
う
大
臣
直
属
の
統
合
運

用
を
担
任
す
る
幕
僚
機
関
を
発
足
さ
せ
た
の
は
、
二
〇
〇
六
年
三
月

の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ま
で
の
自
衛
隊
の
運
用
は
、
陸
上
・
海
上
・

航
空
の
そ
れ
ぞ
れ
の
幕
僚
監
部
が
並
立
し
て
担
っ
て
い
た
。
震
災
発

生
時
に
は
、
統
合
幕
僚
監
部
発
足
か
ら
五
年
の
月
日
が
経
っ
て
い
た
。

統
合
任
務
部
隊
が
発
足
し
た
こ
と
に
よ
り
、
防
衛
大
臣
か
ら
の
命

令
や
指
示
も
Ｊ
Ｔ
Ｆ
‐
Ｔ
Ｈ
指
揮
官
一
人
に
発
出
す
れ
ば
災
害
派
遣

に
当
た
る
陸
海
空
の
部
隊
に
徹
底
で
き
る
メ
リ
ッ
ト
が
あ
っ
た
。
ま

た
、
災
害
派
遣
に
従
事
す
る
自
衛
隊
以
外
の
関
係
機
関
に
と
っ
て
、

統
合
任
務
部
隊
が
発
足
し
た
こ
と
に
よ
り
、
自
衛
隊
と
の
調
整
は
窓

口
が
一
本
化
さ
れ
円
滑
に
な
っ
た
。

今
後
、
大
規
模
災
害
発
生
の
際
に
は
、
自
衛
隊
は
統
合
任
務
部
隊

に
よ
る
対
処
が
常
態
に
な
る
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
現
に
、
そ

の
後
、
伊
豆
大
島
土
砂
災
害
（
二
〇
一
三
年
）、
熊
本
地
震
（
二
〇
一
六
年
）、

台
風
一
九
号
（
二
〇
一
九
年
）
へ
の
災
害
派
遣
は
統
合
任
務
部
隊
に
よ
る

対
処
と
な
っ
た
。
関
係
機
関
に
お
い
て
は
、
自
衛
隊
が
統
合
部
隊
を

編
成
し
て
災
害
派
遣
に
当
た
る
か
否
か
を
確
認
し
て
調
整
を
始
め
る

こ
と
が
効
果
的
で
あ
る
。

原
子
力
災
害
と
い
う
目
に
見
え
な
い
脅
威
へ
の
対
処

他
方
、
福
島
原
発
事
故
へ
の
対
応
は
、
当
初
、
防
衛
省
・
自
衛

隊
に
も
現
地
の
原
子
力
発
電
所
に
関
す
る
情
報
が
十
分
に
伝
わ
ら
ず
、

状
況
把
握
に
も
手
間
取
っ
た
の
が
実
態
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
原
子

力
災
害
派
遣
に
つ
い
て
は
、
自
衛
隊
の
活
動
は
原
子
力
発
電
所
施
設

外
（
オ
フ
サ
イ
ト
）
で
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
や
住
民
の
避
難
誘
導
な
ど
に
限

定
さ
れ
て
お
り
、
施
設
の
中
（
オ
ン
サ
イ
ト
）
に
入
る
こ
と
は
当
時
の
原

子
力
災
害
派
遣
計
画
で
は
規
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
三
月
一
四
日
一
一
時
〇
一
分
、
原
子
炉
三
号
機
の
建

屋
が
爆
発
し
、
現
場
に
居
合
わ
せ
た
陸
自
の
中
央
特
殊
武
器
防
護
隊

の
隊
員
が
負
傷
し
た
と
の
第
一
報
を
受
け
て
、
防
衛
省
・
自
衛
隊
は

福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
が
深
刻
な
事
態
に
陥
り
始
め
て
い
る
こ
と

を
認
識
し
た
。

福
島
第
一
原
発
で
は
、
原
子
炉
を
い
か
に
封
じ
込
め
、
ま
た
、
使

用
済
み
燃
料
プ
ー
ル
に
い
か
に
注
水
す
る
か
が
喫
緊
の
課
題
に
な
っ

て
き
た
。
そ
う
し
た
事
情
か
ら
、
防
衛
省
統
幕
で
は
、
福
島
原
発
事

故
へ
の
対
応
を
陸
自
の
中
央
即
応
集
団
司
令
官
に
任
せ
る
こ
と
に
し

た
。
中
央
即
応
集
団

７

は
、
第
一
空
挺
団
、
第
１
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
団
、

特
殊
作
戦
群
、
中
央
特
殊
武
器
防
護
隊
な
ど
特
殊
か
つ
唯
一
の
機
能

を
保
持
す
る
最
精
鋭
の
部
隊
を
隷
下
に
持
つ
部
隊
で
あ
っ
た
。
そ
の

中
で
も
、
中
央
特
殊
武
器
防
護
隊
は
、
化
学
兵
器
や
生
物
兵
器
へ
の

対
処
、
放
射
線
防
護
を
専
門
に
す
る
部
隊
で
あ
る
。
そ
の
精
鋭
部
隊

を
発
災
当
初
か
ら
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
近
傍
に
派
遣
し
た
の
で

あ
っ
た
。

図１
『2012 年版防衛白書』図表Ⅲ 1-3-1「東日本大震災における防衛省・自衛隊の態勢」より抜粋

写真１
NHK ニュースより
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第
一
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
団
の
隊
員
ら
は
、
三
月
一
七
日
、
大
型
ヘ

リ
コ
プ
タ
ー
Ｃ
Ｈ
‐
47
に
搭
乗
し
、
高
い
放
射
線
環
境
下
で
三
号
機

建
屋
に
対
す
る
空
中
放
水
を
敢
行
し
た
（
写
真
１
）。
そ
の
夜
か
ら
は
、

三
自
衛
隊
の
消
防
車
に
よ
る
地
上
放
水
も
開
始
し
た
（
写
真
２
）。
こ

れ
ら
の
光
景
は
、
テ
レ
ビ
で
も
放
映
さ
れ
た
の
で
、
記
憶
に
残
っ
て

い
る
読
者
も
多
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

福
島
第
一
原
発
に
お
い
て
は
、
多
く
の
関
係
者
が
対
応
に
当
た
っ

て
お
り
、
現
場
で
は
放
射
能
汚
染
の
過
酷
な
環
境
の
下
で
懸
命
に
原

子
炉
の
管
理
に
全
力
を
尽
く
し
て
い
た
。
地
上
放
水
に
あ
た
っ
て
は
、

消
防
、
自
衛
隊
、
そ
し
て
東
電
の
消
防
車
が
行
っ
て
い
た
。
自
衛
隊
、

消
防
、
東
電
の
放
水
隊
に
指
揮
関
係
は
な
く
、
相
互
の
調
整
に
よ
り

放
水
を
継
続
し
て
い
た
が
、
そ
う
し
た
中
で
、
三
月
二
〇
日
に
、
原

子
力
災
害
対
策
本
部
長
（
内
閣
総
理
大
臣
）
に
よ
る
「
指
示
」
が
発
出
さ

れ
た
。「
具
体
的
な
実
施
要
領
に
つ
い
て
は
、
現
地
調
整
所
に
お
い
て
、

自
衛
隊
が
中
心
と
な
り
、
関
係
行
政
機
関
及
び
東
京
電
力
の
間
で
調

整
の
上
、
決
定
す
る
こ
と
、（
中
略
）
現
地
に
派
遣
さ
れ
て
い
る
自
衛

隊
が
現
地
調
整
所
に
お
い
て
一
元
的
に
管
理
す
る
こ
と
」
と
さ
れ
た
。

こ
れ
ま
で
の
自
衛
隊
の
災
害
派
遣
活
動
史
の
中
で
、
他
機
関
の
活
動

も
取
り
ま
と
め
て
自
衛
隊
が
一
元
的
に
管
理
す
る
の
は
初
め
て
の
こ

と
で
あ
っ
た

８

。

放
射
能
と
い
う
目
に
見
え
な
い
脅
威
の
下
で
、
初
め
て
行
動
す
る

現
場
隊
員
の
恐
怖
心
や
ス
ト
レ
ス
は
計
り
知
れ
な
い
も
の
が
あ
っ
た
。

し
か
し
、
彼
ら
は
「
我
々
（
中
央
特
殊
武
器
防
護
隊
）
が
で
き
る
こ
と
を

や
ら
な
か
っ
た
結
果
、
半
径
二
〇
〇
キ
ロ
に
人
が
住
め
な
い
状
況
に

陥
っ
た
時
い
か
に
後
悔
す
る
か
を
思
う
と
や
ら
な
い
と
い
う
選
択
肢

は
な
い

９

」
と
い
う
不
退
転
の
覚
悟
で
臨
ん
だ
。

放
射
能
と
い
う
目
に
見
え
な
い
脅
威
と
い
う
点
で
は
、
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
も
同
様
で
あ
る
。
二
〇
二
〇
年
一
月
、
横
浜
港
に
入
港

し
た
大
型
客
船
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
・
プ
リ
ン
セ
ス
号
の
防
疫
支
援
で
は

自
主
災
害
派
遣
に
よ
り
、
自
衛
隊
の
医
療
関
係
者
が
一
〇
日
余
り
で

二
、二
〇
〇
人
を
超
え
る
検
体
採
取
を
完
了
し
、
一
人
の
陽
性
者
も
出

さ
ず
に
、
任
務
を
終
了
し
て
い
る
。

放
射
能
や
新
型
ウ
イ
ル
ス
に
限
ら
ず
、
未
知
の
脅
威
が
人
類
に
危

害
を
及
ぼ
す
こ
と
が
あ
り
得
る
と
の
前
提
に
立
て
ば
、
今
後
、
フ
ァ
ー

ス
ト
リ
ス
ポ
ン
ダ
ー
や
関
係
機
関
の
み
な
ら
ず
、
災
害
の
特
性
に
応

じ
て
専
門
的
知
見
を
持
っ
た
研
究
機
関
な
ど
が
組
織
の
垣
根
を
超
え

て
協
力
す
る
こ
と
が
重
要
に
な
り
つ
つ
あ
る
。

米
軍
に
よ
る
「
ト
モ
ダ
チ
作
戦
」

日
本
に
駐
留
す
る
米
軍
は
、
総
勢
約
五
万
五
千
人
で
あ
る
。
内
訳

と
し
て
は
、
海
軍
が
横
須
賀
、
佐
世
保
な
ど
に
約
二
万
人
、
海
兵
隊

が
沖
縄
を
中
心
に
約
二
万
人
、
空
軍
が
横
田
、
嘉
手
納
、
三
沢
な
ど

に
一
万
二
千
人
、
陸
軍
が
座
間
に
約
二
、六
〇
〇
人
と
な
っ
て
い
る
。

東
日
本
大
震
災
に
お
い
て
は
、
日
米
共
同
訓
練
な
ど
に
よ
り
培
っ

て
き
た
自
衛
隊
と
米
軍
の
強
い
絆
に
基
づ
き
、
高
い
共
同
対
処
能
力

が
発
揮
さ
れ
た
。
米
軍
は
最
大
時
で
人
員
約
一
万
六
千
人
、
艦
船
約

一
五
隻
、
航
空
機
約
一
四
〇
機
を
投
入
す
る
な
ど
、
そ
の
支
援
活
動

は
か
つ
て
な
い
規
模
で
行
わ
れ
、
被
災
地
の
復
旧
な
ど
に
大
き
く
貢

献
す
る
と
と
も
に
、
被
災
者
を
は
じ
め
多
く
の
国
民
が
在
日
米
軍
へ

の
信
頼
と
感
謝
の
念
を
深
め
た

10

。

一
方
で
、
国
内
災
害
に
お
け
る
日
米
の
役
割
・
任
務
・
能
力
の
明

確
化
、
防
災
訓
練
へ
の
米
軍
の
一
層
の
参
加
を
通
じ
た
共
同
要
領
の

具
体
化
、
情
報
共
有
と
効
果
的
な
調
整
の
た
め
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
あ

り
方
な
ど
の
課
題
も
明
ら
か
と
な
っ
た
。

こ
れ
ら
の
課
題
を
踏
ま
え
、
二
〇
一
三
年
一
二
月
に
政
府
が
策

定
し
た
南
海
ト
ラ
フ
巨
大
地
震
の
対
処
計
画
な
ど
に
日
米
共
同
対
処

要
領
が
記
載
さ
れ
た
。
南
海
ト
ラ
フ
地
震
発
生
時
に
お
け
る
自
衛
隊
、

在
日
米
軍
、
関
係
省
庁
、
関
係
地
方
公
共
団
体
な
ど
と
の
連
携
に
よ

る
震
災
対
処
能
力
の
維
持
・
向
上
な
ど
を
目
的
と
す
る
日
米
共
同
統

合
防
災
演
習
が
実
績
を
重
ね
て
い
る

11

。　

こ
の
よ
う
に
、
大
規
模
災
害
に
お
い
て
は
、
米
軍
と
の
共
同
で
の

対
処
が
計
画
さ
れ
て
い
る
状
況
に
あ
る
。
関
係
機
関
に
お
い
て
も
災

害
現
場
で
米
軍
と
連
携
す
る
こ
と
が
あ
り
得
る
こ
と
を
想
定
し
て
お

く
必
要
が
あ
る
。
そ
の
際
に
は
、
通
常
、
自
衛
隊
が
連
絡
調
整
役
に

任
ず
る
の
で
、
米
軍
と
の
連
絡
調
整
は
、
自
衛
隊
を
通
じ
て
行
う
こ

と
が
適
切
か
つ
円
滑
で
あ
ろ
う
。

写真 2　陸上自衛隊消防車による原子炉建屋に対する放水
陸上自衛隊



133　人道研究ジャーナルvol.10　 自衛隊の災害派遣活動の特性と関係機関との連携について　132核兵器禁止条約発効 自衛隊の災害派遣活動の特性と関係機関との連携について　132戦争と人道特集3 東日本大震災 10年

以
上
、
東
日
本
大
震
災
に
お
け
る
自
衛
隊
の
災
害
派
遣
活
動
の
概

要
、
特
色
そ
し
て
関
係
機
関
に
参
考
と
な
る
事
項
を
紹
介
し
た
。
そ

れ
で
は
、
伊
豆
大
島
土
砂
災
害
及
び
御
嶽
山
噴
火
に
お
け
る
自
衛
隊

の
災
害
派
遣
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。

伊
豆
大
島
土
砂
災
害
（
二
〇
一
三
年
一
〇
月
）

東
日
本
大
震
災
へ
の
災
害
派
遣
を
統
幕
に
お
い
て
対
応
し
た
後
、

私
は
第
七
師
団
長
及
び
統
合
幕
僚
副
長
の
職
を
経
て
、二
〇
一
三
年
八

月
に
東
部
方
面
総
監
を
拝
命
し
た
。
総
監
と
し
て
の
二
年
の
在
任
間
で
、

伊
豆
大
島
土
砂
災
害
、
関
東
甲
信
越
一
円
に
わ
た
る
大
雪
、
御
嶽
山

火
山
噴
火
の
三
つ
の
大
き
な
災
害
が
東
部
方
面
区
を
襲
っ
た
。
二
年

間
で
災
害
派
遣
に
動
員
し
た
隊
員
は
延
べ
一
〇
万
人
余
に
及
ん
だ
。

伊
豆
大
島
土
砂
災
害
は
、
二
〇
一
三
年
一
〇
月
、
台
風
二
六
号
が

も
た
ら
し
た
大
雨
に
よ
り
伊
豆
大
島
で
大
規
模
な
土
砂
災
害
が
発
生

し
、
死
者
三
五
名
、
行
方
不
明
者
四
名
、
全
・
半
壊
家
屋
八
六
戸
の

被
害

12

を
伴
う
災
害
で
あ
っ
た
。
当
初
、
東
京
都
知
事
か
ら
東
部
方

面
隊
隷
下
の
第
一
師
団
長
に
災
害
派
遣
要
請
が
な
さ
れ
た
。
そ
の
後
、

島
嶼
に
お
け
る
災
害
派
遣
と
い
う
特
性
か
ら
、
防
衛
大
臣
の
命
令
に

よ
り
東
部
方
面
総
監
が
統
合
任
務
部
隊
指
揮
官
に
就
い
た
。
東
日
本

大
震
災
に
次
い
で
災
害
派
遣
史
上
二
回
目
の
Ｊ
Ｔ
Ｆ
編
成
で
あ
っ
た
。

一
〇
月
一
六
日
か
ら
一
一
月
八
日
ま
で
の
派
遣
期
間
に
、
延
べ
派

遣
人
員

：

約
六
万
四
千
名
、
車
両

：

延
べ
五
、一
二
〇
両
、
航
空
機

：

延
べ
三
四
〇
機
を
も
っ
て
対
処
し
た

13

。

派
遣
期
間
は
二
四
日
間
で
あ
っ
た
が
、
航
空
及
び
海
上
輸
送
に

よ
っ
て
、
隊
員
は
じ
め
車
両
等
も
含
め
大
き
な
勢
力
を
送
っ
た
。
こ

れ
は
、
土
砂
災
害
が
発
生
し
て
地
盤
が
ま
だ
不
安
定
な
状
況
で
あ
る

こ
と
、
さ
ら
に
、
後
続
の
台
風
が
一
週
間
後
に
は
再
び
接
近
す
る
予

報
が
出
て
い
る
こ
と
か
ら
、
急
速
に
大
島
に
隊
員
を
運
び
、
必
要
な

土
木
機
材
を
陸
揚
げ
す
る
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

島
民
の
方
々
も
不
安
な
気
持
ち
に
か
ら
れ
て
お
り
、
自
衛
隊
の

隊
員
が
島
に
一
緒
に
い
る
こ
と
に
よ
り
安
心
感
を
得
た
と
思
わ
れ
る
。

空
自
入
間
基
地
か
ら
は
輸
送
機
、
立
川
や
朝
霞
駐
屯
地
か
ら
は
ヘ
リ

コ
プ
タ
ー
が
昼
夜
を
分
か
た
ず
ひ
っ
き
り
な
し
に
大
島
を
目
指
し
て

飛
び
立
っ
て
い
っ
た
。

伊
豆
大
島
土
砂
災
害
の
特
性

⑴
島
嶼
に
お
け
る
災
害
派
遣

過
去
に
も
、
三
宅
島
全
島
避
難
な
ど
で
自
衛
隊
が
島
民
の
避
難
を

支
援
し
た
こ
と
は
あ
る
が
、
近
年
で
は
島
に
対
す
る
大
規
模
な
災
害

派
遣
は
こ
の
大
島
が
初
め
て
で
あ
っ
た
。
東
日
本
大
震
災
に
お
い
て

は
、
被
災
地
が
広
範
囲
に
わ
た
り
陸
海
空
自
衛
隊
が
全
力
を
傾
注
し

て
対
処
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
統
合
作
戦
で
あ
っ
た
が
、
伊
豆
大
島

災
害
派
遣
は
島
に
対
す
る
災
害
派
遣
で
あ
る
た
め
、
海
上
輸
送
及
び

航
空
輸
送
な
ど
三
自
衛
隊
の
機
動
的
な
力
を
結
集
し
て
対
処
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
統
合
作
戦
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
に
違
い
が
あ
る
。

日
本
は
、
六
、八
〇
〇
あ
ま
り
の
島
で
成
り
立
っ
て
お
り
、
四
二
〇

近
い
有
人
島
が
存
在
す
る
。
気
候
変
動
の
影
響
も
あ
り
、
水
害
な
ど

も
多
発
す
る
傾
向
に
あ
る
。
伊
豆
大
島
土
砂
災
害
以
来
、
離
島
に
お

け
る
大
規
模
な
災
害
は
発
生
し
て
い
な
い
状
況
で
あ
る
が
、
今
後
も

離
島
に
お
け
る
災
害
対
応
に
万
全
を
期
す
必
要
が
あ
ろ
う
。

離
島
に
お
け
る
災
害
派
遣
の
場
合
、
関
係
機
関
に
と
っ
て
は
如

何
に
し
て
島
に
到
達
す
る
か
、
が
最
大
の
課
題
と
な
ろ
う
。
民
間
の

航
空
機
や
船
舶
で
進
出
で
き
れ
ば
よ
い
が
、
天
候
不
順
な
ど
の
影
響

で
民
間
の
輸
送
手
段
が
活
用
で
き
な
い
場
合
、
自
衛
隊
の
艦
艇
や
航

空
機
に
便
乗
す
る
こ
と
も
検
討
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
日
頃
か
ら
、

関
係
機
関
と
自
衛
隊
が
連
携
を
と
っ
て
、
必
要
な
時
に
相
互
支
援
が

で
き
る
よ
う
に
し
て
お
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

⑵「
Ｊ
Ｔ
Ｆ-

椿
」の
命
名

私
は
統
合
任
務
部
隊
の
指
揮
官
に
就
く
に
あ
た
り
、
陸
海
空
の
三

自
衛
隊
が
一
致
団
結
、
任
務
完
遂
に
当
た
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と

認
識
し
て
い
た
。
そ
こ
で
、
統
合
任
務
部
隊
（
Ｊ
Ｔ
Ｆ
）
の
呼
称
に
つ

い
て
、
伊
豆
大
島
の
シ
ン
ボ
ル
が
「
大
島
椿
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
椿

の
花
を
再
び
被
災
地
に
咲
か
せ
よ
う
、
と
い
う
思
い
を
込
め
て
、「
Ｊ

Ｔ
Ｆ
‐
椿
」
と
命
名
し
た
。
あ
わ
せ
て
、「
Ｊ
Ｔ
Ｆ
‐
椿
」
の
シ
ン
ボ

ル
マ
ー
ク
も
作
っ
た
（
図
２
）。
緑
色
（
陸
自
の
イ
メ
ー
ジ
カ
ラ
ー
）
の
大

島
の
真
ん
中
に
大
島
椿
の
花
を
、そ
の
周
り
は
海
自（
紺
色
）と
空
自（
空

色
）
の
イ
メ
ー
ジ
カ
ラ
ー
を
あ
し
ら
っ
た
缶
バ
ッ
ジ
を
作
成
し
て
、
隊

員
に
配
布
し
、
胸
に
付
け
て
心
を
一
つ
に
し
て
任
務
に
当
た
っ
た

14

。 

派
遣
隊
員
の
胸
に
付
け
た
バ
ッ
ジ
が
、
島
民
の
方
々
に
も
次
第
に
好

評
を
博
す
よ
う
に
な
り
、
町
役
場
や
消
防
団
の
方
々
も
こ
の
バ
ッ
ジ

を
胸
に
付
け
は
じ
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。

図 2　「JTF- 椿」のシンボルマーク
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害は発⽣していない状況であるが、今後も離島における災害対応に万全を期す必要があろ
う。 
 離島における災害派遣の場合、関係機関にとっては如何にして島に到達するか、が最⼤の
課題となろう。⺠間の航空機や船舶で進出できればよいが、天候不順などの影響で⺠間の輸
送⼿段が活⽤できない場合、⾃衛隊の艦艇や航空機に便乗することも検討しておく必要が
ある。⽇頃から、関係機関と⾃衛隊が連携をとって、必要な時に相互⽀援ができるようにし
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 私は統合任務部隊の指揮官に就くにあたり、陸海空の３⾃衛隊が⼀致団結、任務完遂に当
たることが重要であると認識していた。そこで、統合任務部隊（JTF）の呼称について、伊
⾖⼤島のシンボルが「⼤島椿」であることから、椿の花を再び被災地に咲かせよう、という
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⼼を⼀つにして任務に当たった。14派遣隊員の胸に付けたバッジが、島⺠の⽅々にも次第に
好評を博すようになり、町役場や消防団の⽅々もこのバッジを胸に付けはじめるようにな
った。 
 不思議なもので、少しの⼯夫やアイデアが被災された⽅々の⼼に響いたり、災害派遣関係
者の⼼を⼀つにしたりするものであることをこのバッジは教えてくれた。 
  

 
14 磯部晃⼀「伊⾖⼤島⼟砂災害派遣 ⼆正⾯作戦の相乗効果」、桜林美佐監修『⾃衛官が
語る災害派遣の記録―被災者に寄り添う⽀援』、並⽊書房、2019 年、159 ⾴。 
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不
思
議
な
も
の
で
、
少
し
の
工
夫
や
ア
イ
デ
ア
が
被
災
さ
れ
た

方
々
の
心
に
響
い
た
り
、
災
害
派
遣
関
係
者
の
心
を
一
つ
に
し
た
り

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
こ
の
バ
ッ
ジ
は
教
え
て
く
れ
た
。

御
嶽
山
火
山
噴
火
（
二
〇
一
四
年
九
月
）

好
天
に
恵
ま
れ
た
初
秋
の
土
曜
日
、
私
は
富
士
地
区
で
の
訓
練

を
終
え
て
、
朝
霞
の
宿
舎
に
戻
っ
た
。
大
河
ド
ラ
マ
の
再
放
送
を
見

て
い
た
と
こ
ろ
、
テ
ロ
ッ
プ
が
入
っ
た
。「
御
嶽
山
山
頂
付
近
で
噴

火
、
登
山
者
多
数
が
…
」
と
報
じ
て
い
る
。
急
い
で
、
当
直
長
と
連

絡
を
と
り
、
情
報
収
集
す
る
よ
う
に
命
じ
た
。
し
ば
ら
く
し
て
、
Ｎ

Ｈ
Ｋ
で
は
噴
煙
が
ま
さ
に
登
山
者
に
襲
い
掛
か
か
ろ
う
と
し
て
い
る

映
像
が
映
し
出
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、「
即
、
災
害
派
遣
だ
！
」
と
直
感
し
、

急
ぎ
総
監
部
の
地
下
指
揮
所
に
向
か
っ
た
。

御
嶽
山
噴
火
の
災
害
派
遣
期
間
は
九
月
二
七
日
～
一
〇
月
一
六
日

の
二
〇
日
間
で
あ
っ
た
。
延
べ
派
遣
人
員

：

約
七
、一
五
〇
名
、
車

両
延
べ
一
、八
三
五
両
、
航
空
機

：

延
べ
二
九
八
機

15

で
あ
り
、
三
、

〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル
級
の
山
頂
付
近
で
の
行
方
不
明
者
の
捜
索
救
助
活

動
が
主
な
活
動
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
、
最
も
心
が
け
た
こ
と
は
、
二

次
災
害
に
よ
る
犠
牲
者
を
出
さ
な
い
よ
う
安
全
管
理
に
万
全
を
期
し

つ
つ
、一
刻
も
早
く
行
方
不
明
者
を
捜
索
し
て
救
出
す
る
こ
と
で
あ
っ

た
。
現
場
の
指
揮
に
当
た
っ
た
の
は
、
第
一
二
旅
団
長
、
そ
の
隷
下

の
第
一
三
普
通
科
連
隊
長
で
あ
っ
た
。
現
場
で
は
、
部
隊
に
配
置
さ

れ
た
ば
か
り
の
若
い
隊
員
も
い
た
。
彼
ら
は
、
先
輩
隊
員
の
教
え
を

守
り
、
ひ
た
む
き
に
行
動
し
て
い
た
。
現
場
で
活
躍
す
る
隊
員
は
実

に
頼
も
し
い
。

⑴
史
上
初
の
三
、〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル
級
火
山
に
お
け
る
災
害
派
遣

御
嶽
山
は
、
長
野
県
の
木
曽
町
・
王
滝
村
と
岐
阜
県
の
下
呂
市
・

高
山
市
に
ま
た
が
る
標
高
三
、〇
六
七
メ
ー
ト
ル
の
複
合
成
層
火
山
で

あ
る
。
御
嶽
山
噴
火
の
災
害
派
遣
は
、
自
衛
隊
が
こ
れ
ま
で
行
っ
て

き
た
災
害
派
遣
の
中
で
も
最
も
高
い
標
高
で
の
災
害
派
遣
で
あ
っ
た
。

派
遣
隊
員
は
、
六
号
目
付
近
か
ら
山
頂
一
帯
の
遭
難
現
場
ま
で
登
り
、

三
、〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル
級
の
高
標
高
地
で
日
中
、
捜
索
救
助
活
動
を
行

い
、
ま
た
下
山
す
る
と
い
う
体
力
の
限
界
に
挑
戦
す
る
過
酷
な
任
務

で
あ
っ
た
。
当
初
は
残
暑
を
感
じ
さ
せ
る
陽
気
で
あ
っ
た
が
、
山
の

気
候
は
一
気
に
秋
か
ら
冬
の
様
相
に
変
化
し
、
数
日
後
に
は
初
冠
雪

を
観
測
し
た
。

山
頂
付
近
で
は
、
有
毒
ガ
ス
を
含
む
噴
気
が
漂
っ
て
お
り
、
風
向

に
よ
っ
て
は
隊
員
に
襲
い
掛
か
る
の
で
、
防
毒
マ
ス
ク
を
装
着
し
た
。

さ
ら
に
、
標
高
三
、〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル
で
は
地
上
酸
素
の
七
〇
％
と
い

う
低
酸
素
環
境
下
で
の
過
酷
な
状
況
で
あ
っ
た
。
高
山
病
へ
の
対
処

も
必
要
で
あ
り
、
自
衛
隊
医
官
が
高
山
病
に
関
す
る
教
育
、
注
意
事

項
を
隊
員
に
授
け
た
。

捜
索
救
難
等
の
た
め
に
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
も
出
動
し
た
。
三
、〇
〇
〇

メ
ー
ト
ル
級
の
高
標
高
地
で
は
、
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
の
運
用
限
界
ぎ
り

ぎ
り
の
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
も
あ
っ
た
。
単
純
に
言
え
ば
、
平
地
に

お
い
て
出
せ
る
パ
ワ
ー
が
山
頂
付
近
で
は
七
割
程
度
し
か
出
せ
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
ホ
バ
リ
ン
グ
で
遭
難
者
を
吊
り
上
げ
る
の
も
運
用
制

限
い
っ
ぱ
い
の
状
況
で
、
ま
さ
に
パ
イ
ロ
ッ
ト
の
技
量
が
試
さ
れ
た
。

な
お
か
つ
、
火
山
灰
は
微
粒
で
あ
る
の
で
、
エ
ン
ジ
ン
に
吸
い
込
む

と
極
め
て
厄
介
な
代
物
で
あ
っ
た
。
降
灰
し
た
火
山
灰
が
舞
い
上
が

る
中
で
長
時
間
飛
行
す
る
と
、
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
の
エ
ン
ジ
ン
出
力
低

下
を
招
く
お
そ
れ
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
大
変
厳
し
い
環
境
の
中
で
、
自
衛
隊
や
関
係
機
関

16

は
連
携
し
つ
つ
行
方
不
明
者
の
捜
索
に
全
力
を
尽
く
し
た
。

⑵
平
素
の
厳
し
い
訓
練
の
蓄
積
が
モ
ノ
を
言
う

日
頃
よ
り
、「
普
段
や
っ
て
い
な
い
こ
と
は
本
番
で
も
で
き
な
い
。

火
事
場
の
馬
鹿
力
な
ど
は
出
な
い
、
だ
か
ら
厳
し
い
訓
練
に
励
め
」

と
私
は
繰
り
返
し
隊
員
に
語
っ
て
い
た
。
御
嶽
山
噴
火
災
害
派
遣
は
、

ま
さ
に
そ
れ
を
如
実
に
実
証
し
て
く
れ
た
。

出
動
し
た
主
力
部
隊
は
第
一
三
普
通
科
連
隊
で
あ
っ
た
。
同
連
隊

写真 3　山頂付近で捜索を続ける自衛隊員
自衛隊

写真４　山頂付近に着陸する陸自ヘリコプター
自衛隊
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は
、
長
野
県
の
防
衛
警
備
、
災
害
派
遣
を
担
任
す
る
部
隊
で
、
日
本

ア
ル
プ
ス
を
抱
え
る
地
域
の
特
性
か
ら
、
同
連
隊
は
「
山
岳
連
隊
」
と

も
呼
ば
れ
、
高
標
高
地
で
の
踏
破
訓
練
を
平
素
か
ら
積
み
重
ね
て
き

た
。
そ
の
日
頃
の
努
力
の
蓄
積
が
「
史
上
初
の
三
、〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル

級
の
災
害
派
遣
」
に
お
い
て
、
第
一
三
普
通
科
連
隊
の
真
価
を
遺
憾

な
く
発
揮
し
た
。

山
頂
付
近
で
遭
難
者
を
空
中
か
ら
吊
り
上
げ
て
救
出
し
た
第
一
二

ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
隊
も
同
様
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
、
標
高
の
高
い
山
岳

地
帯
で
の
離
着
陸
訓
練
を
平
素
か
ら
積
み
重
ね
て
い
た
。
こ
う
し
た

地
道
な
努
力
が
い
ざ
と
い
う
時
に
本
領
を
発
揮
す
る
。
ま
さ
に
、
平

素
の
厳
し
い
訓
練
の
蓄
積
が
モ
ノ
を
言
っ
た
。

終
わ
り
に

近
年
の
日
本
を
取
り
巻
く
安
全
保
障
環
境
は
一
層
厳
し
さ
を
増
し

て
い
る
。
国
の
守
り
も
よ
り
強
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、

気
候
変
動
の
影
響
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
こ
数
年
、
風
水
害
が
全
国

各
地
で
大
き
な
被
害
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
自
衛
隊
は
、
関
係
す
る

機
関
と
協
力
し
て
、
災
害
対
処
に
も
そ
の
組
織
力
を
発
揮
す
る
こ
と

が
期
待
さ
れ
て
い
る
。

東
日
本
大
震
災
、
そ
し
て
伊
豆
大
島
、
御
嶽
山
の
災
害
派
遣
に
つ

い
て
、
自
ら
の
体
験
を
踏
ま
え
て
紹
介
し
て
き
た
。
地
震
津
波
、
風

水
害
、
火
山
噴
火
、
あ
る
い
は
原
子
力
や
ウ
イ
ル
ス
等
々
災
害
の
様

相
は
、
実
に
多
様
で
あ
り
一
つ
と
し
て
同
じ
も
の
は
な
い
こ
と
が
わ

か
っ
て
い
た
だ
け
た
で
あ
ろ
う
。
今
後
起
こ
り
得
る
災
害
は
、
よ
り

一
層
激
甚
化
、
大
規
模
化
、
複
合
化
す
る
こ
と
も
予
想
さ
れ
る
。
自

衛
隊
の
み
な
ら
ず
、
他
の
リ
ス
ポ
ン
ダ
ー
や
関
係
機
関
、
さ
ら
に
は

災
害
の
特
性
に
応
ず
る
各
分
野
の
専
門
家
の
科
学
的
な
知
見
も
採
り

入
れ
て
、
総
合
的
に
対
応
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

注1　

磯
部
晃
一
『
ト
モ
ダ
チ
作
戦
の
最
前
線　

福
島
原
発
事
故
に
見
る
日

米
同
盟
連
携
の
教
訓
』
彩
流
社
、
二
〇
一
九
年
、
二
九
、三
〇
頁
。

2　

東
部
方
面
総
監
と
は
、
陸
上
自
衛
隊
の
東
部
方
面
隊
の
指
揮
官
。
陸

上
自
衛
隊
は
全
国
を
五
個
の
方
面
区
に
区
分
し
、
北
か
ら
北
部
、
東
北
、

東
部
、
中
部
、
西
部
の
方
面
隊
を
配
置
し
て
い
る
。
東
部
方
面
総
監
は

関
東
甲
信
越
及
び
静
岡
県
の
一
都
一
〇
県
の
防
衛
、
警
備
、
災
害
派
遣

等
を
担
任
す
る
。

3　

自
衛
隊
法
第
八
三
条
第
二
項
の
後
半
部
分
に
「
た
だ
し
、
天
災
地
変

そ
の
他
の
災
害
に
際
し
、
そ
の
事
態
に
照
ら
し
特
に
緊
急
を
要
し
、
前

項
の
要
請
を
待
つ
い
と
ま
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
同
項
の
要

請
を
待
た
な
い
で
、
部
隊
等
を
派
遣
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」
と
の
規
定

が
設
け
ら
れ
、
自
主
派
遣
も
可
能
と
な
っ
て
い
る
。
実
際
、
二
〇
二
〇

年
一
月
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
防
止
の
た
め
の
帰
国
邦

人
の
支
援
や
ク
ル
ー
ズ
船
「
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
・
プ
リ
ン
セ
ス
号
」
へ
の

支
援
に
つ
い
て
は
、
要
請
に
よ
ら
な
い
自
主
派
遣
の
形
式
を
と
っ
た
。

4　

こ
れ
に
福
島
原
発
事
故
の
延
べ
派
遣
人
員
八
万
人
を
加
え
る
と
、
合

計
延
べ
一
、〇
六
六
万
人
と
な
る
。

5　

ソ
ー
テ
ィ
と
は
、
出
撃
回
数
の
こ
と
。
原
子
炉
建
屋
に
対
す
る
空
中

放
水
は
二
機
で
二
回
実
施
し
た
の
で
四
ソ
ー
テ
ィ
と
な
る
。

6　

防
衛
省
・
自
衛
隊
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
『
二
〇
一
二
年
版
防
衛
白
書
』

http://w
w

w.clearing.m
od.go.jp/hakusho_data/2012/2012/figindex.

htm
l

（
二
〇
二
〇
年
九
月
一
一
日
ア
ク
セ
ス
）。

7　

陸
自
の
中
央
即
応
集
団
は
、
二
〇
〇
七
年
三
月
に
防
衛
大
臣
の
直
轄

部
隊
と
し
て
発
足
し
た
。
二
〇
一
八
年
三
月
に
陸
上
総
隊
が
新
編
さ
れ

た
こ
と
に
よ
り
、
同
集
団
は
廃
止
さ
れ
た
。

8　

磯
部
『
ト
モ
ダ
チ
作
戦
の
最
前
線
』
五
六
、七
頁
。

9　

同
右
、
二
一
二
、三
頁
。
中
央
特
殊
武
器
防
護
隊
隊
長
岩
熊
真
司
一

等
陸
佐
（
当
時
）
の
発
言
。

10　

防
衛
省
・
自
衛
隊
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
『
二
〇
一
九
年
版
防
衛
白

書
』https://w

w
w.m

od.go.jp/j/publication/w
p/w

p2019/htm
l/

n32207000.htm
l

（
二
〇
二
〇
年
七
月
一
日
ア
ク
セ
ス
）。

11　

同
右
。

12　

国
土
交
通
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
『
平
成
二
五
年
台
風
第
二
六
号
伊
豆
大

島
の
土
砂
災
害
の
概
要
』https://w

w
w.m

lit.go.jp/river/sabo/h25_
typhoon26/izuooshim

agaiyou131112.pdf

（
二
〇
二
〇
年
九
月
二
六
日

ア
ク
セ
ス
）。

13　

防
衛
省
・
自
衛
隊
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
『
二
〇
一
四
年
版
防
衛
白

書
』http://w

w
w.clearing.m

od.go.jp/hakusho_data/2014/htm
l/

n3116000.htm
l

（
二
〇
二
〇
年
九
月
二
六
日
ア
ク
セ
ス
）。

14　

磯
部
晃
一
「
伊
豆
大
島
土
砂
災
害
派
遣　

二
正
面
作
戦
の
相
乗
効
果
」、

桜
林
美
佐
監
修
『
自
衛
官
が
語
る
災
害
派
遣
の
記
録
―
被
災
者
に
寄
り

添
う
支
援
』、
並
木
書
房
、
二
〇
一
九
年
、
一
五
九
頁
。

15　

陸
上
自
衛
隊
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
『
御
嶽
山
に
お
け
る
噴
火
に
係
る
災

害
派
遣
に
つ
い
て
（
一
〇
月
一
七
日
最
終
報
）https://warp.da.ndl.

go.jp/info:ndljp/pid/11347003/w
w

w.m
od.go.jp/gsdf/new

s/
dro/2014/20141017.htm

l

（
二
〇
二
〇
年
六
月
三
〇
日
ア
ク
セ
ス
）。

16　

関
係
機
関
の
活
動
と
し
て
次
の
文
献
が
あ
る
。
星
研
一
「
二
〇
一
四

年
御
嶽
山
噴
火
災
害
に
お
け
る
日
本
赤
十
字
社
の
活
動
」、『
人
道
研
究

ジ
ャ
ー
ナ
ル　

Vol. 8

』、
二
〇
一
九
年
、
東
信
堂
。
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東
日
本
大
震
災
か
ら
一
〇
年
―
あ
の
日
の
出
来
事

ま
も
な
く
東
日
本
大
震
災
が
発
生
し
て
か
ら
一
〇
年
が
経
と
う
と

し
て
い
ま
す
。
現
在
で
も
避
難
者
が
仮
設
住
宅
で
生
活
し
て
い
る
な

ど
、
今
も
な
お
消
え
な
い
大
き
な
爪
痕
を
残
し
て
い
ま
す
。
東
日
本

大
震
災
か
ら
「
も
う
一
〇
年
」
と
い
う
方
、「
ま
だ
一
〇
年
」
と
い
う
方
、

様
々
な
感
じ
方
が
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。
た
だ
一
つ
変
わ
ら
な
い
こ

と
は
、
過
去
に
起
き
た
大
災
害
は
例
外
や
想
定
外
で
は
な
く
、
現
状

考
え
ら
れ
る
実
際
に
起
き
た
最
悪
の
事
態
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

二
〇
一
一
年
三
月
一
一
日
、
そ
れ
は
、
私
に
と
っ
て
あ
ま
り
に
も

衝
撃
的
な
出
来
事
で
し
た
。
思
い
出
と
し
て
語
り
合
う
に
は
、
ど
れ

だ
け
の
月
日
が
必
要
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。
未
だ
に
現
実
に
向
き
合
う

こ
と
を
許
さ
れ
ぬ
東
北
の
仲
間
も
い
ま
す
。
東
日
本
大
震
災
発
生
時
、

私
は
宮
城
県
仙
台
市
に
住
ん
で
お
り
、
こ
れ
ま
で
体
験
し
た
こ
と
が

な
い
大
き
な
揺
れ
を
経
験
し
ま
し
た
。
あ
の
日
、
ま
ち
で
は
、
人
々

の
叫
び
声
、
何
を
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
か
分
か
ら
ず
立
ち
つ
く
す
人
、

身
を
寄
せ
合
っ
て
震
え
て
い
る
人
、
周
囲
は
が
れ
き
の
山
、
消
え
て

し
ま
っ
た
町
並
み
、
大
切
な
人
に
連
絡
を
取
る
手
段
さ
え
な
い
。
電

気
も
ガ
ス
も
水
道
も
使
い
物
に
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
地
震
発
生
一

時
間
前
に
過
ご
し
て
い
た
場
所
は
、
津
波
が
ま
ち
を
襲
い
、
全
て
を

奪
っ
て
い
き
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
化
の
中
、
不
眠
不
休
で
活

動
さ
れ
て
い
ま
し
た
赤
十
字
関
係
者
の
皆
さ
ま
の
姿
は
、
目
に
焼
き

付
い
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
の
ご
支
援
に
、
改
め
ま
し
て
、
深
く

感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
皆
さ
ま
か
ら
頂
い
た
支
援
や
励
ま
し
の
声
は
、

絶
望
を
勇
気
や
希
望
に
変
え
て
く
れ
ま
し
た
。

そ
し
て
、
現
在
、
私
は
日
本
赤
十
字
秋
田
短
期
大
学
に
勤
務
し
て

お
り
、
災
害
・
防
災
に
関
す
る
研
究
、
地
域
貢
献
活
動
に
携
わ
っ
て

い
ま
す
の
で
、「
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
経
験
を
活
か
し
た
赤
十
字
防

災
」
活
動
に
つ
い
て
報
告
い
た
し
ま
す
。

大
震
災
の
経
験
を
活
か
し
、
大
学
を
拠
点
に
地
域
防
災
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
展
開

及
川
真
一

日
本
赤
十
字
秋
田
短
期
大
学
講
師

特
集
３

：

東
日
本
大
震
災
10
年

写真 1　東日本大震災の爪痕
　（宮城県仙台市若林区荒浜）

写真 2　東日本大震災の爪痕
　（宮城県仙台市立荒浜小学校前）

写真 3　東日本大震災の爪痕
　（宮城県仙台市宮城野区）
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未
来
を
つ
く
る
子
ど
も
た
ち

私
が
住
ん
で
い
た
地
域
は
高
齢
者
世
帯
が
多
く
、
最
寄
り
の
ス
ー

パ
ー
、
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
ま
で
は
、
車
で
約
三
〇
分
程
度
か
か
る

山
間
部
に
住
ん
で
お
り
ま
し
た
。
地
域
の
被
害
状
況
は
、
地
震
動
に

よ
り
盛
土
内
の
す
べ
り
が
発
生
し
、
法
面
の
崩
壊
や
、
宅
地
擁
壁
の

崩
壊
等
の
被
害
が
生
じ
ま
し
た
。
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
の
被
害
状
況
は
、

電
気
、
ガ
ス
、
水
道
が
停
止
、
仙
台
製
油
所
が
冠
水
し
た
ほ
か
、
各

地
に
あ
る
油
槽
所
も
被
災
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
燃
料
が
出
荷
停
止

に
陥
り
、
被
災
地
へ
の
燃
料
供
給
が
危
ぶ
ま
れ
る
事
態
と
な
り
ま
し

た
。
仙
台
市
内
に
お
い
て
も
ガ
ソ
リ
ン
、
軽
油
等
の
燃
料
が
枯
渇
し
、

車
両
の
利
用
に
支
障
を
き
た
す
だ
け
で
な
く
、
非
常
用
自
家
発
電
機

の
燃
料
も
不
足
す
る
事
態
に
陥
り
、
病
院
等
の
各
種
重
要
施
設
の
機

能
が
停
止
す
る
危
険
も
生
じ
て
お
り
ま
し
た
。

日
を
追
う
ご
と
に
、
一
瞬
に
し
て
失
っ
て
し
ま
っ
た
出
来
事
の
大

き
さ
を
知
り
、
大
人
た
ち
は
身
動
き
が
取
れ
な
い
で
い
る
時
、
真
っ

先
に
動
き
出
し
た
の
は
、
子
ど
も
た
ち
で
し
た
。
進
ん
で
「
何
か
で

き
る
こ
と
は
な
い
か
」
と
考
え
は
じ
め
た
彼
ら
と
一
緒
に
、
自
宅
を

地
域
防
災
の
拠
点
と
し
て
開
放
し
「
命
を
つ
な
ぐ
」
活
動
を
開
始
し
ま

し
た
。
湧
水
を
求
め
て
往
復
一
二
〇
分
も
か
か
る
険
し
い
山
道
の
中

を
歩
き
、
そ
の
水
を
高
齢
者
世
帯
に
届
け
た
り
、
徒
歩
や
自
転
車
で

地
域
を
駆
け
回
り
、
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
や
ス
ー
パ
ー
の
状
況
な
ど

の
、生
活
に
必
要
な
情
報
を
集
め
た
手
作
り
の
広
報
新
聞
を
毎
日
作
っ

て
は
、
家
の
壁
に
掲
示
し
ま
し
た
。

今
が
ど
ん
な
に
辛
く
て
も
、
未
来
は
希
望
に
満
ち
て
い
る
。
今
、

自
分
が
行
動
す
る
こ
と
で
、
希
望
に
満
ち
た
未
来
を
手
元
に
た
ぐ
り

寄
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
で
も
言
う
よ
う
に
、
子
ど
も
た
ち
は
生
き

生
き
と
地
域
を
走
り
回
り
ま
し
た
。
子
ど
も
た
ち
は
、未
来
か
ら
や
っ

て
き
た
存
在
な
の
だ
と
は
っ
き
り
と
思
い
知
ら
さ
れ
た
の
で
す
。
こ

う
し
た
現
実
を
受
け
て
、「
未
来
に
何
が
残
せ
る
の
か
」
と
い
う
こ
と

を
真
剣
に
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
一
番
大
事
な
こ
と
は
、
命

を
守
る
、
と
言
う
こ
と
。
自
分
の
命
、
そ
し
て
、
誰
か
の
命
。
こ
れ

を
守
る
た
め
の
術
を
身
に
つ
け
て
ほ
し
い
。
頼
り
に
な
る
の
は
実
践

力
。
い
ざ
と
い
う
と
き
に
体
が
動
く
か
ど
う
か
が
大
切
で
あ
る
こ
と

を
強
く
認
識
し
ま
し
た
。

写真 4　東日本大震災の爪痕
　（宮城県多賀城市）

写真 5　あの日の生活
（こども達が地域のために配達した自然の恵み）

写真 6　あの日の生活
（誰もが楽に運べるように台車を設置する）

写真 7　あの日の生活
（近隣で食材を持ち寄って食をつなぐ）
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防
災
の
課
題

災
害
対
策
は
、
実
際
に
発
生
し
た
災
害
の
状
況
と
、
そ
れ
に
対
し

て
実
際
に
行
っ
た
対
応
を
検
証
し
、
そ
れ
ら
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
教

訓
を
踏
ま
え
、
必
要
な
見
直
し
を
速
や
か
に
実
行
す
る
不
断
の
努
力

の
上
に
成
り
立
つ
も
の
で
す
。
し
か
し
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
力
の

低
下
、
少
子
高
齢
社
会
、
核
家
族
化
な
ど
が
進
行
す
る
中
で
、
持
続
的
・

自
律
的
な
地
域
防
災
力
の
向
上
の
方
策
は
困
難
か
つ
重
要
な
課
題
と

な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
防
災
教
育
に
お
い
て
は
、
年
齢
や
地
域
等
に
応
じ
て
身
に

つ
け
る
べ
き
防
災
知
識
は
何
か
、
ど
の
よ
う
な
内
容
を
ど
の
よ
う
な

順
番
で
教
え
る
べ
き
か
等
、
学
校
や
地
域
で
も
普
遍
的
に
取
り
組
め

る
よ
う
な
防
災
教
育
の
ミ
ニ
マ
ム
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
が
示
さ
れ
て
お
ら

ず
、
体
系
化
が
十
分
な
さ
れ
て
い
な
い
と
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
い

つ
ど
ん
な
災
害
が
起
こ
る
か
と
い
う
こ
と
は
誰
に
も
分
か
ら
ず
、日
々

の
生
活
は
災
害
と
隣
り
合
わ
せ
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
環
境
で
暮
ら

し
て
い
な
が
ら
も
、
防
災
意
識
が
希
薄
で
あ
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
て

い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
に
数
々
の
大
災
害
を
経
験
し
、
メ
デ
ィ
ア
を
通

じ
て
そ
の
情
報
を
日
常
的
に
得
て
い
る
こ
と
、
災
害
そ
の
も
の
の
認

識
は
間
違
い
な
く
高
い
は
ず
で
す
が
、「
自
分
の
身
に
ど
う
い
う
タ
イ

ミ
ン
グ
で
起
き
る
の
か
」
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
は
深
く
考
え
ら
れ
て

い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
意
識
は
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
実

際
の
防
災
ア
ク
シ
ョ
ン
を
起
こ
し
て
い
な
い
、
起
こ
せ
て
い
な
い
こ

と
が
課
題
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

防
災
教
育
に
は
、
防
災
に
関
す
る
基
礎
的
・
基
本
的
事
項
を
系
統

的
に
理
解
し
、
思
考
力
、
判
断
力
を
高
め
、
働
か
せ
る
こ
と
に
よ
っ

て
防
災
に
つ
い
て
適
切
な
意
志
決
定
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を

ね
ら
い
と
す
る
側
面
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
一
方
で
、
防
災
教
育
の
取

り
組
み
は
地
域
等
に
よ
っ
て
大
き
な
差
異
が
あ
り
、
必
ず
し
も
熱
心

な
取
り
組
み
が
行
わ
れ
て
い
な
い
地
域
等
で
は
、
防
災
教
育
に
携
わ

る
人
材
の
不
足
や
、
活
用
で
き
る
教
材
等
が
な
い
と
い
っ
た
課
題
も

指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
防
災
教
育
の
積
極
的
な
推
進
を
図
っ
て
い
く

た
め
に
は
、
学
校
や
地
域
に
お
い
て
防
災
教
育
に
携
わ
る
人
材
を
育

成
し
て
い
く
こ
と
が
極
め
て
重
要
で
あ
り
、
災
害
の
被
害
か
ら
想
定

さ
れ
る
よ
う
に
、「
防
災
は
こ
わ
い
も
の
」
と
い
う
認
識
を
持
つ
人
も

少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
印
象
の
転
換
を
図
る
た
め
に
は
、「
楽
し

く
学
べ
る
防
災
教
育
」
の
在
り
方
を
示
す
こ
と
で
、
持
続
的
な
関
心

を
持
た
せ
、
自
発
的
か
つ
能
動
的
な
取
り
組
み
を
促
し
て
い
く
こ
と

が
極
め
て
重
要
で
あ
り
、
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
自
分
が

実
際
に
災
害
に
遭
遇
し
な
い
か
ぎ
り
、
防
災
の
必
要
性
を
容
易
に
認

識
で
き
な
い
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

大
学
を
拠
点
と
す
る
地
域
防
災
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
展
開

大
規
模
災
害
発
生
時
に
は
、
国
や
地
方
公
共
団
体
の
「
公
助
」
機
能

が
低
下
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
に
な
り
、
災
害
対
策
に

お
け
る
「
自
助
」
及
び
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
お
け
る
「
共
助
」
と
い
う

二
つ
の
ソ
フ
ト
パ
ワ
ー
の
重
要
性
が
強
く
認
識
さ
れ
て
い
ま
す
。
し

か
し
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
力
の
低
下
、
少
子
高
齢
社
会
、
核
家
族

化
な
ど
が
進
行
す
る
中
で
、
持
続
的
・
自
律
的
な
地
域
防
災
力
の
向

上
の
方
策
は
困
難
か
つ
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。
災
害
・
防

災
活
動
に
お
い
て
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
利
用
で
き
る
資
源
の
一

つ
に
大
学
キ
ャ
ン
パ
ス
が
あ
り
ま
す
が
、
大
学
の
敷
地
や
施
設
だ
け

で
は
な
く
、
学
生
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の
提
供
や
大
学
の
専
門
性
を

活
か
し
た
外
国
人
被
災
者
の
支
援
と
い
っ
た
面
で
、
市
町
村
と
災
害

時
援
助
協
定
を
結
ん
で
い
る
事
例
も
見
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
大
学

な
ど
が
中
心
と
な
っ
て
地
域
を
結
び
つ
け
る
、
或
い
は
地
域
が
中
心

と
な
っ
て
大
学
と
地
域
を
結
び
つ
け
る
と
い
う
、
相
互
交
流
に
係
る

シ
ス
テ
ム
が
で
き
て
お
ら
ず
、
防
災
教
育
の
優
れ
た
取
り
組
み
が
特

定
の
地
域
等
の
「
点
」
で
行
な
わ
れ
る
の
み
に
留
ま
る
こ
と
が
多
く
、

市
町
村
や
教
育
委
員
会
、
警
察
・
消
防
、
自
治
会
等
か
ら
な
る
「
面
」

的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築
が
必
要
で
あ
る
と
い
わ
れ
ま
す
。
本

写真 7　あの日の生活
（こども達が制作した、地域へメッセージボード）

写真 8　あの日の生活
（徒歩や自転車で駆け回り集めてきた情報）
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学
は
、
秋
田
市
立
上
北
手
小
学
校
区
の
指
定
避
難
所
（
収
容
能
力
人
員

四
二
七
人
）
と
し
て
地
域
防
災
対
策
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
ほ
か
、
グ

ラ
ウ
ン
ド
は
四
、七
〇
〇
人
を
収
容
す
る
避
難
場
所
と
な
っ
て
お
り
、

ハ
ー
ド
面
で
地
域
の
防
災
拠
点
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

新
し
い
防
災
教
育
の
展
開

自
然
災
害
で
は
、
想
定
し
た
被
害
を
超
え
る
災
害
が
起
こ
る
可
能

性
が
常
に
あ
り
、
自
ら
危
険
を
予
測
し
回
避
す
る
た
め
に
、
習
得
し

た
知
識
に
基
づ
い
て
的
確
に
判
断
し
、
迅
速
な
行
動
を
と
る
こ
と
が

で
き
る
力
を
身
に
つ
け
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
日

常
生
活
に
お
い
て
も
状
況
を
適
確
に
判
断
し
、
最
善
を
尽
く
そ
う
と

す
る
「
主
体
的
に
行
動
す
る
態
度
」
を
身
に
付
け
さ
せ
る
こ
と
が
極
め

て
重
要
で
す
。

防
災
を
日
常
に
す
る
た
め
に
は
、
防
災
を
学
ぶ
こ
と
を
「
難
し
さ
」

か
ら
「
楽
し
さ
」
に
変
換
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
家
庭
や
地
域
で
気

軽
に
防
災
学
習
を
行
え
る
よ
う
に
す
る
に
は
、
防
災
と
何
か
を
プ
ラ

ス
す
る
「
＋
＠
」
を
考
え
る
こ
と
が
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
り
ま
す
。
例
え

ば
、「
防
災
と
ピ
ク
ニ
ッ
ク
」
や
「
防
災
と
運
動
会
」、「
防
災
と
カ
フ
ェ
」

な
ど
、
日
常
生
活
や
地
域
で
行
わ
れ
て
い
る
活
動
に
防
災
を
プ
ラ
ス

す
る
考
え
方
で
す
。
そ
し
て
、
防
災
を
学
ぶ
究
極
の
目
的
は
「
自
分

の
命
は
自
分
で
守
る
」（
自
助
）
で
あ
る
。
人
は
、
安
全
な
状
況
に
い
る

と
き
は
気
づ
か
な
い
が
、
危
険
な
状
況
に
な
っ
て
初
め
て
、
安
全
の

大
切
さ
を
知
り
ま
す
。
病
に
な
っ
て
初
め
て
健
康
の
大
切
さ
が
わ
か

る
の
と
同
様
に
。
し
か
し
、
大
切
な
人
を
危
険
な
状
況
に
置
い
て
か

ら
、
あ
る
い
は
命
を
失
っ
て
か
ら
、
そ
の
大
切
さ
を
知
る
と
い
う
の

は
遅
す
ぎ
ま
す
。
事
前
に
災
害
に
つ
い
て
詳
し
い
知
識
と
理
解
を
持

ち
、
危
険
な
状
況
に
対
応
で
き
る
実
践
的
な
ス
キ
ル
を
も
つ
か
ど
う

か
、
あ
る
い
は
家
庭
や
学
校
、
職
場
、
地
域
の
人
々
が
防
災
意
識
を

高
め
、
知
識
や
ス
キ
ル
を
身
に
つ
け
る
防
災
教
育
や
対
策
の
充
実
が
、

大
災
害
を
完
全
に
防
ぐ
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
一
人
ひ
と
り
の
防
災

力
を
高
め
る
こ
と
で
、
一
人
で
も
多
く
の
尊
い
命
を
守
る
こ
と
が
重

要
と
な
り
ま
す
。

赤
十
字
の
資
源
と
キ
ャ
ン
プ
の
共
通
点
を

活
か
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム

い
つ
起
こ
る
と
も
わ
か
ら
な
い
自
然
災
害
で
は
、
突
然
に
電
気
、

ガ
ス
な
ど
が
急
に
使
え
な
く
な
っ
た
場
合
に
役
立
っ
た
の
は
、
ア
ウ

ト
ド
ア
用
品
と
野
外
活
動
の
経
験
で
し
た
。
野
外
活
動
の
ノ
ウ
ハ
ウ

に
は
、
テ
ン
ト
張
り
に
は
じ
ま
り
、
野
外
調
理
、
ロ
ー
プ
や
ナ
イ
フ

を
有
効
に
使
う
な
ど
、
電
気
や
ガ
ス
が
使
え
ず
、
家
の
中
で
過
ご
せ

な
い
状
況
に
陥
っ
た
と
き
に
役
に
立
つ
ス
キ
ル
が
役
立
ち
ま
す
。　

　

そ
し
て
、
自
然
の
中
で
は
、
人
間
の
力
で
は
及
ば
な
い
こ
と
が
度
々

起
こ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
キ
ャ
ン
プ
を
し
て
い
て
雨
が
降
っ
て
き
て

も
、
そ
の
雨
を
止
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
災
害
が
起
こ
っ
た
と
き

も
同
じ
で
す
。
例
え
ば
、
雨
が
降
る
か
も
し
れ
な
い
と
思
っ
た
ら
傘

を
持
っ
て
出
か
け
る
。
そ
の
「
か
も
し
れ
な
い
」
と
い
う
状
態
が
、
自

然
災
害
に
つ
い
て
言
え
ば
「
毎
日
の
こ
と
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
よ

う
に
、
防
災
を
「
特
殊
な
も
の
」
と
考
え
る
の
で
は
な
く
、「
あ
た
り

ま
え
の
こ
と
」
だ
っ
た
り
「
普
通
の
こ
と
」
と
し
て
考
え
、
常
識
を
変

え
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
す
。
と
は
い
え
、
や
は
り
防
災
と
い
う
も

の
は
、
受
動
的
な
姿
勢
で
い
て
取
り
組
め
る
こ
と
で
は
な
く
、
自
ら

が
能
動
的
に
ア
ク
シ
ョ
ン
を
起
こ
し
て
い
く
必
要
で
あ
り
、
単
に
知

識
だ
け
を
習
得
す
る
た
け
で
は
な
く
、想
定
を
超
え
る
災
害
が
起
こ
っ

た
場
合
、
避
難
行
動
に
つ
な
げ
ら
れ
る
よ
う
に
判
断
し
、
行
動
で
き

る
よ
う
に
「
主
体
的
に
行
動
す
る
態
度
」
の
育
成
が
、
こ
れ
ま
で
行
っ

て
き
た
「
知
識
を
身
に
つ
け
る
」
以
上
に
極
め
て
重
要
で
す
。
災
害
発

生
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
や
適
切
な
避
難
方
法
に
つ
い
て
理
解
し
て
お
く
こ

と
は
必
要
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、「
知
識
の
防
災
教
育
」
か
ら
「
主
体

的
に
行
動
す
る
態
度
の
防
災
教
育
」
へ
と
発
展
し
て
い
く
方
向
に
進

ん
で
い
ま
す
。
こ
れ
ら
ら
を
身
に
つ
け
る
た
め
に
は
、
実
際
に
そ
の

状
況
を
体
験
し
な
い
と
イ
メ
ー
ジ
が
つ
か
み
に
く
い
と
さ
れ
る
、
災

害
に
つ
い
て
、
主
体
的
に
学
び
、
実
行
性
の
あ
る
行
動
に
つ
な
げ
て

い
く
こ
と
を
目
指
し
て
、
キ
ャ
ン
プ
活
動
を
通
し
た
防
災
教
育
を
展

開
し
た
。
キ
ャ
ン
プ
を
行
う
フ
ィ
ー
ル
ド
を
通
常
の
野
山
か
ら
避
難

所
と
い
う
設
定
に
置
き
換
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
災
害
時
で
も
快
適

な
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
術
を
学
ぼ
う
と
い
う
の
が「
防
災
キ
ャ

ン
プ
」
で
す
。
イ
メ
ー
ジ
し
に
く
い
災
害
や
防
災
に
つ
い
て
、
実
行

性
の
あ
る
行
動
に
つ
な
げ
て
い
く
た
め
に
は
、「
知
る
」「
気
づ
く
」「
深

く
読
み
解
く
」「
考
え
る
」「
行
動
す
る
」
ス
テ
ッ
プ
を
意
識
し
た
防
災

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
構
築
と
展
開
が
重
要
で
す
。

①
動
機
づ
け
と
し
て
災
害
の
実
態
を
「
知
る
」

②
「
体
験
」
よ
り
自
分
に
も
で
き
る
こ
と
が
あ
り
そ
う
だ
と
「
気
づ

く
」

③
災
害
か
ら
教
訓
を
「
深
く
読
み
解
く
」

④
経
験
・
体
験
か
ら
課
題
を
自
分
で
「
考
え
る
」

⑤
重
要
性
・
必
要
性
に
従
っ
て
実
際
に
「
行
動
す
る
」「
問
題
解
決

を
は
か
る
」
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図１　赤十字の資源と東日本大震災の際に役立ったスキルを取り入れたプログラム

写真 9　こども達へ赤十字救急法を伝える

写真 10　身近な物を活用して応急手当を学ぶ

写真 11　こども達へ炊き出しを伝える

写真 12　地域へ赤十字活動を伝える

写真 13　自分たちで考えた避難所配置
　　を何度も話し合う

写真 14　避難用テントを設営する
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〈
活
動
結
果
〉

こ
れ
ら
の
防
災
活
動
に
参
加
者
し
た
大
学
生
は
、
県
内
の
み
な
ら

ず
、
全
国
か
ら
約
一
、〇
〇
〇
名
が
参
加
し
、
こ
の
防
災
活
動
で
学
ん

だ
知
識
や
技
術
を
、地
域
の
児
童
・
青
少
年
、支
援
学
校
生
徒
、高
齢
者
・

障
が
い
者
施
設
関
係
者
、
小
中
高
校
の
教
職
員
、
警
察
官
、
社
会
福

祉
協
議
会
職
員
、
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
関
係
者
、
秋
田
県
・
秋
田
市

写真 15　冬季に災害が発生した際の避難所
　　　運営を学ぶ

写真 16　冬季災害を想定して野外宿泊体験

写真 17　災害時に役立つアウトドア防災を学ぶ

写真 18　アウトドアスキルを活かして炊飯する

写真 19　食器も新聞紙などを工夫する

　写真 20　全国から大学が参加する防災キャンプ、この学びを
　　地域へ伝える活動
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避
難
所
支
援
職
員
な
ど
に
対
し
て
、
避
難
所
運
営
や
防
災
キ
ャ
ン
プ

に
関
す
る
防
災
啓
発
活
動
と
し
て
実
施
し
た
。
ま
た
、
県
内
の
赤
十

字
施
設
と
地
元
新
聞
社
と
連
携
し
、
防
災
キ
ャ
ン
プ
フ
ェ
ス
実
行
委

員
会
を
立
ち
上
げ
、
本
学
を
会
場
に
「
防
災
キ
ャ
ン
プ
フ
ェ
ス
」
を
毎

年
九
月
に
開
催
し
、
来
場
者
数
は
、
二
〇
一
六
年
約
四
、五
〇
〇
人
、

二
〇
一
七
年
約
八
、〇
〇
〇
人
、
二
〇
一
八
年
約
五
、〇
〇
〇
人
が
来

場
し
た
。
防
災
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
、「
点
」
か
ら
「
面
」
的
な
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
の
構
築
を
目
指
し
、
大
学
を
拠
点
に
各
地
域
に
お
い
て
想

定
さ
れ
る
災
害
や
被
災
時
の
対
応
等
の
理
解
を
促
進
す
る
と
と
も
に
、

そ
の
成
果
の
普
及
啓
発
を
行
う
「
防
災
キ
ャ
ン
プ
」
実
施
し
た
。
地
域

住
民
の
参
加
者
数
は
、
年
間
約
一
万
人
以
上
が
参
加
す
る
地
域
防
災

活
動
と
な
っ
て
い
ま
す
。

お
わ
り
に

二
〇
一
一
年
四
月
一
日
に
秋
田
に
移
住
し
て
、
ま
も
な
く
一
〇
年
。

東
日
本
大
震
災
と
共
に
刻
ん
だ
時
間
。「
も
う
一
〇
年
」、「
ま
だ
一
〇

年
」
の
問
い
の
答
え
は
出
せ
ま
せ
ん
が
、
こ
の
一
〇
年
の
間
に
、
東

日
本
大
震
災
復
興
支
援
、
熊
本
地
震
テ
ン
ト
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
、
秋
田

豪
雨
被
害
、
令
和
元
年
東
日
本
台
風
（
台
風
一
九
号
）
な
ど
に
よ
っ
て
、

被
害
を
受
け
た
地
域
で
、
住
居
の
泥
出
し
な
ど
の
活
動
を
行
っ
て
い

ま
す
。
一
〇
年
前
に
赤
十
字
の
皆
さ
ん
が
、
私
の
故
郷
に
し
て
く
れ

た
よ
う
に
、
今
は
赤
十
字
の
マ
ー
ク
を
つ
け
て
、
被
災
地
支
援
活
動

を
続
け
て
い
ま
す
。
あ
の
日
を
忘
れ
る
こ
と
は
な
い
が
、
あ
の
日
に

愛
情
捧
げ
て
く
れ
た
赤
十
字
へ
の
「
感
謝
」
を
返
す
ま
で
、
活
動
を
続

け
た
い
と
思
い
ま
す
。

１　

は
じ
め
に　
　

私
は
学
生
時
代
、
国
際
人
道
法
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
っ
た
関
西

大
学
の
藤
田
久
一
教
授
（
故
人
）
の
も
と
、
国
際
法
を
専
攻
し
た
。
そ

の
学
び
を
仕
事
で
活
か
す
可
能
性
に
魅
力
を
感
じ
、
縁
あ
っ
て
日
本

赤
十
字
社
（
以
下
、
日
赤
）
に
就
職
し
た
。
そ
れ
か
ら
三
〇
年
、
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
や
青
少
年
赤
十
字
、
国
際
活
動
、
広
報
、
研
修
、
救
護
等
の

業
務
に
携
わ
り
な
が
ら
、
一
貫
し
て
赤
十
字
の
理
念
や
国
際
人
道
法

の
普
及
を
自
身
の
テ
ー
マ
に
据
え
、
多
く
の
関
係
者
に
伝
え
る
機
会

を
得
た
。

本
稿
で
は
、
そ
の
内
容
の
一
部
を
ま
と
め
て
み
た
。
今
後
の
普
及

活
動
の
参
考
に
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

２　

赤
十
字
の
普
及
活
動
と
は

赤
十
字
は
、
世
界
最
大
の
人
道
支
援
機
関
で
あ
る
。
一
五
〇
年
以

上
の
歴
史
を
持
ち
、
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
武
力
紛
争
や
自
然
災
害
の
現

場
で
人
の
生
命
と
健
康
を
守
る
活
動
を
続
け
て
い
る
。
武
力
紛
争
の

現
場
で
は
、
赤
十
字
自
ら
が
生
み
出
し
て
発
展
を
遂
げ
た
国
際
人
道

法
の
保
護
の
も
と
活
動
を
行
っ
て
い
る
。

赤
十
字
の
人
道
支
援
活
動
の
原
点
は
「
現
場
で
、
苦
し
ん
で
い
る

人
に
直
接
救
い
の
手
を
差
し
伸
べ
る
」
こ
と
で
あ
る
。
現
場
に
入
り
、

安
全
に
活
動
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
場
所
で
赤
十
字
が
知
ら
れ
、
理

解
さ
れ
、
尊
重
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
、
赤

十
字
が
最
初
に
行
う
の
が
自
ら
が
よ
っ
て
立
つ
理
念
と
そ
の
法
的
基

日
本
に
お
け
る
赤
十
字
の
理
念
と
国
際
人
道
法
の
普
及

森
　
正
尚

日
本
赤
十
字
社
大
阪
府
支
部
振
興
部
青
少
年
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
課
長

／
Ｉ
Ｈ
Ｓ
研
究
員

―
何
を
、
ど
う
伝
え
る
の
か

投
　
稿
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盤
で
あ
る
国
際
人
道
法
の
普
及
活
動
で
あ
る
。

効
果
的
な
普
及
活
動
が
行
わ
れ
る
と
、
国
際
人
道
法
が
守
ら
れ
て

赤
十
字
標
章
が
尊
重
さ
れ
、
結
果
と
し
て
赤
十
字
ス
タ
ッ
フ
が
安
全

に
現
場
に
到
着
し
、
苦
し
ん
で
い
る
人
に
直
接
救
い
の
手
を
差
し
伸

べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
反
対
の
状
況
で
は
、
赤
十
字
ス
タ
ッ
フ

が
危
険
に
晒
さ
れ
、
人
道
支
援
活
動
が
止
ま
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
は

赤
十
字
に
と
っ
て
最
悪
の
結
果
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
普
及
活
動
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
紛

争
地
で
な
い
日
本
で
の
普
及
活
動
は
、
日
赤
の
立
場
で
言
え
ば
、
む

し
ろ
赤
十
字
の
理
念
を
中
心
に
「
知
っ
て
も
ら
い
、
理
解
し
て
も
ら
い
、

共
感
し
て
も
ら
う
」こ
と
が
主
と
な
る
。こ
れ
は
、職
員
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
な
ど
が
赤
十
字
運
動
の
一
員
と
し
て
意
識
と
自
覚
を
高
め
る
た
め

に
行
わ
れ
る
。
一
方
で
、
国
際
人
道
法
の
普
及
義
務
は
、
第
一
義
的

に
は
条
約
締
約
国
で
あ
る
政
府
が
担
う
。
国
レ
ベ
ル
で
は
、
自
衛
隊

な
ど
の
関
係
者
に
対
し
て
行
わ
れ
る
も
の
が
あ
る
。
ま
た
、
日
本
に

は
赤
十
字
国
際
委
員
会
（
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
）
駐
日
代
表
部
が
あ
り
、
日
赤
と

協
働
し
な
が
ら
国
や
学
術
機
関
な
ど
に
対
す
る
普
及
活
動
を
積
極
的

に
行
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
有
事
に
な
っ
て
か
ら
の
普

及
は
手
遅
れ
で
あ
る
た
め
、
平
時
か
ら
の
地
道
な
活
動
が
重
要
に
な

る
。
以
下
に
述
べ
る
の
は
、
日
赤
の
観
点
か
ら
行
う
普
及
活
動
の
一

例
で
あ
る
。

３　

普
及
の
目
的

一
九
九
八
年
、
私
は
日
赤
国
際
部
で
国
際
人
道
法
の
普
及
担
当
で

あ
っ
た
が
、
当
時
の
日
赤
は
普
及
活
動
の
方
針
が
明
確
に
定
ま
っ
て

お
ら
ず
、
ま
た
日
本
政
府
も
国
際
人
道
法
の
主
要
条
約
の
ひ
と
つ
で

あ
る
一
九
七
七
年
の
二
つ
の
追
加
議
定
書
に
未
加
入
の
状
態
が
続
い

て
い
た
（
そ
の
後
、
二
〇
〇
四
年
に
加
入
）。
そ
の
状
況
を
打
破
す
る
た
め
、

翌
年
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
採
択
五
〇
周
年
を
控
え
、
新
た
な
普
及

計
画
策
定
の
た
め
ス
イ
ス
・
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
の
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
本
部
な
ど
に

三
カ
月
間
派
遣
さ
れ
た
。
本
部
で
は
国
際
人
道
法
普
及
課
（D

ivision 

for the Prom
otion of International H

um
anitarian Law

）
に
籍
を
置
き
、

帰
国
前
は
当
時
紛
争
下
に
あ
っ
た
ス
リ
ラ
ン
カ
で
の
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
活
動

の
最
前
線
に
身
を
置
く
機
会
を
得
た
。
現
場
で
は
、
国
際
人
道
法
が

実
際
に
普
及
・
適
用
・
理
解
さ
れ
る
こ
と
で
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
ス
タ
ッ
フ
が

現
場
に
直
接
赴
き
、
抑
留
者
の
訪
問
活
動
や
さ
ま
ざ
ま
な
人
道
支
援

活
動
が
可
能
と
な
り
、
多
く
の
生
命
が
守
ら
れ
る
姿
を
目
に
し
た
。

こ
の
間
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
で
繰
り
返
し
説
明
を
受
け
た
の
が
「
国
際
人

道
法
と
赤
十
字
の
諸
原
則
と
理
念
の
普
及
に
つ
い
て
の
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
」（
一
九
九
一
年
、
赤
十
字
代
表
者
会
議
、
決
議
第
八
）（
写
真
１
）
で
あ
る
。

こ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、
普
及
を
「
国
際
人
道
法
と
基
本
原
則
の

知
識
を
広
め
、
赤
十
字
運
動
の
理
念
を
広
め
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ

ら
が
理
解
さ
れ
、
受
け
入
れ
ら
れ
、
尊
重
さ
れ
る
こ
と
」
と
定
義
し

て
い
る
。
そ
の
対
象
は
、
軍
隊
、
各
国
赤
十
字
社
、
政
府
関
係
者
、

大
学
、
学
校
、
医
療
関
係
者
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
、
一
般
大
衆
で
あ
る
。

そ
し
て
、
普
及
の
目
的
は
、
次
の
四
点
で
あ
る
。

⑴
国
際
人
道
法
を
知
り
、
尊
重
す
る
こ
と
で
、
武
力
紛
争
や
争
乱
、

緊
張
状
態
で
の
犠
牲
者
を
最
小
限
に
と
ど
め
る
こ
と
。

⑵
人
道
活
動
が
安
全
な
状
況
の
も
と
遂
行
で
き
る
よ
う
、
保
障
す

る
こ
と
。
特
に
、
犠
牲
者
に
対
し
て
効
果
的
な
援
助
が
行
え
る

よ
う
、
赤
十
字
ス
タ
ッ
フ
の
尊
重
を
確
保
す
る
こ
と
。

⑶
赤
十
字
運
動
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
イ
メ
ー
ジ
を
強
化
し
、

赤
十
字
の
諸
原
則
、
歴
史
、
機
構
、
活
動
へ
の
理
解
と
知
識
を

広
め
る
こ
と
で
、
赤
十
字
運
動
の
単
一
性
を
高
め
る
こ
と
。

⑷
平
和
の
精
神
を
広
め
る
こ
と
に
役
立
つ
こ
と
。

ま
た
、
赤
十
字
関
係
者
や
若
年
層
へ
の
普
及
は
、
基
本
的
な
内
容
、

す
な
わ
ち
「
赤
十
字
の
基
本
原
則
と
赤
十
字
の
理
念
、
国
際
人
道
法

の
基
本
的
な
原
則
」
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
を
推
奨
し
て
い
る
。

こ
れ
を
踏
ま
え
、
帰
国
後
に
作
成
し
た
冊
子
「
赤
十
字
関
係
者
の

た
め
の
国
際
人
道
法
普
及
入
門
」（
二
〇
〇
〇
年
、
日
赤
国
際
部
編
）
に
は
、

そ
の
概
要
を
記
し
た
。
こ
れ
は
現
在
の
「
赤
十
字
と
国
際
人
道
法　

普
及
の
た
め
の
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
」（
二
〇
〇
六
年
、
日
赤
国
際
部
編
）
に
引

き
継
が
れ
、
冒
頭
の
「
普
及
の
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
に
は
次
の
と

お
り
記
さ
れ
て
い
る
。

普
及
す
る
も
の
　
　
赤
十
字
の
基
本
原
則
　
＋
　
国
際
赤
十
字
・

赤
新
月
運
動
　
＋
　
国
際
人
道
法

さ
ら
に
同
書
は
「
赤
十
字
の
使
命
と
し
て 

― 

赤
十
字
職
員
に
よ

る
国
際
人
道
法
の
普
及
の
も
っ
と
も
重
要
な
点
は
『
人
道
理
念
』
の
普

及
で
す
。
…
赤
十
字
の
理
念
と
国
際
人
道
法
を
通
し
て
、
人
道
の
理

念

―
平
和
を
愛
す
る
心
、
人
の
命
の
重
さ 

― 

を
伝
え
る
こ
と

は
、
赤
十
字
に
課
せ
ら
れ
た
最
も
重
要
な
ミ
ッ
シ
ョ
ン
で
す
」
と
解

説
し
て
い
る
。

写真１　「国際人道法と赤十字の諸原則と理念
の普及についてのガイドライン」
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私
が
研
修
で
話
す
場
合
も
、
基
本
的
に
は
上
記
三
つ
を
中
心
に
組

み
立
て
て
い
る
。

４　

何
を
、
ど
う
伝
え
る
の
か

⑴
理
念
の
再
確
認

日
赤
職
員
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
対
象
と
し
た
研
修
の
冒
頭
、「
な

ぜ
私
は
今
日
、
赤
十
字
の
研
修
で
理
念
や
国
際
人
道
法
を
学
ぶ
の
か
」

と
い
う
最
も
基
本
的
な
疑
問
に
対
す
る
答
え
を
明
示
す
る
。　

日
赤
は
、「
赤
十
字
に
関
す
る
諸
条
約
の
精
神
に
の
っ
と
り
、
赤
十

字
の
理
想
と
す
る
人
道
的
任
務
を
達
成
す
る
こ
と
」（
日
本
赤
十
字
社
法

第
一
条
）
を
目
的
と
し
て
い
る
。
日
赤
の
活
動
は
す
べ
て
、
日
本
で
赤

十
字
の
理
想
と
す
る
人
道
的
任
務
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の

で
あ
る
。
日
赤
の
災
害
救
護
活
動
や
医
療
事
業
、
血
液
事
業
、
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
活
動
な
ど
は
、い
ず
れ
も
目
的
達
成
の
た
め
の
手
段
で
あ
る
。

と
き
お
り
「
日
赤
は
災
害
救
護
を
目
的
と
し
た
団
体
で
あ
る
」
と
語

る
人
が
い
る
が
、
そ
れ
は
正
し
く
な
い
。
日
赤
が
様
々
な
活
動
を
行

う
の
は
、
活
動
資
金
募
集
を
行
う
の
は
、
何
の
た
め
か
。
す
べ
て
の

関
係
者
が
、
こ
の
基
本
的
な
問
い
に
迷
わ
ず
回
答
で
き
る
こ
と
が
望

ま
し
い
。

日
赤
の
「
ミ
ッ
シ
ョ
ン
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
」（
二
〇
〇
八
年
策
定
）（
写

真
２
）
は
、
関
係
者
が
赤
十
字
の
使
命
と
役
割
を
再
認
識
し
て
自
分
の

も
の
と
し
た
う
え
で
、
常
に
心
し
て
行
動
す
る
と
と
も
に
、
社
外
へ

の
積
極
的
な
発
信
を
通
し
て
赤
十
字
活
動
の
推
進
に
資
す
る
こ
と
を

目
指
し
て
い
る
。「
日
赤
の
使
命
（
人
道
の
原
則
）」「
わ
た
し
た
ち
の
基

本
原
則
」「
わ
た
し
た
ち
の
決
意
（
人
道
の
敵
の
克
服
）」
で
構
成
さ
れ
る

が
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
赤
十
字
の
理
念
に
関
わ
る
重
要
事
項
で
あ
る
。

い
ま
一
度
通
読
の
う
え
、
基
本
を
押
さ
え
て
お
き
た
い
。

⑵
赤
十
字
と
人
道

赤
十
字
の
理
念
は
「
人
道
」
で
あ
る
。
人
道
は
、
す
べ
て
の
文
化
や

風
習
、
宗
教
、
政
治
な
ど
を
越
え
て
「
人
と
し
て
」
大
切
な
、
唯
一
無

二
の
原
則
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
研
修
で
は
耳
に
タ
コ
が
で
き
る
ほ

ど
繰
り
返
し
説
明
す
る
。

人
道
と
は
、
具
体
的
に
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
赤
十
字
は
、

次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

⑴
生
命
を
守
る
こ
と

⑵
健
康
を
守
る
こ
と

⑶
苦
痛
を
軽
減
し
て
予
防
す
る
こ
と

⑷
人
間
の
尊
厳
を
守
る
こ
と

私
は
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
本
部
で
、
こ
の
順
序
で
覚
え
る
よ
う
教
わ
っ
た
。

赤
十
字
は
ま
ず
、
い
か
な
る
状
況
下
で
も
、
人
の
生
命
を
守
る
。
次
に
、

生
命
が
守
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
前
提
に
、
健
康
を
守
る
。
生
命
な
く

し
て
健
康
は
な
い
。
第
三
は
、
生
命
と
健
康
が
守
ら
れ
て
い
る
こ
と

を
前
提
に
、
苦
痛
を
軽
減
・
予
防
す
る
。
軽
減
だ
け
で
な
く
予
防
ま

で
取
り
組
む
の
が
赤
十
字
で
あ
り
、
日
赤
が
災
害
救
護
と
防
災
教
育

を
行
う
の
も
、
こ
こ
に
根
拠
が
あ
る
。
そ
し
て
第
四
、
人
間
が
人
間

ら
し
く
生
き
て
い
け
る
よ
う
、
尊
厳
を
守
る
。

「
赤
十
字
の
諸
原
則
」
の
著
者
ジ
ャ
ン
・
ピ
ク
テ
は
、
人
道
の
原
則

は
、
苦
痛
を
予
防
し
軽
減
す
る
、
命
と
健
康
を
守
る
、
個
人
の
尊
重

を
確
保
す
る
、
の
三
要
素
を
含
ん
で
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
数
の
違

い
は
あ
る
が
、
内
容
は
同
じ
で
あ
る
。

私
た
ち
の
活
動
は
、
す
べ
て
こ
れ
を
達
成
す
る
手
段
と
し
て
存
在

し
て
い
る
。
赤
十
字
病
院
や
血
液
セ
ン
タ
ー
、
赤
十
字
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
の
活
動
も
同
様
で
あ
る
。

⑶
な
ぜ
赤
十
字
は
人
道
を
目
指
す
の
か

し
か
し
、「
人
の
生
命
と
健
康
を
守
る
」
こ
と
は
人
と
し
て
至
極
当

然
で
あ
る
。
赤
十
字
は
な
ぜ
、
こ
と
さ
ら
こ
れ
を
強
調
し
、
そ
の
実

践
を
目
指
す
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
世
界
で
人
道
が
達
成
さ
れ
る
と
、
す
べ
て
の
人
の
生
命
と
健

康
が
守
ら
れ
、
苦
痛
が
軽
減
さ
れ
て
予
防
さ
れ
、
尊
厳
が
守
ら
れ
る
。

ま
さ
に
、
平
和
な
世
界
の
実
現
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
、
赤
十
字
は

必
要
な
く
な
る
。
赤
十
字
は
、
究
極
的
に
自
ら
を
必
要
と
し
な
い
世

界
を
目
指
し
て
い
る
と
言
え
る
。
し
か
し
、
本
当
に
そ
れ
は
可
能
な

の
だ
ろ
う
か
。

過
去
も
現
在
も
、
世
界
各
地
で
数
多
く
の
人
道
危
機
が
生
ま
れ
て

い
る
。
過
去
一
五
〇
年
間
、そ
の
現
場
に
は
必
ず
赤
十
字
の
姿
が
あ
る
。

赤
十
字
は
人
の
苦
し
み
や
悲
し
み
に
常
に
寄
り
添
い
、
生
命
や
健
康

を
守
る
大
切
さ
や
難
し
さ
を
誰
よ
り
も
理
解
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
苦

し
み
や
悲
し
み
は
、
多
く
の
人
の
力
を
結
集
す
れ
ば
緩
和
で
き
る
こ

と
も
赤
十
字
は
知
っ
て
い
る
。

世
界
の
現
実
を
知
る
か
ら
こ
そ
、
大
き
な
目
標
を
掲
げ
て
、
少
し 写真 2　日赤のミッションステートメント



日本における赤十字の理念と国際人道法の普及　156157　人道研究ジャーナルvol.10　投　稿

で
も
そ
れ
に
近
づ
こ
う
と
す
る
の
が
赤
十
字
の
姿
で
あ
る
。
あ
る
意

味
、
赤
十
字
は
理
想
主
義
者
で
あ
り
、
現
実
主
義
者
で
も
あ
る
。

目
指
す
理
想
が
あ
り
、
同
時
に
現
在
の
立
ち
位
置
を
把
握
す
る

こ
と
が
、
ま
ず
重
要
で
あ
る
。
理
想
と
現
実
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
見
え
れ

ば
、
そ
れ
を
埋
め
る
た
め
に
何
を
す
べ
き
か
理
解
で
き
る
。
そ
の
中

で
優
先
度
の
高
い
活
動
を
選
び
、「
い
ま
、
で
き
る
こ
と
」
を
着
実
に

進
め
て
い
く
。
こ
う
し
て
ま
た
一
歩
、目
標
に
近
づ
く
こ
と
が
で
き
る
。

赤
十
字
は
日
々
、
世
界
中
で
そ
う
し
た
一
歩
を
重
ね
て
い
る
。

⑷
人
道
の
敵

人
道
に
は
四
つ
の
敵
が
存
在
す
る
と
、
ピ
ク
テ
は
著
書
「
赤
十
字

の
諸
原
則
」
に
記
し
て
い
る
。
そ
れ
は
「
利
己
心
」「
無
関
心
」「
認
識
不

足
」「
想
像
力
の
欠
如
」
で
あ
る
。

人
道
支
援
活
動
で
大
切
な
の
は
、
現
場
の
ニ
ー
ズ
を
早
く
的
確
に

発
見
し
、
そ
の
優
先
順
位
を
付
け
、
実
際
の
活
動
に
結
び
付
け
る
こ

と
で
あ
る
。

後
述
す
る
が
、
赤
十
字
は
「
公
平
」
の
原
則
に
則
り
、「
苦
痛
の
度

合
い
に
し
た
が
っ
て
個
人
を
救
う
こ
と
に
努
め
、
そ
の
場
合
も
っ
と

も
急
を
要
す
る
困
苦
を
ま
っ
さ
き
に
取
り
扱
う
」。
苦
痛
の
度
合
い
や
、

も
っ
と
も
急
を
要
す
る
困
苦
を
知
る
た
め
に
は
、「
気
づ
き
」
が
必
要

で
あ
る
。
気
づ
く
た
め
に
は
、
現
場
に
入
り
、
全
体
を
見
渡
し
て
現

状
を
把
握
し
、
一
人
ひ
と
り
に
関
心
を
も
っ
て
観
察
し
、
話
し
、
聞

く
な
ど
、
五
感
を
働
か
せ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
災
害
医
療
の
現

場
で
導
入
さ
れ
て
い
る
ト
リ
ア
ー
ジ
は
、
こ
の
流
れ
で
素
早
く
優
先

順
位
を
定
め
る
も
の
で
あ
り
、
赤
十
字
は
長
年
に
わ
た
っ
て
現
場
で

実
践
し
て
い
る
。

人
道
の
敵
を
個
々
に
見
て
い
こ
う
。
利
己
心
は
、
自
分
の
利
益

だ
け
を
考
え
て
、
他
人
の
迷
惑
を
顧
み
な
い
自
分
勝
手
な
心
で
あ
る
。

利
己
心
を
も
っ
て
人
を
救
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

無
関
心
は
、
関
心
・
興
味
が
な
い
こ
と
で
あ
る
。
ど
れ
だ
け
情
報

が
周
囲
に
溢
れ
て
い
て
も
、
無
関
心
で
は
気
づ
く
こ
と
が
で
き
な
い
。

野
球
に
無
関
心
な
人
が
地
元
チ
ー
ム
の
勝
敗
を
知
ら
な
い
、
国
際
情

勢
に
無
関
心
な
人
が
現
在
の
紛
争
状
況
を
知
ら
な
い
の
と
同
義
で
あ

ろ
う
。
人
道
支
援
活
動
は
、
対
象
と
な
る
人
に
関
心
を
持
つ
こ
と
か

ら
始
ま
る
。
そ
こ
か
ら
「
気
づ
き
＝
支
援
ニ
ー
ズ
の
発
見
」
が
あ
り
、

そ
の
対
処
法
を
「
考
え
」、
実
際
の
「
行
動
＝
支
援
活
動
」
に
つ
な
げ
て

い
く
。

認
識
不
足
は
、「
あ
る
物
事
に
つ
い
て
の
情
報
や
知
識
が
不
足
し
て

お
り
、
正
し
い
認
識
や
判
断
が
で
き
な
い
さ
ま
」（
実
用
日
本
語
表
現
辞

典
）
で
あ
る
。
人
道
支
援
活
動
を
行
う
た
め
に
は
、
そ
の
た
め
の
正
確

な
知
識
や
技
術
が
不
可
欠
で
あ
り
、
あ
わ
せ
て
現
場
で
の
適
切
な
情

報
収
集
と
分
析
が
必
要
と
な
る
。

そ
し
て
、
想
像
す
る
能
力
が
欠
如
し
て
い
る
さ
ま
が
、
想
像
力
の

欠
如
で
あ
る
。
対
象
と
な
る
人
を
自
身
に
置
き
換
え
、「
私
な
ら
何
を

言
っ
て
欲
し
い
の
か
、
何
を
し
て
欲
し
い
の
か
」
想
像
力
を
働
か
せ

て
行
動
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

私
が
教
壇
に
立
っ
た
日
赤
の
看
護
大
学
で
は
、
多
く
の
学
生
が
「
想

像
力
の
欠
如
」が
最
も
心
に
響
く
と
教
え
て
く
れ
た
。
病
院
実
習
で
は
、

学
ん
だ
知
識
や
技
術
を
発
揮
す
る
の
に
必
死
で
、
相
手
を
思
い
や
る

余
裕
を
失
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
結
果
、
患
者
や
家
族
か
ら
厳
し
い
言

葉
を
か
け
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
「
自
分
な
ら
ば
、
何
を
し

て
ほ
し
い
の
か
。
ど
う
い
う
言
葉
を
か
け
て
ほ
し
い
の
か
。
相
手
の

立
場
に
立
っ
て
、
想
像
力
を
働
か
せ
る
」
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
回
避

で
き
た
事
態
で
あ
る
。
ま
さ
に
医
療
従
事
者
の
日
常
は
、
い
か
に
し

て
人
道
を
形
に
す
る
の
か
、
そ
の
実
践
の
繰
り
返
し
で
あ
ろ
う
。

赤
十
字
の
使
命
を
達
成
す
る
た
め
に
、
一
人
ひ
と
り
が
普
段
か
ら

人
道
の
敵
を
意
識
し
つ
つ
、
こ
れ
に
立
ち
向
か
う
こ
と
が
よ
り
効
果

的
な
人
道
支
援
活
動
の
礎
に
な
る
。

⑸
公
平
と
平
等

赤
十
字
の
基
本
原
則
（
人
道
、
公
平
、
中
立
、
独
立
、
奉
仕
、
単
一
、
世

界
性
）
は
、
七
つ
の
頭
文
字
を
暗
記
し
て
「
ジ
ン
コ
ウ
チ
ュ
ウ
ド
ク
ホ

ウ
タ
ン
セ
」
と
唱
え
る
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
す
べ
て
の
赤
十
字

関
係
者
の
道
標
で
あ
り
、
行
動
基
準
で
あ
り
、
困
っ
た
と
き
に
立

ち
返
る
原
点
で
あ
る
。
自
分
の
発
言
や
行
動
が
原
則
に
反
し
て
い
な

い
か
、
確
認
す
る
た
め
の
ツ
ー
ル
で
あ
る
。
原
則
に
反
す
る
こ
と
は
、

赤
十
字
の
活
動
で
は
な
い
。
赤
十
字
が
世
界
中
で
政
治
や
宗
教
、
文

化
な
ど
の
枠
を
越
え
て
ぶ
れ
る
こ
と
な
く
活
動
で
き
る
の
は
、
基
本

原
則
が
存
在
す
る
た
め
で
あ
る
。

そ
の
中
で
も
、
私
が
最
も
時
間
を
か
け
て
説
明
す
る
の
が
「
公
平
」

で
あ
る
。
そ
の
冒
頭
、「
赤
十
字
は
公
平
な
組
織
で
あ
る
が
、
平
等
な

組
織
で
は
な
い
」
と
説
明
す
る
。
参
加
者
は
必
ず
困
惑
の
表
情
を
浮

か
べ
る
が
、
そ
の
違
い
は
し
っ
か
り
認
識
し
て
お
き
た
い
。

辞
書
で
平
等
と
公
平
を
比
較
し
て
も
、
似
た
よ
う
な
記
述
が
多
く
、

明
確
な
違
い
は
分
か
り
に
く
い
。
研
修
で
は
、
あ
る
状
況
を
提
示
し

て
違
い
を
説
明
し
て
い
る
。
ま
ず
は
、「
人
が
二
人
、
林
檎
が
一
つ
」。

こ
の
状
況
で
林
檎
を
平
等
に
分
け
る
と
、
私
は
何
の
躊
躇
も
な
く
半

分
に
切
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
渡
す
。
前
提
と
し
て
私
は
二
人
を
差
別

し
て
い
な
い
が
、
そ
れ
以
上
の
こ
と
は
何
も
し
て
い
な
い
。
二
人
い

る
か
ら
半
分
に
切
っ
た
、
そ
れ
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
を
公
平
に
分
け

る
と
…
？
私
は
ま
ず
二
人
の
も
と
に
行
き
「
空
腹
で
す
か
？
」
と
尋
ね

る
。
そ
う
す
る
と
、
一
人
は
「
朝
か
ら
何
も
食
べ
て
お
ら
ず
、
空
腹

で
倒
れ
そ
う
で
す
」
と
答
え
る
。
も
う
一
人
は
「
食
事
し
た
ば
か
り
で
、

満
腹
で
す
」
と
答
え
る
。
そ
の
結
果
、
私
は
空
腹
の
人
に
リ
ン
ゴ
を
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一
つ
丸
々
渡
し
て
、
空
腹
で
な
い
人
に
は
何
も
渡
さ
な
い
。

こ
の
状
況
で
、
私
は
二
人
を
差
別
し
て
い
な
い
の
は
同
じ
だ
が
、

さ
ら
に
そ
の
人
の
状
態
に
着
目
し
て
、
そ
も
そ
も
支
援
が
必
要
な
の

か
、
両
方
が
必
要
な
ら
ど
ち
ら
の
優
先
順
位
が
高
い
の
か
を
判
断
し

て
い
る
。
こ
れ
が
公
平
の
原
則
が
掲
げ
る
「
も
っ
と
も
急
を
要
す
る

困
苦
を
ま
っ
さ
き
に
取
り
扱
う
」
た
め
の
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
。

そ
の
前
提
は
、
現
場
に
入
る
こ
と
。
そ
し
て
、
ア
セ
ス
メ
ン
ト
を

行
う
こ
と
。
い
ろ
い
ろ
な
気
づ
き
の
中
で
ニ
ー
ズ
を
発
見
し
、
そ
の

優
先
順
位
を
見
極
め
て
、
最
も
緊
急
度
の
高
い
も
の
か
ら
対
処
す
る
。

優
先
順
位
の
高
さ
は
、
先
述
の
人
道
の
意
味
の
順
番
と
同
じ
で
、
生

命
を
守
る
の
が
第
一
、
健
康
を
守
る
の
が
第
二
、
で
あ
る
。

も
う
ひ
と
つ
の
状
況
、「
被
災
地
で
二
人
が
倒
れ
て
い
る
」。
一
人

は
、自
分
の
親
友
。
足
を
怪
我
し
て
い
る
が
出
血
は
な
く
意
識
も
は
っ

き
り
し
て
い
る
。
も
う
一
人
は
他
人
だ
が
、
出
血
し
て
お
り
意
識
が

な
い
。
あ
な
た
は
赤
十
字
と
し
て
、
ど
ち
ら
の
人
か
ら
救
う
か
。
も

ち
ろ
ん
二
人
を
一
度
に
救
う
こ
と
は
で
き
ず
、
ど
ち
ら
か
を
優
先
す

る
こ
と
に
な
る
。
心
情
的
に
は
親
友
を
先
に
救
い
た
い
が
、
公
平
の

原
則
は
別
の
回
答
を
示
唆
す
る
。
そ
れ
を
現
場
で
素
早
く
判
断
し
て
、

行
動
に
移
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
赤
十
字
に
対
す
る
信
頼
は
、
基

本
原
則
を
忠
実
に
守
る
こ
と
で
得
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

⑹
国
際
人
道
法
は
本
当
に
難
し
い
の
か

こ
こ
か
ら
は
、
い
よ
い
よ
国
際
人
道
法
の
登
場
で
あ
る
。
赤
十
字

は
国
際
人
道
法
の
生
み
の
親
で
あ
り
、
現
場
で
の
活
動
を
通
じ
て
そ

の
発
展
を
直
に
支
え
て
き
た
。
赤
十
字
関
係
者
が
厳
し
い
環
境
で
も

現
場
で
安
全
に
人
道
支
援
活
動
が
で
き
る
の
は
、
国
際
人
道
法
の
お

陰
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
研
修
か
ら
は
外
せ
な
い
。
た
だ
し
、
冒
頭

か
ら
国
際
人
道
法
で
は
な
く
、
赤
十
字
の
理
念
を
一
通
り
理
解
し
た

段
階
で
国
際
人
道
法
に
触
れ
る
と
、
そ
の
基
本
的
な
考
え
方
＝
哲
学

が
共
通
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
や
す
く
、
比
較
的
違
和
感
な
く
理
解

で
き
る
、
と
い
う
の
が
私
の
考
え
で
あ
る
。

し
か
し
、
国
際
人
道
法
を
学
ぶ
際
の
最
初
の
関
門
は
「
国
際
」、
そ

し
て
「
法
」
の
文
字
で
あ
る
。「
国
際
＝
自
分
と
関
係
な
い
、
法
＝
難

し
い
」
の
先
入
観
で
、
学
ぶ
意
欲
が
湧
き
に
く
い
。
さ
ら
に
、
武
力

紛
争
状
態
で
適
用
さ
れ
る
国
際
人
道
法
は
、
戦
争
を
知
ら
な
い
私
た

ち
の
日
常
か
ら
は
、か
け
離
れ
た
存
在
で
あ
る
。
日
赤
の
立
場
か
ら
は
、

赤
十
字
標
章
の
適
正
使
用
な
ど
平
時
に
も
関
係
す
る
内
容
も
含
ま
れ

て
い
る
た
め
、
日
頃
か
ら
着
実
に
普
及
活
動
を
進
め
て
い
き
な
が
ら

「
万
が
一
に
備
え
る
」
意
識
も
醸
成
し
て
い
き
た
い
、
そ
ん
な
存
在
で

も
あ
る
。

そ
こ
を
何
と
か
「
自
分
と
関
係
が
あ
り
、
難
し
く
な
い
」
と
思
っ
て

も
ら
い
た
い
。
キ
ー
ワ
ー
ド
は
「
日
常
生
活
と
の
接
点
」、
日
常
生
活

と
比
較
で
き
れ
ば
人
は
容
易
に
想
像
が
つ
き
、
理
解
で
き
、
受
け
入

れ
や
す
く
な
る
。
武
力
紛
争
と
日
常
生
活
の
接
点
を
探
っ
て
い
た
時

に
思
い
つ
い
た
の
が
、
日
常
の
争
い
ご
と
＝
夫
婦
喧
嘩
で
あ
る
。
国

際
人
道
法
に
当
て
は
め
た
と
き
、
ど
の
よ
う
な
シ
ー
ン
が
想
定
で
き

る
か
。

例
え
ば
「
喧
嘩
で
負
傷
し
た
旦
那
は
自
業
自
得
、
だ
か
ら
放
置
し

て
も
良
い
か
」。
こ
れ
を
感
情
だ
け
、
或
い
は
理
性
を
も
っ
て
考
え
る

か
で
、
答
え
は
違
っ
て
く
る
。
こ
の
時
、
妻
の
心
の
中
に
は
悪
魔
と

天
使
が
い
て
、ど
う
す
べ
き
か
囁
い
て
く
れ
る
。
悪
魔
は「
放
置
し
ろ
」

と
言
い
、
天
使
は
「
収
容
し
て
治
療
す
べ
き
」
と
言
う
。
人
道
法
の
規

定
は
、
天
使
の
囁
き
そ
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
人
と
し
て
」
大
切

な
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
完
成
し
た
の
が
「
国
際
人
道
法

を
知
っ
て
い
ま
す
か
？
夫
婦
喧
嘩
編
」（
写
真
３
）
で
あ
る
。

■　

普
段
の
生
活
で
…
…
（
夫
婦
喧
嘩
編
）

・
降
伏
し
た
旦
那
に
と
ど
め
を
さ
す
た
め
、
次
の
一
撃
を
加
え

て
も
構
わ
な
い
（ 

〇 

・ 

× 

）

・
負
傷
し
た
旦
那
は
、
自
業
自
得
ゆ
え
、
放
置
し
て
お
い
て
も

構
わ
な
い
（ 

〇 

・ 

× 

）

・
旦
那
は
、
す
き
を
見
て
仕
返
し
を
す
る
権
利
が
あ
る
（ 

〇 

・ 

×
）

・
子
ど
も
は
、
楯
に
し
て
も
よ
い
（ 

〇 

・ 

× 

）

・
旦
那
を
打
ち
負
か
す
た
め
な
ら
、
ど
ん
な
道
具
を
使
っ
て
も

構
わ
な
い
（ 

〇 

・ 

× 

）

■　

実
際
の
戦
場
で
…
…
（
ま
じ
め
編
）

・
敵
を
弱
体
化
さ
せ
る
た
め
、
あ
る
地
域
に
対
す
る
食
糧
、
医

薬
品
の
供
給
を
止
め
て
も
よ
い
（ 

〇 

・ 

× 

）

・
重
要
な
軍
事
情
報
を
得
る
た
め
に
は
、
拷
問
も
や
む
を
え
な

い
（ 

〇 

・ 

× 

）

こ
れ
を
研
修
で
試
し
た
と
こ
ろ
、
大
好
評
で
あ
っ
た
。
国
際
人
道

法
の
研
修
で
笑
い
を
取
る
の
は
私
の
長
年
の
夢
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ

は
く
す
っ
と
笑
え
る
う
え
「
イ
メ
ー
ジ
し
や
す
い
」「
天
使
と
悪
魔
の

囁
き
が
面
白
い
」
と
い
う
反
応
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
独
身
者
の
反

応
が
や
や
薄
か
っ
た
。
そ
こ
で
「
カ
ッ
プ
ル
喧
嘩
編
」
を
作
っ
た
。
夫

婦
喧
嘩
編
の
旦
那
を
彼
氏
に
変
え
た
だ
け
で
、
若
い
人
た
ち
の
反
応

が
変
化
し
た
。
身
近
で
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
で
き
る
と
人
の
理
解

は
進
む
こ
と
を
、
示
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

喧
嘩
編
の
直
後
に
は
「
ま
じ
め
編
」
と
し
て
武
力
紛
争
時
の
状
況
が

示
さ
れ
て
い
る
が
、
前
段
で
基
本
的
な
考
え
を
理
解
し
た
参
加
者
は
、

迷
い
も
な
く
正
し
い
回
答
を
導
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

現
在
は
、
第
三
弾
「
学
校
生
活
編
」
が
日
赤
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公

開
さ
れ
て
い
る
（http://w

w
w.jrc.or.jp/activity/youth/docum

ent/

）。
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こ
の
よ
う
に
私
た
ち
は
、
国
際
人
道
法
を
学
ん
で
い
な
く
て
も
、

そ
の
本
質
的
な
考
え
を
す
で
に
知
っ
て
い
る
。
国
際
人
道
法
の
諸
規

定
の
多
く
は
「
人
と
し
て
当
た
り
前
の
こ
と
」
を
わ
ざ
わ
ざ
文
字
に
し

た
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
未
経
験
の
状
況
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
「
人

と
し
て
」
考
え
れ
ば
、
自
ず
と
正
し
い
答
え
は
導
か
れ
る
。
そ
の
た

め
「
国
際
人
道
法
は
難
し
く
な
い
」
が
本
章
の
結
論
で
あ
る
。

５　

研
修
で
話
す
こ
と
、
話
さ
な
い
ほ
う

が
い
い
こ
と

普
及
研
修
で
の
タ
ブ
ー
は
、
条
約
の
条
文
を
羅
列
し
て
そ
の
内
容

を
棒
読
み
し
た
り
、
難
し
い
言
葉
や
表
現
を
丁
寧
に
説
明
し
な
い
で

先
に
進
ん
で
し
ま
っ
た
り
す
る
こ
と
で
あ
る
。
受
講
者
は
、
条
文
を

読
み
始
め
た
時
点
で
眠
気
に
襲
わ
れ
、
難
解
な
言
葉
や
表
現
が
出
た

時
点
で
思
考
が
停
止
し
て
し
ま
う
。
こ
れ
で
は
、
普
及
に
な
っ
て
い

な
い
。

過
去
の
普
及
研
修
で
は
、
最
初
の
ス
ラ
イ
ド
に
「
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
四

条
約
と
二
つ
の
追
加
議
定
書
」
が
描
か
れ
、
各
々
の
条
約
を
解
説
す

る
構
成
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
大
学
の
国
際
法
の
授
業
で

あ
れ
ば
と
も
か
く
、
条
約
に
馴
染
み
の
な
い
職
員
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

は
、
最
初
か
ら
睡
魔
と
戦
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

む
し
ろ
、「
国
際
人
道
法
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
」
や
、「
国
際
人

道
法
は
戦
争
を
肯
定
し
て
い
る
の
か
」、「
赤
十
字
が
な
ぜ
国
際
人
道

法
の
研
修
を
開
催
す
る
の
か
」
な
ど
、
受
講
者
が
抱
く
素
朴
な
疑
問

を
先
回
り
し
て
解
説
し
、
そ
の
う
え
で
先
述
の
「
国
際
人
道
法
を
知
っ

て
い
ま
す
か
？
」
で
ワ
ー
ク
を
行
い
、「
な
ん
だ
か
難
し
そ
う
」
と
い

う
ハ
ー
ド
ル
を
徐
々
に
下
げ
る
よ
う
展
開
す
る
。
そ
の
う
え
で
、「
国

際
人
道
法
を
構
成
す
る
主
な
条
約
は
一
九
四
九
年
と
一
九
七
七
年
に

成
立
し
て
い
る
」
こ
と
、
そ
れ
は
「
人
類
の
悲
し
い
歴
史
を
繰
り
返
す

ま
い
と
す
る
努
力
の
中
で
で
き
て
い
る
」、「
こ
の
過
程
で
、
赤
十
字

は
現
場
経
験
を
活
か
し
て
条
約
成
立
に
尽
力
し
て
い
る
」、そ
し
て「
そ

の
条
約
の
お
陰
で
、
厳
し
い
現
場
で
も
人
道
支
援
活
動
を
遂
行
で
き

る
」
こ
と
を
順
序
だ
て
て
解
説
す
れ
ば
、
赤
十
字
関
係
者
と
し
て
比

較
的
身
近
な
存
在
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
て
も
ら
え
る
よ
う
に
な
る
。

ま
た
、
例
え
ば
、
国
際
人
道
法
の
基
本
原
則
で
登
場
す
る
「
均
衡

性
の
原
則
」
な
ど
、
専
門
的
な
用
語
で
意
味
も
解
釈
も
難
し
い
も
の

は
、
単
に
テ
キ
ス
ト
を
読
む
だ
け
で
な
く
、
分
か
り
や
す
く
意
味
を

説
明
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
巻
き
添
え
は
許
さ
れ
る
か
」
と

い
う
赤
十
字
に
と
っ
て
大
変
難
し
い
テ
ー
マ
が
提
示
さ
れ
る
が
、
赤

十
字
は
国
際
人
道
法
を
「
す
べ
て
の
非
戦
闘
員
は
、
そ
の
生
命
と
健

康
は
守
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
人
道
フ
ァ
ー
ス
ト
の
視

点
で
捉
え
る
こ
と
に
対
し
、
軍
関
係
者
は
武
力
紛
争
法
、
つ
ま
り
「
戦

い
の
中
で
許
さ
れ
る
こ
と
、
許
さ
れ
な
い
こ
と
」
の
視
点
で
捉
え
る

こ
と
の
違
い
を
丁
寧
に
解
説
し
た
い
。

条
約
の
詳
細
や
専
門
的
な
内
容
は
、
研
修
を
受
講
し
て
関
心
を

持
っ
た
一
人
ひ
と
り
が
発
展
的
な
学
習
と
し
て
自
ら
学
ん
で
い
け
ば

良
い
。
時
間
が
限
ら
れ
る
研
修
で
は
、
ご
く
基
本
的
な
こ
と
と
、
赤

十
字
と
の
関
係
性
、
そ
し
て
決
し
て
難
し
く
な
い
と
い
う
メ
ッ
セ
ー

ジ
を
伝
え
ら
れ
れ
ば
、
ま
ず
は
十
分
で
あ
る
。

６　

普
及
の
方
法

Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
で
は
「
普
及
は
、
そ
の
人
た
ち
に
合
っ
た
内
容
を
、
分

か
り
や
す
い
言
葉
で
伝
え
る
の
が
大
切
。
毎
回
、
同
じ
話
で
は
い
け

な
い
」
と
教
わ
っ
た
。「
砂
漠
の
民
に
、
海
の
話
を
し
て
も
伝
わ
ら
な

い
だ
ろ
う
？
」
と
。
確
か
に
そ
の
通
り
だ
。

赤
十
字
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
は
、
行
動
基
準
で
あ
る
基
本
原
則
の
解

説
を
中
心
と
し
な
が
ら
、
救
護
現
場
の
様
子
や
資
金
の
使
途
な
ど
実

践
例
の
報
告
を
織
り
交
ぜ
る
と
共
感
を
得
や
す
い
。
そ
の
中
で
、
赤

十
字
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
支
え
ら
れ
て
お
り
、
皆
さ
ん
の
活
動

が
人
道
の
原
動
力
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
研
修
後
は
、
活
動
の

活
性
化
や
輪
の
広
が
り
が
期
待
で
き
る
。

生
徒
・
児
童
に
は
、
人
道
を
「
や
さ
し
い
心
」「
お
も
い
や
り
の
心
」

に
置
き
換
え
、
生
命
と
健
康
の
大
切
さ
を
重
点
的
に
説
明
す
る
。
ま

た
、
人
道
支
援
活
動
の
具
体
的
な
ケ
ー
ス
を
紹
介
し
な
が
ら
、
様
々

な
ニ
ー
ズ
に
気
づ
き
、
自
分
た
ち
の
身
近
で
「
何
が
で
き
る
の
か
」
を

考
え
、
そ
れ
を
行
動
に
移
す
こ
と
の
大
切
さ
を
説
明
す
る
。
こ
れ
は

ま
さ
に
、
学
校
教
育
現
場
が
求
め
る
「
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
」

に
沿
っ
た
展
開
で
あ
る
。
青
少
年
赤
十
字
活
動
の
一
環
と
し
て
、
学

校
へ
の
出
前
講
座
と
し
て
国
際
理
解
・
平
和
学
習
な
ど
の
展
開
が
期

待
で
き
る
。

赤
十
字
職
員
に
は
、
人
道
と
基
本
原
則
を
中
心
に
解
説
し
な
が
ら
、

自
分
の
仕
事
が
世
界
と
繋
が
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
き
、
赤
十
字
運

動
の
一
員
で
あ
る
こ
と
を
再
認
識
す
る
。
そ
れ
に
よ
り
、
入
職
当
時

写真 3　国際人道法を知っていますか？
　　　　（夫婦喧嘩編）
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の
「
人
の
役
に
立
つ
仕
事
が
し
た
い
」
と
い
う
原
点
に
立
ち
返
り
、
新

た
な
気
持
ち
で
仕
事
に
臨
め
る
効
果
が
期
待
で
き
る
。

一
方
で
、
普
及
活
動
に
は
対
象
が
誰
で
あ
れ
、
共
通
し
て
必
要
な

要
素
も
あ
る
。
そ
れ
は
「
正
確
な
知
識
」
と
、
伝
え
た
い
と
い
う
「
絶

対
的
な
情
熱
」
で
あ
る
。
正
確
な
知
識
を
得
て
そ
れ
を
咀
嚼
す
る
こ

と
で
、
自
分
の
言
葉
に
置
き
換
え
て
平
易
に
表
現
で
き
る
よ
う
に
な

る
。
難
し
い
こ
と
を
難
し
く
話
す
の
は
簡
単
だ
が
、
そ
れ
を
分
か
り

や
す
く
話
す
の
は
意
外
と
難
し
い
。
ま
た
、
同
じ
内
容
で
も
情
熱
を

込
め
て
伝
え
れ
ば
、
聞
く
側
も
熱
心
に
聞
い
て
く
れ
、
共
感
が
得
や

す
く
な
る
。
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
で
も
「
共
感
な
き
普
及
は
、
何
も
し
て
い
な

い
の
と
同
じ
」
と
教
わ
っ
た
。「
な
ぜ
こ
の
人
は
、
こ
の
テ
ー
マ
で
熱

く
語
れ
る
の
か
」
と
思
わ
せ
れ
ば
、
ま
ず
は
成
功
で
あ
る
。

７　

お
わ
り
に

普
及
（D

issem
ination

）
と
い
う
言
葉
に
は
、「
種
ま
き
」
と
い
う
意
味

も
含
ま
れ
る
。
赤
十
字
の
普
及
活
動
は
、
ま
さ
に
種
ま
き
そ
の
も
の

で
あ
る
。
皆
で
種
を
ま
い
て
水
や
り
を
行
え
ば
、
や
が
て
赤
十
字
へ

の
理
解
が
深
ま
り
協
力
の
芽
が
生
え
、
多
く
の
人
の
生
命
と
健
康
が

守
ら
れ
て
大
輪
の
花
が
咲
く
。
最
初
は
一
人
で
も
、
多
く
の
人
が
共

感
す
る
こ
と
で
大
き
な
力
に
な
り
、
不
可
能
に
見
え
た
こ
と
が
可
能

に
変
わ
っ
て
い
く
。
そ
れ
を
日
常
化
す
る
こ
と
（
人
道
の
日
常
化
）
で
、

さ
ら
に
多
く
の
生
命
と
健
康
が
救
わ
れ
る
。
そ
れ
が
、
赤
十
字
の
姿

で
あ
る
。

以
上
述
べ
た
よ
う
に
、
赤
十
字
に
お
け
る
普
及
活
動
は
す
べ
て
の

活
動
の
前
提
で
あ
る
。
し
か
し
、
多
く
の
関
係
者
は
日
常
業
務
に
追

わ
れ
て
余
裕
が
な
く
、
赤
十
字
の
理
念
や
国
際
人
道
法
の
普
及
ま
で

意
識
が
追
い
付
い
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
い
つ
も
同
じ
人
が
普
及

研
修
の
講
師
と
し
て
登
場
し
、
新
た
な
普
及
の
担
い
手
が
育
た
な
い

の
が
課
題
で
あ
る
。
日
赤
大
阪
府
支
部
は
、
近
畿
ブ
ロ
ッ
ク
合
同
の

普
及
研
修
を
毎
年
開
催
し
て
い
る
が
、
そ
の
講
師
は
過
去
に
日
赤
本

社
な
ど
の
普
及
研
修
に
参
加
し
た
職
員
に
依
頼
し
て
、
新
た
な
語
り

部
育
成
の
役
割
も
担
っ
て
い
る
。
今
後
は
、
こ
の
よ
う
な
地
道
な
取

り
組
み
を
継
続
し
な
が
ら
、
時
代
の
変
化
に
も
柔
軟
に
対
応
し
た
普

及
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
策
定
が
望
ま
れ
る
。

最
後
に
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
の
国
際
人
道
法
普
及
課
の
壁
に
掲
出
さ
れ
て

い
た
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
芸
術
家
フ
ン
デ
ル
ト
ヴ
ァ
ッ
サ
ー
（Friedensre-

ich H
undertw

asser

）の
詩
を
紹
介
し
て
、本
稿
を
閉
じ
る
こ
と
と
し
た
い
。

W
hen one m

an alone dream
s 

一
人
で
夢
見
る
だ
け
な
ら

It rem
ains a dream

 
 

そ
れ
は
夢
の
ま
ま
で
終
わ
っ
て
し
ま
う

W
hen m

any dream
 together  

み
ん
な
で
一
緒
に
夢
見
れ
ば

It ’s the start of a reality. 
 

そ
れ
は
現
実
の
始
ま
り
で
あ
る
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１　

は
じ
め
に

本
学
の
図
書
館
で
、
私
が
特
に
気
に
入
っ
て
い
る
場
所
が
あ
る
。

下
の
階
を
見
下
ろ
せ
る
吹
抜
け
の
通
路
で
あ
る
。
身
を
乗
り
出
し
て

落
ち
な
い
よ
う
に
肩
ま
で
の
透
明
な
ア
ク
リ
ル
板
で
仕
切
っ
て
あ
る
。

本
学
に
就
職
し
初
め
て
こ
の
場
所
に
立
っ
た
時
は
感
動
し
た
。
映
画

の
あ
る
シ
ー
ン
を
思
い
出
し
た
か
ら
だ
。
返
却
さ
れ
た
蔵
書
を
書
架

へ
戻
す
た
め
こ
の
場
所
を
通
る
と
い
つ
も
、
下
を
見
下
ろ
し
ア
ク
リ

ル
板
を
バ
ン
バ
ン
叩
き
な
が
ら
、「
エ
レ
ー
ン
！
」
と
叫
ぶ
（
も
ち
ろ
ん
、

こ
こ
ろ
の
中
で
だ
が
）。
映
画
好
き
の
方
な
ら
も
う
お
気
づ
き
か
も
し
れ

な
い
。
そ
う
、「
卒
業
」
の
ラ
ス
ト
シ
ー
ン
で
主
人
公
の
ダ
ス
テ
ィ
ン
・

ホ
フ
マ
ン
が
ヒ
ロ
イ
ン
の
キ
ャ
サ
リ
ン
・
ロ
ス
に
ガ
ラ
ス
越
し
に
叫

ぶ
シ
ー
ン
だ
。
詳
細
は
控
え
る
が
、
公
開
さ
れ
て
半
世
紀
以
上
経
っ

た
今
で
も
ま
っ
た
く
色
褪
せ
な
い
青
春
映
画
の
金
字
塔
だ
。

そ
の
ノ
ス
タ
ル
ジ
ッ
ク
な
場
所
の
下
に
「
赤
十
字
史
料
室
」
が
あ
る
。

明
治
一
〇
（
一
八
七
七
）
年
の
博
愛
社
創
立
か
ら
昭
和
一
九
（
一
九
四
四
）

年
ま
で
の
博
愛
社
・
日
本
赤
十
字
社
の
活
動
を
記
録
し
た
貴
重
な
史

料
が
保
管
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
史
料
は
、
愛
知
県
犬
山
市
に
あ

る
博
物
館
明
治
村
か
ら
大
切
に
お
借
り
し
て
い
る
も
の
だ
。
そ
し
て
、

史
料
室
の
外
壁
に
も
た
れ
る
よ
う
に
「
赤
十
字
資
料
コ
ー
ナ
ー
」
が

設
置
さ
れ
て
い
る
。「
日
本
赤
十
字
社
史
稿
」
を
は
じ
め
赤
十
字
の
活

動
に
関
す
る
様
々
な
書
籍
・
資
料
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん

そ
こ
に
は
、
博
愛
社
・
日
本
赤
十
字
社
の
創
立
者
で
あ
る
佐
野
常
民
、

大
給
恒
両
氏
に
関
す
る
資
料
（
図
書
）
も
配
架
さ
れ
て
い
る
。

２　

本
稿
の
目
的

赤
十
字
に
対
し
て
関
心
が
あ
る
人
は
、
赤
十
字
を
創
立
し
た
の
が
、

ス
イ
ス
人
の
ア
ン
リ
ー
・
デ
ュ
ナ
ン
で
あ
り
、
ソ
ル
フ
ェ
リ
ー
ノ
の

戦
い
の
負
傷
者
を
敵
味
方
な
く
救
護
し
た
こ
と
か
ら
、
恒
常
的
な
救

護
団
体
の
創
設
に
つ
な
げ
た
こ
と
は
ご
存
知
だ
ろ
う
。
日
本
で
も
、

西
南
の
役
の
負
傷
者
救
護
の
た
め
に
、
明
治
一
〇
（
一
八
七
七
）
年
博

愛
社
が
創
立
さ
れ
、そ
の
原
動
力
と
な
っ
た
の
が
、佐
野
常
民（
以
下「
佐

野
」）、
大
給
恒
（
以
下
「
大
給
」）
の
ふ
た
り
の
元
老
院
議
官
で
あ
っ
た
こ

と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
れ
ら
は
日
本
史
の
教
科
書
に
あ
る
よ
う
な
ひ
と
つ
の

「
知
識
」
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
そ
の
時
代
の
背
景
や
息
づ
か

い
ま
で
感
じ
取
る
こ
と
は
む
つ
か
し
い
。

そ
こ
で
、
私
は
佐
野
、
大
給
両
氏
の
人
生
と
、
ふ
た
り
が
生
き
た

時
代
に
日
本
や
世
界
で
起
き
て
い
た
出
来
事
と
を
リ
ン
ク
さ
せ
て
そ

の
時
代
を
俯
瞰
的
に
と
ら
え
、「
情
感
」
で
感
じ
る
よ
う
試
み
た
。

な
お
、
佐
野
と
大
給
は
時
代
と
と
も
に
名
を
変
え
て
い
る
が
、
本

稿
で
は
佐
野
常
民
、
大
給
恒
で
通
し
て
い
る
こ
と
、
敬
称
は
略
し
て

い
る
こ
と
を
ご
了
解
い
た
だ
き
た
い
。

３　

手　

法

執
筆
に
あ
た
り
、
ま
ず
は
ベ
ー
ス
と
な
る
年
表
を
作
成
す
る
こ
と

か
ら
始
め
た
。
佐
野
、
大
給
両
氏
の
人
生
と
、
博
愛
社
・
日
本
赤
十

字
社
の
出
来
事
、
そ
し
て
国
内
外
の
歴
史
上
の
出
来
事
を
対
比
さ
せ

る
よ
う
に
書
き
込
ん
で
い
っ
た
。

は
じ
め
に
、「
日
本
赤
十
字
社
創
立
百
三
十
周
年
記
念
誌
」（
日
本

赤
十
字
社
）
や
佐
野
、
大
給
の
伝
記
図
書
か
ら
拾
っ
て
い
っ
た
。
次

に
、
そ
の
年
表
に
国
内
外
の
主
要
な
出
来
事
を
加
え
て
い
っ
た
。
本

心
を
言
え
ば
、
私
自
身
、
こ
の
手
法
で
本
当
に
何
か
つ
か
め
る
の
だ

ろ
う
か
疑
心
暗
鬼
だ
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
う
ち
、
こ
の
作
業
が
と
て

も
面
白
く
な
っ
て
き
た
。
点
と
点
が
つ
な
が
っ
て
い
き
、
時
代
の
息

づ
か
い
を
感
じ
始
め
た
か
ら
で
あ
る
。
教
科
書
に
載
っ
て
い
る
日
本

史
、
世
界
史
の
王
道
と
も
言
う
べ
き
表
通
り
と
並
行
し
て
裏
通
り
が

走
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
様
々
な
人
物
が
う
ご
め
き
、
日
々
の
な
り

わ
い
が
あ
る
。
時
に
は
そ
れ
ら
の
人
物
は
表
通
り
に
顔
を
出
し
、
歴

史
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
作
業
に
は
面
白
さ
と
と
も

に
予
想
以
上
の
「
気
づ
き
」
が
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
学
術
的
な
意
味
で

の
発
見
で
は
な
く
、「
私
に
と
っ
て
の
さ
さ
や
か
な
気
づ
き
」
程
度
の

も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
あ
ら
た
め
て
赤
十
字
の
こ
と
を
学
び
始
め

佐
野
常
民
、
大
給
恒
の
生
き
た
時
代
を
考
え
る

池
上
健
二

日
本
赤
十
字
豊
田
看
護
大
学
学
術
情
報
セ
ン
タ
ー
・
図
書
館

―
時
代
の
息
づ
か
い
を
感
じ
な
が
ら

投
　
稿
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た
私
に
と
っ
て
、
イ
ン
ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
は
十
分
で
あ
っ
た
。

４　

成
果
事
例
（
気
づ
き
）

で
は
、
具
体
的
に
成
果
事
例
（
気
づ
き
）
を
い
く
つ
か
紹
介
し
た
い
。

表
１
は
前
述
し
た
年
表
の
中
か
ら
、
主
立
っ
た
も
の
を
抜
粋
し
た
も

の
で
あ
る
。

ま
ず
は
、
ベ
ー
ス
と
し
て
佐
野
常
民
、
大
給
恒
、
ア
ン
リ
ー
・
デ
ュ

ナ
ン
、
フ
ロ
ー
レ
ン
ス
・
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
の
四
名
の
生
ま
れ
た
年

と
亡
く
な
っ
た
年
を
書
い
て
み
る
。
こ
の
四
名
に
、
同
時
代
を
生
き

た
著
名
人
と
し
て
幕
末
・
維
新
で
活
躍
し
た
勝
海
舟
、
坂
本
龍
馬
を

加
え
た
。

佐
野
常
民 

　
　

：

一
八
二
二
年
生
誕
、
一
九
〇
二
年
逝
去

大
給　

恒 

　
　

：

一
八
三
九
年
生
誕
、
一
九
一
○
年
逝
去

ア
ン
リ
ー
・
デ
ュ
ナ
ン

：

一
八
二
八
年
生
誕
、
一
九
一
〇
年
逝
去

Ｆ
・
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル

：

一
八
二
〇
年
生
誕
、
一
九
一
〇
年
逝
去

勝
海
舟　

 

　
　

：

一
八
二
三
年
生
誕
、
一
八
九
九
年
逝
去

坂
本
龍
馬 

　
　

：

一
八
三
五
年
生
誕
、
一
八
六
七
年
逝
去

【
事
例
①
】佐
野
と
デ
ュ
ナ
ン（
十
年
単
位
の
運
命
の
節
目
）

○
佐
野
は
、
デ
ュ
ナ
ン
よ
り
六
歳
年
上
だ
が
、
一
八
六
四
年
デ
ュ

ナ
ン
ら
が
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
条
約
を
成
立
さ
せ
、
国
際
赤
十
字
を
創

立
さ
せ
た
こ
ろ
は
、
佐
賀
藩
の
命
を
受
け
国
産
蒸
気
船
な
ど
の

製
造
に
取
り
組
ん
で
お
り
、
ま
だ
赤
十
字
に
出
会
っ
て
い
な
い
。

そ
の
後
、
不
思
議
と
十
年
の
間
隔
で
ふ
た
り
の
運
命
の
節
目
が

訪
れ
る
。

○
一
八
六
七
年
、
佐
野
は
藩
命
で
パ
リ
万
国
博
覧
会
に
参
加
し
た
。

そ
の
と
き
、
赤
十
字
国
際
委
員
会
の
展
示
を
視
察
し
そ
の
理
念

に
感
銘
を
受
け
た
。「
第
二
版
世
界
と
日
本
の
赤
十
字
」（
桝
居
孝
・

森
正
尚
共
著
）
に
よ
る
と
、
デ
ュ
ナ
ン
も
万
博
に
出
席
し
て
い
て
、

後
年
「
昔
、
パ
リ
で
日
本
人
に
会
っ
た
こ
と
が
あ
る
」
と
ス
イ
ス

赤
十
字
社
の
あ
る
支
部
宛
の
手
紙
に
書
い
て
い
る
と
い
う
。
佐

野
自
身
に
は
記
憶
が
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
パ
リ
で
世

界
と
日
本
の
赤
十
字
の
創
立
者
が
も
し
出
逢
っ
て
い
た
と
し
た

ら
ま
さ
に
運
命
的
な
瞬
間
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
直
後
、
デ
ュ

ナ
ン
は
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
で
の
事
業
に
失
敗
し
、
失
意
の
ま
ま
永

遠
に
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
を
去
る
こ
と
に
な
る
。

○
一
八
七
七
年
、
佐
野
、
大
給
氏
が
博
愛
社
を
創
立
し
た
と
き
、

デ
ュ
ナ
ン
は
シ
ュ
ツ
ッ
ト
ガ
ル
ト
の
牧
師
宅
に
下
宿
し
て
お

り
表
舞
台
か
ら
完
全
に
姿
を
消
し
て
い
た
。
そ
の
十
年
後
の

表 1　赤十字と世界・日本の出来事の対比表

世界の出来事 アンリ―・デュナン 西暦 佐野常民・大給恒 日本の出来事

　 　 1822 佐野常民　佐賀で出生 　

　 スイス・ジュネーブで出生 1828 　 　

　 　 1839 大給恒　江戸で出生 　

クリミア戦争勃発 銀行の出張でアルジェリアへ 1853
佐野　精煉方主任となる

大給　農兵隊歩人隊編成
黒船来航

ナイチンゲール、英国

従軍看護

銀行退職、アルジェリアで

製粉工場開業
1854 大給　父乗利逝去

日米和親条約締結

開国

　 　 1855 佐野　長崎海軍伝習所へ 長崎海軍伝習所設立

イタリア統一戦争 ソルフェリーノの戦いに遭遇 1859 大給　嫡子乗健誕生 安政の大獄　

ナイチンゲール、看護

学校設立
　 1860 大給　日光祭礼奉行 桜田門外の変　

　 「ソルフェリーノの記念」出版 1862 　 生麦事件

米国リンカーン

黒人奴隷解放宣言
「五人委員会」結成 1863

大給　家茂警備二条城に

信州移転許可五稜郭着工

将軍家茂上洛

八月十八日の政変

　
ジュネ－ブ条約・国際人道法

国際赤十字設立
1864 大給　若年寄辞職

池田屋事件

禁門の変

　 スイス赤十字発足 1866
大給　老中格京都常駐

　　　陸軍総裁就任

薩長同盟

寺田屋事件

ノーベルがダイナマイ

ト特許　パリ万博開催

アルジェリア事業に失敗。

破産、ジュネ－ブを去る
1867

佐野　パリ万博視察

大給　五稜郭竣工

大政奉還

坂本龍馬暗殺　

　 　 1868
大給　陸軍総裁退役

　信州帰国　大給と改姓

戊辰戦争　江戸城無血

開城　　明治維新

エジソンが蓄音機発明 　 1877
「博愛社」創立　5 月 1 日

佐野、大給博愛社副総長
西南の役勃発

　
湯治場ハイデンに世捨人のよ

うに現る
1887

「日本赤十字社」に改称

佐野初代社長、大給副社長

東京に電灯灯る

横浜に水道給水開始

　 　 1894 日清戦争　初の戦時救護 日清戦争勃発

レントゲン、X 線発見 ハイデンのデュナンを発見 1895 大給恒　賞勲局総裁 下関講和条約

　 第１回ﾉ－ベル平和賞受賞 1901 天災救護規則制定 　

　 　 1902 佐野常民死去 日英同盟

国際サッカ－連盟創立 　 1904 日露戦争臨時救護部設置 日露戦争勃発

フローレンス・ナイチ

ンゲ－ル死去 8 月
アンリ―・デュナン死去 10 月 1910

大給恒死去 1 月

日本赤十字社病院規則制定

1909 年　太宰治生誕 

1910 年　韓国併合
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一
八
八
七
年
、
博
愛
社
が
日
本
赤
十
字
社
に
改
称
し
た
年
、
デ
ュ

ナ
ン
は
突
然
、
ス
イ
ス
の
静
か
な
湯
治
場
ハ
イ
デ
ン
に
世
捨
人

の
よ
う
に
現
れ
る
。

○
そ
し
て
、
国
際
赤
十
字
を
創
設
し
た
デ
ュ
ナ
ン
の
功
績
が
再
認

識
さ
れ
、
第
一
回
ノ
ー
ベ
ル
平
和
賞
を
受
賞
し
た
一
九
〇
一
年

の
翌
年
、
佐
野
は
永
眠
し
た
。
復
権
し
輝
き
を
取
り
も
ど
し
た

デ
ュ
ナ
ン
と
、
数
々
の
成
果
を
残
し
こ
の
世
を
去
っ
た
佐
野
、

何
か
見
え
な
い
運
命
の
糸
で
結
ば
れ
て
い
た
よ
う
に
思
う
。

【
事
例
②
】大
給
ら
の
没
年（
時
代
の
区
切
り
）

○
死
没
し
た
年
に
注
目
す
る
と
、
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
、
デ
ュ
ナ
ン
、

大
給
は
奇
し
く
も
同
じ
一
九
一
〇
年
に
亡
く
な
っ
て
い
る
。
佐

野
は
、
そ
の
八
年
前
に
死
去
し
て
お
り
、
こ
の
三
名
が
亡
く
な
っ

た
一
九
一
〇
年
は
、
世
界
と
日
本
の
赤
十
字
に
と
っ
て
ひ
と
つ

の
区
切
り
と
な
る
年
と
な
っ
た
。

　
（
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
は
赤
十
字
の
創
立
者
で
は
な
い
が
、
デ
ュ
ナ
ン
が
影

響
を
受
け
た
た
め
こ
こ
に
含
め
た
）

【
事
例
③
】佐
野
と
勝
海
舟（
日
本
海
軍
創
設
へ
の
貢
献
）

○
同
時
代
を
生
き
た
日
本
の
著
名
人
と
し
て
、
勝
海
舟
と
坂
本
龍

馬
を
あ
げ
、
佐
野
、
大
給
と
の
接
点
を
探
っ
て
み
た
。
佐
野
と

勝
は
ひ
と
つ
違
い
で
、
ど
ち
ら
も
幕
末
の
海
軍
増
強
に
大
き
く

貢
献
し
て
い
る
。
一
八
五
五
年
、
幕
府
が
長
崎
に
海
軍
伝
習
所

を
開
設
し
た
と
き
、
勝
は
伝
習
生
の
監
督
と
し
て
、
佐
野
は
佐

賀
藩
か
ら
派
遣
さ
れ
た
伝
習
生
監
督
と
し
て
参
加
し
た
。
ふ
た

り
は
こ
こ
で
出
会
い
、
意
見
を
交
わ
し
な
が
ら
海
軍
士
官
を
養

成
し
た
。
勝
は
後
に
「
海
軍
歴
史
」
の
な
か
で
佐
野
の
伝
習
生
へ

の
指
導
力
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。
佐
野
の
日
本
の
海
防
に
対

す
る
功
績
は
絶
大
で
あ
り
、
日
本
赤
十
字
社
百
年
史
に
は
「
日

本
海
軍
は
勝
海
舟
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
よ
う
に
言
わ
れ
て
い

る
が
、
実
際
は
佐
野
常
民
で
あ
る
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

○
勝
が
佐
野
の
こ
と
を
ど
う
見
て
い
た
の
か
知
り
た
く
て
、
勝
の

談
話
集
を
ま
と
め
た
「
氷
川
清
話
」
を
再
読
し
て
み
た
。
し
か

し
、
残
念
な
が
ら
佐
野
も
大
給
も
人
物
評
価
に
は
あ
が
っ
て
い

な
か
っ
た
。
勝
海
舟
を
尊
敬
し
て
い
る
私
と
し
て
は
本
当
に
悔

し
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

【
事
例
④
】佐
野
と
坂
本
龍
馬（
立
像
写
真
）

○
佐
野
と
坂
本
龍
馬
の
接
点
に
つ
い
て
私
の
思
う
と
こ
ろ
を
書

く
。
立
像
写
真
撮
影
の
場
所
で
あ
る
。
龍
馬
は
長
崎
の
上
野
彦

馬
写
真
館
で
立
像
写
真
を
撮
っ
て
い
る
。
右
腕
を
懐
に
入
れ
た

あ
の
有
名
な
写
真
だ
。
そ
し
て
、
佐
野
も
同
じ
構
図
で
撮
っ

た
写
真
を
残
し
て
い
る
（
日
本
赤
十
字
社
蔵
）。
ふ
た
り
の
右
側

に
は
立
派
な
演
台
が
置
か
れ
て
い
る
。
そ
の
台
が
デ
ザ
イ
ン
と

い
い
、
色
の
濃
淡
と
い
い
そ
っ
く
り
な
の
で
あ
る
。
佐
野
は
長

崎
海
軍
伝
習
所
に
い
た
の
だ
か
ら
有
名
な
上
野
彦
馬
写
真
館
に

出
向
く
こ
と
も
で
き
た
は
ず
だ
。
長
崎
伝
習
所
の
運
営
期
間
は

一
八
五
五
年
か
ら
一
八
五
九
年
、
当
時
、
佐
野
の
年
齢
は
三
十

代
半
ば
と
な
る
か
ら
、
写
真
の
雰
囲
気
と
も
合
う
。
龍
馬
の
写

真
は
一
八
六
六
年
か
そ
の
翌
年
に
撮
っ
た
も
の
と
言
わ
れ
て
い

る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
佐
野
が
立
っ
た
場
所
に
龍
馬
が
立
っ
た

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ふ
た
り
の
接
点
の
場
所
だ
と
考
え
る
と

大
き
な
ロ
マ
ン
を
感
じ
る
。

【
事
例
⑤
】大
給
と
勝
海
舟（
陸
軍
総
裁
の
バ
ト
ン
）

○
勝
で
有
名
な
の
が
、
一
八
六
八
年
の
江
戸
城
無
血
開
城
だ
。
幕

臣
と
し
て
新
政
府
軍
代
表
西
郷
隆
盛
と
の
交
渉
に
よ
り
江
戸
の

町
を
戦
火
か
ら
救
っ
た
。「
大
給
恒
と
赤
十
字
」（
北
野
進
著
）
に

は
、「
十
月
十
四
日
、
朝
廷
に
大
政
奉
還
を
申
し
出
る
た
め
に
、

陸
軍
総
裁
松
平
乗
謨
（
筆
者
注

：

後
の
大
給
恒
）
は
、（
中
略
）
京
都

に
出
向
い
て
大
政
奉
還
の
交
渉
に
尽
力
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の

後
十
一
月
十
七
日
京
都
か
ら
江
戸
に
戻
っ
た
が
、
こ
の
重
大
時

局
に
病
に
倒
れ
て
止
む
な
く
陸
軍
総
裁
の
要
職
を
辞
任
し
た（
こ

の
後
任
と
し
て
勝
海
舟
が
陸
軍
総
裁
と
な
り
江
戸
城
明
け
渡
し
の
西
郷

隆
盛
と
の
三
月
一
三
、一
四
日
の
会
談
へ
と
発
展
す
る
の
で
あ
る
）。」

と
記
述
さ
れ
て
い
る
。
大
給
は
勝
・
西
郷
会
談
（
三
月
）
の
直
前

ま
で
老
中
、
陸
軍
総
裁
で
あ
っ
た
の
だ
。
病
の
た
め
職
を
解
か

れ
て
佐
久
の
龍
岡
に
家
族
と
と
も
に
帰
っ
て
い
る
。
も
し
、
大

給
が
陸
軍
総
裁
の
ま
ま
で
あ
っ
た
ら
西
郷
と
の
会
談
に
ど
う
関

わ
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

【
事
例
⑥
】大
給
と
坂
本
龍
馬（
京
都　
時
代
の
激
流
の
中
で
）

○
坂
本
龍
馬
は
、
大
給
よ
り
四
年
早
く
生
ま
れ
て
い
る
。
直
接
接

触
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
す
る
資
料
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
が
、

一
八
六
六
年
三
月
七
日
（
慶
応
二
年
一
月
二
一
日
）、
龍
馬
が
斡
旋

し
た
京
で
の
薩
長
同
盟
、
同
年
三
月
九
日
（
同
年
一
月
二
三
日
）、

潜
伏
先
伏
見
で
襲
撃
さ
れ
た
寺
田
屋
事
件
が
起
き
た
年
、
大
給

は
老
中
格
と
し
て
京
都
に
常
駐
し
て
い
た
と
推
定
す
る
。
ま
た
、

翌
一
八
六
七
年
一
一
月
九
日
（
慶
応
三
年
一
〇
月
一
四
日
）
の
大
政

奉
還
を
老
中
・
陸
軍
総
裁
と
し
て
見
届
け
た
後
、
一
二
月
中
旬

に
江
戸
に
戻
っ
て
い
る
。
同
年
一
二
月
一
〇
日
（
慶
応
三
年
一
一

月
一
五
日
）
京
都
近
江
屋
で
の
龍
馬
暗
殺
の
報
は
い
つ
ど
こ
で
接

し
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
そ
の
と
き
発
し
た
言
葉
は
な
ん
だ
っ
た

の
だ
ろ
う
か
、
興
味
は
尽
き
な
い
。
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【
事
例
⑦
】黒
船
来
航（
一
八
五
三
）～
日
米
和
親
条
約
締
結（
一
八
五
四
）

○
ペ
リ
ー
提
督
が
、
米
大
統
領
フ
ィ
ル
モ
ア
の
国
書
を
持
参
し
、

四
隻
の
蒸
気
船
を
率
い
て
浦
賀
沖
に
来
航
し
た
一
八
五
三
年
か

ら
、
日
米
和
親
条
約
を
締
結
し
た
一
八
五
四
年
は
、
ナ
イ
チ
ン

ゲ
ー
ル
、
デ
ュ
ナ
ン
、
佐
野
、
大
給
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
、
分

岐
点
と
な
る
よ
う
な
重
要
な
動
き
が
あ
っ
た
。

○
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
は
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
ギ
リ
ス
、
オ
ス
マ
ン
、

サ
ル
デ
ー
ニ
ャ
の
同
盟
軍
が
ロ
シ
ア
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
と
戦
い
勝

利
し
た
ク
リ
ミ
ア
戦
争
に
お
い
て
、
一
八
五
四
年
、
自
ら
志
願

し
て
三
十
八
名
の
看
護
師
を
率
い
て
従
軍
し
た
。
ナ
イ
チ
ン

ゲ
ー
ル
は
、
英
国
の
従
軍
看
護
師
と
し
て
戦
争
負
傷
者
の
救
護

や
、
病
院
の
衛
生
状
態
を
改
善
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
自
軍
の
死

亡
率
を
激
減
さ
せ
た
。
デ
ュ
ナ
ン
と
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
は
、
同

じ
時
代
に
生
き
な
が
ら
生
涯
一
度
も
会
う
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、

デ
ュ
ナ
ン
は
彼
女
の
活
動
に
敬
意
を
表
し
、
五
人
委
員
会
が
制

定
し
た
赤
十
字
記
章
を
送
っ
て
い
る
。

○
デ
ュ
ナ
ン
は
、
ペ
リ
ー
艦
隊
が
来
航
し
た
当
時
は
、
勤
め
て
い

た
銀
行
の
出
張
で
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
に
出
向
い
て
い
た
。
翌
年
銀

行
を
退
職
し
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
で
製
粉
事
業
を
開
業
す
る
。
ソ
ル

フ
ェ
リ
ー
ノ
の
戦
い
（
一
八
五
九
年
）
の
場
に
立
つ
ま
で
ま
だ
五
、

六
年
あ
り
実
業
家
の
時
代
で
あ
る
。

○
佐
野
は
、
ペ
リ
ー
来
航
の
こ
ろ
地
元
の
佐
賀
に
い
た
。
藩
が
設

立
し
た
精
錬
方
（
今
で
い
う
理
化
学
研
究
所
）
の
主
任
と
な
っ
て
、

科
学
的
な
研
究
に
取
り
組
ん
で
い
た
。
時
を
同
じ
く
し
て
、
長

崎
港
に
も
ロ
シ
ア
の
軍
艦
四
隻
が
入
っ
て
来
た
。
当
時
の
最
先

端
の
動
力
は
、
陸
も
海
も
蒸
気
機
関
で
あ
っ
た
。
佐
賀
藩
は
、

佐
野
に
蒸
気
機
関
の
技
術
を
会
得
す
る
よ
う
指
示
し
、
佐
野
の

チ
ー
ム
は
、
ロ
シ
ア
軍
艦
パ
ラ
ル
ダ
号
に
乗
り
込
み
蒸
気
機
関

の
仕
組
み
の
ヒ
ン
ト
を
つ
か
ん
だ
。

○
ち
な
み
に
、
長
崎
に
来
航
し
た
軍
艦
を
持
つ
ロ
シ
ア
は
、
ト
ル

コ
（
オ
ス
マ
ン
）
と
戦
争
中
で
あ
り
、
来
日
中
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

フ
ラ
ン
ス
、
イ
ギ
リ
ス
な
ど
の
諸
国
が
ト
ル
コ
側
に
つ
い
た
た

め
急
き
ょ
ロ
シ
ア
に
帰
っ
て
行
っ
た
。
こ
の
戦
い
が
、
ナ
イ
チ

ン
ゲ
ー
ル
の
活
躍
し
た
ク
リ
ミ
ア
戦
争
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。

佐
野
と
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
の
接
点
と
言
え
ば
言
え
な
く
は
な
い
。

○
大
給
は
、
ペ
リ
ー
艦
隊
が
来
航
し
た
年
に
は
ま
だ
十
四
歳
の
少

年
で
あ
っ
た
が
、
前
年
父
松
平
乗
利
か
ら
す
で
に
家
督
を
継
い

で
、
参
勤
交
代
制
度
に
よ
り
江
戸
に
い
た
。
身
分
は
兵
部
少
輔
、

名
も
乗
謨
（
の
り
か
た
）
と
称
し
て
い
た
。
黒
船
来
航
の
衝
撃
的

な
出
来
事
に
、
信
州
の
領
地
（
後
の
龍
岡
藩
領
地
）
か
ら
五
十
人
ほ

ど
の
農
兵
隊
歩
人
隊
・
非
常
先
手
足
軽
組
を
編
成
さ
せ
江
戸
に

呼
び
寄
せ
て
い
る
（「
大
給
亀
崖
公
傳
」
榎
元
半
重
著
）。
す
で
に
家

督
を
継
い
で
い
た
と
は
い
え
、
現
代
で
言
え
ば
ま
だ
中
学
生
の

一
四
、五
歳
で
あ
る
。
そ
の
胆
力
、
行
動
力
に
は
驚
く
ば
か
り

で
あ
る
。

【
事
例
⑧
】安
政
の
大
獄
、ソ
ル
フ
ェ
リ
ー
ノ
の
戦
い
の
年（
一
八
五
九
）

○
大
老
井
伊
直
弼
が
「
安
政
の
大
獄
」
を
断
行
し
た
一
八
五
九
年
は
、

デ
ュ
ナ
ン
が
国
際
赤
十
字
を
創
設
す
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た

「
ソ
ル
フ
ェ
リ
ー
ノ
の
戦
い
」
が
あ
っ
た
年
だ
。
イ
タ
リ
ア
の
統

一
を
目
指
す
サ
ル
デ
ー
ニ
ャ
王
国
が
皇
帝
ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世
率

い
る
フ
ラ
ン
ス
帝
国
軍
の
支
援
を
受
け
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
帝
国

軍
と
激
し
い
戦
い
を
繰
り
広
げ
た
。
同
盟
軍
一
五
万
人
対
オ
ー

ス
ト
リ
ア
軍
一
七
万
人
が
ソ
ル
フ
ェ
リ
ー
ノ
の
丘
で
衝
突
し
た
。

六
月
二
四
日
、
た
っ
た
一
日
に
し
て
両
軍
合
わ
せ
て
実
に
四
万

人
を
超
え
る
死
傷
者
を
出
し
た
凄
絶
な
戦
い
だ
。

○
ち
な
み
に
本
学
も
豊
田
市
の
小
高
い
丘
に
建
っ
て
お
り
、
学
内

に
二
〇
本
以
上
の
糸
杉
が
植
え
ら
れ
て
い
る
。
初
代
学
長
の
故

村
地
俊
二
先
生
の
意
向
で
植
え
ら
れ
た
と
聞
く
。
ま
た
、
南
側

正
面
か
ら
見
る
と
、
建
物
の
一
部
が
ひ
と
き
わ
高
く
そ
び
え
て

い
る
。
私
は
ひ
そ
か
に
戦
い
の
象
徴
で
あ
っ
た「
ソ
ル
フ
ェ
リ
ー

ノ
の
塔
」
と
呼
ん
で
い
る
が
、
そ
う
意
図
し
て
デ
ザ
イ
ン
さ
れ

た
か
真
意
の
ほ
ど
は
わ
か
ら
な
い
。

○
「
ソ
ル
フ
ェ
リ
ー
ノ
の
戦
い
」、「
安
政
の
大
獄
」
の
年
、
佐
野
は

三
八
歳
、
閉
鎖
さ
れ
た
長
崎
海
軍
伝
習
所
を
後
に
し
て
佐
賀
に

戻
り
、三
重
津
海
軍
所
の
監
督
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
翌
年
、「
安

政
の
大
獄
」
を
主
導
し
た
大
老
井
伊
直
弼
は
、
水
戸
浪
士
を
中

心
と
し
た
尊
王
攘
夷
派
に
暗
殺
さ
れ
る
。「
桜
田
門
外
の
変
」
で

あ
る
。
佐
野
は
佐
賀
藩
主
鍋
島
直
正
か
ら
呼
ば
れ
江
戸
に
急
行

す
る
途
中
、
箱
根
で
こ
の
報
を
聞
い
た
と
い
う
。

○
こ
の
年
、
大
給
は
弱
冠
二
〇
歳
、
嫡
男
乗
健
（
の
り
た
け
）
が
誕

生
し
て
松
平
家
は
喜
び
に
包
ま
れ
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。

○
Ｎ
Ｈ
Ｋ
『
そ
の
時
歴
史
が
動
い
た
」
風
に
言
え
ば
、「
そ
の
時

（
一
八
七
七
年
、
佐
野
と
大
給
が
元
老
院
の
一
室
で
戦
時
救
護
団
体
創
立

の
打
合
せ
を
す
る
日
）
ま
で
あ
と
一
八
年
」、
両
氏
と
も
激
動
す
る

時
代
の
風
に
帆
を
広
げ
、
荒
海
に
乗
り
出
し
た
と
こ
ろ
で
あ
っ

た
。

【
事
例
⑨
】ジ
ュ
ネ
ー
ブ
五
人
委
員
会（
一
八
六
三
）、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
条

　
約
成
立（
一
八
六
四
）と
尊
皇
攘
夷
運
動
激
化

○
デ
ュ
ナ
ン
ら
の
五
人
委
員
会
が
設
置
さ
れ
た
一
八
六
三
年
か
ら

ジ
ュ
ネ
ー
ブ
条
約
が
成
立
し
た
翌
一
八
六
四
年
、
日
本
国
内
は

尊
王
攘
夷
運
動
の
過
激
化
で
騒
然
と
し
て
い
た
。
そ
の
表
舞

台
に
立
っ
た
の
は
、
長
州
藩
と
薩
摩
藩
で
あ
っ
た
。
長
州
藩
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が
、
関
門
海
峡
を
通
る
外
国
船
を
砲
撃
、
英
仏
米
蘭
の
四
カ
国

艦
隊
が
報
復
（
下
関
砲
撃
事
件
）。
ま
た
、
薩
摩
・
会
津
両
藩
が
長

州
藩
勢
力
を
京
都
か
ら
追
放
し
た
八
月
一
八
日
の
政
変
（
七
卿
落

ち
）、
長
州
藩
が
復
権
を
か
け
京
都
御
所
に
押
し
掛
け
た
が
、
朝

敵
の
汚
名
を
着
せ
ら
れ
返
り
討
ち
に
合
っ
た
禁
門
の
変
（
蛤
御
門

の
変
）。
そ
の
他
に
も
薩
英
戦
争
、
池
田
屋
事
件
（
新
選
組
が
尊
攘

派
を
襲
撃
）
な
ど
枚
挙
に
い
と
ま
は
な
い
。

○
佐
野
は
こ
の
頃
、
藩
命
に
よ
り
蒸
気
船
の
建
造
に
携
わ
っ
て
い

た
。
一
八
六
三
年
、
蒸
気
船
凌
風
丸
建
造
に
着
工
、
一
八
六
五

年
に
日
本
最
初
期
の
国
産
蒸
気
船
と
し
て
竣
工
し
た
。

○
大
給
の
周
辺
も
目
ま
ぐ
る
し
か
っ
た
。
一
八
六
三
年
、
大
番
頭

に
任
じ
ら
れ
た
。
信
州
領
へ
の
移
転
の
許
可
が
下
り
た
。
奥
方
、

若
殿
始
め
家
中
が
岡
崎
奥
殿
か
ら
信
州
に
移
住
し
た
。
新
陣
屋

五
稜
郭
建
設
に
着
工
し
た
。
若
年
寄
に
就
任
し
た
。
京
で
は
尊

攘
派
に
よ
る
「
天
誅
」
が
横
行
し
て
い
た
。
そ
れ
を
取
り
締
ま
る

新
選
組
も
台
頭
し
て
い
た
。
大
給
は
第
一
四
代
将
軍
徳
川
家
茂

上
洛
の
折
り
、
将
軍
警
備
の
た
め
二
条
城
へ
出
向
い
た
。
こ
の

と
き
ま
だ
二
四
歳
で
あ
っ
た
。
上
述
し
た
様
々
な
タ
ス
ク
を
こ

な
し
た
こ
と
で
、
い
か
に
大
給
が
処
理
能
力
に
長
け
た
ジ
ェ
ネ

ラ
リ
ス
ト
で
あ
っ
た
か
が
わ
か
る
。

【
事
例
⑩
】大
政
奉
還
、
坂
本
龍
馬
暗
殺
の
年（
一
八
六
七
）

○
日
本
中
が
大
政
奉
還
に
揺
れ
た
年
、
佐
野
は
、
佐
賀
藩
の
代
表

団
の
一
員
と
し
て
パ
リ
万
国
博
覧
会
を
視
察
し
た
。
大
政
奉
還

が
な
さ
れ
た
こ
ろ
は
、
パ
リ
万
博
に
出
品
し
て
売
れ
残
っ
た
藩

の
名
品
の
処
分
に
奔
走
し
て
い
た
と
い
う
。

○
大
給
は
血
な
ま
ぐ
さ
い
時
代
の
中
心
に
い
た
。
前
年
二
七
歳
と

い
う
若
さ
で
幕
府
の
老
中
格
と
な
っ
た
大
給
は
、
大
政
奉
還
の

年
、
第
一
五
代
将
軍
慶
喜
公
の
江
戸
へ
の
帰
府
を
促
す
た
め
、

老
中
三
名
で
上
洛
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
年
三
河
の
奥
殿
か

ら
国
替
え
を
し
た
信
州
佐
久
の
新
陣
屋
五
稜
郭
が
竣
工
し
て
い

る
。
日
本
を
揺
る
が
す
大
事
件
に
奔
走
し
な
が
ら
も
、
藩
主
と

し
て
藩
の
あ
り
方
を
真
剣
に
考
え
着
実
に
形
に
し
て
い
る
。

○
大
政
奉
還
の
年
、
デ
ュ
ナ
ン
は
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の
事
業
に
失
敗

し
破
産
宣
告
を
受
け
、
失
意
の
ま
ま
永
遠
に
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
を

去
っ
て
い
る
。

○
こ
の
年
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
人
の
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
ノ
ー
ベ
ル
が
ダ

イ
ナ
マ
イ
ト
の
特
許
を
取
得
し
た
。
彼
は
築
い
た
巨
万
の
富
で

ノ
ー
ベ
ル
賞
を
創
設
、
一
九
〇
一
年
、
第
一
回
ノ
ー
ベ
ル
平
和

賞
を
復
権
な
っ
た
ア
ン
リ
ー
・
デ
ュ
ナ
ン
に
授
け
た
。
デ
ュ
ナ

ン
が
失
意
の
ま
ま
ス
イ
ス
か
ら
消
え
た
年
の
特
許
が
、
三
四
年

後
、
デ
ュ
ナ
ン
の
復
権
に
大
き
な
力
を
貸
し
た
の
だ
。
人
の
縁

は
不
思
議
な
力
で
結
ば
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
人
生
は
面
白
い
。

【
事
例
⑪
】西
南
の
役
、
博
愛
社
設
立（
一
八
七
七
）、
日
本
赤
十
字
社

　
に
改
称（
一
八
八
七
）

○
博
愛
社
が
生
ま
れ
た
経
緯
や
佐
野
、
大
給
の
働
き
は
赤
十
字
の

史
料
や
両
氏
の
伝
記
で
詳
し
く
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
博

愛
社
設
立
か
ら
一
〇
年
後
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
条
約
加
入
を
き
っ
か

け
に
日
本
赤
十
字
社
に
改
称
し
た
経
緯
も
同
様
で
あ
る
。
だ
か

ら
、
佐
野
、
大
給
両
氏
の
働
き
に
関
し
て
あ
ら
た
め
て
こ
こ
で

は
記
述
し
な
い
。
赤
十
字
の
歴
史
の
大
通
り
を
堂
々
と
歩
い
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。

○
本
稿
の
目
的
（
そ
の
時
代
の
背
景
や
息
づ
か
い
を
伝
え
る
こ
と
）
を
全

う
し
た
い
。
博
愛
社
が
創
立
さ
れ
た
年
、
ト
ー
マ
ス
・
エ
ジ
ソ

ン
が
蓄
音
機
を
発
明
、
ボ
リ
シ
ョ
イ
劇
場
で
「
白
鳥
の
湖
」
初
演
、

第
一
回
ウ
ィ
ン
ブ
ル
ド
ン
テ
ニ
ス
開
催
、
東
京
大
学
（
旧
制
）
設

立
な
ど
、
国
内
外
と
も
近
代
国
家
へ
の
息
吹
が
感
じ
ら
れ
る
出

来
事
が
多
か
っ
た
。

○
日
本
赤
十
字
社
に
改
称
し
た
年
、
表
舞
台
か
ら
姿
を
消
し
た

デ
ュ
ナ
ン
が
突
然
、
ス
イ
ス
の
静
か
な
湯
治
場
ハ
イ
デ
ン
に

世
捨
人
の
よ
う
に
現
れ
た
。
東
京
で
は
電
燈
が
初
め
て
灯
っ
た
、

米
国
が
真
珠
湾
を
ハ
ワ
イ
王
国
か
ら
獲
得
、
横
浜
市
が
日
本
最

初
の
近
代
水
道
給
水
を
開
始
し
た
。

【
事
例
⑫
】日
清
、
日
露
戦
争
勃
発（
一
八
九
四
）、（
一
九
〇
四
）

○
日
清
戦
争
が
始
ま
っ
た
年
、
日
本
で
も
『
ソ
ル
フ
ェ
リ
ー
ノ
の

記
念
』（
寺
家
村
博
訳
）
が
出
版
さ
れ
た
。
日
本
語
で
赤
十
字
の
源

泉
を
学
べ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
日
本
赤
十
字
社
は
日

清
戦
争
で
初
め
て
の
戦
時
救
護
を
行
っ
た
。

○
翌
一
八
九
五
年
、
ス
イ
ス
人
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
ハ
イ
デ
ン

に
い
た
デ
ュ
ナ
ン
を
発
見
。
復
権
に
向
け
て
運
動
を
開
始
し

た
。
大
給
が
賞
勲
局
総
裁
に
就
任
、
翌
一
八
九
六
年
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ

大
河
ド
ラ
マ
『
八
重
の
桜
」
で
有
名
に
な
っ
た
新
島
八
重
に
対
し

て
、
日
清
戦
争
の
広
島
陸
軍
予
備
軍
病
院
で
の
救
護
功
績
に
よ

り
、
勲
七
等
宝
冠
章
を
授
与
し
た
。
Ｄ
Ｖ
Ｄ
を
観
な
お
し
た
と

こ
ろ
、
確
か
に
叙
勲
の
決
定
に
つ
い
て
賞
勲
局
総
裁
子
爵
大
給

恒
の
名
で
伝
達
さ
れ
て
い
た
。

○
佐
野
は
、
日
露
戦
争
勃
発
（
一
九
〇
四
）
の
二
年
前
に
こ
の
世
を

去
っ
て
い
る
。
露
国
が
世
界
に
誇
る
バ
ル
チ
ッ
ク
艦
隊
を
撃
破

し
た
日
本
海
海
戦
（
一
九
〇
五
）
は
日
本
海
軍
の
最
大
の
勝
利
で

あ
っ
た
。
佐
野
が
生
き
て
い
た
ら
連
合
艦
隊
司
令
長
官
東
郷
平

八
郎
、
作
戦
参
謀
秋
山
真
之
に
何
と
声
を
か
け
た
だ
ろ
う
か
。
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５　

お
わ
り
に

国
際
赤
十
字
の
創
設
者
と
し
て
復
権
か
な
っ
た
ア
ン
リ
ー
・
デ
ュ

ナ
ン
は
、
一
九
〇
一
年
、
第
一
回
ノ
ー
ベ
ル
平
和
賞
を
受
賞
し
た
。

日
本
赤
十
字
社
社
長
、
国
際
赤
十
字
・
赤
新
月
社
連
盟
会
長
を
長
年

務
め
た
近
衞
忠
煇
名
誉
社
長
は
副
社
長
時
代
に
、「
赤
十
字
巡
礼
」（
岸

井
敏
著
）
に
次
の
と
お
り
寄
稿
し
て
い
る
。

「
ア
ン
リ
ー
・
デ
ュ
ナ
ン
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
赤
十
字
の
生
み
の
親

で
あ
る
が
、
育
て
の
親
と
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。（
中
略
）
明
暗
流

転
の
人
生
の
う
ち
、『
明
』
よ
り
も
『
暗
』
の
期
間
の
ほ
う
が
は
る
か
に

長
か
っ
た
デ
ュ
ナ
ン
に
は
、
個
人
的
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
極
め
て
少
な

く
、
交
友
の
記
録
も
と
ぼ
し
い
た
め
、
そ
の
人
間
像
は
あ
い
か
わ
ら

ず
つ
か
み
に
く
い
」

波
乱
の
人
生
を
送
っ
た
デ
ュ
ナ
ン
に
比
べ
る
と
、
堅
実
に
成
果
を

上
げ
な
が
ら
、
堂
々
と
人
生
の
表
通
り
を
歩
き
き
っ
た
感
の
あ
る
佐

野
、
大
給
両
氏
で
あ
る
。
し
か
し
、
武
士
の
魂
を
腰
に
、
激
動
の
幕

末
か
ら
明
治
に
か
け
て
命
が
け
で
駆
け
抜
け
た
ふ
た
り
は
、
日
々
覚

悟
を
持
っ
て
事
に
当
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
今
、
私
た
ち
の
腰
に

刀
は
な
い
。
し
か
し
、
男
も
女
も
何
か
「
確
か
な
も
の
」
を
秘
め
て

い
な
け
れ
ば
と
て
も
生
き
に
く
い
世
の
中
で
あ
る
。「
確
か
な
も
の
」、

そ
れ
は
人
そ
れ
ぞ
れ
違
う
だ
ろ
う
が
、
例
え
ば
、
赤
十
字
関
係
者
で

あ
れ
ば
「
人
道　

苦
し
ん
で
い
る
人
を
救
い
た
い
気
持
ち
」
な
の
だ
と

思
う
。

私
の
こ
の
報
告
は
、
踏
み
込
み
も
浅
く
個
人
的
な
も
の
だ
と
承
知

し
て
い
る
が
、
こ
れ
を
読
ん
だ
方
が
ひ
と
り
で
も
両
氏
が
生
き
た
時

代
の
息
づ
か
い
を
感
じ
、
赤
十
字
の
歴
史
に
関
心
を
抱
い
て
い
た
だ

け
た
ら
望
外
の
喜
び
で
あ
る
。

主
要
参
考
文
献

・
北
野
進　
「
大
給
恒
と
赤
十
字
」
日
本
赤
十
字
社
長
野
県
支
部
協
力　

銀

河
書
房　

一
九
九
一

・
國
雄
行　
「
佐
賀
偉
人
伝
〇
九　

佐
野
常
民
」
佐
賀
県
立
佐
賀
城
本
丸
歴

史
館　

二
〇
一
三

・
井
上
忠
男
監
修　
「
日
本
赤
十
字
社
の
父　

佐
野
常
民
伝
」
日
本
赤
十
字

国
際
人
道
研
究
セ
ン
タ
ー　

二
〇
一
七

・
片
岡
繁
男　
「
人
間
の
命
に
つ
か
え
て　

日
本
赤
十
字
の
父　

佐
野
常

民
」
佐
賀
新
聞
社　

二
〇
一
九

・
Ｊ
・
ア
ン
リ
ー
・
デ
ュ
ナ
ン
著
（
寺
家
村
和
子
監
訳　

寺
家
村
博
訳
）「
ソ

ル
フ
ェ
リ
ー
ノ
の
記
念
」

　

ア
ン
リ
ー
・
デ
ュ
ナ
ン
教
育
研
究
所
編　

メ
ヂ
カ
ル
フ
レ
ン
ド
社　

一
九
八
三

・
岸
井
敏
著　

太
田
成
美
監
修
「
赤
十
字
巡
礼
」
株
式
会
社
日
赤
会
館　

二
〇
〇
一

・
桝
居
孝
、
森
正
尚
共
著　
「
第
二
版　

世
界
と
日
本
の
赤
十
字
」
東
信
堂

　

二
〇
一
八

・
日
本
赤
十
字
社
発
行
「
日
本
赤
十
字
社
百
年
史　

人
道
―
そ
の
歩
み
」
共

同
通
信
社　

一
九
七
九

・
日
本
赤
十
字
社
企
画
広
報
室
編
集　
「
日
本
赤
十
字
社
創
立
百
三
十
周

年
記
念
誌
」
二
〇
〇
七

・「
名
古
屋
第
二
赤
十
字
病
院
百
年
史
」　

名
古
屋
第
二
赤
十
字
病
院　

二
〇
一
四

・
黒
田
日
出
男
監
修　
「
図
説　

日
本
史
通
覧
」　

帝
国
書
院　

二
〇
一
五

・
勝
部
真
長
編　
「
氷
川
清
話
」　

角
川
書
店　

一
九
七
二

・
歴
史
群
像
シ
リ
ー
ズ　
「
坂
本
龍
馬
」　

学
習
研
究
社　

一
九
九
一　
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令
和
元
年
度
か
ら
二
年
度
の
二
年
間
に
わ
た
り
、
日
本
赤
十
字
国

際
人
道
研
究
セ
ン
タ
ー
の
『
日
本
赤
十
字
社
の
歴
史
的
事
業
に
係
る

一
次
史
料
の
整
理
』
に
関
す
る
事
業
の
一
環
と
し
て
、
第
一
次
世
界

大
戦
か
ら
第
二
次
世
界
大
戦
に
か
け
て
の
加
藤
き
ん
の
救
護
活
動
に

つ
い
て
調
査
を
行
っ
た
。
本
報
告
は
、
日
本
赤
十
字
看
護
大
学
史
料

室
の
史
料
お
よ
び
宮
城
県
の
登
米
市
歴
史
博
物
館
に
収
蔵
さ
れ
て
い

る
加
藤
の
遺
品
を
通
し
、
救
護
看
護
婦
と
し
て
の
加
藤
の
生
涯
を
紹

介
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

調
査
報
告

：

戦
時
救
護
の
記
録

加
藤
き
ん
の
救
護
活
動

報
告
者

：

新
沼
剛

日
本
赤
十
字
秋
田
看
護
大
学
講
師
、
Ｉ
Ｈ
Ｓ
研
究
員

一
八
九
〇
（
明
治
二
三
）
年
八
月
一
二
日

宮
城
県
登
米
郡
佐
沼
町
（
現
登
米

市
）
で
生
ま
れ
る

一
九
一
一
（
明
治
四
四
）
年
四
月

日
本
赤
十
字
社
宮
城
支
部
救
護

員
養
成
所
入
学

一
九
一
二
（
明
治
四
五
）
年
四
月

実
務
練
習
委
託
生
と
し
て
日
本

赤
十
字
社
病
院
救
護
看
護
婦
養

成
所
入
学

一
九
一
四
（
大
正
三
）
年
三
月

同
養
成
所
卒
業

一
九
一
四
（
大
正
三
）
年
四
月

日
本
赤
十
字
社
病
院
に
看
護
婦

と
し
て
入
職

一
九
一
四
（
大
正
三
）
年
一
一
月
一
一
日

フ
ラ
ン
ス
派
遣
救
護
班
と
し
て

本
社
に
応
召

一
九
一
四
（
大
正
三
）
年
一
二
月
一
六
日

パ
リ
に
向
け
出
発

一
九
一
五
（
大
正
四
）
年
二
月
一
五
日

パ
リ
で
救
護
活
動
開
始

　
加
藤
き
ん
　
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

一
九
一
六
（
大
正
五
）
年
六
月
三
〇
日

パ
リ
に
お
け
る
救
護
活
動
終
了

一
九
一
六
（
大
正
五
）
年
九
月
一
六
日

東
京
に
到
着
。
翌
一
七
日
、
解
散

復
帰
し
、
日
本
赤
十
字
社
病
院
で

病
室
勤
務
に
従
事

一
九
一
九
（
大
正
八
）
年
一
月

日
本
赤
十
字
社
病
院
に
収
容
さ

れ
た
チ
ェ
コ
ス
ロ
バ
キ
ア
軍
傷

病
兵
の
救
護
に
従
事

一
九
二
〇
（
大
正
九
）
年
二
月
二
八
日

同
院
看
護
婦
長
に
昇
任

一
九
二
三
（
大
正
一
二
）
年
四
月
七
日

宮
内
省
か
ら
の
委
嘱
に
よ
り
、
朝

香
宮
鳩
彦
王
殿
下
お
よ
び
北
白

川
宮
房
子
内
親
王
殿
下
の
看
護

の
た
め
、
フ
ラ
ン
ス
へ
の
出
張
を

命
ぜ
ら
れ
る

一
九
二
四
（
大
正
一
三
）
年
二
月
一
一
日

フ
ラ
ン
ス
か
ら
帰
国
復
帰
し
、
日

本
赤
十
字
社
病
院
で
関
東
大
震

災
の
被
災
者
の
救
護
に
従
事

一
九
三
七
（
昭
和
一
二
）
年
九
月
一
二
日

第
四
六
救
護
班
召
集
（
看
護
婦

長
）。
病
院
船（
筑
波
丸
・
竜
興
丸
）

で
傷
病
兵
の
救
護
に
従
事

一
九
三
九
（
昭
和
一
四
）
年
七
月
二
日

召
集
解
除
。
日
本
赤
十
字
社
病
院

に
復
帰
し
、
日
中
戦
争
、
太
平
洋

戦
争
の
傷
病
兵
の
救
護
に
従
事

一
九
四
五
（
昭
和
二
〇
）
年
五
月
三
一
日

日
本
赤
十
字
社
中
央
病
院
看
護

婦
副
監
督
に
昇
任

一
九
四
六
（
昭
和
二
一
）
年
四
月
三
〇
日

同
院
看
護
婦
監
督
に
昇
任

一
九
四
八
（
昭
和
二
三
）
年
五
月
一
日

同
院
退
職

一
九
四
八
（
昭
和
二
三
）
年
七
月
三
一
日

宮
城
県
佐
沼
高
等
学
校
に
養
護

教
諭
と
し
て
従
事

一
九
五
三
（
昭
和
二
八
）
年
五
月

フ
ロ
ー
レ
ン
ス
・
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー

ル
記
章
受
賞

一
九
八
〇
（
昭
和
五
五
）
年
一
月
一
二
日

　

 

逝
去
（
享
年
八
九
歳
）

写真 1　加藤きん
日本赤十字看護大学史料室所蔵

救
護
看
護
婦
に
な
る
ま
で

一
八
九
〇
（
明
治
二
三
）
年
八
月
一
二
日
、
加
藤
き
ん
は
宮
城
県
登

米
郡
佐
沼
町
（
現
登
米
市
）
で
誕
生
し
た
。
実
家
は
一
八
八
六
（
明
治

一
九
）
年
創
業
の
陶
器
店
で
、
一
三
〇
年
を
経
た
現
在
も
地
元
で
営
業
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を
続
け
る
老
舗
で
あ
る
。

加
藤
は
佐
沼
尋
常
高
等
小
学
校
卒
業
後
、
日
本
赤
十
字
社
宮
城
支

部
救
護
員
養
成
所
お
よ
び
日
本
赤
十
字
社
病
院
救
護
看
護
婦
養
成
所

に
お
け
る
三
年
間
の
課
程
を
修
了
し
、
一
九
一
四
（
大
正
三
）
年
四
月

日
本
赤
十
字
社
病
院
に
入
職
し
た
。

フ
ラ
ン
ス
派
遣
救
護
班

加
藤
が
日
本
赤
十
字
社
病
院
に
入
職
し
て
僅
か
四
カ
月
程
で
、
第

一
次
世
界
大
戦
が
勃
発
し
た
。
同
大
戦
に
お
い
て
、
日
本
は
英
仏
露

を
中
心
と
す
る
連
合
国
に
属
し
、
ド
イ
ツ
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
＝
ハ
ン

ガ
リ
ー
帝
国
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
な
ど
の
同
盟
国
と
対
峙
す
る
関
係
に

あ
っ
た
。
一
九
一
四（
大
正
三
）年
九
月
、日
本
赤
十
字
社（
以
下
、「
日
赤
」）

は
日
本
政
府
の
要
請
に
応
じ
、
戦
闘
の
激
化
に
よ
り
多
く
の
傷
病
兵

が
発
生
し
て
い
る
英
仏
露
の
三
カ
国
に
救
護
班
を
派
遣
す
る
こ
と
を

決
定
し
た
。
そ
れ
ま
で
、
男
性
の
救
護
看
護
人
が
外
地
に
派
遣
さ
れ

る
こ
と
は
あ
っ
た
が
、
救
護
看
護
婦
が
外
地
に
派
遣
さ
れ
る
の
は
第

一
次
世
界
大
戦
が
初
め
て
で
あ
っ
た

１

。

救
護
員
は
、
語
学
力
、
技
術
、
心
身
の
健
康
な
ど
の
面
で
秀
で
た

者
か
ら
慎
重
に
選
抜
さ
れ
た
。
同
班
は
、
看
護
婦
二
二
名
を
含
む
総

勢
三
一
名
で
構
成
さ
れ
、
救
護
医
長
に
は
の
ち
に
我
が
国
に
輸
血
治

療
を
導
入
す
る
塩
田
広
重
が
任
命
さ
れ
た
。
ま
た
、
救
護
看
護
婦
長

に
は
の
ち
に
フ
ロ
ー
レ
ン
ス
・
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
記
章
を
受
章
す
る

湯
淺
う
め
と
本
間
シ
ゲ
が
任
命
さ
れ
た

２

。
加
藤
は
同
班
の
一
員
と
し

て
、
同
年
一
一
月
一
一
日
に
召
集
さ
れ
、
一
二
月
一
六
日
に
パ
リ
に

向
け
出
発
し
た
。

一
カ
月
半
に
お
よ
ぶ
航
海
の
末
、
マ
ル
セ
イ
ユ
経
由
で
、
同
班

は
一
九
一
五
（
大
正
四
）
年
二
月
五
日
に
パ
リ
に
到
着
し
、
同
月
七
日
、

凱
旋
門
に
程
近
い
ホ
テ
ル
・
ア
ス
ト
リ
ア
に
「
日
本
赤
十
字
社
病
院
」

を
設
置
し
た
。
同
院
稼
働
中
、
独
仏
両
軍
が
ア
ラ
ス
、
ダ
ン
ケ
ル
ク
、

シ
ャ
ン
パ
ー
ニ
ュ
、
ヴ
ェ
ル
ダ
ン
等
の
西
部
戦
線
に
お
い
て
激
し
い

戦
闘
を
繰
り
広
げ
て
い
た
影
響
で
、
多
く
の
傷
病
兵
が
収
容
さ
れ
、

救
護
員
た
ち
は
多
忙
を
極
め
た

３

。

当
初
、
加
藤
を
は
じ
め
と
す
る
日
赤
救
護
員
は
、
言
語
の
違
い
に

よ
る
意
思
疎
通
の
難
し
さ
や
フ
ラ
ン
ス
傷
病
兵
の
日
赤
救
護
員
に
対

す
る
不
信
な
ど
に
直
面
し
た
が
、
そ
の
高
い
救
護
技
術
と
献
身
的
活

動
が
次
第
に
認
め
ら
れ
、
同
院
の
評
判
は
高
ま
っ
て
い
っ
た
。
特
に

救
護
看
護
婦
に
よ
る
包
帯
法
は
傷
病
兵
が
動
い
て
も
緩
ま
な
い
と
評

判
と
な
っ
た

４

。
こ
の
よ
う
な
背
景
か
ら
、
当
初
、
五
カ
月
間
の
滞

在
予
定
で
あ
っ
た
が
、
フ
ラ
ン
ス
政
府
の
要
請
に
よ
り
、
最
終
的
に

一
九
一
六
（
大
正
五
）
年
七
月
ま
で
の
一
年
五
カ
月
間
滞
在
す
る
こ
と

に
な
っ
た
。

シ
ベ
リ
ア
出
兵
に
と
も
な
う
チ
ェ
コ
ス
ロ

バ
キ
ア
軍
傷
病
兵
の
救
護
活
動

第
一
次
世
界
大
戦
時
、
チ
ェ
コ
人
と
ス
ロ
バ
キ
ア
人
は
オ
ー
ス
ト

リ
ア
＝
ハ
ン
ガ
リ
ー
帝
国
の
支
配
を
受
け
て
い
た
た
め
、
そ
の
一
部

は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
軍
と
し
て
動
員
さ
れ
、
東
部
戦
線
で
帝
政
ロ
シ
ア

と
戦
い
、
捕
虜
と
な
っ
た
。

一
九
一
七
（
大
正
六
）
年
、
帝
政
ロ
シ
ア
は
ロ
シ
ア
革
命
に
よ
っ
て

崩
壊
し
、
革
命
後
に
政
権
に
つ
い
た
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
（
の
ち
の
共

写真 2　凱旋門を望むホテル・アストリア
（左が加藤）　　　　　　　　　

登米市歴史博物館所蔵

写真 3　ヴェルサイユ宮殿にて
（左から３人目が加藤。右端の横を向いている
人物は本間シゲと思われる）　　　　　　　　

登米市歴史博物館所蔵

写真 4　フランス政府から贈られた名誉記章
登米市歴史博物館所蔵
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産
党
）
は
ド
イ
ツ
と
講
和
し
た
た
め
、
ロ
シ
ア
は
戦
線
か
ら
離
脱
し

た
。
帝
政
ロ
シ
ア
時
代
に
捕
虜
と
な
っ
て
い
た
チ
ェ
コ
人
と
ス
ロ
バ

キ
ア
人
の
間
で
は
、
ド
イ
ツ
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
を
打
倒
す
る
た
め

に
、
西
部
戦
線
に
参
戦
し
よ
う
と
い
う
機
運
が
高
ま
っ
て
い
た
。
そ

こ
で
、
英
仏
両
国
は
、
チ
ェ
コ
人
と
ス
ロ
バ
キ
ア
人
の
捕
虜
を
主
体

と
す
る
チ
ェ
コ
ス
ロ
バ
キ
ア
軍
（
以
下
、「
チ
ェ
コ
軍
」）
を
シ
ベ
リ
ア
経

由
で
極
東
の
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ク
か
ら
海
路
で
西
部
戦
線
に
参
戦
さ
せ

る
計
画
を
実
行
し
た
。
し
か
し
、
一
九
一
八
（
大
正
七
）
年
五
月
以
降
、

チ
ェ
コ
軍
は
シ
ベ
リ
ア
各
地
で
赤
軍
（
共
産
軍
）
と
戦
闘
状
態
に
陥
っ

た
。
同
年
八
月
六
日
、
米
国
政
府
か
ら
の
要
請
を
受
け
、
日
本
政
府

は
チ
ェ
コ
軍
の
支
援
の
た
め
に
シ
ベ
リ
ア
出
兵
を
宣
言
し
た
。

シ
ベ
リ
ア
出
兵
の
宣
言
に
先
立
つ
七
月
一
三
日
、
日
赤
は
陸
軍
か

ら
の
要
請
を
受
け
、
同
月
一
六
日
、
チ
ェ
コ
軍
傷
病
兵
の
救
護
の
た
め
、

ロ
シ
ア
沿
海
州
に
救
護
班
を
派
遣
す
る
こ
と
を
常
議
会
で
決
定
し
た

５

。

東
部
シ
ベ
リ
ア
に
は
、一
九
一
八（
大
正
七
）
年
七
月
か
ら
一
九
二
二（
大

正
一
一
）
年
一
〇
月
ま
で
の
約
四
年
三
カ
月
間
に
救
護
班
八
個
班
（
救
護

員
三
一
一
名
）
が
派
遣
さ
れ
、
六
三
、九
九
六
人
の
傷
病
者
の
救
護
に
あ

た
っ
て
い
る

６

。

一
九
一
八
（
大
正
七
）
年
七
月
二
九
日
、
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ク
に
到
着

し
た
日
赤
救
護
班
（
第
一
次
派
遣
臨
時
救
護
班
）
は
、
日
本
海
軍
救
護
班

が
収
容
し
た
チ
ェ
コ
軍
傷
病
兵
五
四
名
を
引
き
継
ぎ
、
同
年
八
月
一

日
に
は
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ク
近
郊
の
エ
ー
ゲ
リ
シ
エ
ー
ト
に
あ
る
旧
ロ

シ
ア
陸
軍
病
院
を
利
用
し
て
、
日
本
赤
十
字
社
救
護
班
病
院
を
開
設

し
、
診
療
を
開
始
し
た
。

一
方
、
東
部
シ
ベ
リ
ア
で
日
赤
救
護
班
の
治
療
・
看
護
を
受
け
て

い
た
チ
ェ
コ
軍
傷
病
兵
の
一
部
に
日
本
で
の
療
養
を
希
望
す
る
者
が

現
れ
た
た
め
、
一
九
一
九
（
大
正
八
）
年
一
月
一
三
日
、
日
赤
は
二
〇

名
の
チ
ェ
コ
軍
傷
病
兵
を
東
京
の
日
本
赤
十
字
社
病
院
に
収
容
し
た

７

。

こ
の
と
き
、
加
藤
は
日
本
赤
十
字
社
病
院
で
彼
ら
の
救
護
に
当
た
っ

た
と
さ
れ
て
い
る

８

。
傷
病
兵
ら
は
、
同
院
の
医
師
・
看
護
婦
の
手
厚

い
治
療
・
看
護
を
受
け
、
同
年
二
月
一
五
日
に
退
院
、
翌
一
六
日
に
「
日

本
国
民
の
義
侠
と
日
本
赤
十
字
社
の
仁
慈
と
は
実
に
感
激
に
堪
へ
ず
」

と
感
謝
の
言
葉
を
残
し
、
帰
国
し
た

９

。

尚
、
東
部
シ
ベ
リ
ア
で
治
療
・
看
護
を
受
け
て
い
た
そ
の
他
の
チ
ェ

コ
軍
傷
病
兵
は
、
一
九
二
〇
（
大
正
九
）
年
五
月
二
三
日
に
全
員
退
院

し
た
。朝

香
宮
鳩
彦
王
殿
下
お
よ
び
北
白
川
宮
房
子
内

親
王
殿
下
の
看
護
の
た
め
の
フ
ラ
ン
ス
派
遣

一
九
二
三
（
大
正
一
二
）
年
四
月
一
日
、
パ
リ
留
学
中
の
北
白
川
宮

成
久
王
殿
下
、
同
宮
妃
房
子
内
親
王
殿
下
、
お
よ
び
朝
香
宮
鳩
彦
王

殿
下
が
、
パ
リ
か
ら
北
西
約
一
五
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
位
置
す
る
ペ

リ
エ
・
ラ
・
カ
ン
パ
ー
ニ
ュ
付
近
で
交
通
事
故
に
遭
い
、
北
白
川
宮

殿
下
は
薨
去
、朝
香
宮
殿
下
お
よ
び
房
子
内
親
王
殿
下
は
重
症
を
負
っ

た
た
め
パ
リ
郊
外
の
ヌ
イ
イ
の
病
院
に
ご
入
院
な
さ
れ
た

10

。
宮
内

省
は
日
赤
に
対
し
、
朝
香
宮
殿
下
お
よ
び
房
子
内
親
王
殿
下
の
看
護

の
た
め
、
人
格
者
で
、
高
い
技
術
を
持
ち
、
語
学
に
堪
能
な
看
護
婦

の
派
遣
を
要
請
し
、
同
月
七
日
、
日
赤
は
加
藤
お
よ
び
田
淵
ま
さ
代

（
一
九
三
七
年
フ
ロ
ー
レ
ン
ス
・
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
記
章
受
賞
）
を
フ
ラ
ン
ス

に
派
遣
す
る
こ
と
を
決
定
し
た

11

。
写
真
６
は
、
フ
ラ
ン
ス
派
遣
中
に

撮
影
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

同
年
九
月
一
日
、
関
東
大
震
災
が
発
生
し
た
。
加
藤
ら
は
フ
ラ
ン

ス
派
遣
中
だ
っ
た
た
め
、
震
災
直
後
の
救
護
活
動
に
従
事
す
る
こ
と

は
な
か
っ
た
が
、
翌
一
九
二
四
（
大
正
一
三
）
年
二
月
に
帰
国
・
復
帰

す
る
と
、直
ち
に
日
本
赤
十
字
社
病
院
で
被
災
者
の
看
護
に
従
事
し
た
。

日
中
戦
争
に
お
け
る
救
護
活
動

一
九
三
七
（
昭
和
一
二
）
年
七
月
七
日
、
日
中
戦
争
の
契
機
と
な
る

盧
溝
橋
事
件
が
発
生
し
、
同
月
二
八
日
、
陸
軍
大
臣
は
日
赤
に
病
院

写真 5　勲８等瑞宝章および従軍記章
登米市歴史博物館所蔵

　写真 6　田淵まさ代（右）とともにレース編みを
　　している加藤（左）

登米市歴史博物館所蔵
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船
の
衛
生
要
員
の
派
遣
を
要
請
し
、
同
年
八
月
以
降
、
日
赤
は
救

護
班
の
派
遣
を
開
始
し
た

12

。
こ
の
派
遣
要
請
か
ら
一
九
四
五
（
昭
和

二
〇
）
年
八
月
に
至
る
ま
で
の
間
、
日
赤
は
救
護
班
九
六
〇
個
班
、
救

護
員
三
三
、一
五
六
名
（
う
ち
看
護
婦
は
三
一
、四
五
〇
名
）
を
内
外
地
お

よ
び
病
院
船
に
派
遣
し
て
い
る

13

。

一
九
三
七
（
昭
和
一
二
）
年
九
月
一
二
日
、
加
藤
は
第
四
六
救
護
班

（
医
員
六
名
、
薬
剤
員
二
名
、
書
記
一
名
、
看
護
婦
長
五
名
、
看
護
婦
二
四
名
、

使
丁
一
名
）
の
看
護
婦
長
と
し
て
召
集
さ
れ
た
。
従
軍
中
、
加
藤
は
病

院
船
筑
波
丸
お
よ
び
竜
興
丸
に
乗
船
し
、
お
よ
そ
四
〇
回
に
わ
た
り

日
本
と
中
国
の
間
を
航
海
し
、
関
東
州
、
華
北
、
華
南
の
傷
病
兵
の

後
送
・
看
護
に
従
事
し
た

14

。

写
真
７
は
香
川
県
の
金
刀
比
羅
宮
を
参
拝
し
た
と
き
に
撮
影
さ
れ

た
も
の
で
、
写
っ
て
い
る
の
は
第
四
六
救
護
班
の
看
護
婦
長
五
名
と

思
わ
れ
る
。
写
真
右
下
が
加
藤
、
左
下
が
一
九
七
五
（
昭
和
五
〇
）
年

に
フ
ロ
ー
レ
ン
ス
・
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
記
章
を
受
章
し
た
細
川
ふ
み

こ
で
あ
る
。
写
真
８
は
写
真
７
の
裏
面
で
、「
昭
和
十
二
年
十
月
廿
八

日
」
と
撮
影
日
が
記
さ
れ
て
い
る
。『
第
四
六
・
四
八
救
護
班　

第
二

回　

業
務
報
告
書
』
に
よ
る
と
、
筑
波
丸
は
一
九
三
七
（
昭
和
一
二
）
年

一
〇
月
二
七
日
午
後
四
時
に
広
島
の
宇
品
港
を
出
港
、
翌
二
八
日
午

前
六
時
三
〇
分
に
香
川
県
坂
出
港
に
入
港
、
同
日
午
前
一
〇
時
に
は

坂
出
港
を
出
港
し
上
海
に
向
か
っ
て
い
る

15

。
第
二
回
目
の
乗
船
時
、

加
藤
は
坂
出
港
に
停
泊
中
の
わ
ず
か
な
時
間
を
利
用
し
て
金
比
羅
宮

を
参
拝
し
、
同
僚
看
護
婦
長
と
と
も
に
航
海
の
安
全
を
祈
願
し
た
の

で
あ
ろ
う
。

フ
ロ
ー
レ
ン
ス
・
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
記
章
の
授
賞

一
九
三
九
（
昭
和
一
四
）
年
七
月
二
日
、
召
集
を
解
除
さ
れ
た
加

藤
は
日
本
赤
十
字
社
病
院
に
復
帰
し
、
院
内
で
日
中
戦
争
お
よ
び

太
平
洋
戦
争
の
傷
病
兵
の
看
護
に
従
事
し
た
。
そ
の
後
、
加
藤
は

日
本
赤
十
字
社
中
央
病
院
看
護
婦
監
督
に
ま
で
昇
進
し
た
も
の
の
、

一
九
四
八
（
昭
和
二
三
年
）
年
五
月
一
日
、
後
進
に
道
を
開
く
た
め
に
依

願
退
職
し
、
地
元
の
宮
城
県
佐
沼
高
等
学
校
で
養
護
教
諭
と
し
て
勤

務
し
て
い
る
。

一
九
五
三
（
昭
和
二
八
）
年
、
加
藤
は
そ
れ
ま
で
の
戦
時
・
災
害
に

お
け
る
献
身
的
な
活
動
と
後
進
の
指
導
が
高
く
評
価
さ
れ
、
フ
ロ
ー

レ
ン
ス
・
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
記
章
を
受
賞
し
た
。
写
真
10
は
第
一
四

回
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
記
章
授
与
式
に
撮
影
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
中

央
が
加
藤
、
左
が
同
時
に
受
章
し
た
山
田
タ
フ
、
右
が
藤
本
ま
き
ゑ

で
あ
る
。
こ
の
写
真
は
、
当
時
日
赤
宮
城
県
支
部
事
務
局
長
だ
っ
た

写真 7　金比羅宮参拝（表）
登米市歴史博物館所蔵

写真 8　金比羅宮参拝（裏）
登米市歴史博物館所蔵

写真 9　勲７等宝冠章および従軍記章
登米市歴史博物館所蔵

写真 10　第一四回ナイチンゲール記章授賞式
登米市歴史博物館所蔵
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木
村
忠
吾
氏
か
ら
送
ら
れ
た
手
紙
と
と
も
に
同
封
さ
れ
た
状
態
で
登

米
市
歴
史
博
物
館
に
収
蔵
さ
れ
て
い
た
。
木
村
氏
の
手
紙
に
は
、
こ

の
写
真
は
高
松
宮
喜
久
子
妃
殿
下
が
ご
撮
影
ま
た
は
島
津
忠
承
社
長

（
当
時
）
が
同
妃
殿
下
の
カ
メ
ラ
を
お
借
り
し
撮
影
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
と
記
さ
れ
て
い
る
。

お
わ
り
に

こ
れ
ま
で
、
加
藤
の
救
護
活
動
に
つ
い
て
は
、
二
〇
一
四
（
平
成

二
六
）
年
五
月
七
日
に
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
番
組
「
歴
史
秘
話
ヒ
ス
ト
リ
ア
」
で

放
映
さ
れ
た
『
ナ
ー
ス
た
ち
の
戦
場　

看
護
婦
が
見
た
世
界
大
戦
の

真
実
』
や
宮
城
県
教
育
委
員
会
が
作
成
し
た
『
み
や
ぎ
の
先
人
集
第
二

集
「
未
来
へ
の
懸
け
橋
」』
に
お
い
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、

い
ず
れ
も
第
一
次
世
界
大
戦
に
お
け
る
救
護
活
動
に
焦
点
を
当
て
た

も
の
で
あ
る
。

一
方
、
本
報
告
は
第
一
次
世
界
大
戦
か
ら
日
中
戦
争
に
至
る
ま
で

の
加
藤
の
救
護
活
動
を
俯
瞰
し
、救
護
看
護
婦
と
し
て
の
生
涯
を
追
っ

た
。
フ
ラ
ン
ス
派
遣
救
護
班
に
お
い
て
加
藤
の
上
司
で
あ
っ
た
湯
浅

う
め
は
北
清
事
変
（
広
島
予
備
病
院
勤
務
）
お
よ
び
日
露
戦
争
（
広
島
陸
軍

予
備
病
院
お
よ
び
佐
世
保
海
軍
病
院
勤
務
）、
本
間
シ
ゲ
も
日
露
戦
争
（
病

院
船
お
よ
び
陸
軍
予
備
病
院
勤
務
）
に
従
軍
し
た
経
験
を
有
す
る
。
ま
た
、

朝
香
宮
鳩
彦
王
殿
下
お
よ
び
北
白
川
宮
房
子
妃
殿
下
の
看
護
で
と
も

に
フ
ラ
ン
ス
に
派
遣
さ
れ
た
田
淵
ま
さ
代
も
、
シ
ベ
リ
ア
出
兵
に
際

し
、
東
部
シ
ベ
リ
ア
に
救
護
看
護
婦
長
と
し
て
派
遣
さ
れ
て
い
る

16

。

こ
の
よ
う
に
、
数
々
の
歴
戦
に
派
遣
さ
れ
た
先
人
た
ち
と
と
も
に
救

護
員
に
抜
擢
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
加
藤
は
高
い
職
業
倫
理
観
と

技
能
を
有
し
、
周
囲
か
ら
高
い
期
待
と
信
頼
を
寄
せ
ら
れ
て
い
た
の

で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

【
謝
辞
】

本
報
告
を
発
表
す
る
に
あ
た
り
、
加
藤
の
収
蔵
品
の
撮
影
お
よ
び

そ
の
掲
載
に
関
し
、
登
米
市
歴
史
博
物
館
の
関
係
者
か
ら
ご
承
諾
を

頂
戴
し
ま
し
た
。
ま
た
、
本
報
告
に
対
し
、
日
本
赤
十
字
看
護
大
学

教
授
川
原
由
佳
里
氏
お
よ
び
吉
川
龍
子
氏
か
ら
貴
重
な
ご
助
言
を
頂

戴
し
ま
し
た
。
本
調
査
に
ご
協
力
く
だ
さ
っ
た
方
々
に
深
く
感
謝
申

し
上
げ
ま
す
。

注1　

黒
沢
文
貴
、
河
合
利
信
編
（
二
〇
〇
九
）『
日
本
赤
十
字
社
と
人
道
援

助
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
七
八
頁
。

　
　

日
赤
看
護
婦
が
初
め
て
外
地
に
派
遣
さ
れ
た
の
は
、
当
時
ド
イ
ツ
が

租
借
し
て
い
た
中
国
の
青
島
で
、
一
九
一
四
年
一
一
月
に
四
〇
名
の
救

護
看
護
婦
が
派
遣
さ
れ
て
い
る

2　

日
本
赤
十
字
社
（
一
九
一
六
）『
佛
國
派
遣
救
護
班
報
告　

第
一
編　

事
務
報
告
』、
一
〇
三
―
一
〇
四
頁
。

3　

同
右
、
六
二
―
六
三
頁
。

4　

同
右
、
七
六
―
七
七
頁
。

5　

日
本
赤
十
字
社
（
一
九
二
九
）『
日
本
赤
十
字
社
史
続
稿　

下
巻
』、

四
八
八
頁
。

6　

同
右
、
五
六
一
―
五
六
二
頁
。

7　

同
右
、
五
二
〇
―
五
二
二
頁
。

8　

シ
ベ
リ
ア
出
兵
時
の
加
藤
の
救
護
活
動
に
つ
い
て
、『
博
愛
の
道　

永
年
な
る
歩
み　

ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
記
章
に
輝
く
人
々
』（
日
本
赤
十

字
社
同
方
会
、
二
〇
〇
六
年
）
に
は
、「
一
九
一
九
年
（
大
正
八
年
）　

日
本
赤
十
字
社
病
院
に
収
容
さ
れ
た
チ
ェ
コ
ス
ロ
バ
キ
ア
の
傷
病
者
の

救
護
に
従
事
。」
と
記
述
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、『
博
愛
の
道　

永
年
な

写真 11　ナイチンゲール記章
登米市歴史博物館所蔵

る
歩
み　

ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
記
章
に
輝
く
人
々
』（
日
本
赤
十
字
社
同
方

会
、
一
九
八
一
年
）
に
は
、「
一
九
二
〇
年
（
大
正
九
年
）
二
月
二
八
日

　

日
本
赤
十
字
社
病
院
よ
り
看
護
婦
長
を
命
ぜ
ら
る
。
大
正
四
～
九
年

戦
役
に
お
い
て
、
わ
が
国
の
シ
ベ
リ
ア
出
兵
に
伴
い
、
チ
ェ
コ
ス
ロ
バ

キ
ア
の
傷
病
者
を
治
療
し
た
際
、
そ
の
看
護
業
務
に
従
事
。」
と
記
載
さ

れ
て
お
り
、
加
藤
が
東
部
シ
ベ
リ
ア
に
派
遣
さ
れ
た
よ
う
に
も
解
釈
で

き
る
記
述
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
一
九
二
〇
年
二
月
二
八
日
前
後

に
日
本
を
出
発
し
た
救
護
班
は
な
く
、
当
時
シ
ベ
リ
ア
で
活
動
し
て
い

た
東
部
シ
ベ
リ
ア
派
遣
臨
時
救
護
班
（
第
二
次
臨
時
救
護
班
お
よ
び
第

三
看
護
婦
組
織
臨
時
救
護
班
）
の
名
簿
に
も
加
藤
の
名
前
が
な
い
。
こ

れ
ら
を
踏
ま
え
る
と
、
日
本
に
後
送
さ
れ
た
チ
ェ
コ
ス
ロ
バ
キ
ア
傷
病

兵
を
日
本
赤
十
字
社
病
院
で
救
護
し
た
可
能
性
の
方
が
高
い
。

9　

日
本
赤
十
字
社
（
一
九
一
九
）『
博
愛
』
第
三
八
二
号
、
一
一
頁
。

10　

東
京
都
庭
園
美
術
館
（
二
〇
〇
三
）「
特
集

：

パ
リ
の
朝
香
宮　

開
館

二
〇
周
年
記
念「
ア
ー
ル
・
デ
コ
様
式　

朝
香
宮
が
み
た
パ
リ
」展
よ
り
」

『
東
京
都
庭
園
美
術
館
ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー
』、
第
十
五
号
。

11　

田
村
典
子
、
塚
原
浩
子
、
高
田
節
子
（
一
九
九
七
）「
日
赤
看
護
婦
留

学
第
一
号
田
淵
ま
さ
代
の
人
物
と
生
涯
（
一
）」『
広
島
県
立
保
健
福
祉

短
大
紀
要
』
第
三
巻
、
第
一
号
、
二
一
―
三
〇
頁
。

12　

日
本
赤
十
字
社
（
一
九
六
九
）『
日
本
赤
十
字
社
社
史
稿　

第
六
巻
』、

一
四
五
頁
。

13　

同
右
、
一
七
九
頁
。

14　

日
本
赤
十
字
社
宮
城
県
支
部
（
一
九
八
七
）『
星
霜
百
年
』、
一
八
六

―
一
八
七
頁
。

15　

日
本
赤
十
字
社
（
一
九
三
七
）『
第
四
六
・
四
八
救
護
班　

第
二
回　

業
務
報
告
書
』。

16　

一
九
二
〇
（
大
正
九
）
年
に
開
催
さ
れ
た
第
一
回
赤
十
字
社
連
盟
総
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会
に
お
い
て
各
国
赤
十
字
社
の
事
業
に
公
衆
衛
生
看
護
婦
（
保
健
婦
）

の
養
成
が
決
議
さ
れ
た
こ
と
に
と
も
な
い
、
田
淵
は
翌
一
九
二
一
（
大

正
一
〇
）
年
に
英
国
ロ
ン
ド
ン
で
開
催
さ
れ
た
第
二
回
国
際
公
衆
衛
生

看
護
講
習
会
に
派
遣
さ
れ
て
お
り
、の
ち
に
我
が
国
の
社
会
看
護
婦（
保

健
婦
）
養
成
事
業
の
発
展
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

rest of us to frame policy on nuclear weapons not by the fear of a world-destroying nuclear 

war, but by the all too real consequences of their use.

In fact, it was only when the testimonies of the hibakusha and the reality of the catastrophic 

humanitarian consequences of nuclear weapons were reinserted as the starting point for 

international discussions about these weapons that the proposal for a total ban regained its 

appeal. The joint efforts of States, international organizations, civil society and researchers 
over the past ten years to draw attention to the catastrophic humanitarian impact and change 
the discourse represent a strategic move to cultivate a common understanding of nuclear 
weapons as horrific and unjustifiable means of warfare.
As stated by the former ICRC President Jacob Kellenberger in his historic speech to the 

Geneva Diplomatic Corps ahead of the 2010 Review Conference of the Nuclear Non-
Proliferation Treaty:

 “The currency of [the nuclear weapons debate] must ultimately be about human beings, 

about the fundamental rules of international humanitarian law, and about the collective 
future of humanity”.

The adoption, seven years later, of the landmark Treaty on the Prohibition of Nuclear 
Weapons (TPNW) was a concrete result of these efforts. The entry into force and future 
impact of this Treaty will depend on whether its proponents manage to keep the testimonies 

of the hibakusha and the evidence of humanitarian consequences front and center in the 
public imagination. 

As Mrs. Keiko Ogura, who was eight years old when she witnessed the aftermath of the 

atomic bombing of Hiroshima, told us during my last visit: “I am a witness. Now, by 
listening to me, you are a witness too. I urge you to take action to ensure that the tragedy of 

Hiroshima is never repeated”.

 (This article was originally published in the ICRC’s Humanitarian Law & Policy blog.)
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to answer this question. In his journal reflections from his experiences in Hiroshima, he 

appealed for nuclear weapons to be banned outright—a position later adopted by the ICRC 

and the entire Red Cross and Red Crescent Movement.

A fear-based framing: the theory of nuclear deterrence

In the years and decades following the atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki, the 
effects-based framing of nuclear weapons espoused by Junod would be challenged by an 
alternative understanding – an image informed not by the lived experiences of the hibakusha 
and other eye witnesses, but by the fear of an unprecedented, world-destroying nuclear war.

The seeds of this alternative framing of nuclear weapons originate in the minds of some of 
those that first developed them. After having watched the fireball from the Trinity nuclear 
test in 1946, Robert J. Oppenheimer, the head scientist of the Los Alamos laboratory, turned 
to Sanskrit scripture to make sense of what he had seen: ‘Now I am become Death, the 
destroyer of worlds’.

Fueled by the fear of an all-out nuclear war caused by the dramatic expansion of nuclear 

arsenals during the Cold War, a fear-based framing of nuclear weapons took hold of the 

public imagination. In the minds of nuclear policy makers and civil society activists alike, 
the use of nuclear weapons was increasingly understood in eschatological terms as an 

unimaginable ‘doomsday’, ‘apocalypse’, or ‘Armageddon’. 
This discursive turn in the nuclear weapons debate had several consequences. As noted by 
Nina Tannenwald in her seminal study The Nuclear Taboo, the understanding of nuclear 
weapons as an exceptional – indeed, incomparable – weapon, gave rise to an increasingly 
strong ‘taboo’, an implicit, normative prohibition against the use of nuclear weapons. The 
gradual emergence of this taboo explains, according to Tannenwald, why nuclear weapons 

have not been used in an armed conflict since the atomic bombings of Hiroshima and 
Nagasaki.
However, while delegitimizing the use of nuclear weapons, the framing of nuclear weapons 
in terms of an unprecedented and unimaginable doomsday actually legitimized their 
possession.

According to the logic of what would, in the years following the atomic bombings 

of Hiroshima and Nagasaki, become known as the ‘theory of nuclear deterrence’, no 
government in its right mind would ever risk a conflict to escalate into a nuclear war, 
precisely because of the unacceptable devastation that would be visited upon all humankind 
by such a war.

By hypothesizing that international peace and stability required the constant threat of its 

antipode – all-out nuclear war – the theory of nuclear deterrence made it possible to view 
the threat of use of these weapons as a ‘necessary evil’ and a symbol of responsibility, 
rationality and power. The extreme threat of nuclear war would not only guarantee a future 

non-use of nuclear weapons, but also a perpetual state of equilibrium between the States that 
possessed these weapons.

An abstract battlefield, above the law?
This fear-based framing of nuclear weapons turned the question initially posed by Marcel 

Junod on its head. What had started out as an evidence- and effects-based debate about the 
legitimacy of the use of nuclear weapons in armed conflict shifted into a highly speculative 
debate about how the threat of total annihilation could be used to prevent war in general, 
and nuclear war in particular.

By framing nuclear weapons not as an inhumane means of warfare but instead as an 

abstract construct outside and beyond any real-world battlefield considerations, the fear-

based framing lifted nuclear weapons out of the conceptual framework – international 
humanitarian law – that had been tried and tested to limit the harmful effects of armed 
conflict. Limits could not, after all, be imposed on an absolute.
This discursive turn pre-empted – for many years – any attempt to turn Junod’s appeal 
for an outright ban on nuclear weapons into a serious policy proposal. By positing that 

international peace and stability required the constant threat of use of nuclear weapons, 

nuclear abolitionists were left with the impossible task of proving a logical fallacy: to 
substantiate that their call for the prohibition and elimination of nuclear weapons would not 

imperil global security – or even worse, lead to a third world war. 

Back to reality: fighting for the collective future of humanity
Many people have become accustomed to thinking about nuclear weapons in terms of 
an unimaginable doomsday, seemingly forgetting a harsh reality: Nuclear weapons have 
been used, twice, causing not only entirely imaginable, but extensive, actual and long-term 
suffering amongst the people of Hiroshima and Nagasaki.
Yet despite their very real consequences, the atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki 
happened a lifetime ago. Even with the recent ruling of the Hiroshima District Court to 
recognize dozens of additional survivors from the atomic bombing of Hiroshima, the day 
will soon come when there is no one left to tell the first-hand accounts of suffering and 

devastation caused by the attacks. This leaves those who have listened to the hibakusha with 
a special responsibility to ensure that their stories are not lost. And a responsibility for the 
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arrogance and an urge to leave my mark on the world, I had convinced myself that we could 
ban nuclear weapons if we just wanted it enough.

I no longer remember what I had expected to discover in Hiroshima. But as I was driven 
from the airport in an aging Toyota Comfort fitted with the white, embroidered seat covers 
so characteristic of Japanese taxis, the first thought that struck me was how utterly normal – 
how unmarked – the city looked.
Crossing Tsurumi Bridge into Naka Ward, the site of the 1945 blast’s epicenter, I saw a 
typical Japanese city teeming with cute, matchbox-looking cars, glossy skyscraper hotels, 

sake bars and okonomiyaki restaurants packed in neon-lit lanes. With my car window rolled 

down, I watched people going about their daily business, as if nothing out of the ordinary 

had ever happened in the neighborhood.
I remember thinking to myself, ‘is this really Hiroshima? Can this really be the city I’ve 
seen devastated, “flattened and smooth like the palm of a hand”, in all those black-and-white 
photos?’
It was only later that day, as I walked across the Hiroshima Peace Memorial Park, that I 

started to notice the scars left by the 1945 nuclear explosion. I looked through the massive 
saddle-shaped Memorial cenotaph, leading the eye through a vacuum of emptiness, 
meekly promising not to ‘repeat the error’. Moving north, I saw the monument built to 
commemorate the unbearably high number of child victims from the nuclear explosion. 
It was surrounded by thousands of colorful paper cranes, all folded to fulfill 12-year old 
Sadako Sasaki’s dying wish for a world without nuclear weapons. On the other side of the 
Motoyasu River, I looked up at the famous skeletal remains of the A-Bomb Dome, in a 
constant state of near-collapse, a symbol of the transient nature of painful memories.

These were the visible scars of Hiroshima. However, it wasn’t until I started to listen that I 
realized the real impact of the explosion was not to be found in the city’s monuments, but in 
the minds of its people.

In the following days, I heard many testimonies of the victims and survivors of the nuclear 
explosion—the hibakusha. Their testimonies would shake me to my core, forcing me to 

confront my own prejudices: In my rush to devise a plan for how nuclear weapons could 
be banned, I had forgotten to ask the more fundamental question of what nuclear weapons 

really mean for humanity.

I would come to realize from these discussions that there existed in my own – and, I would 
later discover, the public  – imagination, two distinct and partially conflicting ‘mental 
images’ of nuclear weapons, to borrow a term from the American writer Walter Lippmann. 

One is based on the testimonies of the hibakusha and the rules and principles of international 

humanitarian law; the other, on the fear of a world-destroying nuclear war.

The fact that the real meaning of nuclear weapons is not yet settled in the public imagination 

may explain, for example, the seemingly paradoxical findings from the ICRC’s Millennials 
on War survey. While the survey demonstrated widespread consensus among millennials 
that nuclear weapons are a threat to humanity – with 84 percent of respondents answering 
that the use of nuclear weapons in wars or armed conflict is never acceptable — almost half 
of those surveyed also held that nuclear weapons are an effective instrument of deterrence.
The co-existence of these two ‘mental images’ explains why the fault lines in this debate 
are so entrenched between proponents and opponents of the Treaty on the Prohibition of 

Nuclear Weapons and between believers and critics of nuclear deterrence. The irreconcilable 
nature of the debate and lack of common ground between these camps is due to the fact that 

these groups mean two different things when they refer to ‘nuclear weapons’.

An effects-based framing: the call for nuclear prohibition 
The first ‘mental image’ is an effects-based understanding of nuclear weapons – one focused 
on the documented consequences of nuclear weapons as a means of warfare. This framing 

is based on the evidence of suffering and devastation caused by the atomic bombings of 
Hiroshima and Nagasaki, evoked by the testimonies of the hibakusha and the accounts of 
those that attempted, in near-impossible conditions, to alleviate the pain of those dying and 
injured.

The archives of the ICRC offer an unsettling glimpse into the horrific reality behind this 
image. A few weeks after the bombing of Hiroshima, ICRC delegate Fritz Bilfinger arrived 
in Hiroshima to assess the damage. The telegram he sent back to Dr. Marcel Junod, the 
ICRC Head of Delegation in Tokyo, paints a chilling picture:

 “city wiped out; eighty percent all hospitals destroyed or seriously damaged; inspected 

two emergency hospitals, conditions beyond description, full stop; effects of bomb 

mysteriously serious, stop.”

From the perspective of Junod, who travelled to Hiroshima a few days after he had received 
Bilfinger’s telegram to assist the victims, nuclear weapons were a weapon amongst other 
inhumane weapons. Admittedly a horrific and uniquely destructive weapon, but still a 
weapon, comparable in kind to the poison gas used with cruel effect during the First World 
War. From this perspective, the question of nuclear weapons became a relatively straight-
forward one of whether this particular tool of war, given its consequences and in light of the 
agreed rules of war, should be allowed for use in armed conflict.
No stranger to the horrors of war, Junod himself seemed to have had no doubt about how 
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societies.

It is critical too to have a long term view and to persevere.  We have achieved a great deal 
during the time I have been in the Movement.  It is important to have a clear vision, patience 
and being ready to act when the moment is right.

Finally, the climate crisis and the coronavirus (COVID-19) pandemic, amongst other global 
challenges, have made us all aware of our common vulnerability and of the need to find 
solutions together.  I have benefited greatly from working with colleagues from the ICRC, 
the International Federation, the Standing Commission and from National Societies from 
every part of the world.  I have also had the privilege of working with legal advisers and 
officials from government and the armed forces.  There are shared humanitarian objectives 
and a shared spirit of public service.  Particularly if one’s main concern is about achieving 
the common end, and not about who gets the credit, a great deal can be achieved.
In my brief remarks at the Henry Dunant Medal award ceremony in December 2019, I said 
that the Red Cross and Red Crescent, IHL, are about hope, unity and our common humanity.  

I have been so fortunate to feel a vocation for my Movement work, and to have a wife and 
daughters who understood and supported this.

The British Red Cross marked its 150th anniversary in 2020.  The ICRC and other National 
Societies are even older.  The Red Cross and Red Crescent existed long before any of us 
and one hopes that, for good reasons, it will continue to thrive after us.  One feels a sense of 
stewardship when one works for such a respected and valuable institution.  You have your 
chance, your privilege and responsibility to work as and with the British Red Cross and the 
Movement generally.  After your period, when your time is done, you hand it on and one 
hopes you hand it on in a way one feels good about. Without wishing to sound as if one has 

any ownership – the Red Cross and Red Crescent and its ideals belong to everyone - if you 
have had the privilege to be part of it you feel a sense of responsibility.
I wish to thank the British Red Cross and Movement colleagues world-wide for the 
opportunities I have had.  As I also noted last year, so long as we remain true to who we 
are, I am sure that, together, the Movement will continue to make a positive and practical 
difference to people in need and serve as a beacon, and reassurance, to our world.
Thank you for giving me this opportunity to share my thoughts, recollections and 
experiences with you.

 31 October 2020

An unnecessary evil: the discursive battle over the meaning of 
nuclear weapons

Magnus Løvold 1

Policy Adviser in the Arms Unit in the Legal Division, ICRC

 ‘Necessary Evil’ was the Boeing B-29-45-MO Superfortress airplane assigned to 

photograph the effects of the atomic bombing of Hiroshima in 1945. 
The testimonies of the victims and survivors of nuclear weapons prompt us to 
imagine the unimaginable, think the unthinkable and give voice to the unspeakable 
suffering caused by atomic bombs. 
Marking 75 years since the bombings of Hiroshima and Nagasaki, Magnus Løvold, 
Policy Adviser in the Arms Unit of the ICRC’s Legal Division, calls on us to honor 
and remember the testimonies of survivors exposing nuclear weapons for what they 
really are: Nothing more – and nothing less – than horrific and unjustifiable tools of 
war that must be prohibited and eliminated.

―＊―＊―

I remember the first time I visited Hiroshima. It was a sweltering week toward the end of 
August 2012. Government officials, civil society activists and survivors had recently marked 
the 67th anniversary of the nuclear explosion that devastated the city in 1945. I was there to 
take part in the World Congress of the International Physicians for the Prevention of Nuclear 
War (IPPNW)—a global federation of medical groups that was awarded the Nobel Peace 
Prize in 1985 for its effort to raise awareness of ‘the catastrophic consequences of atomic 
warfare’.

I was working for the International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) at the 
time, and I thought I knew all I needed to about nuclear weapons. Motivated by youthful 

1　Magnus Løvold is Policy Adviser in the Arms Unit in the Legal Division of ICRC. He has 
previously worked on humanitarian issues for the Norwegian Ministry of Foreign Affairs and on 
disarmament and non-proliferation of weapons of mass destruction at the International Law and 
Policy Institute (ILPI). Until 2015, he was the Campaign and Advocacy Director of the International 
Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) in Geneva. He holds MPhil in Peace and Conflict 
Studies from the University of Oslo in Norway.
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and Protocols, or relating to specific issues, such as anti-personnel landmines or the briefing 
of civil society representatives in advance of a Preparatory Committee for the Review 
Conference of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons.  The British Red 
Cross also runs a biennial Summer Course on IHL.
From the mid 1980s and during the 1990s, the British Red Cross had its own committee 
which provided advice on IHL dissemination activities.  This internal group included an 
officer from Army Legal Services, as well as academic specialists in IHL.  The British 
Red Cross’s IHL work was significantly strengthened when, in 1999, the UK established 
a National IHL Committee, whose Chair and Secretary were from the Foreign and 
Commonwealth Office.  This demonstrated the UK’s commitment to IHL and involved 
representatives from all the relevant government departments and all the Service legal 
branches (Royal Navy, Army and Royal Air Force).  The UK National IHL Committee 
continues to serve as a focal point and provides impetus to IHL promotion, dissemination 
and implementation.  When appropriate, the Committee also considers areas for 

strengthening and developing IHL.

Ratification of IHL treaties – Carpe diem
During the period of my service at the British Red Cross, the UK has become a party to 
nearly all the major IHL treaties.  This has required patience, of keeping the matter on the 

government’s agenda and of waiting for the right moment in which to take a matter forward.  
A recent example of this was the UK’s ratification of the 1954 Hague Convention on the 
Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict and its two Protocols.  We 
kept these treaties as an agenda item at meetings of the UK National IHL Committee for 
several years.  We had two pledges on the subject at successive International Conferences 
of the Red Cross and Red Crescent.  The destruction of cultural property by the Islamic 

State (Daesh) in Syria in 2016 provided the final impetus needed to make the ratification of 
the Hague Convention and its Protocols a priority and because of advance preparations, the 
government had everything ready to enable this to happen. 
Where treaty ratification or accession has involved the need for ratification/accession (or 
implementing) legislation, I have often had the privilege of being involved in the drafting 
and/or supporting the legislation in other ways.
I have always felt heartened that there has been cross-party support for IHL.  To date IHL 
has been regarded as a relatively neutral body of law, in contrast to certain human rights 
measures, which have been used as a political football (as it were), with Parliamentarians 
advocating partisan views. 

In addition to its neutrality, it is also important to preserve IHL as a credible set of 
prescriptions for the battlefield – that it does not become too idealistic or too complicated.  
An ordinary soldier must always be able to apply it.  The law needs to be realistic if it is 

going to be respected. This has been a challenge over the years when some NGOs appear to 
wish to ban every weapon available, moving from anti-personnel mines, to cluster munitions 
and then going on to other weapon systems. Such campaigning efforts have had a benefit but 
one needs to be careful. There is a balance between promoting humanitarian considerations 

and disarmament and promoting realistic controls and avoiding division.
One of the things that always attracted me to the Red Cross and to IHL, is that they are 

about action and what is achievable. In my work, I have always tried to be realistic and 
wished to consider the best ways of achieving humanitarian ends.  What is credible and 
achievable in the UK may not be the same elsewhere.  

The Movement as a unifying source
Another highlight of my Red Cross and Red Crescent service was the opportunity to 
be involved in the work to bring the Israeli and the Palestinian National Societies into 
membership of the Movement and of the International Federation.  I have always had 
an interest in the Middle East and it was a great privilege to be able to contribute to this 
important achievement, even in a small way.
I started by referring to my experience growing up in America in the 1960s.  It was a time 
of turbulence and division.  I remain convinced of the importance of the International Red 
Cross and Red Crescent Movement as a unifying factor among peoples and nations.  We 
are part of the international humanitarian system and, in many countries, we are part of the 

national fabric as well.  With our special features, such as our neutrality and auxiliary status 

and role, we are truly unique – there is only one of us.  We are here for everyone and we 
welcome everyone.  We wish to be able to help anyone who needs our support, regardless of 
their origins or any other factors.

Final reflections
As I look back, I have three reflections on my Red Cross and Red Crescent service.  First, 
the value of our special identity and role; second, the importance of a long term perspective 
and of persevering, and finally, the significance of co-operation.
The Red Cross and Red Crescent is unique.   Our special features are very precious.  Using 
these, we can make a practical humanitarian difference, helping those affected by armed 

conflict, by disasters and other emergency situations, and helping the most vulnerable in our 
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and Red Crescent and at diplomatic conferences, and in supporting the production of the 

UK’s voluntary report on IHL implementation at the domestic level.  Through our expertise, 
neutrality and auxiliary function, we have been able to have an influence. 

Challenges
When I first joined the British Red Cross, colleagues understood and were proud of the 

Society’s humanitarian auxiliary role to the UK public authorities, including the medical 
services to the armed forces.  It was in our National Handbook and in other publications.  
Increasingly over the years volunteers and staff in the British Red Cross have known less 
about this special feature of a National Society.  From my perspective, this is a real missed 
opportunity.  

Perhaps understandably, the leadership of the British Red Cross has tended to wish to fit 
in with other charities and organisations rather than plough our own furrow in trying to 

promote our distinctiveness. Perhaps partly because of the function I perform, I am keen 
to preserve and promote our special features. I think that the management of the day have 
not always felt our distinctive features to be convenient.  For example, at times, they have 
wanted to use the emblem as the British Red Cross’ own logo without taking account of its 

wider significance as a special symbol of neutrality and protection.  I do have a great deal 
of sympathy with the fact that all organisations need to adapt to changing circumstances.  

However I think that there are certain values which are timeless and are actually at the heart 
of the organisation and to me it is important that these are preserved. 
I have had great opportunities to serve through the auxiliary role and I think that other parts 
of the organisation could have greater opportunities if they were minded to think about 
that and to use it. I have had people outside the Movement say to me, why is the British 
Red Cross acting like other organisations, becoming involved in public advocacy, and 
campaigning, when you have your own special niche, your unique selling point (USP), and 
really should be capitalising on that rather than trying to become like the host of NGOs out 
there. 

From a positive perspective, I think that the British Red Cross continues to try to be mindful 
of the Fundamental Principles, even if its interpretation is sometimes subject to question.  I 
am not someone who wishes to hearken back to the old days, but as often in life, there is a 

need for balance and it is about keeping what is special and of enduring value, and adapting 
that to changing situations.

Relevance of IHL
During the period I have worked at the British Red Cross, the relevance of IHL has never 
been doubted.  Part of the reason is that the UK’s armed forces have continued to engage in 
operations overseas.  Operational advice, even if not about IHL, was also required during “the 
Troubles” in Northern Ireland.  
Following the Falkland Islands/Islas Malvinas conflict in 1982, IHL was increasingly 
recognised as an important factor to be taken into account in military operations.  This led to 

improvements in training in IHL (which the British military call the law of armed conflict) 
in the British armed forces.  

This increased interest in IHL was also evidenced by the holding of a Discussion Group 
under the auspices of the British Institute of International and Comparative Law.  From 
1985-93, this group, which the British Red Cross supported, considered advances and 
problems in IHL as developed by the two 1977 Additional Protocols to the 1949 Geneva 
Conventions and by the 1980 Convention on Conventional Weapons and its Protocols.  
The deliberations of this Discussion Group contributed to the UK’s consideration of these 
treaties and their eventual ratification.
The interest in the legal aspects of military operations also led to the establishment of the 

UK Group of the International Society for Military Law and the Law of War in 1988.  The 
British Red Cross has taken an active interest in the UK Group from its inception.
The importance of IHL was recognised during the 1991 Gulf War.  Military lawyers were 
increasingly involved with operational planning and care was taken to ensure the Coalition’s 
compliance with IHL. I had the privilege of providing practical advice and assistance on 
prisoner of war issues during and after the conflict.
The experience of the conflicts in the Former Yugoslavia during the 1990s and UK military 
operations since, in Afghanistan and elsewhere, led Army Legal Services to establish an 
Operational Law Branch in 2003.  This provides a focal point for IHL, including advice and 
training.  It consists of a headquarters element, and a pool of trained and deployable officers.

Good co-operation
The Service legal branches were and remain happy to work with the British Red Cross in 
raising awareness and understanding of IHL among different target audiences.  Foreign 

Office legal advisers have also been very supportive of the British Red Cross’ IHL activities.
British Red Cross dissemination activities have included short courses for trainee journalists, 
civil servants and health professionals.  Seminars or conferences have been held to coincide 
with important events, such as the Gulf War 1991, anniversaries of the Geneva Conventions 
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Initial challenges and tasks
My first position was as the researcher for the British Red Cross’ long-term strategy.  This 
involved research and writing and going to meetings with quite senior volunteers and staff.  
Around February 1983 I was offered a permanent contract as the Legal and Committee 
Services Officer.  When I started as a researcher, I believe I was being vetted. It was thought 
that I might not fit in. My first boss said to me that he was not sure that I would be able to do 
the legal role.  This was partly because of my stammer because I would have to talk on the 
telephone, and also the fact that I was not British and the Foreign Office might not be able to 
be as open with me.  Often much older staff commented on the fact that I was at that point a 
baby, even though I was nearly 30.  I was young and I was Jewish and there weren’t many 
Jews in the Society and those that were were not vocal about it.  
I was the first lawyer at the British Red Cross since the Second World War.  They weren’t 
sure they actually needed a lawyer on their staff – this was the early 1980s.  Happily 
I was given a chance and I showed that I was able to do the job. From 1983 - 85, my 
tasks involved contracts, property transactions, and advising on the draft legislation and 
constitutions for those of our Overseas Branches becoming independent National Societies.  
I was also involved in governance matters, such as writing minutes and giving advice on 
rules. Those duties provided me with a very good grounding. In 1985 I was promoted 
to Head of the Legal and Committee Services Department.  I assumed management 
responsibility for the Trust Officer who was responsible for legacies and for insurance, 

as well as our then Central Registry and our Library.  This was in addition to continuing 

to carry out myself the other tasks mentioned, such as property transactions, Overseas 
Branches advice and governance work. That was from 1985 - 92. 

But I wanted to do IHL
As important as these corporate legal and governance functions are, it was not them which 
motivated me to work for the Red Cross.  It was always the Geneva Conventions and the 
international work which was the motivation.  Additional motivating factors were and 
remain our principles, our being both local and global – all the special features, including 
the National Society auxiliary role. In 1992, I was able to move away from the domestic 
tasks to focus on IHL, providing advice on IHL, our international rules and policies, and 
organising training in IHL.  In a way, that is what I have been doing ever since, as Head of 
International Law. 

The team has grown and the remit and subject areas have evolved so it is not that I am doing 
exactly what I was doing some 28 years ago.  The role is very varied and I become involved 

in all sorts of things.  Sometimes I think I am like a General Practitioner because I need to 
advise on a wide range of matters rather than being able to focus.  However, this has kept 
the job interesting for so many years, and continues to do so. 

If I have one area of expertise, it is on emblem matters. 
I have been privileged to attend many statutory meetings as well as meetings with other 
National Society legal advisers, and those from the ICRC and the International Federation.  
I was part of a small group which set up an informal network of legal advisers from the 
EU, EU-candidate and European Free Trade Association (EFTA) countries, and I was 
the Chair of that group for over 10 years. I have also helped to establish similar regional 
networks in Africa and in the Asia-Pacific region, and I have found these experiences very 
fulfilling. 
I have also had the privilege to work with ICRC colleagues on the up-dated commentaries 
to the Geneva Conventions, the Customary IHL database and the strengthening respect 
for IHL process.  We have collaborated too on emblem issues and other matters.  This 
also has been very enjoyable and I have valued the ICRC’s professionalism, expertise and 
long term approach.

Interactions with Government and the Armed Forces
One of the things which I have really valued and which attracted me to work at the British 
Red Cross originally was the special auxiliary role of the British Red Cross.  This has 

given me and has given the Society the opportunity for public service in the sense of 
helping the public authorities in the humanitarian field and in my own case on IHL and 
related issues.  I have greatly enjoyed working with civil servants and legal advisers from 
the Government and from the Armed Forces. I believe that I have been able to contribute 
to their thinking over the years and of course, their views and experiences have affected 
mine. We have a very open and trusting relationship and I think they feel able to consult 
me, realising that any confidences will be kept. It has been a precious opportunity to 

contribute to UK Government policy and thinking on the law over many years. The 
fact that I have worked at the British Red Cross for a long time has also helped – I have 
provided continuity.  It has also been a pleasure that when officials move on to other roles, 
I am still in touch with some of them.  It is also nice when I just happen to bump into 

them at the Foreign Office or elsewhere. 
I think that the British Red Cross has proved our value to the government through our 
co-operation in IHL.  This has included our work protecting the emblem, collaborating 

in providing training, working together at International Conferences of the Red Cross 
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of this previously.  This was partly because of my mother’s attitude to the organisation.

Family prejudices
My mother and her mother worked as volunteer nurse’s aides for the American Red Cross 
during World War Two, in the Los Angeles area.  A photograph of them both, wearing Red 

Cross uniforms, is among my most cherished possessions.  However, my mother was quite 
anti-Red Cross because of the ICRC’s record during the Holocaust. Consequently, I had 

never considered working for the Red Cross.  However, having studied the law of armed 
conflict (now commonly referred to by civilians as International Humanitarian Law (IHL)), 
and the special role of the ICRC, I was very favourably impressed by the organisation.  I 
had also read a significant amount about the Second World War and could understand the 
perspective of the ICRC at that time.  It was a different world, with different considerations.  
The ICRC was certainly not the only organisation which might have done more during that 
terrible period of history.  I also thought that, while not forgetting the lessons of the past, it 

was a different world and time to move on.  In my view, it would be great to be able to work 
for the ICRC. 

Also, from childhood, I was always asking why?  This was never to be contrary but rather, 
simply to understand e.g. why my parents were asking me to undertake a certain action or 

held a particular opinion.  I had a mind of my own which did not always please my parents.  

At the same time, I felt I was quite an obedient child and adolescent.  My challenges were 

intellectual; I never rebelled in other ways.

Individuals who helped and inspired me
Professor Parry knew someone called Professor Colonel Gerald Draper. He was the foremost 
British expert of IHL of his generation. He also helped the British Red Cross as an adviser at 
times. He himself was a character.2   Clive telephoned Gerald to ask if he could help get me 
a job with the ICRC. At that period, owing to my US nationality, that was not possible.  The 
ICRC was then primarily an all Swiss organisation.
Clive’s reaction was to say “Okay, I happen to know a chap at the British Red Cross, Brian 

2　Without going into detail, Gerald Draper was in the British Army during the Second World War.  He 
was a barrister and participated in the Nuremberg Trials. After the war he became quite ill, possibly 
as a result of the conditions he experienced during the conflict. He was confined to a wheelchair, 
almost prone.  But this did not stop his work, as an academic and legal adviser.  He travelled the 
world with his wife Julia. He was a Professor at Sussex, and before then, lectured at King’s College 
London. He was consulted by the UK Foreign Office and the ICRC.  He was an eminent figure in the 
IHL world.

Hodgson.” Mr. Hodgson had been the British Red Cross’ Director of International Affairs 
and then Director General. When he finished being chief executive, he became Counsellor, 
a very senior adviser. Brian had been a colonial civil servant in East Africa in Tanganyika 
before joining the British Red Cross.  He had gone to Oxford and Cambridge and he was 

of that generation of upper-middle-class Englishmen who, for me anyway, just radiated 

decency, integrity, courtesy - everything that I thought was admirable. 
It was arranged by Clive that I would come to the British Red Cross offices to meet Brian 
Hodgson, to talk about my thesis on disaster relief.  I came to the Society’s then offices at 
Grosvenor Crescent in London.  I met Mr. Hodgson and I was impressed by his passion for 
the Red Cross Movement, which I found infectious. He talked to me about the British Red 
Cross and about its overseas branches, the history of the Movement and of the British Red 
Cross, its work in disaster relief and its principles.  He also gave me a copy of the Society’s 
then National Handbook. I took it back to Cambridge and I read it.  In the text, it said that 
for the staff of the British Red Cross, their Red Cross work isn’t just a job, it’s a vocation.  I 
thought that’s it.  I have found where I wish to be; I wish to work there.
 

Started as a volunteer
That is how I started my Red Cross career.  Soon after I met Brian Hodgson, I became 
a volunteer from Cambridge. The British Red Cross was just setting up its very first 
dissemination programme. This was to provide knowledge and understanding about the 
Geneva Conventions, and followed the adoption of the two 1977 Additional Protocols to 
the Geneva Conventions.  At the diplomatic conference, governments had decided that all 
National Societies should become involved in dissemination, that is, in educating about 
the Conventions.  Consequently, the British Red Cross set up a group of its own staff and 
drafted a publication for the British public about the rules of the Geneva Conventions. I was 
asked to comment on the draft text. 

About one year later, in 1981, the British Red Cross was asked to send someone to the very 
first joint Polish Red Cross and ICRC summer course on IHL held in Warsaw.  I was asked 
if I would go.  I was delighted to do so and it was a great experience. It was at the period of 

Solidarity in Poland, just before martial law was declared, and this summer course brought 
young people from Eastern Europe and the West together.  About one year later – on 9 
August 1982 – I started as a staff member at the national headquarters of the British Red 
Cross.
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My Red Cross and Red Crescent journey: The importance of 
stewardship

Michael Meyer1 

Head of International Law at the British Red Cross

The winner of the Henry Dunant Medal  2019

Public service – giving back to the community
I grew up in the Los Angeles area of California.  My father was in the entertainment 

industry.  My mother, whose family was also in the film business, not only raised four 

children (of whom I am the eldest) but also was active in women’s politics and the 
Democratic Party.  Both encouraged their children to think of others and to give back to the 
community.  From a young age I realised that I was more fortunate than many other people 

and felt a strong desire to help those who did not have my advantages.
Even as a little boy I was very interested in US Presidents and people who were involved 
in public service. I read biographies of Winston Churchill, Marie Curie, Albert Schweitzer, 
George Washington Carver and other individuals who contributed to society, to our world, 
in different ways.
I am of the generation who was inspired by John F. Kennedy’s call to service, “ask not 
what your country can do for you but what you can do for your country,” and what all of 

us together can do for the world. Those same sentiments were echoed later by his brother 

Robert, who said: “Some men see things as they are, and ask why.  I dream of things that 
never were, and ask why not.”  I was then an older teenager and was very supportive of his 
Presidential campaign, and of the civil rights movement in the US.  I grew up in America 
during the 1960s, and that experience has had a lasting influence on me.  
At school, I was involved in different forms of community service. The university I went to, 
Yale, has from its origins had public service as a major purpose of its educational offering.  
During my years as an undergraduate I was engaged in various public service activities. I 
was always also very interested in politics.  At Yale I was very involved in campus politics 

1　Michael Meyer is Head of International Law at the British Red Cross.  He has been a staff member 
for over 38 years.  He was awarded the Henry Dunant Medal in December 2019, the highest award 
of the International Red Cross and Red Crescent Movement.  The comments in this article are written 
in his personal capacity and do not reflect the views of the British Red Cross or any other Red Cross 
or Red Crescent organisation.

and during my senior year held the office of Class Secretary. This was then the leading 
student position.

Uncertainty about the way forward
Through my involvement in campus politics at Yale I found that I had to do things with 
which I did not always feel comfortable.  It was not dishonest but it felt as if I was not really 

being true to myself. Also, from my mother’s involvement with Democratic Party politics 
in California, I had observed that even if the cause of the person was, from my viewpoint, 
admirable, if one got into politics, one had to compromise in different areas of one’s life.  By 
the time I finished Yale, after wanting to be the first Jewish President for most of my young 
life, I did not feel that that was the right aspiration for me anymore. 

After finishing Yale, I came to the United Kingdom thinking what am I going to do?  Until 
then, I had thought of public service as becoming a politician.  I worked in a market research 
firm for one year before starting at Cambridge, Trinity Hall, as a graduate student in Law.  I 
found there that I enjoyed studying public international law, and then in my second year I 

studied the law of armed conflict, including the Geneva Conventions, and first learned about 
the International Committee of the Red Cross (ICRC) and its role under the Conventions. 
I was also interested in the United Nations and the UN agencies.  I had the opportunity to go 
to UNESCO for a two-week summer course with other university students from around the 
world.  This was very interesting.  However, I felt then that the UN was too much involved 
with politics and the kind of compromising which I found difficult and had led me to give 
up on the idea of a political career.

After finishing my LL.B degree at Cambridge (now an LL.M), I did an MPhil in 
International Relations, also at Cambridge.  For my thesis, I chose the subject of the Law 

and Organisation of Emergency Disaster Relief. That of course involved the role of the 
International Red Cross and Red Crescent Movement.  

The importance of mentors
I had a very brilliant, quite idiosyncratic, supervisor, a man called Clive Parry, at Downing 
College. One day in the middle of our supervision (a discussion of my academic work), he 
suddenly sat straight up in his chair and pointed at me.  He called me Mikey (no one else 

has ever called me that!) and he said “Mikey – you are the Red Cross man”.  I looked at 
him startled, and asked “Pardon me?”  The comment seemed completely out of the blue.  
Professor Parry then repeated “You are the Red Cross Man – you should work for the Red 
Cross.”  I looked at him, rather surprised, and said uncertainly, “Ok.”  I had not ever thought 



加藤きんの救護活動　204

【論文投稿のお問合わせ・提出先】

　国内外の人道問題研究者・実践者からのご投稿を歓迎致します。掲載の可

否は当センター編集部にて判断させていただきます。投稿についての詳細は

下記までお問い合わせください。

　日本赤十字国際人道研究センター

　『人道研究ジャーナル』投稿論文受付係　i.h.s@jrc.ac.jp

【バックナンバー】

　バックナンバー（Vol.1 ～ Vol.9）をご希望の方は当センターの Web サイト

（http:www.jrc.ac.jp/ihs）をご覧下さい。

人道研究ジャーナル　Vol. 10

2021 年 3 月 15 日初版第一刷発行

　◇編集　学校法人日本赤十字学園

　　　　　日本赤十字国際人道研究センター

　◇発行　株式会社　東信堂

ISBN 978-4-7989-1692-7　C3031

日本赤十字国際人道研究センター
〒 150-0012　 東京都渋谷区広尾 4 -1- 3　
　　　　　　（日本赤十字看護大学内）
Website:  http://www.jrc.ac.jp/ihs

株式会社　東信堂
〒 113-0023　 東京都文京区向丘 1-20-6
TEL  03-3818-5521 FAX 03-3818-5514 
e-mail tk203444@fsinet.or.jp
Website  http://www.toshindo-pub.com/

ISSN 2186-9413

編集後記

■本誌も今号で創刊 10 年を迎えました。この間の関係各位のご支援に対し謹んで御礼申し

上げます。“激動の年”という言葉が“枕詞”のように毎年のように繰り返される近年ですが、

2021 年も世界はコロナ禍との対峙が避けられない激動の日々となりそうです。世界がこれ

ほど騒々しく、度重なる試練に見舞われるのは人類史からみれば「世の常」なのかもしれ

ません。それにしても気候変動、核廃絶、紛争、巨大地震対策、SDGs などなど、どれをとっ

ても待ったなしの難題ばかりの地球ですが、これらの多くは近代文明がもたらした人間の

所業、ともいえそうです。地震にしても都市化と過密がなければ大災害にはならないでしょ

うから。こうしたカタストロフィを経験した人類が、真の行動変容ができるかが問われる、

今が最後のチャンスなのかもしれません。今日も世界各地で、そして日本で、日夜、疫病

禍と闘う医療従事者とその関係者の方々に心より声援をお送ります。（T）
■核兵器禁止条約が発効しました。同条約は、核による威嚇を禁止し、抑止力としての存

在すら否定した点で画期的な条約ですが、過去の戦争で核兵器の惨禍を経験した日本（人）

は、署名すらしていません。赤十字国際委員会が 2019 年に 20 代後半から 30 代半ばのミ

レニアル世代を対象に行った世論調査では、約 8 割の人が「核兵器は人類にとって脅威

である」としていますが、半数近くの人が「抑止力として有効」とも考えています。つ

まり核廃絶には総論賛成、各論反対という人も少なからずいるということです。興味深

いことに、この傾向は紛争を体験した人に、より強く表れています。

　将来、日本の行く末について重要な意思決定を担うであろうミレニアル世代が、この世

界調査と同様に各論反対でないことを祈るばかりです。そのために、彼らより少しだけ

年長世代の私たちは、彼らにどんなインプットができるのだろう…と考える今日この頃

です。（K）

■新型コロナウイルスの猛威の中で行動の自由も大幅に制限され、あらゆるジャンルの人

たちが大なり小なりの影響を受けています。そういった中で、人道的な観点を主軸にお

いた本ジャーナルの編集にあたるという行為そのものが、ある意味見えないウイルスの

影響との、また別の闘いをしているようにふと感じる不思議があります。

　問題の根深さは、ウイルスそのものが非人道的な存在というよりも、それによって引き

起こされる社会的な影響と、それに対する人間の受け止め方を問われているようで、立

ち止まって考えざるを得ない側面があります。とは言え、今は少なくともウイルスの影

響によって生じる人命の危機と不当な差別的発想に対して、私たちは行動していくこと

しかないのかもしれません。（H）


